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－１－	

第 １ 回 定 例 会 会 議 録 目 次  

 

第１号（２月１４日）（金曜日） 

 １.開  会 ·······································································································   ６ 

 １.開  議 ·······································································································   ６ 

 １.会議録署名議員の指名 ··················································································   ６ 

 １.会期の決定 ····································································································   ６ 

 １.諸般の報告 ····································································································   ６ 

 １.報告第１号 上程 ·························································································  １０ 

   報告 

 １.議案第１号～議案第６号 一括上程 ······························································  １１ 

   説明、質疑 

   議案第１号・議案第４号～議案第６号 総務文教委員会付託 

   議案第２号・議案第３号 産業厚生委員会付託 

 １.議案第７号 上程 ·························································································  １７ 

   説明、質疑、総務文教委員会付託 

 １.議案第８号 上程 ·························································································  １８ 

   説明、休憩、全協、質疑、表決 

 １.議案第９号 上程 ·························································································  １８ 

   説明、質疑、総務文教委員会付託 

 １.議案第１０号 上程 ······················································································  １９ 

   説明、質疑、各常任委員会付託 

 １.議案第１１号～議案第１７号 一括上程 ·······················································  ２１ 

   説明、質疑 

   議案第１１号・議案第１２号 総務文教委員会付託 

   議案第１３号～議案第１７号 産業厚生委員会付託 

 １.議案第１８号～議案第２８号 一括上程 ·······················································  ２５ 

   説明 

 １.陳情第６号 上程 ·························································································  ３４ 

   総務文教委員会付託 

 １.日程報告 ·······································································································  ３４ 

 １.散  会 ·······································································································  ３４ 

    癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

 



	
	

－２－	

第２号（２月２５日）（火曜日） 

 １.開  議 ·······································································································  ３６ 

 １.諸般の報告 ····································································································  ３６ 

 １.議案第１０号～議案第１７号 一括上程 ·······················································  ３８ 

   委員長報告、質疑、討論、表決 

 １.令和２年度施政方針並びに各会計予算案に対する総括質疑・一般質問 ···········  ４２ 

   川越 信男 議員 ·························································································  ４２ 

   １ 青少年海外派遣事業～夢の翼について 

    （１）本事業の実施見送りについて 

    （２）延期措置や代替措置について 

   ２ たるみず元気プロジェクトについて 

    （１）本年度の健康チェックの統括について 

    （２）リピート率や参加者増の取組と年代別の構成について 

   ３ 国民体育大会について 

    （１）宿泊施設等は 

    （２）予算について（県と市の負担割合は） 

    （３）ボランティアの募集は 

    （４）経済効果の見込みは 

   ４ 新庁舎整備事業について 

    （１）進捗状況と今後の見通しについて 

    （２）新庁舎建設事業の事業費について 

   ５ 国道の整備促進について 

    （１）国道２２０号牛根境地区における通行規制の解除に向けた国道整備の見通 

      	 しについて 

    （２）国道２２０号の整備効果について 

   堀内 貴志 議員 ·························································································  ５３ 

   １ 新型コロナウイルス対策について 

    （１）県内の情勢について 

    （２）感染者認知時の初動措置について 

    （３）感染拡大防止のための対策について 

   ２ タブレット等ＩＣＴ化について 

    （１）小中学校のタブレット端末等導入の状況について 

    （２）タブレット等ＩＣＴ活用に伴う利便性について 

    （３）行政におけるタブレット導入の方向性について 



	
	

－３－	

    （４）タブレット導入のための環境整備について  

   ３ 子育て支援対策について 

    （１）子ども医療費助成事業の対象者の拡大について 

    （２）保育所等の保育料の軽減について 

    （３）保育所等の副食費助成事業について 

    （４）学校給食費の助成は検討できないか 

   ４ たるたるおでかけチケット交付事業について 

    （１）意義と目的は 

    （２）制度の内容について 

    前田  隆 議員 ······················································································  ６６ 

   １ 観光振興と千本イチョウについて  

    （１）令和元年に千本イチョウを訪れた人数と経済効果について 

    （２）観光客への物品販売等の実施について 

    （３）観光客へのアンケート実施について 

    （４）シャトルバス運行とこれまでの経緯及び経費について 

    （５）千本イチョウの今後の維持・発展について 

   ２ 農地中間管理機構関連農地整備事業について  

    （１）水之上地区農地中間管理機構関連農地整備事業の構想と意義及びメリット 

             について 

    （２）進捗状況と課題について 

   ３ 市道内ノ野線の道路改良工事について 

    （１）進捗状況について 

    （２）令和２年の予定区間と完了までの見通しについて 

   梅木  勇 議員 ·························································································  ７４ 

   １ 令和２年度の予算について  

    （１）振興会等からの要望の実施状況は 

    （２）体験型交流観光ビジネスモデル確立事業について 

    （３）浄化槽設置事業（宅地内配管工事補助分）について 

   ２ 鳥獣害対策について 

    （１）これまでの取組、対策は 

    （２）農作物への被害と捕獲状況等は 

    （３）対策拡充について 

   ３ 強風による農業被害について 

    （１）被害（作物・施設・金額など）の状況は 



	
	

－４－	

    （２）これまでの対応は 

    （３）被災農家への支援について 

   新原  勇 議員 ·························································································  ８６ 

   １ かごしま国体について 

    （１）プレ大会、綱引き大会の実施予算はいくらか 

      ア 成果と課題について 

    （２）物産店の活用について 

    （３）市民の参加について 

    （４）今後の予算と取組について 

   ２ 防災について 

    （１）桜島海底噴火について 

      ア 牛根地区の避難はどのような計画か 

      イ 分遣所・支所までの津波の高さと到達時間は 

      ウ 安全対策（どこまで逃げるか）について 

   ３ 新庁舎建設について 

    （１）メンテナンス及びメンテナンス料について 

    （２）非構造部材（ガラス）の耐震について 

   ４ 市清掃センター煙突解体について 

    （１）煙突解体の方法は 

    （２）市道脇田市木線について 

   ５ 地域の除草作業について 

    （１）業者に任せているものを地元に任せる方法はないか 

   ６ 垂水中央公園野球場について 

    （１）野球場の環境整備について 

      ア 将来、硬式野球で利用できるための環境整備について 

   森  武一 議員 ·························································································  ９５ 

   １ 新型コロナウイルスへの対応 

    （１）本市の対策について 

   ２ 国道２２０号境・福山間の国道整備について 

    （１）今後の見通しについて 

   ３ 交流人口の経済効果について 

    （１）本市の交流人口算出方法について（延べ人数または実人数か） 

    （２）本市の交流人口に占める宿泊者数の割合について 

   ４ 子ども達の将来の職業に向けての教育について 



	
	

－５－	

    （１）労働関連法及び雇用制度の学習の必要性について 

   ５ 新庁舎建設について 

    （１）庁舎位置変更の特別議決について 

      ア 位置変更の条例制定時期は、地方自治法第４条第２項の趣旨からすれば、 

        建築着工前に行うことが適当である。なぜ、建築着工前に行わないのか 

      イ 行政実例の「建築に必要な財源の見通しもたたない時期」とはなにか 

      ウ 財源とはどのような意味か 

      エ 財源の見通しはたったのか 

    （２）新庁舎建設候補地の洪水浸水想定区域について 

      ア 県発表の最大洪水浸水想定区域３．０メートルは間違いか 

 １.日程報告 ······································································································· １０９ 

 １.散  会 ······································································································· １０９ 

    癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

第３号（２月２６日）（水曜日） 

 １.開  議 ······································································································· １１２ 

 １.令和２年度施政方針並びに各会計予算案に対する総括質疑・一般質問 ··········· １１２ 

   池山 節夫 議員 ························································································· １１２ 

   １ 施政方針と予算案について 

    （１）安心への挑戦 

      ア たるたるおでかけチケット交付事業について 

      イ たるみず元気プロジェクト事業について 

      ウ 新庁舎建設事業について 

    （２）経済への挑戦 

      ア 体験交流型観光ビジネスモデル確立事業について 

    （３）未来への挑戦 

      ア 子育て支援について 

   ２ 教育行政について 

    （１）垂水中央中学校の現状について 

      ア 校則について 

      イ スクールロイヤーについて 

    （２）さわやかあいさつ運動について 

   川畑 三郎 議員 ························································································· １２５ 

   １ 農林業について 

    （１）新年度の事業内容について 



	
	

－６－	

    （２）１月２６日夜から１月２７日に吹き荒れた強風による災害状況について 

   ２ 水産業について 

    （１）新年度の事業内容について 

   ３ 国民健康保険事業について 

    （１）国民健康保険税の必要額の減少について 

   持留 良一 議員 ························································································· １３３ 

   １ 市長の政治姿勢について 

    （１）消費税増税後、新たな消費不況が深刻化している。消費税増税をどのよう 

             に認識されているか 

   ２ 財政運営について～健全に保たれているのか 

    （１）経常収支比率９３．６％、７５％以下が望ましいとあるが。市民サービス 

             に影響しないか（財源と弾力性） 

   ３ 予算案と市民生活～市民の懐を暖める政策で、格差と貧困の是正対策の充実が 

         求められている。 

    （１）年金も医療も介護も生活保護も制度改定等で負担増と給付削減を国民に求 

             めた。結果、格差と貧困に追討ちをかけている。軽減策や手続など情報や 

             方法の徹底は図られているか 

      ア 「障がい者控除対象者認定制度」の取組の結果と積極的活用で生活の支 

              援を 

        ～霧島市のような要介護認定申請の際、本人と合意した上で、全ての対 

              象者に「認定書」を交付する方式 

      イ 市営住宅～減免制度の活用で負担の軽減を 

      （ア）利用者数 

      （イ）制度の周知方法は 

   ４ 農林業の振興について～担い手対策は進展しているが 

    （１）労働力不足問題と対策 

       ～労働力不足で作物が収穫できない実態もある。取組の現在と方向性はあ 

             るか 

    （２）外国人労働者定着対策 

       ～企業努力と行政の細やかな支援や地域住民との交流は必要。特に制度の 

             変更もあり、実態把握や支援策が求められているのではないか 

      ア 位置付けと実態の把握はできているか。人数や労働環境など実態を把握 

              しているか 

      イ 問題の認識と対策（生活問題・教育・医療・社会保障・災害時の支援 



	
	

－７－	

              等）はどうなっているか 

   ５ 国保事業特別会計 

    （１）子ども医療費助成制度（現物給付）への国庫補助減額のペナルティはどう 

             なっていくのか 

      ア 減額の内容 

      イ 国庫補助減額のペナルティはどこにくるのか 

    （２）子ども均等割額の見直しは 

      ア 「見直しを求める請願と陳情採択」の受け止めと考え、検討は 

      イ 財源として、都道府県化の「特別調整交付金」の活用はできないのか 

   ６ 新庁舎問題と財源（経費）、市財政に与える影響、規模の見直し等 

    （１）財政課としての役割は何か。財政課として、財政運営に責任を持つ部署と 

             して、内容を検証したのか 

    （２）基本構想段階での経費とその後、予定される経費、新たな経費はどのよう 

             なものが考えられるか（設計費・管理費・材料費・人件費の値上げなども 

             想定される） 

    （３）長期にわたる庁舎関連経費（一般財源負担）は検討できるか 

    （４）財政指標～実質公債費比率試算の推移は 

             将来の財政への影響問題（自治体の収入に対する借金の返済額の割合を表 

             す数値） 

    （５）これらの視点で「問題」があると結論を出したとしたら規模の見直しなど 

             含め、提言はありえるか。財政課の対応は 

   ７ 「非正規職員」の処遇改善は図られたのか～公共サービスの拡充と地位向上の 

         ため 

    （１）法改正施行にあたっては「附帯決議」は遵守されたのか 

   感王寺 耕造 議員 ······················································································ １４８ 

   １ 市政運営の基本理念について 

    （１）積極的な情報発信と説明責任（広報・広聴）について、市長の考えは。特 

             に広聴の手法について 

    （２）広聴の手法として、市民アンケート・住民投票等の考えはないのか 

    （３）外部検討委員会・審議会等の人選の在り方について 

   ２ 庁舎建設について 

    （１）防風壁の建設計画、予算規模は 

    （２）浸水対策について 

      ア 都市計画の見直しの手続と浸水対策の手法、事業の予算規模は 



	
	

－８－	

    （３）その他 

   ３ たるたるおでかけチケット交付事業について 

    （１）６５歳以上の全市民が対象なのか、事業の詳細を 

    （２）自家用車・公共交通を使用できない交通弱者に特定すべきでは 

   ４ 交通弱者対策について 

    （１）ＮＰＯ法人ワーカーズコープ撤退の事情と行政との関わり方は 

    （２）市単独でのタクシーチケットの配付・ＮＰＯ法人への助成の考えは 

    （３）国庫補助対象外の地域について、市単独の乗合タクシーの考えは 

   ５ 突風被害について 

    （１）被害調査の体制について 

      ア 被害額の確定が遅かったのでは 

    （２）国・県への補助・助成への要望状況は 

    （３）廃プラ、パイプ除去以外の市単独助成の考えは 

    （４）農業共済、収入保険加入への誘導が必要ではないか 

   ６ 清掃センターについて 

    （１）煙突解体後の取組と建屋等の活用について 

    （２）労働環境の改善について 

   ７ 市内小・中学校の焼却施設について 

    （１）焼却施設の撤去状況は 

    （２）今後の撤去計画は 

   池田 みすず 議員 ······················································································ １６１ 

   １ 第７２回全日本フェンシング選手権大会について 

    （１）参加された役員、選手の人数はどれ位だったのか。日本フェンシング協会 

       の役員及び選手・監督等の声や反響は 

    （２）大会期間中の観客者数はどれ位だったのか。また、見られた市民の反響に 

             ついて 

    （３）国体本番に向けて反省すべき点はなかったか。あるとすればその改善策に 

             ついて 

   ２ 水之上児童クラブについて 

    （１）想定の定員と建設にあたって配慮する点について 

    （２）完成時期と供用開始時期について 

   ３ 学校給食センターの現状等について 

    （１）子ども達への安全・安心でおいしい給食の提供について 

    （２）食育への取組について 
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    （３）学校給食センターの今後の課題について 

   北方 貞明 議員 ························································································· １６６ 
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      ウ 連携・協力関係の最大限活用 

   ２ 道の駅たるみずはまびらのバス運行について 

    （１）バス購入後の運行状況は 

   ３ 新庁舎について 

    （１）地震の津波の説明は受けたが台風時の波の検証はされたのか 

    （２）市民に財政状況をいつ発表するのか 

    （３）地方自治法第４条について 

   ４ 図書館の休館について 

    （１）図書整理休館の短縮はできないか 
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令 和 ２ 年 第 １ 回 垂 水 市 議 会 定 例 会  

 
１．会期日程 
 

月 日 曜 種 別 内 容 

２ ・１４ 金 本会議 
 

会期の決定、議案等上程、説明、質疑、討論、 

一部表決、一部委員会付託 

委員会 桜島火山活動対策特別委員会 

２ ・１５ 土 休 会   

２ ・１６ 日 〃   

２ ・１７ 月 〃   

２ ・１８ 火 〃  （質問通告期限：正午） 

２ ・１９ 水 〃 委員会 産業厚生委員会     （令和元年度補正予算審査）

２ ・２０ 木 〃 委員会 総務文教委員会     （令和元年度補正予算審査）

２ ・２１ 金 〃   

２ ・２２ 土 〃   

２ ・２３ 日 〃   

２ ・２４ 月 〃   

２ ・２５ 火 本会議  

議案上程、説明、質疑、委員会付託、委員長報告、 

質疑、討論、表決、 

令和２年度施策方針並びに各会計予算案に対する総括

質疑・一般質問 

２ ・２６ 
水 本会議  

令和２年度施策方針並びに各会計予算案に対する総括

質疑・一般質問 

２ ・２７ 木 休 会 委員会 産業厚生委員会      （条例・その他議案等審査）

２ ・２８ 金 〃 委員会 総務文教委員会      （条例・その他議案等審査）

２ ・２９ 土 〃   

３ ・ １ 日 〃   

３ ・ ２ 月 〃   

３ ・ ３ 火 〃   

３ ・ ４ 水 〃 委員会 予算特別委員会   （令和２年度各会計予算案審査）

３ ・ ５ 木 〃 委員会 予算特別委員会   （令和２年度各会計予算案審査）

３ ・ ６ 金 〃  【予備日】 

３ ・ ７ 土 〃   

３ ・ ８ 日 〃   

３ ・ ９ 月 〃 委員会 
予算特別委員会  （令和２年度各会計予算案総括質

疑） 

３ ・１０ 火 〃   
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月 日 曜 種 別 内 容 

３ ・１１ 水 〃 委員会 議会運営委員会 

３ ・１２ 木 〃   

３ ・１３ 金 本会議  
委員長報告、質疑、討論、表決、議案等上程、説明、 

質疑、討論、一部表決、一部委員会付託 

 

２．付議事件 

件            名 

 

報告第 １号 損害賠償の額を定めることについての専決処分の報告について 

議案第 １号 垂水市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 案 

議案第 ２号 垂水市地方卸売市場条例の一部を改正する条例 案 

議案第 ３号 垂水市営住宅条例の一部を改正する条例 案 

議案第 ４号 垂水市第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例 案 

議案第 ５号 垂水市第２号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 案 

議案第 ６号 垂水市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例 案 

議案第 ７号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例を廃止する条例 

案 

議案第 ８号 人権擁護委員候補者推薦につき意見を求めることについて 

議案第 ９号 大野原辺地に係る総合整備計画の策定について 

議案第１０号 令和元年度垂水市一般会計補正予算（第５号） 案 

議案第１１号 令和元年度垂水市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 案 

議案第１２号 令和元年度垂水市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 案 

議案第１３号 令和元年度垂水市介護保険特別会計補正予算（第４号） 案 

議案第１４号 令和元年度垂水市老人保健施設特別会計補正予算（第２号） 案 

議案第１５号 令和元年度垂水市病院事業会計補正予算（第１号） 案 

議案第１６号 令和元年度垂水市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 案 

議案第１７号 令和元年度垂水市水道事業会計補正予算（第２号） 案 

議案第１８号 令和２年度垂水市一般会計予算 案 

議案第１９号 令和２年度垂水市国民健康保険特別会計予算 案 

議案第２０号 令和２年度垂水市後期高齢者医療特別会計予算 案 

議案第２１号 令和２年度垂水市交通災害共済特別会計予算 案 

議案第２２号 令和２年度垂水市介護保険特別会計予算 案 

議案第２３号 令和２年度垂水市老人保健施設特別会計予算 案 

議案第２４号 令和２年度垂水市病院事業会計予算 案 
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議案第２５号 令和２年度垂水市漁業集落排水処理施設特別会計予算 案 

議案第２６号 令和２年度垂水市地方卸売市場特別会計予算 案 

議案第２７号 令和２年度垂水市簡易水道事業特別会計予算 案 

議案第２８号 令和２年度垂水市水道事業会計予算 案 

議案第２９号 令和元年度垂水市一般会計補正予算（第６号） 案 

意見書案第５号 加齢性難聴者補聴器購入補助制度創設を求める意見書  

 

陳情 

陳情第 ３号 市庁舎建設に関する住民投票条例制定を求める陳情書 

陳情第 ５号 多額の費用を伴う住民投票条例によらない新庁舎建設促進を求める陳情書 

陳情第 ６号 地方たばこ税を活用した分煙環境整備に関する陳情書 
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本会議第１号（２月１４日）（金曜） 

  出席議員  １４名 

       １番  新 原   勇              ８番  感王寺 耕 造 

       ２番  森   武 一              ９番  持 留 良 一 

       ３番  前 田   隆             １０番  北 方 貞 明 

       ４番  池 田 みすず             １１番  池 山 節 夫 

       ５番  梅 木   勇             １２番  德 留 邦 治 

       ６番  堀 内 貴 志             １３番  篠 原  則 

       ７番  川 越 信 男             １４番  川 畑 三 郎 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  欠席議員   ０名  

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  地方自治法第１２１条による出席者 

   市    長  尾 脇 雅 弥          農 林 課 長  楠 木 雅 己 

   副  市  長  長 濱 重 光          併    任          

   総 務 課 長  角 野   毅          農業委員会          

   併    任                   事 務 局 長          

   監査事務局長                   水 産 商 工  大 山   昭 

   企画政策課長  二 川 隆 志          観 光 課 長          

   財 政 課 長  和 泉 洋 一          土 木 課 長  東   弘 幸 

   税 務 課 長  港   裕 幸          水 道 課 長  園 田 昌 幸 

   市 民 課 長  鹿 屋   勉          会 計 課 長  野 村 玲 子 

   併    任                   消 防 長  後 迫 浩一郎 

   選 挙 管 理                   教 育 長  坂 元 裕 人 

   委 員 会                   教育総務課長  紺 屋 昭 男 

   事 務 局 長                   学校教育課長  明 石 浩 久 

   保 健 課 長  橘   圭一郎          社会教育課長  野 嶋 正 人 

   福 祉 課 長  髙 田   総          国体推進課長  米 田 昭 嗣 

   生活環境課長  港   耕 作 
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  議会事務局出席者 

   事 務 局 長  榎 園 雅 司          書    記  松 尾 智 信 

                            書    記  海 田 康士郎 
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令和２年２月14日午前10時開会 

 

 

   △開  会 

○議長（篠原則）  おはようございます。定

刻、定足数に達しておりますので、ただいまか

ら令和２年第１回垂水市市議会定例会を開会い

たします。 

   △開  議 

○議長（篠原則）  これより、本日の会議を

開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。 

   △会議録署名議員の指名 

○議長（篠原則）  日程第１、会議録署名議

員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定に

より、議長において梅木勇議員、持留良一議員

を指名いたします。 

   △会期の決定 

○議長（篠原則）  日程第２、会期の決定を

議題といたします。 

 去る７日、議会運営委員会が開催され、協議

がなされた結果、本定例会の会期をお手元の会

期日程表のとおり、本日から３月13日までの29

日間とすることに意見の一致をみております。 

 これにご異議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、会期は、本日から３月13日までの29

日間と決定いたしました。 

   △諸般の報告 

○議長（篠原則）  日程第３、諸般の報告を

行います。 

 この際、議長の報告を行います。 

 監査委員から、令和元年11月、12月分の出納

検査結果報告がありましたので、写しをお手元

に配付しておきましたので、ご了承願います。 

 以上で、議長報告を終わります。 

   ［市長尾脇雅弥登壇］ 

○市長（尾脇雅弥）  12月定例議会後の議会に

報告すべき主な事項について報告いたします。 

 初めに、防災関係について報告いたします。 

 さて、毎年度実施しております桜島火山爆発

総合防災訓練は、今回で50回目の節目を迎えた

ことから、鹿児島県と共催して、例年より規模

を拡大した訓練を計画して、令和２年１月11日

に道の駅たるみずはまびらをメイン会場として

実施いたしました。併せて、訓練の前日の10日

に防災研修を計画し、防災訓練と研修の２本の

柱として実施いたしました。 

 まずは、防災研修について申し上げます。 

 本研修は、防災知識の向上を目的として、垂

水市役所職員、市議会議員、自主防災組織をは

じめ、振興局、大隅河川国道事務所、また姶良

市、霧島市などの自治体の危機管理担当者など

を対象に案内をした結果、24の関係機関団体か

ら130名の参加者が得られました。 

 垂水港に横付けした海上自衛隊のエアクッシ

ョン艇に乗り込んで体験航海をしながら、今回

の研修先になりました輸送艦くにさきに向かい、

到着後は乗員の説明により、輸送艦の視察研修

を実施いたしました。輸送艦の広い甲板には、

トラックのほか車両やコンテナが搭載されてお

り、またヘリコプターの離着陸も可能となって

おりました。 

 また、艦内には手術室や病室もあり、災害派

遣で入港すれば、多大な支援が期待できること

が確認できました。 

 次に、防災訓練についてでありますが、今回

の防災訓練は、桜島が大正大噴火級の噴火を起

こした後の大量降灰のため、垂水市域が埋没し

ている状況を想定して、陸上、海上及び空から

の大量降灰対策をメインテーマとし、さらに防

災拠点としての道の駅の有効性を検証すること

をサブテーマとして、道の駅で初めて実施いた
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しました。 

 火山灰の上でも走行できる陸上自衛隊の高機

動車の能力、海でも陸上でも走行できる海上自

衛隊のエアクッション艇の能力、機動性にあふ

れた航空機による被害調査など、自衛隊の保有

する装備は、国防だけでなく、災害時にも期待

どおりの能力を発揮してくれることがよくわか

りました。 

 特に、今回は、初めて航空自衛隊の参加が得

られ、陸・海・空自衛隊を一堂にそろえた総合

的な防災訓練となり、34の関係機関団体のご協

力のもと、約800名の参加者を得ることができ

ました。 

 また、道の駅たるみずはまびらは、駐車ス

ペースも十分確保でき、交通の要衝にあること

から、物資の集積も容易であり、保管場所も確

保できますことから、防災拠点としての有効性

は十分であることが確認できました。 

 今回の訓練を通じて、大量降灰対策のみなら

ず、大規模災害でも陸上、海上及び空からの支

援の可能性は十分であり、有効性も検証できま

した。 

 さらに、今回の訓練で得られた成果について

は、現在、垂水市で作成しております大量降灰

対策ガイドラインに反映させて、安心安全なま

ちづくりに努めてまいりたいと思います。 

 このように、50回目の節目に際し、鹿児島県

の協力のもと、応急災害対処能力の向上が期待

できる大規模な訓練を、事故やけが人もなく無

事に完遂できましたことに、関係者の皆様には

改めて感謝を申し上げます。 

 次に、企画政策関係について報告いたします。 

 国の過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援

事業に採択されました柊原地区と松ヶ崎地区に

おきまして、実施計画が着実に進められており、

柊原地区では、「集え！くぬっばいプロジェク

ト」として、集落内にあります「その道」沿い

の空き地を気軽に集える憩いの場として整備い

たしました。 

 また、「おろごめ」や「浜駅伝」などの伝統

行事にイベント的な要素を加えた「柊原の新た

な魅力」を住民自らが創出し、柊原を盛り上げ

ようとする取り組みが進められております。 

 松ヶ崎地区では、「松ヶ崎「つなぐ」プロジ

ェクト」といたしまして、辺田地域の集落内放

送施設の整備や、牛根麓と辺田地区における集

落内交流や防災活動の拠点であります自治公民

館の改修が行われております。 

 そして、両地域の防災計画及び防災マップを

住民自らが策定し、住民と地域が一体となり、

松ヶ崎地区の安心安全を声かけや見守りでつな

ぐ取り組みが進められております。 

 また、本年度、協和地区と境地区におきまし

て、地域振興計画の見直し計画策定作業が行わ

れておりましたが、協和地区は１月23日に、境

地区は１月16日に、地区の計画見直し委員会に

おいて承認・決定されました。今後、それぞれ

の計画に基づき、総務省事業へ応募する予定と

なっており、よりよい地域づくりに向けて計画

が実行されることになります。 

 次に、水産商工観光関係について報告いたし

ます。 

 １月17日から18日の２日間、タイ王国の日本

航空グループ関連会社が運営する「トンロー日

本市場」におきまして、垂水市漁協のカンパチ

と大野原地区のサツマイモによる垂水フェアが

開催されました。２日間にわたり、カンパチの

解体ショーやつらさげ芋の試食で店内はにぎわ

い、トップセールスにより本市特産品のＰＲを

行ってまいりました。 

 本フェアは、総務省事業の一環として、日本

航空と福岡毎日放送・南日本放送と連携し、日

本の食材と観光をＰＲすることが目的であり、

その模様は、南日本放送のニュース経済枠でト

ップセールスとして紹介されております。２月

よりカンパチの正式販売がスタートできること
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となり、新たな海外販路として継続的に取り組

んでまいりたいと考えております。 

 １月18日から19日には、商工会青年部の主催

により、第26回Ｕ癩10サッカー大会が開催され

ました。大会は、鹿児島実業高校サッカー部の

協力をいただきながら、市内外より42チームが

参加し、たるみずスポーツランドをメイン会場

として、熱戦が繰り広げられ、７チーム192名

は市内の施設に宿泊していただき、大変にぎわ

ったところでございます。 

 １月26日には、城山ホテル鹿児島にて、垂水

市の厳選された食材を使用したフルコース料理

を提供するイベント、「たるみずの夕べ」を開

催いたしました。本市にゆかりのある方や垂水

市のファンの方、議員の先生方を合わせ、約

300名の方々が料理を堪能されておりました。

当日は、料理はもちろんのこと、音楽ステージ

や特産品が当たる抽選会など、大いに盛り上が

りました。 

 本イベントを皮切りに、２月１日から29日ま

での１カ月間、城山ホテル鹿児島の館内の各種

レストランにて、垂水市の食材を使用したメニ

ューを提供する「垂水市フェア」を開催してい

るところでございます。 

 スポーツ合宿につきましては、12月下旬から

１月の期間に、鹿児島国体少年サッカーの強化

合宿に加え、鹿児島高等学校サッカー部、鹿児

島実業高等学校サッカー部の合宿が行われ、７

チーム、延べ640泊の実績でございました。今

後も引き続き、交流人口の増加を目指し、地域

活性化に向けた取り組み並びに市特産品の販路

拡大に向け、積極的に進めてまいりたいと考え

ております。 

 次に、保健関係について報告いたします。 

 市民の健康長寿や介護予防、子育て支援を推

進することを目的として実施しております「た

るみず元気プロジェクト」による健康チェック

の取り組み状況についてでございますが、昨年

６月30日の垂水中央病院を皮切りに、12月15日

までの間に全16回に及ぶ健康チェックを実施し、

1,028名の皆様が参加されました。本年度も健

康チェックに参加された方々に実施しておりま

すアンケート調査結果におきまして、99.5％の

方が、この取り組みに満足されており、また本

年度の市民満足度調査においても、「介護予防、

生きがいづくりの推進」、「健康づくりの推進

と医療体制の充実」の満足度が上位となり、市

民の皆様の取り組みについての一定の理解と健

康に対する意識付けにつながったものと考えて

いるところでございます。 

 今後も継続して実施していく取り組みでござ

いますので、本年度参加された皆様方はもちろ

ん、参加いただけなかった対象となる皆様方へ、

改めて参加を促し、介護予防の推進・健康増進

の延伸を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、農林課所管事項について報告をいたし

ます。 

 １月27日の季節外れの強風により、牛根地区

を除く市内全域におきまして、大型ビニールハ

ウスをはじめ、トンネルハウスなどの施設やイ

ンゲン、キヌサヤ、メロンなどの農作物に甚大

な被害が発生いたしました。被災された農家の

皆様方に、心よりお見舞い申し上げます。 

 さて、被害の概要でございますが、２月11日

現在で、大型ハウス、トンネルハウス等の施設

被害額が5,140万円、農作物の被害額が2,741万

円の合計7,881万円となっております。 

 市といたしましては、当日の早朝、関係課で

協議し、ビニールとマルチにつきましては、集

約場所を決めて、市で負担をし、処分すること

を決定したところでございます。 

 農業委員や農地利用最適化推進委員の皆様方

に、被災された農家の皆様方へ、上野台地の市

有地の仮置き場に搬入いただくよう周知のお願

いをするとともに、さらに搬入期日を２月16日

まで延長する旨の文書を回覧をし、周知を図っ



－9－ 

たところでございます。 

 今後、パイプ等の被災金属等につきましても、

２月20日から３月15日まで、ビニール類と同じ

場所に搬入し、市内業者に無料にて引き取って

いただくことになっております。 

 ２月３日には、私と篠原議長とで上京し、森

山瓠衆議院議員に支援について要望してまいり

ました。 

 また、２月９日には、森山瓠衆議院議員が上

野台地の被災現場を視察していただき、市とい

たしまして国の支援についてご配慮をいただき

ますよう改めてお願いしたところでございます。 

 同時に、鹿児島県に対しましても、施設災害

等への支援のお願いをしているところでござい

ますが、農家の皆様方の営農継続に向けて、市

といたしましても可能な限りの支援を検討して

いるところでございます。 

 次に、生活環境関係について報告いたします。 

 ごみの分別の周知と資源化率向上のため、外

国語表記のごみ分別表を作成いたしました。垂

水市内でも、近年、外国籍の居住者が増加して

きており、ごみの搬出時の分別の手助けとなる

よう、英語、中国語、ベトナム語によるごみ分

別表を作成し、市内の外国籍の方々を雇用して

いる事業者などに配布をし、また広報誌でも周

知を図り、希望者には配布することとしており

ます。 

 次に、学校教育関係について報告いたします。 

 ２月６日、かごしま県民交流センターで行わ

れました鹿児島県健康教育研究大会において、

本市の学校給食センターが、学校給食優良調理

場の表彰を受けました。この賞は、安全衛生管

理の適切な実施、学校や家庭との連携、郷土料

理や地場産物の活用等において、県内の模範と

なる調理場に贈られるもので、本センターが最

高賞を受賞いたしました。 

 次に、社会教育関係について報告いたします。 

 第６回和田英作・和田香苗記念絵画コンクー

ルの一般部門とジュニア部門の展示が、12月８

日から15日までの期間、市民館と文化会館で行

われました。 

 今回の一般部門は、県内はもとより、遠くは

滋賀県など県外10府県から計102点、未就学

児・小学生・中学生からなるジュニア部門は、

計517点の応募があり、審査員の先生方からも

「レベルがすごく向上してきた」との講評をい

ただきました。 

 なお、今回は最高賞である和田英作賞に、滋

賀県の大西さんが受賞され、またジュニア部門

の最高賞である和田香苗賞には、市内５名の園

児・児童・生徒が受賞いたしました。今後も、

和田英作・香苗両氏のお名前を冠したこのコン

クールが、さらに充実し、また本市の子どもた

ちが郷土に誇りを持ち、豊かな感性を育む機会

となるよう期待しているところでございます。 

 次に、１月５日に文化会館におきまして、新

春恒例の成人式がとり行われ、104名の出席の

もと、厳粛かつ盛会のうちに終了いたしました。

新成人で構成する実行委員会を中心につくり上

げた成人式は、今年の成人式のテーマである

「軌跡～感謝の思いをみらいへ～」をもとに、

新成人４名による頼もしい「はたちの主張」の

発表など、令和最初の意義ある、よい成人式と

なりました。 

 次に、国体推進関係について報告いたします。 

 令和元年12月20日から23日の３日間、垂水中

央運動公園体育館におきまして、第72回全日本

フェンシング選手権大会団体戦「燃ゆる感動か

ごしま国体フェンシング競技リハーサル大会」

を開催いたしました。大会に先駆けて、18日に

は、日本フェンシング協会、太田雄貴会長をお

招きし、かごしま国体１年前イベントと題して

講演を行っていただきました。 

 講演では、子どもたちに、「夢は漠然とはか

なわない。明確な目標を掲げ、時間軸をコント

ロールし、努力の先に夢の背中が見えてくる」
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といったオリンピックメダリストならではの貴

重なお話や、フェンシングを知らない方々にも

わかりやすく、競技の魅力や今後の展望につい

てご講演いただきました。 

 全日本選手権大会は、全国から145チーム555

名の選手が参加され、日本一を目指し、熱戦を

繰り広げられました。選手の中には、東京オリ

ンピックに出場予定の選手も多く含まれており

まして、どの試合も白熱し、観戦された方々は、

一流選手のスピード感やフェンシングの魅力を

感じ取っていただけたものと考えております。 

 また、全日本選手権初の試みとして、決勝戦

を垂水市文化会館ステージで実施いたしました。

この取り組みは、太田会長からも高い評価をい

ただくとともに、多くの報道機関で紹介された

ほか、ＳＮＳで生配信され、注目を集めたとこ

ろでございます。 

 今大会には、競技運営面を日本フェンシング

協会や鹿児島県フェンシング協会、そして、競

技補助員として垂水中央中、垂水高校の生徒に

お手伝いをいただきました。また、ボランティ

アの皆様によります、おもてなしや会場周辺の

清掃活動など、多くの市民の方々に大会を支え

ていただき、大会成功の一役を担っていただき

ました。今回の経験や改善点を国体本番につな

げ、市民総参加のもと、心からのおもてなしで

魅力ある心温まる大会になるよう努めてまいり

たいと考えております。 

 また、１月26日には、九州オープン綱引き大

会2020を、垂水中央運動公園体育館で開催いた

しました。全日本フェンシング選手権大会同様、

本大会も「燃ゆる感動かごしま国体綱引き競技

リハーサル大会」に位置付けて開催を行ったと

ころでございます。九州各地から予選を勝ち抜

いた24チームが参加され、各種別の九州一を決

める対戦に、どの試合も熱戦が繰り広げられ、

観戦された方々は競技綱引きの迫力と魅力を十

分感じていただけたものと思います。 

 この九州オープン綱引き大会においても、競

技補助員として、垂水高校の生徒の皆さんにご

協力をいただいたところでございます。 

 次に、主な出張用務でございますが、２月３

日に特別交付税の要望のため上京し、総務省事

務次官や自治財政局長などの関係者へ、本市の

現状と重要な財源である旨の説明をしてまいり

ました。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

○議長（篠原則）  以上で、諸般の報告を終

わります。 

   △報告第１号上程 

○議長（篠原則）  日程第４、報告第１号の

報告１件を議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

報告第１号 損害賠償の額を定めることについ

ての専決処分の報告について 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（篠原則）  報告を求めます。 

○財政課長（和泉洋一）  おはようございます。 

 報告第１号損害賠償の額を定めることについ

ての専決処分の報告について、地方自治法第

180条第１項の規定及び市長専決処分事項の規

定によりまして、損害賠償の額を定めることに

ついて専決処分いたしましたので、同条第２項

の規定によりご報告いたします。 

 専決処分の内容でございますが、令和元年10

月７日午後８時ごろ、消防団第１分団員が火災

消火活動終了後、方向転換のため後進した際、

分団車左後部バンパー部がブロック塀に衝突し、

塀を破損したものでございます。 

 本件は、後方不注視による一方的過失である

ことから、市が責任割合100％を負担し、損害

賠償金としてブロック塀修理費４万9,500円を

支払うことで示談いたしました。 

 なお、損害賠償金は、全額市で加入しており

ます全国市有物件災害共済会の保険金で賄われ
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ております。所属長には、車の運転に慎重を期

すよう指示したところでございます。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（篠原則）  以上で、報告第１号の報

告を終わります。 

   △議案第１号～議案第６号一括上程 

○議長（篠原則）  日程第５、議案第１号か

ら日程第10、議案第６号までの議案６件を一括

議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第１号 垂水市国民健康保険税条例の一部

を改正する条例 案 

議案第２号 垂水市地方卸売市場条例の一部を

改正する条例 案 

議案第３号 垂水市営住宅条例の一部を改正す

る条例 案 

議案第４号 垂水市第１号会計年度任用職員の

報酬、期末手当及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例 案 

議案第５号 垂水市第２号会計年度任用職員の

給与に関する条例の一部を改正する条例 

案 

議案第６号 垂水市職員の服務の宣誓に関する

条例の一部を改正する条例 案 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（篠原則）  説明を求めます。 

○市民課長（鹿屋 勉）  議案第１号垂水市国

民健康保険税条例の一部を改正する条例案につ

きまして、ご説明申し上げます。 

 持続可能な医療保険制度を構築するため、国

民健康保険法等の一部改正が行われ、平成30年

度から鹿児島県が財政の責任主体となり、県と

市町村が共同して国民健康保険を運営する新制

度に移行しました。 

 これに伴い、鹿児島県は、県と県内の各市町

村が共通認識のもとで国民健康保険事業を実施

するとともに、各市町村が事業の広域化や効率

化を推進できるよう、県内の統一的な国民健康

保険の運営方針として、鹿児島県国民健康保険

運営方針を策定いたしました。 

 この運営方針の中には、保険税の算定方式の

統一が盛り込まれており、令和５年度を目標に、

県内全ての市町村において、算定方式を、資産

割、所得割、平等割、均等割の４方式から、固

定資産に対して課税される資産割を廃止した３

方式へ統一することとされておりますことから、

現在、県内の多くの市町村が資産割の廃止を進

めているところでございます。 

 本市におきましても、資産割の廃止に向けた

税率改定を実施しなければならないことから、

今回、垂水市国民健康保険税条例の一部を改正

する条例案を上程するものでございます。 

 なお、今回の条例案は、本市の国保財政への

影響を考慮し、資産割の廃止に伴う減収分を所

得割、平等割、均等割の税率を引き上げること

で補てんし、令和元年度ベースにおける賦課総

額と１人当たりの税額を維持することと、国保

世帯における税負担の激変を緩和するために、

資産割税率の50％分のみを削減することに着目

して税率改定を行うものであり、この改定案は、

先般開催された垂水市国民健康保険運営協議会

において承認されたものでございます。 

 それでは、改正内容につきまして、新旧対照

表でご説明申し上げます。下線を引いたところ

が改正部分でございます。新旧対照表の１ペー

ジをお願いします。 

 第４条は、基礎課税額の資産割額の率の引き

下げ改正でございます。 

 第５条は、基礎課税額の均等割額の引き上げ

改正でございます。第５条の２は、基礎課税額

の平等割額についての規定でございますが、第

１号は特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯、

第２号は特定世帯、第３号は特定継続世帯につ

いての引き上げ改正でございます。 

 第７条は、後期高齢者支援金等課税額に係る
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資産割額の率の引き下げ改正でございます。第

７条の２は、後期高齢者支援金等課税額の均等

割額の引き上げ改正でございます。 

 次の２ページをお願いいたします。 

 第８条は、介護納付金課税額に係る所得割額

の率の引き上げ改正でございます。 

 第９条は、介護納付金課税額に係る資産割額

の率の引き下げ改正でございます。第９条の２

は、介護納付金課税額の均等割額の引き上げ改

正でございます。第９条の３は、介護納付金課

税額の平等割額の引き上げ改正でございます。 

 第23条は、低所得世帯に対する保険税の軽減

額に関する規定であり、これまで説明いたしま

した均等割額及び平等割額の改正に伴い、軽減

額も引き上げ改正を行うものでございます。 

 第１号は、７割軽減世帯の軽減額についての

規定でございますが、同号のアは、基礎課税額

の均等割額の軽減額を引き上げるものでござい

ます。同号のイは、基礎課税額に係る平等割額

の軽減額の規定でございますが、（ア）は特定

世帯及び特定継続世帯以外の世帯について、次

のページの（イ）は特定世帯について、（ウ）

は特定継続世帯について、それぞれの軽減額を

引き上げるものでございます。 

 ３ページをお願いいたします。同号のウは、

後期高齢者支援金等課税額の均等割額の軽減率

を引き上げるものでございます。同号のオは、

介護納付金課税額の均等割額の軽減額を引き上

げるものでございます。同号のカは、介護納付

金課税額に係る平等割額の軽減額を引き上げる

ものでございます。 

 同条第２号は、５割軽減世帯の軽減額につい

ての規定でございますが、第１号の７割軽減の

部分で説明いたしました内容と同様の改正を５

割軽減について行うものでございます。 

 同条第３号は、２割軽減世帯の軽減額につい

ての規定でございますが、第１号及び第２号と

同様の改正を２割軽減について行うものでござ

います。 

 次に、附則でございますが、条例案の最後の

ほうをご覧ください。 

 附則第１項は、この条例を令和２年４月１日

から施行しようとするものでございます。 

 第２項は、改正後の規定の適用区分を定める

ものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○農林課長（楠木雅己）  おはようございます。 

 議案第２号垂水市地方卸売市場条例の一部を

改正する条例案につきまして、ご説明申し上げ

ます。 

 今回の条例改正は、卸売市場法の一部を改正

する法律の施行に伴い、鹿児島県卸売市場条例

等が廃止されることから、関係条文から鹿児島

県卸売市場条例等の表記を削除するとともに、

必要な条文を追加することと、卸売業者の経営

改善を目的とした第三者販売を実施することに

伴い、条文を改正するものでございます。 

 それでは、改正内容につきまして、新旧対照

表によりご説明申し上げます。条文中、改正し

た箇所をアンダーラインでお示ししております

が、主な改正箇所の説明とさせていただきます。

また、文言の整理等につきましては、説明を省

略させていただきますので、ご了承ください。 

 １ページをご覧ください。 

 第１条は、県条例を削除するもの、第１条の

２は、県条例が廃止されることに伴い、業務運

営の基本原則について追加するもの、第６条の

２は、県条例が廃止されることに伴い、許可権

者が鹿児島県知事から市長に変更になるため、

卸売業務の許可について追加するものでござい

ます。 

 ２ページをご覧ください。 

 第10条の２から４ページの第10条の５は、県

条例が廃止されることに伴う条文の追加でござ

います。 
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 第11条第５項第５号は、せり人登録をしては

ならないものを買受人又はこれらの役員若しく

は使用人である者から、買受人に登録された者

に変更するもの、第15条第３項第３号は、市長

が買受人として承認をしない者を卸売業者の役

員若しくは使用人からせり人へ変更するもので

ございます。 

 ５ページをご覧ください。第31条の２は、法

改正に伴い、売買取引条件の公表を追加するも

のでございます。 

 ６ページの第37条第１項第４号及び第７項は、

これまでの法律では、卸売業者が買受人以外に

卸売をしてはならないこととなっておりました

が、今回の改正で、卸売業者が自己買い付け及

びせり売でせり落としたものについては、買受

人以外への卸売が可能となったことによる条文

の追加でございます。 

 第40条は、卸売業者が買受けができることと

したもの、第50条は、仕切り及び送金の日を販

売した日の翌日から販売した日の10日までに変

更するもの、第52条は、買受代金の即時支払い

義務を、買い受けた物品の引渡しを受けた日か

ら翌月末までに変更したもの、７ページの第55

条は、卸売予定数量等の公表を入荷数量等の公

表に変更するもの、第56条の２は、卸売業者、

買受人等は物品の品質管理の方法を市長が規則

で定める事項に従わなければならなかったもの

から、食品衛生法等に即して行わなければなら

ないこととしたもの、８ページの第68条の２は、

卸売業者の事業報告書の提出についてを追加し、

第69条備付帳簿についての条文を削除し、第70

条を第69条とするものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は、卸売市場

法の一部を改正する法律の施行日と同じ令和２

年６月21日から施行するものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○土木課長（東 弘幸）  議案第３号垂水市営

住宅条例の一部を改正する条例案につきまして、

ご説明申し上げます。 

 民法の一部を改正する法律による債権関係の

規定の見直しや、単身高齢者の増加等を踏まえ、

今後、公営住宅の入居に際し、連帯保証人を確

保することが一層困難になることが懸念されま

すことから、このたび、公営住宅管理標準条例

が改正されました。これに伴い、従来、２名の

連帯保証人を入居条件としていたものを１名と

し、今回、法人も新たに連帯保証人として認め

るものでございます。 

 また、収入申告がなかった場合の対応につい

ての文言の整理をするものや民法の一部改正に

より、法定利率の変更があり、公営住宅法も改

正されましたため、それに伴い、垂水市営住宅

条例の一部を改正しようとするものでございま

す。 

 それでは、主な改正につきまして、お手元の

新旧対照表でご説明いたします。改正する箇所

をアンダーラインでお示ししてございます。 

 第11条第１項第１号中「連署する」を「署名

する」に改め、同条中第３項を削り、第２項を

第３項とし、第１項の次に「前項第１号の連帯

保証人は、市長が適当と認める法人に代えるこ

とができる。」を加えるものでございます。 

 第11条第６項中「第２項」を「第３項」に改

め、第12条第１項第１号中「死亡し」の次に「、

また解散し」を加え、同項第３号中「居所」の

次に「（法人にあっては、代表者の所在地又は

居所）」を加え、同条第２項中「勤務先」の次

に「（法人にあっては、主たる事務所の所在地

又は名称）その他市長が別に定める事項」を加

えるものでございます。 

 第16条第２項中「申告」の次に「又は法第34

条の規定による書類閲覧の請求その他の公営住

宅法施行規則第９条で定める方法により把握し

た入居者の収入」を加えるものでございます。 

 次のページをお願いします。第41条第３項中
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「年５パーセントの割合」を「法定利率」に改

め、第50条第１項及び第51条中「第15条第１

項」の次に「若しくは第４項」を加えるもので

ございます。 

 なお、附則としまして、この条例は、令和２

年４月１日から施行しようとするものでござい

ます。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどお

願い申し上げます。 

○総務課長（角野 毅）  議案第４号垂水市第

１号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費

用弁償に関する条例の一部を改正する条例案に

ついて、ご説明申し上げます。 

 現行の臨時・非常勤職員につきましては、令

和２年４月から会計年度任用職員へ移行するこ

ととされており、これまでの議会で関係条例に

ついて議決をいただいているところでございま

すが、新たに規定する必要が生じたものについ

て、改正しようとするものでございます。 

 本議案についてでございますが、土日実施の

業務・イベントなどの業務運営上、会計年度任

用職員についても振替により休日勤務をする必

要が生じる場合が想定されますことから、週休

日の振替に係る時間外勤務の規定を追加する旨

の改正をしようとするものでございます。 

 それでは、改正の内容につきまして、添付し

ております新旧対照表でご説明申し上げます。 

 まず、第５条第２項は、週休日の振替等の規

定を追加するため、改正をしようとするもので

ございます。 

 次に、第３項は、週休日の振替等により、１

週間の正規の勤務時間を超えて休日勤務をする

場合には、規則で規定する割合の時間外勤務報

酬を支給するものでございます。 

 次に、第４項は、１カ月の時間外勤務及び休

日勤務の合計が60時間を超えた場合は、勤務時

刻に関わらず、時間外勤務については100分の

150、休日勤務については100分の50の割合で時

間外勤務報酬を支給するものでございます。 

 また、附則といたしまして、この条例は令和

２年４月１日から施行しようとするものでござ

います。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、議案第５号垂水市第２号会計年

度任用職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例案についてご説明申し上げます。 

 現行の臨時・非常勤職員については、令和２

年４月から会計年度任用職員へ移行し、本市会

計年度任用職員の給料表については、本市常勤

職員の給料表の１級及び２級に準じた給料表と

しております。 

 令和元年第４回定例会において、令和元年人

事院勧告に係る垂水市職員の給与に関する条例

等を議決をいただいたことに伴い、本条例につ

いても、令和２年４月より適用すべく、常勤職

員の給料表に準じて、別表第１のとおり改正し

ようとするものでございます。 

 なお、附則といたしまして、この条例は令和

２年４月１日から施行しようとするものでござ

います。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案第６号垂水市職員の服務の

宣誓に関する条例の一部を改正する条例案につ

いてご説明申し上げます。 

 令和２年４月からの会計年度任用職員の移行

に伴い、会計年度任用職員についても地方公務

員となりますことから、地方公務員法第31条の

規定に基づき、服務の宣誓をする必要がござい

ます。 

 ただし、令和２年１月17日付で国より通知が

あり、「会計年度任用職員は、制度導入前の任

用形態や任用手続きが様々であることを鑑み、

服務の宣誓をそれぞれの職員にふさわしい方法

で行うことができる」とされましたことから、



－15－ 

条例第２条第２項に「会計年度任用職員の服務

の宣誓については別段の定めをすることができ

る」旨を規定するものでございます。 

 なお、附則といたしまして、この条例は、令

和２年４月１日から施行しようとするものでご

ざいます。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（篠原則）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○持留良一議員  それでは、２番と３番、議案

２号ですね、まず最初から３号にお願いしたい

と思うんですが、この前、ちょっと担当課から

もいろいろお話を聞かせてもらった、法律の改

正によって、このことをやっていかなきゃいけ

ないということですが。２つの大きな問題点と

いうか、見ていかなきゃならない点があるんで

すけど、いわゆる先ほど言われた県との関係が

廃止されたということで、いわゆる県のこれま

での許可、県の許可制から認定ということにな

ったということで、公的役割、責任というんで

すかね、これがどうしても後退するのではない

かと。安全性の問題とか、供給の問題とか、確

保の問題とか、いわゆる公的責任として、その

ことをどう果たしていくのかという、この改正

によって、そのことをしっかりと対応できるの

かは、ちょっと危惧する点があるんです。今ま

では県の管轄、国等の関与を含めて、そのこと

がいろんな形で安全確保等含めてやられてきた

んですけども、今回、それが改正によって縮小

されたということで、また許可認可から許可制

になったということも大きな点で見ていかなき

ゃならないと思います。 

 もう１点は、先ほど言いましたとおり、いろ

んなこの取引規制の緩和、撤廃が出てきたとい

うことがあると思います。先ほど言われた第三

者販売の禁止、これが、もうなくなるというこ

とがあったかというふうに思う。ほかにもいっ

ぱい禁止規定が、確かこの法律には今まであっ

たんで、これが全て禁止されるわけではないん

で、改めて、その第三者販売の禁止によって、

この垂水の市場が活性化され、さらにこの市場

がその機能役割を果たしていくというような方

向に行くのかどうなのかですね、この点は、当

然、運用してみなきゃならない点があります。 

 また、市場関係者の方の話を聞いたら、この

ことが一つの今の垂水の市場を突破していく、

もしくは変えていく一つの大きな力にもなるん

だということも話されていたと思うんですが、

このことによって、販路の確保の問題だとか、

若い農家の方々も含めて生産意欲が沸くという、

こういう関係になっていくというのが方向とし

てあるのではないかなと思うんですが、そのあ

たりというのは、ちゃんとこの条例等も含めて、

そういう目的を持って運用されていくのか、そ

の点について、２点についてお聞かせいただき

たいと思います。 

○農林課長（楠木雅己）  まず１番目の質問で

ございますが、国・県から市のほうに権限等が

移るということで、今後の管理等について後退

しないかという質問でございますけれども、現

在の状況を勘案しながら、後退がないように努

力してまいりたいというふうに考えております。 

 また、第三者販売等ができますということで

ございますけれども、これにつきましても、市

場関係者の皆様方に事前にご説明申し上げまし

て、販路の拡大につながるように努力したいと

いうことで了解はいただいておりますので、今

後とも努力して市場の活性化のほうに進めてま

いりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○持留良一議員  市場の問題は、これから注目

していかなきゃならない点になっていくと思う。

私たちもやっぱりこの垂水の市場が、きちっと

この法律の中で一定の規制、また厳しい点はあ

るかもしれませんけども、新たな販路確保、農
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家の方々との関係含めて、そこがきちっと対応

できているのか。ただ問題は、今回の法の改正

が、食品流通構造促進法の改定のセットとして

出てきているというもので、要するに、このこ

とによって、今後、どんどんどんどん民営化も

されていくでしょうし、さらに統廃合も進んで

いく可能性があると、そういう形での、今後、

市場がそういう形で巻き込まれないように、し

っかりとそのスタンスはとって、主体性を発揮

して、運営に当たっていただきたいというふう

に思います。これはもう、また委員会でいろい

ろ議論がされていくと思いますので、そういう

かたちでお願いしたいと思います。 

 あと、市営住宅の問題ですけども、今回、こ

んなかたちになったということは、一つ、前向

きに受け止めてはいるんですけれども、若干危

惧する点があって。というのは、その法人の問

題が出てきたんですけれども、この法人は、一

体どういうことをさせているのかですね。市町

村によっては、社会福祉協議会がやったりとか、

いろんな形でスタイルはとっているんですけど

も、垂水市において、このことはどんな形でき

ちんと対応できてくるかなという懸念があると

いうことと、もう一つは、条例の本市の第３項

ですね、市長は特別な事情があると認める者に

対しては、第１項第１号の誓約書に連帯保証人

の連署を必要としないこととすることができる

というような運用もあります。 

 今まで、これがなかなか実際上、運用されて

いるということは見えてこなかったんですけど

も、今回、こういう形で連帯保証人が適当と認

める法人に代えることができるということは、

そのあたりは緩和してもらえるんですけども、

この３項との関係ですね、11条３項との関係で、

どのように運用されていくのかというのがあり

ますけど、いわゆるどっちを、その事情によっ

て、市長の特別な理由によって判断できるとい

うふうにするのか、それともやっぱりこの２項

のほうを優先的に、こっちをまずやってくれと

いうのか、それはそれぞれケース・バイ・ケー

スがあるというふうに思うんですが、この３項

もしっかりとこういう状況の中では、現状の状

況を改善していくという点では打破していくと

いう点で、非常に重要な点だと思うんです。こ

のあたりの関係では、どんなふうなかたちでお

知らせしながら運営をされていくのか、この点

についてお聞きしたいと思います。 

○土木課長（東 弘幸）  まず、ここで言いま

した今回、法人を認めるということでございま

すけども、ここで言う法人はですね、鹿児島の

ほうでＮＰＯ法人やどかりサポート鹿児島とい

う団体がございまして、これは入居者に対しま

して家賃保証をするということを目的としてお

りますが、設立に至った目的としまして、障が

いとか貧困、高齢といった社会生活上の困難に

より、連帯保証人の確保ができないために住居

を借りることができず、自立した地域生活を阻

害される方々に対しまして、支援をするという

ことになっております。 

 それで、先日も市役所のほうに来ていただい

て、ちょっと話を聞いたんですが。まず、この

例えば入居者が高齢でひとり身で、しかも、こ

の支援者がいないとなった場合、お亡くなりに

なった後のその残置物をどうするかという問題

もございました。そういう場合は、支援者とし

まして、そこの法人が考えているのが、先ほど

議員が申されました社会福祉協議会というとこ

ろと連携して対処していくことになるというこ

とで回答を得ましたので、我々としましても、

社会福祉協議会と連携をとりながらやっていこ

うかということで考えているところでございま

す。 

 それと、市営住宅の第11条第３項、市長は特

別な事情があると認める者に対しては、第１号

の誓約書に連帯保証人の連署を必要としないこ

とができるという条項は、今回、連署というこ
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とでしたので、ここは削除することとしており

ますけども、例えば、入居に際しましても、

様々な条件とか考えられる方の申し込みがござ

いますので、引き続きこれにつきましては、特

別な場合があった場合は、市長と協議をしなが

ら認めるのか、入居させるのかという判断はし

ていきたいと考えているところでございます。 

○持留良一議員  非常に複雑になる点もあるか

と思うんですね。全国でもいろんな形のケース

を考えて、一つの要綱として、現状、取扱要綱

というような形をして、入居希望の方々もしく

は移住希望の方々含めて、そういう事態に対応

した場合には、このケースがあり得るとか。だ

から、その場その場で考えることも重要なんで

すけど、一つの総意、目安という形でも、要綱

等があれば、非常に入居を希望される方々もわ

かりやすいと、私はこの場合、こんなふうにす

ればいいんだなと、なかなか保証人がとれない

んで、こういう場合はこうしたほうがいいんだ

なとか、いろいろあると思うんですね。だから、

この３項は非常に重要だというふうに思います。

できたら、そういうことも含めて改善を図って

いただければ、この今回の条例改正が運用が、

目的を持って運行されていくのではないかと思

う。これは要望という形でしていきますけれど

も、そういう方向性、考え方はあるのかという

ことについて、もう最後に質問します。 

○土木課長（東 弘幸）  確かに、今回１名と

することで改正案ということで上程しておりま

す。例えば、１名というのは、個人でも法人で

もということでございますけれども、個人の方

が保証人として定められなかった場合は、法人

ということになりますけれども、例えば法人に

申し込んだとしても、その審査において通らな

いことも考えられます。そこは、規則のほうに

なるだろうとは思いますが、そういった方々の

入居に際しては、緊急連絡先、緊急連絡人とい

うのを求めることになろうかと現在考えている

ところでございます。 

○議長（篠原則）  ほかに質疑はありません

か。 

○池山節夫議員  私もこの議案第３号なんです

けど、以前は連帯保証人２人ですよね。今度、

法改正で１人にして、それで法人でもいいとい

うことなんですけど、これまでの人は、そのま

ま、その連帯保証人２人のままで、別に今度変

わったからって１人にするということじゃない

のかというのが、まず１点と、もう既に２人で

ずっと借りてたんだけど、もう今は市営住宅に

いないと、そういう人で、例えば、まだ市営住

宅のお金が未納の部分があると、その人に関し

ても、例えば、その連帯保証人を法人に代える

というようなことができるのかということが２

つ。 

○土木課長（東 弘幸）  今回の条例改正は、

あくまでも今後入居される方を目的としたもの

でございます。 

 それと、もう既に市営住宅から出られて滞納

がある方を法人に代えるというのは、ちょっと

この条例では考えておりません。あくまでも、

新たに入ってこられる方を対象にしております。 

 以上でございます。 

○議長（篠原則）  ほかに質疑はありません

か。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 ただいまの議案第１号から議案第６号までの

議案６件については、いずれも所管の各常任委

員会に、それぞれ付託いたします。 

   △議案第７号上程 

○議長（篠原則）  日程第11、議案第７号議

会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等

に関する条例を廃止する条例案についてを議題

といたします。 

 説明を求めます。 
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○総務課長（角野 毅）  議案第７号議会の議

員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する

条例を廃止する条例案について、ご説明申し上

げます。 

 これまで臨時職員の公務災害補償等につきま

しては、地方公務員に該当していなかったため、

非常勤職員公務災害補償、または労災保険のい

ずれかで、またこの災害補償の対象外となる方

については、本条例により公務災害補償の対象

といたしておりました。 

 令和２年４月から、会計年度任用職員への移

行に伴い、会計年度任用職員につきましても、

地方公務員となりますことから、先に述べまし

た非常勤職員公務災害補償及び労災保険等で公

務災害補償を補完できることとなりますこと、

また、非常勤職員及び議会の議員の方々につい

ては、鹿児島県市町村総合事務組合の非常勤職

員の公務災害補償に加入中でございます。本条

例の対象者はいなくなりますことから、廃止し

ようとするものでございます。 

 なお、附則といたしまして、この条例は令和

２年４月１日から施行しようとするものでござ

います。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよ

ろしくお願いをいたします。 

○議長（篠原則）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 本案については、総務文教委員会に付託いた

します。 

   △議案第８号上程 

○議長（篠原則）  日程第12、議案第８号人

権擁護委員候補者推薦につき意見を求めること

についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

○市長（尾脇雅弥）  議案第８号について、ご

説明を申し上げます。 

 現在、人権擁護委員であります川筋貴子氏が、

令和２年６月30日をもって任期満了となります

が、引き続き同氏を推薦するにあたり、人権擁

護委員法第６条第３項の規定に基づき、議会の

意見を求めるものでございます。 

 推薦しようとする川筋貴子氏の住所は、垂水

市牛根境1158番地、生年月日は、昭和37年１月

21日でございます。 

 なお、人権擁護委員の任期は３年でございま

す。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよ

ろしくお願いを申し上げます。 

○議長（篠原則）  ここで暫時休憩いたしま

す。 

 休憩時間中、委員会室におきまして、全員協

議会を開きますので、ただいまの議案を持って

ご参集をお願いいたします。 

     午前11時  休憩 

 

     午前11時10分再開 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

 先ほど、議題といたしました議案に対し、こ

れから質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。議案第８号について、適任と

することにご異議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。よ

って、議案第８号については、適任とすること

に決定をいたしました。 

   △議案第９号上程 

○議長（篠原則）  日程第13、議案第９号大

野原辺地に係る総合整備計画の策定についてを

議題といたします。 
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 説明を求めます。 

○企画政策課長（二川隆志）  議案第９号大野

原辺地に係る総合整備計画の策定についての議

案につきまして、ご説明申し上げます。 

 土木課が所管いたします市道大野原・垂桜線

の改良舗装整備に関連して、令和２年度から令

和４年度までの３年間を計画期間とする大野原

辺地に係る総合整備計画の策定について、議会

の議決を求めようとするものでございます。 

 辺地に係る総合整備計画とは、「辺地に係る

公共的施設の総合整備のための財政上の特別措

置等に関する法律」により定められた要件に該

当している地域を「辺地」としまして、辺地と

その他の地域との間における住民の生活文化水

準の著しい格差の是正を図ることを目的とする

計画でございます。 

 今回の整備計画は、市道大野原・垂桜線にお

きまして、延長400メートルの区間で予定して

おります改良舗装工事の３年間の事業費1,500

万円の財源として、事業費の元利償還金に対し

て80％が交付税措置される辺地対策事業債を活

用するため策定する計画でございます。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（篠原則）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 本案については、総務文教委員会に付託いた

します。 

   △議案第10号上程 

○議長（篠原則）  日程第14、議案第10号令

和元年度垂水市一般会計補正予算（第５号）案

を議題といたします。 

 説明を求めます。 

○財政課長（和泉洋一）  議案第10号令和元年

度垂水市一般会計補正予算（第５号）案をご説

明申し上げます。 

 今回の補正の主な理由は、ふるさと納税の増

額に伴う返礼品等の予算措置や、特別会計への

繰出金、事業費の確定に伴う歳入歳出予算の整

理等によるものでございます。 

 また、年度内に事業完了できないため、やむ

を得ず繰り越す事業についての繰越明許費の設

定、複数年の支出を見込む事業の債務負担行為

の補正なども同時に行うものでございます。 

 今回の補正は、歳入歳出とも３億4,950万

3,000円を増額し、補正後の歳入歳出予算総額

は132億418万5,000円となります。 

 補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額

並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２ペー

ジから５ページまでの第１表歳入歳出予算補正

に掲げてあるとおりでございます。 

 ６ページをお開きください。 

 第２表繰越明許費についてご説明いたします。

地方自治法第213条第１項の規定により、翌年

度に繰り越して使用できる経費をお示ししてお

ります。 

 繰越事業の内容でございますが、農林水産業

費、１項農業費のアフリカ豚コレラ侵入防止緊

急支援事業は、養豚農家を対象に、野生動物の

農場への侵入防止柵の設置に対して補助を行う

ものでございますが、各地で対策が講じられて

いるため、資材不足等で年度内の完了が難しく

なり、令和２年度へ繰り越すものでございます。 

 土木費、２項道路橋梁費の橋梁長寿命化事業

は、二川地区の松崎橋について、６月から10月

の出水期は河川占用許可が得られず、早期発注

が行えなかったことから、年度内に事業完了が

見込めず、繰り越すものでございます。 

 次に、３項河川費の垂水市河川台帳作成業務

委託事業は、地形の変化等にも対応するため、

最新の航空写真を利用することとし、今年度、

税務課で導入予定の「デジタルオルソ画像」の

活用を予定していることから、年度内での完了



－20－ 

ができず、繰り越すものでございます。 

 ５項都市計画費の垂水中央運動公園都市公園

事業は、垂水中央運動公園整備事業の児童広場、

体育館の浄化槽設置事業について、繰り越すも

のでございます。 

 ６項住宅費の中之平団地建替事業は、駐車場

等の外構部分を繰り越すものでございます。 

 教育費、２項小学校費の垂水小学校石積擁壁

改修事業は、通用門等が日本遺産に認定された

垂水麓と一体を成していることから、現況に近

い形で復旧する必要が生じたため、設計の見直

しを行ったことにより、工期が不足し、繰り越

すものでございます。 

 災害復旧費、２項公共土木施設災害復旧費の

道路橋梁河川現年発生補助災害復旧事業は、令

和元年６月29日から７月６日にかけての梅雨前

線豪雨による市内５カ所の災害復旧事業でござ

いますが、国の災害査定を受検してからの発注

となるため、標準工期を確保できないことから

繰り越すものでございます。 

 繰越明許費全体としまして、７事業の総額２

億8,116万4,000円でございますが、繰り越しに

要する財源は、国県支出金、地方債、一般財源

でございます。 

 債務負担行為にも補正がありましたので、７

ページの第３表債務負担行為の補正をご覧くだ

さい。 

 まず、追加でございますが、空き家バンク移

住促進事業補助金から肉用牛繁殖用素牛導入預

託事業は、本年度に交付決定等したものにつき

まして、最終年度までの債務負担行為を追加す

るものでございます。 

 通学バス運行委託事業は、垂水中央中学校の

通学バスを、令和元年度から３年契約を結ぶた

め、令和２・３年度分を追加して債務負担行為

を行うものでございます。 

 ８ページの変更でございますが、垂水市土地

開発公社への債務保証について南の拠点事業が

完了したため、債務保証の限度額を８億円に変

更するものでございます。 

 地方債にも補正がありましたので、９ページ

の第４表地方債の補正をご覧ください。まず追

加でございますが、社会教育推進事業は、図書

館ネットワーク負担金に対して過疎債のソフト

事業を充当しようとするものでございます。 

 10ページの変更でございますが、各事業費の

決算見込みに伴う補正でございます。それぞれ

の事業に伴う起債額を右の欄に示す限度額に変

更し、本年度の記載限度額を合計14億307万

4,000円にしようとするものでございます。 

 続いて、歳出の事項別明細で主なものをご説

明申し上げます。19ページをお開きください。 

 ２款総務費、１項総務管理費、８目財産管理

費の積立金は、地方財政法第７条第１項により、

前年度の実質収支額の２分の１程度を財政調整

基金に積み立てを行うものでございます。 

 20ページをお開きください。 

 10目企画費の負担金、補助及び交付金の廃止

路線代替バス運行費負担金は、算出方法が変更

となったことから負担金が増加したため、不足

分を補うものでございます。 

 同じく、プレミアム付商品券事業補助金は、

申請見込みが少なかったため、補助金を減額す

るものでございます。 

 次に、18目ふるさと納税制度事業費の報償費

から積立金は、令和元年12月末までに当初予算

額の10億円を上回る11億3,000万円余りの寄附

金を賜りましたので、これに伴う返礼品代や

ポールサイトの手数料などの事務費及び積立金

を、今後の寄附額を見込んで増額するものでご

ざいます。 

 23ページをお開きください。 

 ３款民生費、３目障害者福祉費の扶助費は、

障害者自立支援給付費の利用実績の伸びによる

増額補正でございます。 

 24ページをお開きください。 
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 13目介護老人保健施設費の繰出金は、今年度

の当該特別会計決算見込みに財源不足が見込ま

れることから、財源補てんのために繰り出すも

のでございます。 

 25ページをお開きください。 

 ４款衛生費、３項病院費、１目病院費の負担

金、補助及び交付金は、病院事業会計への繰出

金でございます。 

 26ページから27ページにかけての６款農林水

産業費、２目林業振興費の積立金は、委託料、

補助及び交付金の減額分を、森林環境譲与税基

金に積み立てるものでございます。 

 28ページをお開きください。 

 ８款土木費、３項河川費、３目砂防施設整備

費の負担金、補助及び交付金は、磯脇川の砂防

工事に係る県営事業負担金でございます。 

 30ページをお開きください。 

 10款教育費、２目小学校教育振興費の需用費

は、令和２年度学習指導要領改訂による教師用

教科書購入費でございます。 

 以上が、歳出の主なものでございますが、こ

れらに対する歳入は、前に戻っていただきまし

て、11ページの事項別明細書の総括表及び13

ページからの歳入明細にお示してありますよう

に、それぞれの事務事業に伴う国県支出金、市

債などの特定財源と、市税、地方交付税を補正

し、収支の均衡を図るものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（篠原則）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 本案については、所管の各常任委員会に付託

いたします。 

   △議案第11号～議案第17号一括上程 

○議長（篠原則）  日程第15、議案第11号か

ら日程第21、議案第17号までの議案７件を一括

議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第11号 令和元年度垂水市国民健康保険特

別会計補正予算（第２号） 案 

議案第12号 令和元年度垂水市後期高齢者医療

特別会計補正予算（第１号） 案 

議案第13号 令和元年度垂水市介護保険特別会

計補正予算（第４号） 案 

議案第14号 令和元年度垂水市老人保健施設特

別会計補正予算（第２号） 案 

議案第15号 令和元年度垂水市病院事業会計補

正予算（第１号） 案 

議案第16号 令和元年度垂水市簡易水道事業特

別会計補正予算（第２号） 案 

議案第17号 令和元年度垂水市水道事業会計補

正予算（第２号） 案 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（篠原則）  説明を求めます。 

○市民課長（鹿屋 勉）  議案第11号令和元年

度垂水市国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）案について、ご説明申し上げます。 

 １ページに記載しておりますように、今回の

補正は、歳入歳出とも１億1,030万4,000円を追

加し、歳入歳出予算の総額を22億2,268万円と

するものでございます。 

 主な補正の理由でございますが、今後の医療

費の見込みによる保険給付費の補正、平成30年

度療養給付費等負担金等の確定に伴う国庫支出

金返還金の補正などでございます。 

 それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書に

より、歳出からご説明いたします。 

 ８ページをお開きください。 

 １款１項１目一般管理費は、国保連合会の共

同処理手数料に不足が生じましたので、増額す

るものでございます。 

 １款５項１目医療費適正化特別対策事業費は、
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社会保険料と通信運搬費の執行見込みに不足が

生じましたので、増額するものでございます。 

 ２款１項療養諸費及び２項高額療養費は、11

月診療分までの医療費の実績から今後の所要額

を勘案し、増額補正するものでございます。 

 ３款国民健康保険事業費納付金は、歳入の補

正に伴い、財源組替を行うものでございます。 

 ９ページに移りまして、５款１項保健事業費

及び２項特定健康診査等事業費は、社会保険料

の執行見込みに不足が生じましたので増額する

ものでございます。 

 ８款１項８目保険給付費等交付金償還金は、

平成30年度特定健診負担金の確定に伴う特別交

付金返還金の補正でございます。 

 ９目その他償還金は、平成30年度療養給付費

等負担金の確定に伴う返還金の補正でございま

す。 

 ８款４項繰出金は、平成30年度国民健康保険

特別会計決算に伴います法定外繰入金の精算で

ございます。 

 これに対する歳入でございますが、６ページ

からにありますとおり、国民健康保険税、県支

出金、繰入金などを充てておりますが、特別交

付金等の交付見込みの増額などに伴い、財源不

足が減少する見込みであるため、その他一般会

計繰入金としての法定外繰入を減額補正してお

ります。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、議案第12号令和元年度垂水市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）案に

ついて、ご説明申し上げます。 

 １ページに記載しておりますように、今回の

補正は、歳入歳出とも119万4,000円を減額し、

予算の総額を２億2,156万3,000円とするもので

ございます。 

 主な補正の理由でございますが、後期高齢者

医療広域連合納付金の年間納付額を見込んだ補

正などでございます。 

 それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書に

より歳出からご説明いたします。７ページをお

開きください。 

 １款１項後期高齢者医療広域連合納付金は、

保険基盤安定分担金の確定額を補正するもので

ございます。 

 ２款２項繰出金は、一般会計繰出金の額が確

定したことに伴う補正でございます。 

 これに対する歳入でございますが、６ページ

にありますとおり、後期高齢者医療保険料、一

般会計繰入金及び前年度繰越金の補正をもって

充てております。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○保健課長（橘圭一郎）  議案第13号令和元年

度垂水市介護保険特別会計補正予算（第４号）

案につきまして、ご説明申し上げます。 

 １ページをお開きください。 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ1,120万

3,000円を減額し、予算の総額を23億3,607万

5,000円とするものでございます。 

 今回の補正の理由でございますが、地域支援

事業費に不用額が見込まれるため減額が必要と

なりましたことと、前年度創設の保険者機能強

化推進交付金の内示額が示されたことに伴う財

源組替が主なものでございます。 

 それでは、事項別明細書の歳出からご説明申

し上げます。８ページをお開きください。 

 １款総務費、１項総務管理費及び２項要介護

認定諸費は、不用額の調整でございます。 

 中段の２款保険給付費、１項サービス等諸費

から、次のページの６項高額医療合算介護サー

ビス等費につきましては、先ほどご説明申し上

げた財源組替でございます。 

 続きまして、10ページの３款地域支援事業費、

１項介護予防・日常生活支援総合事業費、１目

介護予防・日常生活支援サービス事業費は、利



－23－ 

用者数が当初の積算人数を下回る見込みとなり

ましたことから、減額補正しようとするもので

ございます。 

 次に、２項包括的支援事業費・任意事業費、

７目認知症総合支援事業費の行政事務委託は、

不用額の整理でございます。 

 ４款諸支出金、２項繰出金、１目一般会計繰

出金は、一般会計から繰り入れた不用額を調整

するものでございます。 

 続きまして、歳入につきましてご説明申し上

げます。６ページをお開きください。 

 ３款国庫支出金、２項国庫補助金中、２目及

び３目の地域支援事業交付金と、４款支払基金

交付金から７款繰入金、１項一般会計繰入金ま

では、地域支援事業費の歳出に対する算出基準

に基づきまして、それぞれ減額補正するもので

ございます。 

 ３款国庫支出金、２項国庫補助金中、５目保

険者機能強化推進交付金は、高齢者の自立支

援・重度化防止等に関する取り組みを支援する

ことを目的として、前年度創設された交付金で

ございまして、内示額を補正するものでござい

ます。 

 次のページの７款繰入金、２項基金繰入金、

１目介護給付費準備基金繰入金は、地域支援事

業費の歳出減と保険者機能強化推進交付金の内

示に伴い、介護給付費の特定財源が確定したこ

とにより、財源不足分を準備基金から繰り入れ

るものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

 引き続き、議案第14号令和元年度垂水市老人

保健施設特別会計補正予算（第２号）案につき

まして、ご説明申し上げます。 

 １ページをお開きください。 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ2,148万

4,000円を追加し、予算の総額を６億5,224万

9,000円とするものでございます。 

 主な補正の理由でございますが、本年度の利

用実績見込みと今後の事業収益の見込みに伴い、

不足が見込まれる指定管理料及び交付金に財源

措置するものでございます。 

 それでは、歳入歳出予算事項別明細書により

ご説明いたします。歳出からご説明いたします。

７ページをお開きください。 

 １款事業費、１項１目老人保健施設事業費は、

委託料としての指定管理料と交付金を増額補正

するものでございます。 

 次に、歳入につきましてご説明いたします。

６ページをご覧ください。 

 １款１項療養費収入、１目施設療養費収入は、

本年度の利用実績見込みにより減額補正するも

のでございます。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目施

設使用料は、施設個室料の歳入見込みに伴い、

減額補正するものでございます。 

 ５款諸収入、２項雑入、１目実費弁償金は、

日用品費・食費・居住費等に係る利用者の実費

負担分について、利用実績見込みにより減額補

正するもので、２目雑入は、歳入見込みにより

増額するものでございます。 

 ６款繰入金は、事業収益の減収に伴う歳入財

源不足の補てんのため、一般会計から繰り入れ

るものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

 引き続きまして、議案第15号令和元年度垂水

市病院事業会計補正予算（第１号）案につきま

して、ご説明申し上げます。 

 １ページをお開きください。 

 今回の補正の理由でございますが、第２条に

おきまして、病院事業収益及び病院事業費用を

増額補正し、第３条におきまして、資本的収入

の増額補正をしようとするものでございます。 

 ２ページをお開きください。 

 実施計画でございます。収益的収入及び支出
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につきましてご説明申し上げます。 

 １款病院事業収益、１項医業収益の１目他会

計負担金及び２項医業外収益、２目他会計負担

金でございますが、3,994万2,000円を増額し、

併せて、支出の１款病院事業費用、１項医業費

用、１目経費を政策的医療交付金として１億

3,100万4,000円増額するものでございます。 

 ３ページをお開きください。 

 資本的収入につきまして、ご説明申し上げま

す。 

 １款資本的収入、２項負担金、１目他会計負

担金を959万2,000円増額するものでございます。 

 内容につきましてご説明申し上げます。５

ページをお開きください。 

 収益的収入の１款病院事業収益、１項医業収

益、１目他会計負担金と、２項医業外収益、２

目他会計負担金の一般会計負担金でございます

が、令和元年度の病院事業に係る交付税措置額

が確定しましたことから、当初予算において計

上した額との差額を病院事業収益に計上するも

のでございます。 

 支出につきまして、ご説明申し上げます。６

ページをお開きください。 

 １款病院事業費用、１項医業費用、１目経費

の政策的医療交付金でございますが、先ほど収

入で申し上げたとおり、令和元年度の病院事業

に係る交付税措置額が確定しましたことから、

当初予算において、計上した額との差額を肝属

郡医師会への政策的医療交付金に上乗せして交

付するものでございます。 

 同様に、７ページ、資本的収入におきまして

も、令和元年度の病院事業に係る交付税措置額

が確定しましたことから、当初予算において計

上した額との差額を、資本的収入に計上するも

のでございます。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○水道課長（園田昌幸）  議案第16号令和元年

度垂水市簡易水道事業特別会計補正予算（第２

号）案について、ご説明申し上げます。 

 今回の補正の主な理由は、年度末の決算を見

込み、不用額の整理を行うものでございます。 

 １ページをご覧ください。 

 今回の補正額は、歳入歳出それぞれ62万円を

減額し、歳入歳出予算の総額を3,350万5,000円

とするものでございます。 

 それでは、歳出から事項別明細書によりご説

明申し上げます。７ページをお開きください。 

 １款総務費、１項１目一般管理費の２節給料

から４節共済費につきましては、不用額を減額

補正するものでございます。 

 次に、歳入でございますが、６ページをご覧

ください。 

 ２款繰入金、１項１目一般会計繰入金の１節

一般会計繰入金は、一般会計からの繰入金を、

歳出の減額に伴い、減額補正いたしまして、収

支の均衡を図っております。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案第17号令和元年度垂水市水

道事業会計補正予算（第２号）案について、ご

説明申し上げます。 

 今回の補正の主な理由は、年度末の決算を見

込み、予算の整理を行うものでございます。 

 それでは、詳細につきまして参考資料により

ご説明いたします。５ページをお開きください。 

 まず、収益的支出からご説明いたします。 

 １款水道事業費用、１項営業費用、２目配水

及び給水費の節の給料から３目総係費の節、そ

の他引当金繰入額までは、人事異動に伴う人件

費を整理するものでございます。 

 ２項営業外費用、１目支払利息及び企業債取

扱諸費の節、借入金利息は、一時借入金がなか

ったことに伴い、減額するものでございます。 

 １ページにお戻りください。 

 第２条の収益的支出は、水道事業費用を68万
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4,000円減額し、２億5,478万1,000円とするも

のでございます。 

 第３条の議会の議決を経なければ流用できな

い経費の職員給与費は、83万8,000円減額し、

4,067万1,000円とするものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（篠原則）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 ただいまの議案第11号から議案第17号までの

議案７件については、いずれも所管の各常任委

員会に、それぞれ付託いたします。 

   △議案第18号～議案第28号一括上程 

○議長（篠原則）  日程第22、議案第18号か

ら日程第32、議案第28号までの議案11件を一括

議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第18号 令和２年度垂水市一般会計予算 

案 

議案第19号 令和２年度垂水市国民健康保険特

別会計予算 案 

議案第20号 令和２年度垂水市後期高齢者医療

特別会計予算 案 

議案第21号 令和２年度垂水市交通災害共済特

別会計予算 案 

議案第22号 令和２年度垂水市介護保険特別会

計予算 案 

議案第23号 令和２年度垂水市老人保健施設特

別会計予算 案 

議案第24号 令和２年度垂水市病院事業会計予

算 案 

議案第25号 令和２年度垂水市漁業集落排水処

理施設特別会計予算 案 

議案第26号 令和２年度垂水市地方卸売市場特

別会計予算 案 

議案第27号 令和２年度垂水市簡易水道事業特

別会計予算 案 

議案第28号 令和２年度垂水市水道事業会計予

算 案 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（篠原則）  説明を求めます。 

   ［市長尾脇雅弥登壇］ 

○市長（尾脇雅弥）  令和２年第１回垂水市議

会定例会の開会に当たり、議員の皆様、ご健勝

のこととお喜び申し上げますとともに、市政の

発展にご尽力を賜っておりますことに対しまし

て、衷心より感謝申し上げます。 

 本日、令和２年度当初予算案をはじめ、重要

案件のご審議をお願いするに当たり、私の市政

運営に臨む所信の一端を申し述べ、議員の皆様

や市民の皆様のご支援とご協力を賜りたいと存

じます。 

 初めに、新しい時代の幕開けとなる令和元年

度を振り返りますと、これまでの想定を超える

ような大規模災害が日本列島を襲った１年でも

ありました。特に、９月と10月に発生した大型

台風による関東を中心とした東日本各地では、

堤防決壊による洪水や土砂崩れなどの災害が発

生し、各地に甚大な被害をもたらしました。 

 本市におきましては、幸いにも人的被害はな

かったものの、７月の梅雨前線に伴う大雨によ

り、協和小学校の裏側や浜平鉄道線跡地の土砂

崩れが発生しており、また本城川堤防の崩壊な

どの被害もありました。 

 ８月下旬には、九州北部地方を中心に、局地

的に猛烈な雨が降り、大規模な被害が発生して

おります。 

 このように、昨今、各地で甚大な自然災害が

頻発しており、本市の災害に対する備えが実情

に即しているかどうか検証する必要があります。 

 そこで、早めの避難所開設を継続するととも

に、市民の皆様の安全をいかに確保するか、課
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題を洗い出す訓練を行い、安全なまちづくりを

最優先に取り組み、災害が発生しても人災ゼロ

を目指す強い決意でおります。 

 また、安全なまちづくりの取り組みの一つに

新庁舎建設がございます。現在の本庁舎は、多

くの市民の皆様が利用する施設ですが、築60年

が経過しており、新耐震基準を満たしておらず、

大変危険な状況であります。 

 私は平成23年１月に垂水市長に就任させてい

ただきましたが、同じ年の３月に東日本大震災

が、平成28年４月に熊本震災が発生いたしまし

た。これらの災害では、多くの自治体で災害拠

点となる庁舎が被災したことから、本市の庁舎

についても、災害に強く市民の安心安全を守る

ことができる新庁舎を一刻も早く整備すること

が求められております。 

 そこで本市といたしましては、平成24年２月、

垂水市庁舎建設等庁内検討委員会、平成29年６

月には、外部検討組織である垂水市新庁舎建設

検討委員会を設置し、専門的視点や市民目線で

の検討に努め、平成30年３月に垂水市新庁舎建

設基本計画を策定したところでございます。 

 この間、各市議会定例会において、議員の皆

様に新庁舎建設事業の取り組み状況のご報告を

はじめ、一般質問などを通じて新庁舎建設に対

する考え方をご説明させていただき、平成30年

３月に新庁舎建設に対する基本設計及び実施設

計に対する予算を、平成31年３月に柱頭免震構

造の採用による詳細な地質調査に対する予算を

ご提案し、慎重審議の上、議決をいただきまし

た。 

 一方で、昨年は建設場所に対する賛否を問う

住民投票条例案の制定を求める直接請求があり

ました。庁舎建設に対しては様々な考え方がご

ざいますが、請求の趣旨にありました建設場所

に対する不安や疑問点に対しては、引き続き広

報誌や市民の皆様との対話の機会を設け、確か

な情報を皆様方にお届けできるよう努めてまい

ります。 

 東日本大震災以降、我が国では大規模災害が

頻発しており、自然災害に対する備えを万全に

するとともに、防災拠点としての新庁舎建設の

重要性を改めて実感させられた１年でありまし

た。そこで、防災を含めたまちづくりの拠点と

して、次世代にしっかりと引き継ぐことができ

る新庁舎建設に取り組んでまいります。 

 また、私の市長としての最大の使命は、先人

たちが築き上げたこのまちを次世代に引き継ぐ

ことであり、市長に就任して以来、垂水市の発

展と市民の皆様の幸福の実現を政治理念に掲げ、

元気な垂水市をつくるという強い信念のもとに

市政運営に取り組んでまいりました。 

 昨年実施いたしました市民満足度調査におき

まして、「介護予防、生きがいづくりの推進と

居宅サービスの充実」及び「健康づくりの推進

と医療体制の充実」の項目で満足度が高い結果

が出ております。これらは、平成29年４月１日

に医療・介護・予防の連携のための拠点施設で

ある垂水市地域包括支援センターをオープンさ

せたこと、また、同年４月30日に鹿児島大学病

院の大石副病院長に垂水市スーパーバイザーに

就任していただき、たるみず元気プロジェクト

をスタートさせたことが、非常に大きな成果と

してあらわれてきた結果であると考えておりま

す。 

 引き続き、市民の皆様が生涯を通じて健康づ

くりに取り組めるよう事業を推進し、「安心安

全で住んでよかったと思えるまちづくり」を市

民の皆様に実感していただけるよう、また、

「九つの彩り豊かに 健やかな人を育むまち 

垂水」をまちの将来像とする第５次垂水市総合

計画の実現のため、市政の発展に全力で邁進す

る決意でございます。 

 そこで、これらの政策を実現するため、３つ

の政治姿勢をもって臨んでまいります。 

 第１に、市民の皆様の声に耳を傾け、対話を
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重視し、現場を大切にしてまいります。 

 第２に、市民の皆様と行政とで情報を共有し

ていくため、積極的な情報発信を行い、開かれ

た市政を推進するために、市民の皆様への説明

責任を果たしてまいります。 

 第３に、これまでの３期９年間の市長経験、

その過程で培ってまいりました国、県及び近隣

市町との信頼関係や連携・協力関係を最大限に

活用してまいります。 

 本市を取り巻く環境は、さらなる高齢化と若

者の流出などによる人口減少が進行し、さらに

は世界的な見通しが不安定な経済状況などによ

り、まだまだ先行き、見通しが立てにくい状況

ではありますが、この厳しい環境を職員と共有

し、まちづくりに責任を持って取り組んでまい

りたいと考えております。 

 それでは、令和２年度の主要施策について、

私の公約を踏まえ、第５次垂水市総合計画に掲

げるまちづくりの目標に従い、順次、重点的に

取り組む施策について方針を述べさせていただ

きます。 

 １つ目、「元気な垂水づくり！安心への挑

戦」では、第５次垂水市総合計画に掲げるまち

づくりの目標「安心していきいきと暮らせるま

ち」と「豊かな自然の恵みを次世代に受け継ぐ

まち」の形成に取り組みます。 

 初めに、新庁舎建設についてであります。現

在、実施設計の最終段階でございます。実施設

計完了後、新庁舎建設基本計画に基づき、令和

２年度内の建設工事着手に向けて事業を進めて

まいります。 

 次に、たるみず元気プロジェクトについてで

あります。 

 全国平均をはるかに超える高齢化が進行して

いる本市において、市民の皆様の健康寿命の延

伸を図ることを目的に、鹿児島大学病院副病院

長で垂水市スーパーバイザーの大石充教授を中

心に、鹿児島大学病院と連携して健康チェック

を実施し、参加者のデータを分析することによ

り健康長寿に向けたモデルケースを確立し、全

国に発信していこうと取り組んでいる事業であ

ります。 

 令和元年度は、垂水市中央病院や市民館など

の会場で健康チェックを実施し、1,028人の市

民の皆様が参加されました。参加された数名に

重篤な疾患が発見され、早期発見・早期治療の

機会を提供することができております。加えま

して、本年１月末まで３回にわたり結果報告会

を開催し、参加された個人へのデータバックを

行うとともに、大学の先生方から健康長寿に向

けた健康づくりに関するご講演をいただいてお

ります。 

 令和２年度においても、引き続き鹿児島大学

医学部、医師会などと協働し、健康チェックの

内容を充実させるとともに、回数や場所の工夫、

時間の効率化などの運用面の改善を図ってまい

りたいと考えております。加えて、平成30年度

から実施しております健康ポイント事業の利便

性の向上を図り、一人でも多くの市民の皆様が

参加しやすい環境づくりに取り組んでまいりま

す。 

 次に、介護、医療及び地域包括ケアについて

であります。 

 先ほども申し上げましたとおり、全国よりも

進行している超高齢化社会にある本市において

は、要支援・要介護者全体に対応できる介護

サービス提供施設やサービス事業者が、需要量

に対して供給量を満たしていない現状にありま

す。また、医療体制におきましては、近年、市

内の診療所の閉鎖があり、さらに、病床を有す

る病院の閉鎖により多くの入院病床が失われて

おり、本市の介護や医療の供給体制は厳しい状

況にあるため、早期に解決すべき課題であると

認識をしております。 

 このようなことから、地域の保健・医療・介

護・予防・生活支援が一体となって機能するこ
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とができる、本市に特化した地域包括ケアシス

テムづくりをさらに進めてまいりたいと考えて

おります。 

 次に、高齢者支援についてであります。 

 高齢者支援におきましては、新たな取り組み

としまして、高齢者の積極的な社会参加と健康

維持・増進・移動支援を目的として、65歳以上

の市民の皆様方を対象に、温泉入浴、バス、タ

クシー利用時に使用できる共通チケットを交付

する、たるたるおでかけチケット交付事業を実

施してまいります。 

 次に、防災対策についてであります。 

 本市では災害対策基本法に基づき、災害予防、

災害応急及び災害復旧・復興対策を適切に行え

るよう、垂水市地域防災計画を策定しており、

この計画に基づき、毎年風水害の想定を設けた

総合防災訓練と、桜島の噴火を想定した桜島火

山爆発総合防災訓練を実施し、その検証結果を

地域防災計画等の改正に反映させるなど防災対

策の強化を図っております。 

 なお、本年１月11日に実施した桜島火山爆発

総合防災訓練は、大正噴火以降50回目の節目で

あり、桜島が大正大噴火級の噴火を起こした後、

大量の降灰により市内全域が埋没している状況

を想定した防災訓練を実施いたしました。今回

の訓練では、国土交通省や海上自衛隊などの多

くの関係機関に参加いただくとともに、初めて

の試みといたしまして、道の駅たるみずはまび

らを訓練会場に定め、防災拠点としての有効性

について検証及び確認を行ったところでござい

ます。 

 引き続き令和２年度においても、出水期前の

総合防災訓練と危険箇所等の共通認識のための

防災点検や、桜島火山総合防災訓練を実施して

まいります。 

 災害応急対策につきましては、災害時の情報

伝達の強化を図るため、防災無線、防災ラジオ、

避難所の特設公衆電話などを整備しており、避

難所開設の情報のほか、気象・河川情報などを

迅速かつ明確な情報発信に努めております。 

 近年、スマートフォンの普及により情報発信

の環境は大きく変化しております。さらに、昨

年３月に改正されました避難勧告に関するガイ

ドラインでは、とるべき行動が明確になるよう

警戒レベルを付して、速やかな避難行動がとれ

るような情報発信に努めるよう見直しが行われ

ております。 

 そこで、令和２年度では本市の情報手段の一

つであります「ほっとメール」において、Ｊア

ラートやヤフー防災アプリの情報を一体化させ、

機能拡充を図ってまいります。加えて、スマー

トフォンやタブレット端末・パソコンで、見た

い場所を簡単に閲覧できるウエブ版ハザードマ

ップを作成いたします。 

 次に、交通安全・防犯対策につきましては、

引き続き警察署や関係機関と連携しながら、子

どもや高齢者の事故防止に重点を置き、交通安

全の強化に取り組んでまいりますとともに、振

り込め詐欺をはじめとする犯罪の防止に向けて、

振興会や地域の防犯団体との情報共有を図り、

これまで以上に市民の皆様への犯罪情報の提供

に努めてまいります。 

 次に、生活環境の整備についてであります。 

 本市の恵まれた自然環境と快適な生活環境を

確保するために、環境保全活動を推進してまい

ります。具体的には、ごみの資源化率向上を図

るため、ごみ分別の周知活動や合併浄化槽への

新たな補助制度を設けるとともに、関連する公

共施設の適正な管理・運営に努めることで、河

川や海の水質保全を含めた環境保全を図ってま

いります。また、清掃センターの煙突を解体し、

市民生活の安全確保に努めてまいります。 

 次に、水道事業についてであります。 

 安全で安心して飲める水道水を安定的に供給

するために、令和元年度は、災害復旧に伴う中

洲橋の配水管布設替工事や、道路改修に伴う中
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洲線の配水管布設替工事などを実施いたしまし

た。 

 令和２年度においては、平成30年度に策定い

たしました垂水市新水道ビジョンに基づき、老

朽化した管路の更新事業を進めてまいります。

管路の更新と併せて耐震性に優れた管に更新す

ることや、地震による災害時の被害を最小限に

とどめ、安定した水道水の供給のため、適正な

維持管理に努めてまいります。 

 次に、土木行政についてであります。 

 橋梁長寿命化対策を継続して実施するととも

に、新たに公園遊具や市道舗装の長寿命化対策

に取り組み、利用者の皆様の安全や利便性の向

上に努めてまいります。 

 また、一般世帯及び子育て世帯向けの住宅リ

フォーム事業、空き家解体撤去助成事業を継続

するとともに、鹿児島県国民体育大会のフェン

シング会場であります垂水中央運動公園体育館

の入口前広場や外部トイレの改修など、快適で

良好な都市公園の整備を進めてまいります。 

 次に、消防関係についてであります。 

 市民の生命、身体及び財産をあらゆる災害か

ら守るために、本署の救助資機材、牛根分遣所

の小型ポンプ積載車の更新及び消防救急デジタ

ル無線設備の一部更新などを行い、消防力の強

化を図るとともに、市民向けの普通救命講習や

応急処置指導などを実施し、救命率及び社会復

帰率の向上に努めてまいります。 

 ２つ目「元気な垂水づくり！経済への挑戦」

では、第５次垂水市総合計画に掲げる、まちづ

くりの目標「地域資源を活かしたにぎわいのあ

るまち」の形成に取り組みます。 

 初めに、農林業の振興についてであります。 

 農業者の高齢化や後継者不足に対応するため、

関係機関とも連携し、新規就農を目指す若い世

代の確保に努めるとともに、新規就農者の経営

が安定し定着できるように、生活支援給付金や

農業機械の導入補助などのソフト・ハード面か

らの支援を継続してまいります。 

 また、農業生産性の向上を図るため、県農地

中間管理機構と連携のもと、担い手の農地集

積・集約化を推進してまいります。農業者の経

営改善や所得向上を図るため、新規作物推進事

業や和牛の商品性を向上させるための支援に取

り組んでまいります。 

 また、農用地、水路、農道等の地域資源の保

全管理につきましては、農村の多面的機能の維

持・管理のための地域活動や、営農活動の支援

に取り組み、年々増加する野生鳥獣による農作

物被害を低減させるため、有害鳥獣被害対策を

充実させ、農業者の皆様と力を合わせ、よりよ

い営農環境を構築できるように取り組んでまい

ります。 

 森林整備につきましては、引き続き森林経営

管理制度に基づき、大隅森林組合と連携し、森

林保全を推進するとともに、山間部の林道や治

山工事については国や県などの関係機関に働き

かけ、安心・安全なまちづくりの環境整備に取

り組んでまいります。 

 なお、市民の皆様に新鮮な野菜を安定的に流

通させる拠点としての地方公設卸売市場につき

ましては、改正卸売市場法が令和２年度から施

行されることから、本市の特徴を活かした健全

な市場運営に努めてまいります。 

 次に、水産業の振興についてであります。 

 水産業の販路拡大に向けては、国内外の市場

ニーズを的確に捉えた情報収集とＰＲ活動を行

い、継続的な販売促進を図るとともに、新たな

販路拡大につながる取り組みへの支援を行って

まいります。 

 また、６次産業化の推進に向け、施設整備や

消費者ニーズに対応した商品づくりや、マーケ

ティング活動を図るとともに、安心安全な養殖

魚の確立に向けたカンパチ・ブリの人工種苗生

産技術向上への支援を行ってまいります。 

 次に、商工業の振興であります。 
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 地元商店街の活性化としましては、商工会と

連携を図り、商店街が実施するイベント等への

支援を行ってまいります。 

 また、本市特産品の販路拡大支援事業につき

ましては、これまでの商談実績の分析・検証を

行い、効果的な販路拡大を進めてまいります。 

 そして、現在、国が進めているマイナンバー

の普及とマイナンバーカードを活用した消費活

性化に対応するため、マイキーＩＤ認定支援業

務を行い、市民や企業へのマイナンバーカード

の普及促進を図ってまいります。 

 また、道の駅たるみず湯っ足り館は、開設か

ら14年が経過しております。老朽化した物産館

の外壁補修等を行い、令和３年度のリニューア

ルオープンを目指してまいります。 

 次に、観光振興についてであります。 

 スポーツ合宿や国内外の体験型教育旅行の誘

致活動を積極的に推進してまいります。 

 また、３つの拠点であります、道の駅たるみ

ず・道の駅たるみずはまびら・森の駅たるみず

及び昨年５月に日本遺産認定を受けた垂水麓を

周遊する新たな旅行商品づくりへの支援を行い、

本市の魅力ある観光資源のＰＲに努め、さらに

は広域観光の推進を図るために、大隅広域観光

開発会議や錦江湾奥会議、鹿児島県観光連盟な

どの関係機関と連携をさらに深めてまいりたい

と考えております。 

 今後もウエブ媒体等でのＰＲを積極的に行い

ながら、テレビ、新聞、ラジオ等の報道機関の

皆様との連携を強化し、さらなる情報発信の充

実に努めてまいります。 

 ３つ目「元気な垂水づくり！未来への挑戦」

では、第５次垂水市総合計画に掲げるまちづく

りの目標「次世代の担い手を育成・支援するま

ち」の形成に取り組みます。 

 初めに、地方創生についてであります。 

 本市の人口は、昭和30年の人口をピークに減

少し続けております。また、年少人口と生産年

齢人口の減少に伴い、高齢化が進行しておりま

す。こうした状況は、本市に限らず、全国の自

治体において、あらゆる分野で人口減少と超高

齢社会の影響が拡大しており、これらの課題に

どう対処すべきかという点で新たな挑戦を始め

ているところであります。 

 このような中、昨年12月、政府は2020年度を

初年度とする５カ年の第２期まち・ひと・しご

と創生総合戦略を閣議決定いたしました。国に

おいては、第１期総合戦略の成果と課題を検証

した上で、第２期総合戦略では、地方創生の目

指すべき将来や今後５カ年の目標や施策の方向

性などを策定するとともに、人口減少や東京圏

への一極集中がもたらす危機を、国と地方公共

団体がしっかりと共有した上で、まち・ひと・

しごと創生本部が司令塔として関係省庁の連携

を深め、将来にわたって活力ある地域社会の実

現と、東京圏への一極集中の是正をともに目指

すこととしております。 

 地方に対しても、現行の地方版総合戦略の総

仕上げとして、次期地方版総合戦略の策定を求

めており、引き続き意欲と熱意のある地方の取

り組みに対して、情報支援、人材支援、財政支

援の三本の矢による支援を実施することとされ

ております。これらを受け、本市におきまして

は、第２期垂水市まち・ひと・しごと創生総合

戦略の本年３月までの策定を進めてまいります。 

 人口減少への歯止めや少子高齢化への対策に

特効薬があるわけではありませんが、引き続き

この難しい状況に真摯に向き合い、本市の魅力

ある地域資源を前面に打ち出し、本市の将来の

あるべき姿を思い描きながら、人口減少と地域

経済縮小の克服に挑戦してまいりたいと考えて

おります。 

 次に、地域振興についてであります。 

 平成28年度までに９地区全てで策定されてい

ます地域振興計画でございますが、現在、計画

の見直しが進んでおり、本年度は境地区と協和
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地区において見直し計画が策定されております。 

 令和２年度においては、垂水地区で計画見直

しを、大野地区で２期目の計画づくりが予定さ

れております。引き続き、それぞれの地区が描

くありたい姿の実現に向け、地域住民の皆様と

ともに地域づくりに取り組んでまいります。 

 次に、移住定住の促進についてであります。 

 本市では空き家バンク制度に基づき、空き家

の有効活用を図ることで、移住定住を促した地

域活性化に取り組んでいるところでございます。

引き続き、空き家バンク制度の利用拡大のため、

登録物件での家財撤去やリフォームに対する助

成を行ってまいります。また、移住定住を目的

とした転入者や子育て世帯向けの住宅取得助成

や新生活を始める世帯に対する民間賃貸住宅へ

の家賃補助なども継続実施してまいりたいと考

えております。 

 次に、ふるさと納税についてであります。 

 ふるさと納税につきましては、昨年６月に地

方税法等の一部を改正する法律が制定され、ふ

るさと納税の募集に要する費用割合を５割以下

とすることなどの基準が定められたところでご

ざいます。 

 この法改正に先んじて、本市では平成30年度

より対策を講じるとともに、返礼品提供事業者

との連携を図り、魅力ある返礼品の充実に取り

組んだ結果、昨年12月末時点で過去最高の11億

円を超える寄附金をいただくことができました。 

 引き続き国の制度見直しに関する情報収集に

努め、迅速に対応できるよう備えるとともに、

他自治体の動向を調査研究しながら、市の特産

物の育成や発掘による産業振興を行い、本市の

魅力ある返礼品の情報を積極に発信してまいり

ます。 

 税務関係につきましては、公正・公平、適正

な固定資産税の課税を図る目的で、令和元年度

に着手いたしました家屋全棟調査事業は、令和

２年度中に市内全ての家屋等の確認調査や空き

家の把握調査を終え、評価替え年度であります

令和３年度より調査結果を反映した課税が開始

できるよう努めてまいります。 

 次に、子育て支援についてであります。 

 子育て支援センター事業をはじめ、ファミ

リーサポートセンター事業、乳児用品等購入助

成、放課後児童クラブの新規開設など、住民の

皆様のニーズを的確に捉え、積極的に事業を展

開してまいります。 

 令和２年度におきましては、子ども医療費の

助成対象者を18歳までに拡大することや、保育

所等における国の無償化の対象とならない児童

の保育料の軽減に加え、新たに副食費を助成す

ることで、子育て世代の負担軽減をさらに図っ

てまいります。また、既存施設の老朽化に伴う、

水之上児童クラブの新築工事などを行い、子育

てしやすいまちづくりの実現に向けて取り組ん

でまいります。 

 次に、教育行政についてであります。 

 本年３月、新たな第３期垂水市教育振興基本

計画が策定されます。この計画は、今後５年間

の垂水の教育の方向性や事業・施策の内容など

をまとめたものであり、感動と夢をキーワード

とする垂水ならではの教育の推進の礎となるも

のでございます。 

 そこで、令和２年度はこの計画に基づき、各

施策を展開してまいります。 

 初めに、教育環境の整備・充実につきまして

は、垂水小学校石積改修工事をはじめ、水之上

小学校ほか２校の空調設備更新、計画的な樹木

伐採など、児童生徒の安心・安全を確保し、よ

りよい教育環境の整備を図るとともに、学校施

設等長寿命化計画に基づく、学校施設の補修・

整備を計画的に進めてまいります。 

 さらに、本市にとってなくてはならない存在

である垂水高校につきましては、令和元年度も

公立４年制大学の合格者を輩出したことから、

より一層の学習環境の充実に努め、垂水高校生
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の進路実現のため、引き続き、各種検定や東進

ハイスクール通信講座受講費用の助成などを行

い、垂水高校の活性化に努めてまいります。 

 学校教育につきましては、「わくわくどきど

き！夢教室」をはじめ、子どもたちに感動を味

わわせ、夢を育む総合プランを一層推進いたし

ます。 

 さらには、グローバル化が進行する社会への

対応や新学習指導要領において外国語教育の充

実が求められておりますことから、青少年海外

派遣事業「夢の翼」など、英語力向上総合プラ

ンを一層推進いたします。 

 また、教員の働き方改革が求められておりま

すことから、市内全小・中学校に統合型校務支

援システムを新たに導入することにより、業務

の効率化・負担軽減を図り、教育の質の維持・

向上を図ってまいります。 

 社会教育につきましては、市民館の耐震補強

工事を行い、より安心・安全な生涯学習施設と

しての整備を進めてまいります。 

 市立図書館の運営につきましては、昨年４月

に大隅広域図書館ネットワーク協議会に加入し、

本年３月には新システムが稼働することに伴い、

加入団体である２市５町間での図書の貸出、蔵

書検索、予約などが１枚の新しい図書カードで

利用できるようになり、利用者の利便性が向上

をしております。併せて、施設内の空調機器取

替え修繕を行い、快適な読書環境の整備を進め

てまいります。 

 文化財の保護・活用につきましては、昨年５

月にお長屋を中心とした垂水麓地区が日本遺産

に登録されました。また、垂水島津家墓所が、

間もなく官報告示により正式に国指定の史跡と

なりますことから、この機会を好機と捉え、本

市の歴史的魅力や特色を国内外へ戦略的に発信

し、地域の活性化を図ってまいります。 

 また、垂水島津家とゆかりのある宮崎市佐土

原町との交流事業の一環として、垂水おもてな

し少女・少年隊による訪問や、佐土原人形の

「春を呼ぶ垂水土人形展」での合同展示を行っ

てまいります。 

 文化振興につきましては、昨年度に引き続き

郷土の偉人の顕彰事業として、瀬戸口藤吉翁記

念行進曲コンクールや和田英作・香苗記念絵画

コンクールを実施し、芸術文化のまちをアピー

ルしてまいります。 

 また、海上自衛隊音楽隊によるふるさとコン

サートでの地元の小・中学生とのコラボ演奏や

市民館に常設しております「子どもたちの夢と

感動を育む絵画ギャラリー」の充実により、文

化・芸術の一層の振興を図ってまいります。 

 スポーツ振興につきましては、垂水中央運動

公園体育館の改修が本年度完了いたしましたこ

とから、隣接するたるみずスポーツランドを含

めて、市民の皆様や利用者に生涯にわたって

様々なスポーツに親しみ、安全で安心して楽し

くご利用いただけるように努めるとともに、市

民の皆様の健康長寿に貢献してまいります。加

えて、スポーツ合宿誘致等による交流人口の増

加が図れるよう利用促進に取り組んでまいりま

す。 

 また、いよいよ本年10月には、鹿児島県で48

年ぶりとなる第75回国民体育大会「燃ゆる感動

かごしま国体」が開催されます。 

 本市では10月４日から10月７日にかけて、フ

ェンシング競技が開催されます。このフェンシ

ング競技に先立ち、７月にはスポーツチャンバ

ラが、８月には綱引き競技が開催されます。こ

の３つの競技大会において、選手が実力を十分

発揮できる環境を整え、おもてなしの心でお迎

えし、よりよい大会にするとともに、県外から

参加する選手などに対し、本市の食や観光の魅

力を情報発信することで、地域経済の活性化に

も寄与する大会を目指してまいりたいと考えて

おります。 

 以上、令和２年度の主要施策について申し上
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げましたが、これから施策を着実に推進するた

めに必要なまちづくりの進め方として、行財政

運営と広報・広聴活動について述べさせていた

だきます。 

 初めに、行政改革及び職員の人材育成につい

てであります。 

 本市はこれまで行政改革を進めながら、多様

化・高度化する市民の皆様のニーズに柔軟かつ

的確に対応するため、市民の皆様にわかりやす

い、利便性の高い組織機構を構築しながら、市

民サービスの低下を招くことのないよう取り組

んでまいりました。 

 今後は、新庁舎建設を見据え、少子高齢化や

人口減少などの社会構造の変化に対応した行政

サービスの提供、限られた職員数で最大限の行

政効果が発揮できるよう、本市の実情に適した

職員数を検証しつつ、効率的な組織機構の構築

を図り、行政改革に取り組んでまいります。 

 また、地方分権の一層の推進による地方公共

団体の役割の増大、市民ニーズの高度化・多様

化を背景に、職員一人一人が困難な課題を解決

する能力と高い業績を上げることが求められて

きておりますことから、研修等を通じて職員

個々の能力及び業績の向上を図り、組織全体の

職務遂行能力の向上に努めてまいります。 

 次に、財政運営についてであります。 

 財政運営においては、定員適正化による人件

費の抑制、地方債残高の縮減、基金積立ての増

など、継続的に改善を進めてまいりました。 

 平成30年度決算における主な財務指標は、自

治体の財政構造の弾力性を示す比率であります

経常収支比率が93.6％、収入に対する負債返済

の割合をあらわす実質公債費比率が7.8％、財

政の将来健全度をはかる指標である将来負担比

率が32.9％と、国の基準を上回る数値はなく、

財政運営は健全に保たれていると言えます。 

 また、市の借金であります地方債残高は、96

億9,948万円と前年度より増加をしたものの、

本市の地方債残高のピークである平成16年度の

126億円は大きく下回っており、市の貯金であ

ります基金残高につきましても、39億116万円

と新庁舎建設事業等に備えた積立てを行えてお

ります。 

 しかしながら、本市の財政は市税やふるさと

納税などの自主財源の確保に努めてきたにもか

かわらず、依然として地方交付税などをはじめ

とする依存財源の占める割合が大きい状況であ

りますことから、今後も弾力的な足腰の強い財

政構造を構築し、将来にわたって持続可能な財

政基盤の確立を図るため、事務事業の峻別を徹

底し、無駄を排除した財政運営に努めてまいり

ます。 

 次に、広報・広聴活動についてであります。 

 市民の皆様との協働によるまちづくりを進め

ていく上で、行政情報の積極的な発信は必要不

可欠なものであると考えております。誰もが見

やすいように広報誌のデザインや文字の大きさ

などの見直しを行い、様々な行政情報やまちの

話題などを市民の皆様に迅速でわかりやすくお

届けできるように、広報活動を進めてまいりま

した。今後も市民の皆様が利用しやすいよう、

広報誌やホームページの改善にさらに取り組ん

でまいります。 

 また、広聴活動では、多様化する市民ニーズ、

時代の変化をいち早く市民の皆様と行政が共有

することが重要であり、私自身、１階市長席を

設け、市民の皆様のご意見を直接伺わせていた

だいております。今後も市民の皆様のお便りを

通じての広聴活動や、現場へ出向く姿勢を大切

にし、市民の皆様の声に耳を傾け、新たな施策

への反映に努めてまいりたいと考えております。 

 以上、市長公約である「元気な垂水づくり！

経済・安心・未来への挑戦！」を踏まえ、第５

次垂水市総合計画に掲げるまちづくりの目標に

沿って、令和２年度実施してまいります施策を

申し述べました。 
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 続いて、これらの施策に係る令和２年度の予

算について、ご説明させていただきます。 

 国においては、昨年10月から消費税率を10％

に引き上げ、その財源を活用して幼児教育の無

償化をはじめとした全世代型の社会保障の充実

や財政再建など、持続的な経済成長の実現に向

けた取り組みに還元することとしております。 

 また、来年度から第２期を迎える地方創生に

関しましては、まち・ひと・しごと創生基本方

針を策定し、新たな視点として、誰もが活躍す

る地域社会の実現に向けた取り組みを進めるも

のとされているところでございます。 

 そのような中、昨年12月に国から示された令

和２年度の地方財政対策では、地方が安定的な

財政運営を行うために必要となる一般財源総額

について、令和元年度を上回る63兆4,000億円

が確保され、本市の主要財源であります地方交

付税総額についても、平成30年度を上回る16兆

6,000億円が確保されたところでございます。 

 以上のような国の予算の状況を踏まえ、各事

業の成果に重点を置いて予算の質を高めること

で、財政運営の健全化を図りつつ、子育て支援

や高齢者対策、市民の皆様の安心安全に係るイ

ンフラ整備、今年度開催されます鹿児島国体に

関連する事業費を優先して、本市の令和２年度

の予算を編成いたしました。 

 その結果、総予算規模は174億5,341万円で、

会計別に申し上げますと、一般会計110億8,900

万円、国民健康保険特別会計20億9,677万2,000

円、後期高齢者医療特別会計２億4,603万3,000

円、交通災害共済特別会計510万4,000円、介護

保険特別会計22億7,028万5,000円、老人保健施

設特別会計６億3,715万6,000円、漁業集落排水

処理施設特別会計3,095万8,000円、地方卸売市

場特別会計385万4,000円、簡易水道事業特別会

計3,527万7,000円、水道事業会計４億1,870万

8,000円、病院事業会計６億2,026万3,000円と

なっております。 

 以上、私の令和２年度市政に対する所信と重

点施策について説明を終わりますけれども、詳

細につきましては、これからの審議の過程にお

きまして、私ほかそれぞれの担当課長からご説

明申し上げますので、よろしくご審議賜ります

ようお願い申し上げます。 

 以上で終わります。 

○議長（篠原則）  ただいま令和２年度の施

政方針並びに各会計予算案についての説明があ

りましたが、これに対する総括質疑及び一般質

問のための本会議を２月25日及び26日の午前９

時30分から開きます。 

 質疑及び質問は通告制といたしますので、質

疑者及び質問者は、会議規則第51条第１項の規

定により、２月18日の正午までに質疑及び質問

事項を具体的に文書で議会事務局へ提出願いま

す。 

 なお、当日の質疑及び質問時間は、答弁時間

を含めて１時間以内といたします。また、質問

回数については無制限といたします。また、い

ずれも初回の発言時間を20分以内に制限いたし

ますので、ご協力をよろしくお願いいたします。 

   △陳情第６号上程 

○議長（篠原則）  日程第33、陳情第６号地

方たばこ税を活用した分煙環境整備に関する陳

情書を議題といたします。 

 ただいまの陳情については、総務文教委員会

に付託いたしたいと思います。 

 本日の日程は、以上で全部終了いたしました。 

   △日程報告 

○議長（篠原則）  明15日から24日までは、

議事の都合により休会といたします。 

 次の本会議は、２月25日及び26日に開きます。 

   △散  会 

○議長（篠原則）  本日は、これをもちまし

て散会いたします。 

     午後０時25分散会 
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令和２年２月25日午前９時30分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（篠原則）  おはようございます。

定刻、定足数に達しておりますので、ただい

まから休会明けの本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたした

とおりであります。 

   △諸般の報告 

○議長（篠原則）  日程第１、諸般の報告

を行います。 

 ここで議会運営委員会委員長の所管事項調

査の報告の申し出がありましたので、これを

許可します。 

   ［議会運営委員長德留邦治議員登壇］ 

○議会運営委員長（德留邦治）  去る１月20

日から１月22日にかけて、議会運営委員会の

委員６名と随行１名により、京都府福知山市、

兵庫県小野市において所管事項調査を実施し

ましたので、その結果をご報告申し上げます。 

 今回の所管事項調査の目的は、議会運営を

積極的に取り組んでいる議会の実態等を調査

し、今後の本市における議会運営の参考とす

るものです。 

 調査内容は、福知山市においては、議会改

革の一環で議会のＩＣＴ化の検討、タブレッ

ト端末の試行導入について、１．タブレット

端末の試行導入の経緯について、２．システ

ムの導入の効果検証について、３．事業の内

容についての３項目を、また小野市において

は、政務活動費の廃止と開かれた議会及び災

害時における議員活動基準策定について、１．

政務活動費の廃止と開かれた議会について、

２．政務活動費に代わる新たな活動費につい

て、３．政務活動費廃止及び新たな活動費に

ついての住民の意見等について、４．災害時

における議員活動基準策定についての４項目

を調査してまいりました。 

 初めに、福知山市議会について報告いたし

ます。 

 最初に、タブレット端末の試行導入の経緯

について、福知山市議会ではＩＣＴ化の推進、

タブレット端末の試行導入に当たり、平成26

年６月にタブレット端末の導入につながる調

査研究を開始し、他市の導入事例の研究、先

進市議会の視察、端末導入による議会運営の

研修会等を行い、平成28年４月に議会のＩＣ

Ｔ化の推進に係る基本的事項の策定を行い、

同年10月にタブレット端末の活用範囲、機種

選定、議員負担等についての全員協議会で意

見交換会を実施、事業化に向けた予算要求を

行う方針を確認、平成29年８月には、情報通

信機器使用の規程を策定し、同10月にタブレ

ット端末、文書共有・会議システム、議員用

グループ・ウエアを含む導入を実現したとの

ことでございました。 

 次に、システムの導入の効果検証について

は、議会全体、委員会、会派などのグループ

内での情報共有や情報伝達の確実性、即効性

が向上したこと。また会議資料の事前確認や

事後の資料検索が容易になったことにより、

会議運営の効率化とともに、議会機能の強化

につながったこと。また、一般質問において

議場スクリーンを利用し、写真、数字、グラ

フ等を投影することにより、質問の意図や内

容を客観的に執行部や市民に伝えることがで

きること。災害時の現場状況の共有や市民へ

の現地説明、各種情報のウエブ検索など、通

信端末ならではの臨機な活用による効果が発

揮されたこと。スケジュール管理が容易にな

り、事務局からの連絡がスムーズになったこ

と。さらには、経費削減としてペーパー数量

が12カ月間で17万6,992枚、金額に換算すると

７万9,800円、コピー機使用料へ換算すると64

万8,000円、稼働時間に換算すると53時間、職
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員の拘束時間に換算した場合、相当な金額と

なるとのことであり、効果的には十分満足で

きるものであったとのことでございました。 

 次に、事業内容については、タブレット端

末、ｉＰａｄ34台を購入。導入理由としてセ

キュリティー面に優れているとのことであり、

文書共有・会議システムにはサイドブック

ス・クラウドを議員用グループ・ウエアには、

サイボウズ・オフィスを使用しておられ、使

い勝手のよいシステムとのことでございまし

た。 

 また、運用費に関しては、タブレット端末

通信費が公費負担50％、議員負担50％で、議

員の負担を求めるとの取り決めもされておら

れました。 

 福知山市議会は、ＩＣＴ化の取り組みを検

討する段階で、ベテラン議員より不安な声も

多数あったとのことでしたが、とりあえず執

行部よりも議会からまず使ってみようとまと

まり、予算面で執行部と交渉を重ね、実施に

結びつけたとのことでございました。 

 今回、福知山市議会の取り組みに関し、十

分効果があると確認できましたことから、ぜ

ひ本市でもタブレット導入に向けての検討が

必要だと強く感じたところでございました。 

 次に、小野市議会について報告いたします。 

 まず、政務活動費の廃止と開かれた議会に

ついて、小野市議会では、平成29年度に政務

調査費廃止条例を議員自ら提案し、全会一致

で可決したとのことでございました。 

 廃止理由としては、経費削減が目的ではな

く、調査研究活動のあり方をゼロベースで見

直し、予算ありきではなく、見える成果を出

すために必要経費を見定め、積極的に実施す

るとのことであったようですが、具体的な政

務調査費の問題点として、政務調査費がもた

らす議員活動の効果が見えにくいこと。生活

費の一部と市民が誤認すること。不透明な利

用への懸念があり、悪いイメージを払拭する

ために、視察調査費等の政務活動費は、直接

経費、旅費、借上料等で対応。議員が目標を

定め、目的に合った調査研究費を執行、見え

る化の遂行。直接執行経費により生活費であ

るかのような誤った認識が払拭。公費、議員

活動と位置づけた経費のみ、市の一般会計か

らの執行、使途の透明性を目的に廃止したと

のことでございました。 

 ちなみに、支給額は月２万円の支給とのこ

とでした。 

 次に、政務活動費に代わる新たな活動費に

ついては、政務調査を廃止し、議会調査研究

事業を新たに創設されておられました。具体

的な取り組みとして、行政視察や研修など議

員自らが企画立案し、議会の承認を得て実施。

視察後は、全議員が参加する報告会において

情報の共有化、また先進地の事例については

職員も報告会に参加し、施策に反映できる仕

組みづくり、さらには講師を招聘した全議員

参加の研修会等の企画の実施を行い、政務調

査費廃止後の調査に係る予算を約20％抑える

ことができたとのことでございました。 

 次に、政務活動費廃止及び新たな活動費に

ついての住民の意見等について、兵庫県では

政務調査費を悪用した不正支出、兵庫県議会

議員の号泣事件があり、市民の政務調査費に

対する厳しい目があったとのことでありまし

たが、小野市議会では、県内初の政務活動費

の廃止を行い、新たな議会調査研究事業を立

ち上げ、事業の見える化の目標として、全て

の面での透明性を確保したことにより、市民

との信頼関係ができたと感じているとのこと

でございました。 

 また、政務調査費の廃止に関することでは

ございませんが、議会改革の一環として小野

市議会では、定例会休憩中に傍聴者からの質

問を受け、議員や当局がその場で回答。また、
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回答できなかったものは後日文書で回答する

取り組みを令和元年６月より実施されておら

れました。 

 また、議会傍聴をしやすい仕組みづくりと

して、子育て中でも傍聴される保護者の方々

のために、議会の応接室を託児コーナーとし

て託児室の設置、また、お子さんを預かるた

めに育児ボランティアへの委託も実施されて

おられました。 

 さらには、障がい者にも傍聴をしやすくす

るための配慮として、手話通訳の派遣や要約

筆記の導入など、どちらも利用者の負担もな

く、市民が安心して議会の傍聴ができる改革

にも取り組んでおられました。 

 小野市議会の議会改革の成果のすごさを感

じさせられ、本市でも新たな議会改革の必要

性を改めて認識させられたところでございま

した。 

 最後に、災害時における議員活動基準策定

について、小野市議会では小野市災害対策本

部と連携し、災害対策本部を支援するものと

して、議員自らが迅速かつ適正な対応を図る

ために必要な事項を定めておりました。 

 議会としての主な活動は、正副議長による

情報収集、全員協議会及び各会派の幹事会の

招集、情報共有、議員の安否確認、議会対応

の確認、議員の被災地確認、避難所における

情報収集と協力が主な内容でございました。 

 本市では、これまで大きな台風や集中豪雨

などにより壊滅的な災害に遭った地域でもあ

ります。また、今後は、異常気象に伴うこれ

までに経験したことのない災害や桜島の大爆

発等も考慮しながら、市民の安心・安全のた

めに議員が適切に対応できるように、議会と

して活動できる基準策定を設けなければと感

じたところでございました。 

 最後になりますが、福知山市議会及び小野

市議会の議会改革に取り組む意気込み、さら

には説得力に感銘をいたし、また、議員が一

丸となり議会を変えるという姿勢に共感を覚

えたところでした。 

 今回の所管事項調査を通して、他の自治体

の議会運営の実態を調査し、大いに参考とな

る事例を数多く学んでまいりました。議会と

しての責任を果たすためにも、議会運営委員

会の果たす役割の重要性を再認識し、垂水市

議会の議会運営のあり方やさらなる議会改革

の必要性を強く感じました。今回学んだ多く

の事例を今後の参考にしてまいりたいと考え

ております。 

 以上で、議会運営委員会所管事項調査の報

告を終わります。 

○議長（篠原則）  以上で諸般の報告を終

わります。 

   △議案第10号～議案第17号一括上程 

○議長（篠原則）  日程第２、議案第10号

から日程第９、議案第17号までの議案８件を

一括議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第10号 令和元年度垂水市一般会計補正

予算（第５号） 案 

議案第11号 令和元年度垂水市国民健康保険

特別会計補正予算（第２号） 案 

議案第12号 令和元年度垂水市後期高齢者医

療特別会計補正予算（第１号） 案 

議案第13号 令和元年度垂水市介護保険特別

会計補正予算（第４号） 案 

議案第14号 令和元年度垂水市老人保健施設

特別会計補正予算（第２号） 案 

議案第15号 令和元年度垂水市病院事業会計

補正予算（第１号） 案 

議案第16号 令和元年度垂水市簡易水道事業

特別会計補正予算（第２号） 案 

議案第17号 令和元年度垂水市水道事業会計

補正予算（第２号） 案 
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癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（篠原則）  ここで各委員長の審査

報告を求めます。 

 最初に、産業厚生委員長、梅木勇議員。 

   ［産業厚生委員長梅木 勇議員登壇］ 

○産業厚生委員長（梅木 勇）  おはようご

ざいます。去る２月14日の本会議において、

産業厚生常任委員会付託となりました各案件

について、２月19日に委員会を開き、審査い

たしましたので、その結果を報告いたします。 

 最初に、議案第10号令和元年度垂水市一般

会計補正予算（第５号）案中の福祉課の所管

費目について説明があり、特段質疑はありま

せんでした。 

 保健課の所管費目については、例年、一般

会計繰出金が計上されているが、施設側の自

助努力はされているのか、将来的な見通しが

あるのかとの質問があり、収入確保・歳出削

減に努力していただいている。将来的な見通

しについては、人口減少や報酬改定等もあり、

現段階ではシミュレーションしていないとの

答弁がありました。 

 次に、生活環境課の所管費目については、

浄化槽設置整備事業補助金の減額補正に係る

質問があり、補助金は実績に応じた減額であ

る。昨年までの国庫補助金の繰越金もあり、

要望分は全て設置できる見込みであるとの答

弁がありました。 

 次に、農業委員会の所管費目について説明

があり、特段質疑はありませんでした。 

 次に、農林課の所管費目について説明があ

りました。中山間地域総合整備事業の未実施

分が多いが、見通しはどうなのかとの質問が

あり、毎年見込み額に対して十分な予算がお

りてこないため、後へ延ばしながら要望に応

えていくような状況である。未実施分を３期

目に移行するかについては、まだ県と協議し

ていないとの答弁がありました。 

 そのほか森林環境譲与税事業や森林炭素マ

イレージ事業についても質問があり、森林環

境譲与税事業については、市内を15カ所に分

けて事業を計画しており、意向調査後に集

積・管理・伐採という段取りで実施予定であ

る。 

 森林炭素マイレージ事業については、建物

の県産材使用量に応じ、県の認証をもらって

申請した方に助成する制度であり、今年度１

件の申請予定があるとの答弁がそれぞれあり

ました。 

 次に、水産商工観光課の所管費目について

は、フィッシュガールについての質問があり、

継続した活動について協議を行い、要綱を作

成したところである。垂水高校のアピール、

カンパチの販路拡大に向けて一緒になって取

り組みたいとの答弁がありました。 

 次に、土木課の所管費目について説明があ

り、特段質疑はありませんでしたが、その他

で井川地区の平成28年台風16号被災地の工事

進捗状況について確認がなされました。 

 審査の後、本案の採決を行ったところ、原

案のとおり可決されました。 

 次に、議案第13号令和元年度垂水市介護保

険特別会計補正予算（第４号）案について説

明があり、介護予防・日常生活支援サービス

費の減額補正は、何人分ぐらいになるのかと

の質問に対し、月当たり訪問型が10件、通所

型が27件の減となっているとの答弁がありま

した。 

 議案第14号令和元年度垂水市老人保健施設

特別会計補正予算（第２号）案については、

特段質疑はなく、審査の後、本案の採決を行

ったところ、原案のとおり可決されました。 

 議案第15号令和元年度垂水市病院事業会計

補正予算（第１号）案については、施設側と

定期的な協議の場が設けられているのかとの

質問があり、課題は何か、どういう対策をす
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るか、調整会議は行っているが、執行の部分

まで入り込んでいない実情がある。担当課と

も協議をし、見える化を図っていきたいとの

答弁がありました。 

 審査の後、本案の採決を行ったところ、原

案のとおり可決されました。 

 議案第16号令和元年度垂水市簡易水道事業

特別会計補正予算（第２号）案及び議案第17

号令和元年度垂水市水道事業会計補正予算

（第２号）案については、特段質疑はなく、

いずれも原案のとおり可決されました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（篠原則）  次に、総務文教委員長、

川畑三郎議員。 

   ［総務文教委員長川畑三郎議員登壇］ 

○総務文教委員長（川畑三郎）  去る２月14

日の本会議において、総務文教委員会付託と

なりました各案件について、２月20日に委員

会を開き、審査いたしましたので、その結果

を報告いたします。 

 最初に、議案第10号令和元年度垂水市一般

会計補正予算（第５号）案における議会事務

局の所管費目では、特段質疑はありませんで

した。 

 次に、総務課の所管費目では、ウインドウ

ズ７のサポート終了に伴うウインドウズ10へ

の業務用パソコンの買い替えに対するパソコ

ン１台当たりの単価について質問があり、当

初ディスクトップパソコンで10万5,000円、

ノートパソコンで11万2,000円程度を見込んで

いたが、入札の結果、それぞれ５万1,000円、

５万5,000円程度と大幅な安価で調達できたと

の答弁がありました。 

 その他に市庁舎の電気料、回線利用料、災

害応急対策費等の質問がありました。 

 次に、企画政策課の所管費目では、過疎地

域等集落ネットワーク圏形成支援事業交付金

の減額について質問があり、柊原地区公民館

のトイレ改修を申請していたが、事業採択さ

れなかったためとの答弁がありました。 

 また、廃止路線代替バス運行負担金につい

て、負担額は増加していくのか、一過性のも

のなのかとの質問があり、経常収益から経常

費用を差し引いた赤字分を補てんするという

制度になっており、バスの修繕費や燃料費の

動向、乗客の増減によって影響を受けるため、

状況に応じて負担額は増減するとの答弁があ

りました。 

 ふるさと納税制度事業費の中のポータルサ

イト運営会社に支払う手数料の増額について、

手数料の利率はどの程度かとの質問があり、

各運営会社により１％から９％までの幅があ

る。各運営会社が提供するサービスの内容が

異なるため、利率に差が生じているとの答弁

がありました。 

 次に、財政課の所管費目では、財政調整基

金積立金について年度末における基金見込み

額の質問があり、今回の補正予算が可決され

た場合、予算ベースで12億1,200万円程度とな

る見込みとの答弁がありました。 

 その他に車両の修繕料等の質問がありまし

た。 

 次に、市民課及び選挙管理委員会事務局の

所管費目では、国民健康保険事業費の中で、

一般会計からの法定繰出金に関して、国保事

業の健全化について質問があり、令和６年度

までに財政的に改善しないといけない。改善

に向け財政健全化計画を策定するところであ

るとの答弁がありました。 

 その他に振興会長事務委託料等の質問があ

りました。 

 次に、税務課の所管費目では、過誤納還付

金の性質について質問があり、今年度の歳入

予算で還付することのできない過年度の申告

等で還付金が発生した場合に歳出する予算で

あるとの答弁がありました。 
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 また、その他で家屋全棟調査、固定資産税

の還付等の質問がありました。 

 次に、教育総務課の所管費目では、学校施

設災害復旧費で降灰除去を実施しなかった理

由について質問があり、校庭内における降灰

の堆積量が国庫補助対象の要件を満たさず、

事業実施に至らなかったとの答弁がありまし

た。 

 その他に小学校施設整備費等の質問があり

ました。 

 次に、学校教育課の所管費目では、特段質

疑はありませんでした。 

 次に、社会教育課の所管費目では、柊原地

区公民館のトイレ改修について質問があり、

トイレ改修については、社会教育課ではトイ

レ周りの壁修繕の要望があるとの答弁があり

ました。 

 次に、国体推進課の所管費目では、かごし

ま国体垂水市実行委員会運営補助金減額の要

因について質問があり、全日本フェンシング

大会における会場設営・撤去事務委託費が、

入札で見込み額より1,000万円程度安価となっ

たことや、既存の備品を使用したことで減額

となったとの答弁がありました。 

 次に、税務課所管の歳入全款では、市税の

個人課税分増額の要因について質問があり、

営業所得者・農業所得者の所得向上が見られ、

景気の回復による事業者の所得増加が主な要

因であるのではと考えているとの答弁があり

ました。 

 また、たばこ税における電子たばこの取り

扱いについて質問があり、紙たばこと同様に

市へ納入がある。現在、電子たばこの税率は

低く設定されているが、昨年の法改正により

段階的に税率が上がっていく予定であるとの

答弁がありました。 

 一般会計補正予算（第５号）案の最後に、

財政課所管の歳入全款では、特段質疑はあり

ませんでした。 

 審査の後、本案の採決を行ったところ、原

案のとおり可決されました。 

 次に、議案第11号令和元年度垂水市国民健

康保険特別会計補正予算（第２号）案では、

一般会計からの法定外繰入を解消する財政健

全化計画を達成できなかった場合のペナルテ

ィーについての質問があり、保険者努力制度

の交付金があるが、達成されなかった場合、

交付金が減額されることになるとの答弁があ

りました。 

 また、法定外繰入を解消するめどは立って

いるかとの質問があり、財政健全化計画の中

では、税収率の向上や国庫、県支出金増額の

手法等が含まれるが、今の段階で計画を達成

できるかは、はっきりしていないとの答弁が

ありました。 

 審査の後、本案の採決を行ったところ、原

案のとおり可決されました。 

 次に、議案第12号令和元年度垂水市後期高

齢者医療特別会計補正予算（第１号）案では、

特段質疑はありませんでした。 

 審査の後、本案の採決を行ったところ、原

案のとおり可決されました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（篠原則）  これから質疑を行いま

す。質疑はありませんか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませ

んか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  討論なしと認めます。

これで討論を終わります。 

 お諮りいたします。議案第10号から議案第

17号までの議案８件を各委員長の報告のとお

り決することにご異議ございませんか。 
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   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第10号から議案第17号までの

議案８件については各委員長の報告のとおり

決定いたしました。 

   △令和２年度施政方針並びに各会計予

算案に対する総括質疑・一般質問 

○議長（篠原則）  日程第10、ただいまか

ら令和２年度施政方針並びに各会計予算案に

対する総括質疑及び一般質問を行います。 

 １回目の質疑及び質問は登壇して行い、再

質疑及び再質問は質問席からお願いいたしま

す。 

 なお、本日の質疑及び質問時間は、答弁時

間を含めて１時間以内といたします。また、

質問回数については制限なしといたします。

また、いずれも初回の発言時間を20分以内に

制限いたしますので、ご協力をよろしくお願

いいたします。 

 それでは、通告に従って、順次、質疑及び

質問を許可いたします。 

 最初に、７番、川越信男議員の質疑及び質

問を許可いたします。 

   ［川越信男議員登壇］ 

○川越信男議員  おはようございます。令和

２年を穏やかに迎え、東京オリンピック・パ

ラリンピック大会の年にふさわしく活気あふ

れ、また、鹿児島では、国民体育大会が開催

され、すばらしい１年を迎える予定でありま

したが、新型コロナウイルスによる肺炎が中

国で発生し、あっという間に日本はもとより

世界に感染拡大し、大変な事態になっており、

一体どこまで広がるのか心配でなりません。 

 お亡くなりになられる方も多く、併せて中

国からの部品等の調達も困難となり、観光面

や日本経済にも影響が出だしているようです。 

 連日の報道により、様々な対応をとられて

いるようですので、一刻も早い終息を祈り、

最大のイベントの東京オリンピック・パラリ

ンピック大会に影響なく、にぎやかに各国の

皆様をお迎えしたいものであります。 

 それでは、議長の許可をいただきましたの

で、先に通告しておりました質問事項に基づ

き、質問いたしますので、明快な答弁をお願

いいたします。 

 初めに、青少年海外派遣事業～夢の翼につ

いて伺います。 

 この事業については、私は以前から質問を

し、事業推進を行っていただき、すばらしい

実績も報告いただいております。本年度の事

業も12月議会でお聞きし、香港情勢を注視し

て、２月のころ実施予定となっておりました

青少年海外派遣事業～夢の翼は、実施を見送

ることとなったと伺いました。 

 実施の見送りの経緯と派遣予定であった子

どもたちや保護者の反応はどうであったか、

学校教育課長に伺います。 

 次に、たるみず元気プロジェクト事業の健

康チェックについて伺います。 

 これまで健康チェックについて、繰り返し

質問をさせていただきましたが、私自身も昨

年12月に初めて健康チェックを受けさせてい

ただきました。 

 初めて受けた感想は、一番に保健課の職員

や鹿児島大学のスタッフ、関係者等が献身的

に取り組んでおられ、笑顔で走り回っている

ことと、先生方も親身に対応していただき、

緊張することなく、大変受診しやすい雰囲気

でありました。 

 ２番目は、健康チェック後に開催された結

果報告会で、それこそ県内トップクラスの先

生方に個別相談する機会があり、かねて自分

で思っていても言い出せないことも相談でき

る環境であったことです。 

 ３番目は、やはり時間が長い感じはしまし

た。病院の診察で午前中いっぱい待って、５
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分ほどの診察を受けることもありますので、

それに比べれば短い時間だろうとは思います

が、やはり少し長く感じました。先ほど申し

たとおり、私はこれまで質問の際は常に健康

チェックについて質問してまいりましたが、

昨年12月議会においては、２つの実例の質問

に緊急性の高い病気を発見することが立証さ

れたと課長から答弁をいただきました。 

 そのようなことから、今後も長く継続して

ほしい事業であると実感しており、継続して

いただくために、改めて保健課長に質問をい

たします。 

 本年度の参加者が1,000名を超えたことは、

最終日当日、私も参加しておりましたので承

知しておりますが、全体的に見て今後の課題

など見えてきているかと思います。本年度の

健康チェック事業をどのように総括されてい

るか、伺います。 

 ３番目に、国民体育大会について伺います。 

 冒頭でも言いましたが、令和２年度は日本

にとりましても、鹿児島にとりましても、活

気のある年になると思っております。夏には

東京オリンピック・パラリンピック大会が開

催され、秋には鹿児島で国民体育大会が開催

されるからであります。 

 かごしま国体については、本市で10月４日

から７日までの４日間、フェンシング競技が

開催されます。それに先駆けて、昨年12月に

本市で開催されました第72回全日本フェンシ

ング選手権大会の団体戦を私も観戦いたしま

したが、迫力とレベルの高さにびっくりいた

しました。 

 このプレ大会として位置づけられました選

手権大会を踏まえて、職員の皆様も国体に向

けて運営などで自信を持って臨まれることと

思います。本番の国体開催に向けて、充実さ

せるためにも気がかりなことが幾つかありま

すので、そのことについて質問をいたします。 

 まずは、全国から選手・役員など多くの皆

様を垂水市に迎えるわけですが、宿泊施設の

少ない本市の実情を考えますと、とても気に

なります。そこで、宿泊の準備や手配はどこ

がどのようにされるものか。また十分に確保

ができるのか、課長に伺います。 

 次に、新庁舎整備事業について伺います。 

 現在、実施設計業務を行っていると思いま

すが、現在の状況と今後の建設工事の見通し

についてお聞かせください。 

 最後に、国道整備促進について伺います。 

 国道220号線牛根境地区におきます通行規制

の解除に向けた防災対策の早期整備について

お聞きいたします。 

 このことにつきましては、依然として連続

雨量200ミリで通行規制区間があり、大きな影

響を与えております。このことから、早期整

備に向けてこれまでも市長と議会も一緒にな

って国に対し要望活動を行ってきたところで

あります。 

 また、新たな取り組みとして、昨年12月に

は、国道220号線牛根境地区国道整備促進期成

会を市長、議長、私を含めた６人の市議会議

員、さらには垂水市商工会会長など、各種団

体長からなる総勢22名で発足させ、国に対し

て市長に要望書を持参していただいたところ

であります。 

 このような中、今月15日に鹿屋市で開催さ

れました森山衆議院議員の時局報告会におき

まして、来年度から地盤調査、測量等、工事

に着手できる見通しである旨のありがたいお

話がございました。 

 そこで、今日までの取り組み状況と見通し

について、市長にお聞きし、１回目の質問を

終わります。 

○学校教育課長（明石浩久）  本事業の実施

見送りにつきましてお答えいたします。 

 教育委員会といたしましては、派遣予定の
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子どもたちとともに、実施に向けた準備を進

めながら、渡航手続の期限となる12月下旬ま

で、香港情勢を注視してまいりました。 

 しかしながら、12月にも大規模なデモが発

生したり、市民集会を香港警察が強制排除し

たりするなどの混乱が発生し、不安定な状態

が続いておりましたことから、子どもたちの

安全を最優先に考え、今回の派遣を見送る判

断をいたしました。 

 また、判断結果につきましては、12月26日

に保護者説明会を実施し、派遣予定の子ども

たちとその保護者、それぞれに説明を行った

ところでございます。 

 派遣見送りの判断を聞いた多くの子どもた

ちは、落胆した様子が見られましたが、落ち

ついて受け止めてもらえたと考えております。 

 また、保護者の方々からは、派遣見送りの

判断に対する反対等のご意見はなく、おおむ

ねご理解いただけたものと思っております。

中には、これまでの取り組みへのお礼をおっ

しゃってくださる方もあり、大変ありがたく

思ったところでございます。 

 以上でございます。 

○保健課長（橘圭一郎）  本年度の健康チェ

ックの総括についてのご質問にお答えいたし

ます。 

 まず、開催実績でございますが、昨年６月

30日の垂水中央病院での第１回の実施を皮切

りに、市民館や地域の小学校の校舎を利用さ

せていただき、12月15日まで、計16回の健康

チェックを開催し、参加申込者総数1,138名に

対し、実際の参加が1,028名で、90.3％の参加

率となっております。 

 当初の参加計画数は、前年度と同様に1,500

名としており、結果的に３分の２程度の参加

となり、最善の努力を尽くして広報活動した

つもりではございますが、前年度の参加者数

にも至らない参加申込者数となりましたこと

など、今後の周知方法などの再検討が必要で

あると考えているところでございます。 

 また、本事業は、継続的に実施していくこ

とで、参加される市民の皆様の健康状態の変

化を把握し、ご自身の生活を見直すことによ

り、健康寿命の延伸を図る取り組みでござい

ます。 

 このようなことから、単年度の健康状態で

はなく、継続して参加することで、その変化

を確認することができますが、本年度と前年

度の参加申込者で比較したリピート率が56％

で、実際の参加者でのリピート率は62％と低

調でありましたことから、そのいずれのリ

ピート率も向上させるための周知方法も課題

と考えているところでございます。 

 さらに、12月議会の池田議員の質問に答弁

いたしましたとおり、健康寿命の延伸や介護

予防の推進のためには、健康への意識づけと

して、40代から50代といった現役世代の参加

が必須と考えております。 

 これらを含む様々に出現した課題を、鹿児

島大学など、携わる先生方と繰り返し協議・

分析し、次年度の実施に向けて少しでも改善

できるようにしてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○国体推進課長（米田昭嗣）  おはようござ

います。それでは、国民体育大会について、

宿泊の準備や手配は、どこがどのようにされ

ているのか、また、十分に確保できるのかに

つきまして、お答えいたします。 

 まず、県実行委員会が示している宿泊業務

の配宿体制、いわゆる宿泊施設への割り振り

の考え方は、配宿を実施する会場地市町村実

行委員会の業務の省力化と経費削減を図ると

ともに、効率的かつ円滑に実施することを求

められております。 

 そこで、本市実行委員会では、全国から参
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加する選手・監督、役員、視察員、報道員及

び関係者の宿泊について、宿泊基本計画を定

めております。 

 具体的には、県実行委員会と会場地市町村

委員会が合同で配宿施設を一元管理し、一括

して配宿を行う合同配宿を基本としておりま

す。昨年10月に、ＪＴＢを中心とした合同配

宿センターを設置し、運用を開始しておりま

す。 

 また、配宿の基本的な考え方としましては、

原則として参加する競技が実施される会場地

市内のホテル、旅館に配宿する。選手団の一

体性に配慮し、個人競技は選手団ごとに、団

体競技はチームごとに同一の宿舎に配宿する。

移動にかかる負担軽減に配慮し、競技会場へ

移動しやすい宿舎に配宿することとしており

ます。 

 次に、市内施設で十分に確保できるのかと

のご指摘でございますが、県実行委員会、合

同配宿センター、本市実行委員会で、現在協

議中であります第３次仮配宿計画案及び先催

県実績に基づく試算でいきますと、市内には

薩摩明治村、ホテルＡＺ及びリブマックスリ

ゾート桜島シーフロントなど、10の施設で最

大約400名が宿泊可能であります。それに対し、

選手、競技役員等は、期間中最も多い日で約

500人を想定しております。 

 したがいまして、本市の宿泊施設だけでは

受け入れは不可能でありますので、近隣の鹿

屋市の宿泊施設も視野に入れております。 

 現在、各宿泊施設の宿泊提供可能部屋数や

人数、料理提供等の最終聞き取り調査を実施

し、自治体並びに競技団体の意向を踏まえ、

調整を行い、３月末には配宿の方向性が示さ

れることとなっております。 

 本実行委員会といたしましては、多くの選

手、監督、競技役員が本市に宿泊することで、

移動の負担軽減や、本市の魅力ある食材を満

喫していただくとともに、施設の活性化はも

ちろん、地域全体の活性化にもつながります

ので、可能な限り本市に宿泊していただける

よう努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（二川隆志）  おはようござ

います。新庁舎建設事業の進捗状況と今後の

見通しにつきまして、お答えいたします。 

 新庁舎建設工事基本・実施設計業務委託契

約は、３月19日の実施設計完了に向けて、現

在、積算作業を行っております。 

 設計完了後の建設工事については、新庁舎

建設基本計画では、令和２年度から建設工事

を始めるスケジュールとしており、計画どお

りに同年度内に工事着手ができるよう、施工

スケジュールの調整をしているところでござ

います。 

 この建設工事のスケジュールについては、

改めて議会最終日の３月13日に全員協議会で

お示ししたいと考えておりますが、大まかな

流れとしましては、本体建築工事の許認可業

務として、実施設計完了後、大臣認定でござ

います個別性能評価の申請を行い、その後、

建築確認申請を行う予定でございます。 

 また、敷地が3,000平方メートルを超え、土

地の区画の変更が生じることから、開発行為

許可申請を並行して行う予定でございます。 

 本体建築工事に必要な予算については、許

認可申請の時期を踏まえ、本体工事等の発注

形態や事業者選定方法、そして、発注時期を

想定し、適切な時期に議会にご提案したいと

考えております。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  国道220号牛根境地区の

通行規制解除に向けた整備につきまして、お

答えいたします。 

 先ほど、川越議員からありましたとおり、

私も、２月15日に鹿屋商工会議所において、
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森山代議士の時局報告会に出席をいたしまし

た。この報告会が始まります前に、控え室に

おきまして、森山代議士より事業が始まるこ

とをお聞きしたところでございます。 

 これまでの取り組みにつきましては、川越

議員におかれましては、国道整備促進委員会

の委員長でございますので、改めて申し上げ

るまでもありませんけれども、毎年、国道220

号道路整備促進につきましては、市議会の先

生方とともに、国土交通省や九州中央整備局、

大隅河川国道事務所に直接要望して、また、

桜島火山活動対策協議会でも、大規模噴火時

の避難道路としましての整備要望を行ってき

たところでございます。 

 さらに、昨年12月には、防災対策を目的と

しました国道整備促進期成会を立ち上げ、新

たに要望書を携え、12月25日に国土交通省と

財務省に出向きました。その後、森山代議士

に改めて当エリアの安全上の課題と必要性を

訴え、しっかりと防災対策の早期整備の実現

を要望させていただいたところでございます。 

 現在のところ、国土交通省大隅河川国道事

務所より、事業化決定につきましては、正式

にお聞きはしておりませんけれども、自由民

主党の重要ポストを担っておられます森山代

議士の公的なご発言でございますので、事業

化は決定されたものであると、私も思ってい

るところでございます。 

 事業化の見通しが立ちましたことは、森山

代議士のご尽力はもちろん、長年、議会の先

生方と要望活動を行ってまいりました結果で

あり、今回の決定で、当地区の長年の課題が

解決され、地域の皆様のご不安が解消される

見通しとなりましたことは、一つ大きな問題

がクリアできると安堵しているところでござ

います。 

○川越信男議員  ありがとうございます。そ

れでは、２回目から一問一答でお願いいたし

ます。 

 まず、青少年海外派遣事業～夢の翼での本

年度の事業実施見送り及び子どもたちや保護

者への説明等、丁寧に対応していただいてい

るようで、安心いたしました。 

 しかし、前回の定例会で、このような子ど

もたちを大きく成長させる事業は、継続して

こそ価値があるものであり、ただ中止するの

ではなく、延期措置や代替措置についてお願

いをいたしましたが、そのことの検討はなさ

れたのか、教育長に伺います。 

○教育長（坂元裕人）  延期措置や代替措置

の検討につきまして、お答えいたします。 

 子どもたちは、香港へ行きたいという思い

を強く持っておりましたし、また、保護者の

方々も、香港の情勢に心配や不安を抱きなが

らも、できれば行かせてやりたい、延期して

でもぜひ行かせたいという思いを持っておら

れました。 

 こうしたことから、派遣見送りの判断後、

教育委員会といたしましても、派遣先の変更

や派遣期日の延期等について検討を行いまし

た。 

 本事業には、大きく３つの目的がございま

す。１点目は、外国の文化や歴史、自然に触

れる体験を通して、国際感覚を養うとともに、

ふるさと垂水のよさを再確認する機会とする

こと。２点目は、現地での英語によるコミュ

ニケーション活動を通して、語学力の重要性

を知り、その向上を図ろうとする契機とする

こと。３点目は、国際社会で活躍しようとす

る意欲を高める機会とすることとしておりま

す。 

 これらの目的を達成するための代替措置案

等につきまして、検討を進めてまいりました

けれども、ご承知のとおり、昨年12月に中国

の武漢市において、新型コロナウイルス感染

症が発症し、その後、日本を含め世界的に感
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染が拡大しておりますことから、現段階にお

きましては延期措置や代替措置は難しいもの

と考えております。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございました。

青少年海外派遣事業～夢の翼の意義や重要性

については、これまでも定例会で質問してま

いりました。今回の派遣見送りは、諸般の状

況を考えますと、適正な判断であったと考え

ます。新型コロナウイルスの流行については、

まだ終息の兆しが見られず、大変憂慮してい

るところであり、感染が拡大しないように切

に願っているところです。 

 青少年海外派遣事業は、明日の垂水を担う

人材の育成に大きく寄与するものであると考

えます。本事業を継続して実施、より充実が

図られるようお願いいたしまして、この質問

は終わります。 

 それでは、次にたるみず元気プロジェクト

の２回目の質問をいたします。 

 先ほど、継続的に参加していただくための

リピート率の低さや現役世代の参加者増の必

要性を答弁されましたが、リピート率や参加

者増のための取り組みをどのように考えてお

られるか、併せて、参加者の年代別の構成は

どうなっているのか、課長に伺います。 

○保健課長（橘圭一郎）  リピート率や参加

者増の取り組みと年代別構成につきましての

ご質問にお答えいたします。 

 リピート率や参加者増の取り組みにつきま

しては、本年度もあらゆる方法をもって取り

組んできてまいりましたが、それ以上に市民

の皆様が参加してみようと思えるような周知

方法が必要だと考えております。 

 昨年11月号の市報で広報いたしました静脈

瘤やペースメーカーの実例も含めて、健康チ

ェックに参加の皆さんから、参加してよかっ

たという生の声を届けるなど、受けることの

効果やメリットをあらゆる媒体や手法を活用

して周知を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

 年代別の参加者構成でございますが、全体

参加者数1,028名に対して、40歳代が71名の

6.9％、50歳代が125名の12.2％、60歳代が293

名の28.5％、70歳代が366名の35.6％であり、

80歳代が160名の15.6％、最後に90歳代が13名

の1.3％となっており、60歳代及び70歳代の参

加が高いところでございます。 

 改めて申し上げますが、市民の皆様が、ぜ

ひ参加してみようと感じられる取り組みとな

るよう、努力してまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございました。

年代別の構成で、90歳代が13人もおられるこ

とは、全体的な意味で、市民の皆様の健康増

進に対する意識の高さのあらわれではないか

と思います。このことは、先の市民満足度調

査の結果にあっても、前回、平成28年度の調

査状況と一変し、健康づくりの推進と医療体

制の充実の項目が、重要度と満足度ともに非

常に高い評価をなっているなど、私は、この

健康チェック事業に対する市民の評価があら

われたのだろうと思っております。 

 現在、保健課の健康増進係を中心に実施さ

れておられ、今後20年にわたり実施される予

定であるなら、円滑な事業の実施と、鹿児島

大学へのさらなるアピールにもつながると思

いますので、機能強化のためにも、係ではな

く課の編成で充実させる機構改革も考えてい

いのではないかと思います。ぜひとも検討さ

れることを期待いたします。 

 この事業は、長期間にわたるものであり、

対象となる市民の皆様が参加しやすく、また、

事業が円滑に実施することができますように、

いろいろな変更を加えながら、今後とも市民
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の健康増進の取り組みをお願いいたしまして、

この質問は終わります。 

 それでは、次の国民体育大会について、２

回目の質問を。 

 先ほどの答弁にありました、本市の宿泊施

設を優先して泊まっていただき、不足すると

ころはしっかり対応されるようで安心しまし

た。 

 そこで、予算面について伺います。国体に

関しての経費は、鹿児島県と開催市ではどの

ような負担割合になっているのか、また、市

が負担するものはどのような内容なのか、課

長に伺います。 

○国体推進課長（米田昭嗣）  それでは、予

算について、県と市の負担割合につきまして、

お答えいたします。 

 国体を開催するに当たり、鹿児島県国体・

全国障害者スポーツ大会局、いわゆる県実行

委員会から、開催市町村に対しまして、大会

運営交付金が補助される見込みであります。 

 この交付金の目的・趣旨でありますが、会

場地市町村及び関係競技団体等が開催する、

本大会競技に要する経費に対して補助するこ

とにより、燃ゆる感動かごしま国体の円滑な

開催・運営に資するとともに、大会を契機と

して、スポーツの普及・振興に資するもので

あります。 

 本市におきましては、正式競技のフェンシ

ング、デモンストレーションスポーツのス

ポーツチャンバラの観戦者などの休憩所や飲

食コーナの設置費、応援・歓迎グッズの製作

費等のおもてなし事業、炬火イベント事業の

４つが補助対象事業となる見込みであります。 

 補助率の負担割合といたしましては、補助

対象経費の３分の２を県実行委員会にご負担

いただき、残りの３分の１と補助対象経費以

外の部分を本市実行委員会が負担することと

なります。 

 この補助対象経費でございますが、競技会

運営に共通して必要となる経費といたしまし

て、医師や看護師への謝金、競技役員の日当、

事務用消耗品の購入費、看板、大会プログラ

ム等の製作費等が対象となります。 

 また、競技や競技会場の特殊性により、競

技会ごとに必要性の異なる経費といたしまし

て、競技役員の交通費や宿泊費、燃料費、車

両借上料、競技用具借上料、仮設費、委託費

の会場設置・撤去、空調設備レンタル等が対

象となります。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございます。県

と市の経費の負担割合などについては理解で

きました。 

 ただ、国体は国家事業でありますので、予

算面で不足して、開催に支障を来すことのな

いように、必要な予算は確保していただきた

いと思います。 

 平成27年に、鹿児島県で開催されました国

民文化祭におきましては、多くのボランティ

アの皆様の支えが大きかったと記憶しており

ます。そこで、国体へのボランティアにつき

ましては、どのような年代や団体に呼びかけ

て募集をされるのか、また、必要人数はどれ

ぐらいを見込んでおられるのか伺います。 

○国体推進課長（米田昭嗣）  次に、ボラン

ティアの募集はにつきまして、お答えいたし

ます。 

 国体の成功の鍵を握るボランティアの活躍

は、その重要性から県実行委員会をはじめ、

ほとんどの市町村の実行委員会でも募集が行

われております。 

 本市におきましても、市民一人一人が積極

的に国体へ参加することで、市民の英知と情

熱を結集した垂水市ならではの魅力あふれる

大会を実現するため、垂水市市民運動基本計

画に基づき、平成30年５月28日に、垂水市大



－49－ 

会運営ボランティア募集要項を決定したとこ

ろでございます。 

 その後、市内への全戸配布や広報たるみず

平成30年11月号への掲載、本市公式ウエブサ

イトへの掲載、各種団体への直接案内により、

令和２年２月14日現在でございますが、約70

人の方からご応募をいただいたところでござ

います。 

 ご応募いただきましたのは、一般市民ボラ

ンティアの方をはじめ、垂水市文化協会や市

役所ＯＢの方、また、県実行委員会を通じて

ご応募をいただいた市外在住の方もいらっし

ゃいます。このほか、垂水市おもてなし少

女・少年隊の皆さんもボランティアとして参

加してくださいます。 

 昨年末に開催されました、第72回全日本フ

ェンシング選手権大会団体戦におきましても、

３日間で延べ約150人のボランティアの方にご

協力をいただきました。主な業務といたしま

しては、受付、入場口ＩＤチェック、観覧者

の誘導、振る舞い品の配布、駐車場係など、

常におもてなしの心と笑顔で取り組んでいた

だいたところでございます。その活躍ぶりは、

大会運営において重要な役割を果たしていた

だき、ボランティアの存在をとても心強く感

じたところでございます。この場をお借りい

たしまして、心から感謝申し上げます。 

 今後も、様々な媒体を使いながら、引き続

きボランティアの応募を行ってまいりたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございます。多

くのボランティアを募って対応されるという

ことでありますが、特に子どもたちにとりま

しては、貴重な経験となると思います。一人

でも多くの参加者が集まるよう、努めていた

だきたいと思います。 

 最後に、令和元年６月議会でも質問しまし

たが、本県及び本市の経済効果の見込み額に

ついて、概算でわかる範囲でいいですので、

お答えください。 

○国体推進課長（米田昭嗣）  続きまして、

経済効果の見込みはにつきまして、お答えい

たします。 

 令和元年第２回定例会で、川越議員のご質

問にお答えいたしましたとおり、2017年に開

催されました愛媛国体におきましては、日本

経済新聞によりますと、同県内で661億円の経

済波及効果があったと掲載されております。

また、2018年に開催されました福井国体にお

きましては、福井新聞によりますと、同県内

で615億円の経済波及効果があったと掲載され

ており、この金額は、県と市町が支出した費

用の約1.34倍に当たるとのことです。 

 一方、かごしま国体の経済効果につきまし

ては、令和元年９月18日付の南日本新聞１面

記事によりますと、九州経済研究所が試算さ

れた金額619億円が県内の経済効果として発表

されたところでございます。これは、一昨年

放送されましたＮＨＫ大河ドラマ「西郷ど

ん」の試算額の2.4倍に当たる金額でございま

す。 

 本市における経済効果の見込みでございま

すが、選手等の宿泊費、輸送・運送費、飲食

費、お土産・買物代など、正確な数値化は困

難でありますが、そのような分野に経済効果

が及ぶものと考えております。 

 なお、今申し上げました本市における経済

効果は、大会開催前、大会期間中といった時

間的局面で発生する直接的効果でございます。 

 今後は、開催推進総合計画にもありますと

おり、市民総参加によりおもてなしの心があ

ふれる大会を実現し、本市の魅力を発信する

とともに、市民のスポーツ振興につなげるこ

とで、大会開催後も間接的な効果や付随的な

効果を高められるように取り組んでまいりた
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いと考えております。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございました。

鹿児島県で48年ぶりに開催されます、かごし

ま国体は、市民の皆さんもとても楽しみにし

ておられると思います。また、県内外から来

ていただく皆さんに、垂水市の魅力を知って

いただく絶好の機会であります。職員の皆さ

んは、これから本番に向けて、準備など大変

と思いますが、頑張っていただきたいと思い

ます。 

 次に、新庁舎整備事業の２回目の質問に移

ります。 

 実施設計完了後は、建築確認などの許認可

業務を行いながら、建設工事の予算を調整し

ていき、議会に提案するということでしたが、

順調にいけば、予算は６月議会ごろになりそ

うですか、教えてください。 

○企画政策課長（二川隆志）  現在、そうい

った形でご提案できるように、業務を進めて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ぜひとも６月議会には提案

いただければと思います。 

 一方で、新聞報道では、地方自治法第４条

に基づく市役所の位置を定める変更条例の提

案時期について、要請書が提出されたとあり

ましたが、この件については、これまで幾度

となく同僚議員の皆さんが質問され、執行部

も考え方を答弁しておりますが、その考えに

変わりはないか伺います。 

○企画政策課長（二川隆志）  位置変更条例

案の提案時期につきまして、お答えいたしま

す。 

 地方自治法第４条に基づく市役所の位置を

定める変更条例の提案時期に関しましては、

これまで答弁した内容に変わりはございませ

ん。 

 これまでも、議員の皆様方から、建設着工

前とすべきといった意見や、事務所としての

形が見える時期でよいといった意見がござい

ました。 

 このように、様々な考え方がございますこ

とから、市役所の位置を定める改正条例の提

案時期につきましては、慎重に判断させてい

ただいた上で議会にご提案したいと考えてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございました。

たしか、昨年の６月議会だったかと思います

が、川畑議員が、事務所としての役割が果た

せるかどうか、しっかりわかってからでもい

いのではないかといった意見がございました。

私も、同じ考えでございます。 

 市役所の位置を定める変更条例案が提案さ

れた場合、その議案を審議する視点として、

行政サービスを提供する事務所として、防災

拠点機能や防災対策は十分なのかといった、

市役所の事務所としてふさわしいかどうか、

十分に確認をした上で判断すべきものではな

いかと考えます。 

 そういったことからも、執行部もさらに市

民に対して、新庁舎建設事業に関する情報提

供を行い、事務所としての役割が果たせるか

どうかなど、引き続き広報活動を丁寧に行い、

理解促進に努めた上で変更条例案を提案いた

だきたいと思います。 

 市民の皆様に対しては、現在、車座座談会

を開催していますが、本年３月までとお聞き

しています。実施設計完了後は、こういった

観点からも、引き続き広報活動を充実してい

ただきたいと思いますが、市長のお考えをお

聞かせください。 

○市長（尾脇雅弥）  新たな広報活動の取り

組みということでございます。先ほど担当課

長の答弁がありましたとおり、３月19日には
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実施設計が完了して、一つの節目を迎えるこ

ととなります。その後は、建設に向けた業務

になりますが、安全に確実に建設工事ができ

るようにしていかなければならないというふ

うに考えております。 

 川越議員からご提案のありました、広報活

動の充実でこざいますけれども、市民の皆様

に対して正しい情報をわかりやすく伝えてい

かなければいけないというふうに思っており

ます。 

 今年度は、基本・実施設計段階として、市

民の皆様の不安や疑問点の解消を図るために、

車座座談会を行いました。これまで市民の皆

様向け、職員向け、行政連絡会を合わせて40

回、827名のご参加をいただいて、市民の皆様

との意見交換をさせていただきました。やは

り市民の皆様の不安や疑問点の解消には、直

接対話することが有効であると感じましたこ

とから、新年度もさらに効果的な広報活動が

できるように引き続き努めてまいりたいと考

えているところでございます。 

○川越信男議員  ありがとうございました。

新たな取り組みとして、十分な広報活動を行

い、市民の皆様の理解が深まるよう取り組ん

でください。 

 次に、新庁舎整備事業の事業費について伺

います。基本計画の概算事業費では、本体工

事費と附属棟の建設費が約29億円とされてい

ます。ただし、備考欄には、免震構造を採用

する場合は、平米当たり50万円以上を見込む

必要があると記載されています。 

 建設業界では、昨年の鉄骨等の資材不足に

よる建設資材単価の高騰などもありましたが、

建設工事費の見込みについてお聞かせくださ

い。 

○企画政策課長（二川隆志）  新庁舎建設事

業費の事業費につきまして、お答えいたしま

す。 

 建設工事費の見込みについては、現在、実

施設計の積算中ですので、詳細はお答えでき

ませんが、新庁舎建設基本計画時点と比較し

ますと、本体建設工事は増加するものと考え

ております。 

 増加の主な要因でございますが、安全対策

としまして、耐震構造を柱頭免震構造とした

こと、地盤改良を行い、安全性を確保したこ

と、資材や労務単価が高騰していること、消

費税率の改定などがございます。 

 一方で、工事費削減の取り組みについては、

設計会社に問い合わせをしましたところ、機

能性を保持しつつ、安価で汎用的な材料をで

きるだけ取り入れたり、汎用技術を組み合わ

せて対応したりするなど、様々な工夫をしな

がら、現在、積算作業に取り組んでいるとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  年々資材や労務単価の上昇

があるが、仮に平米単価で１年に１万円上昇

するとなると５年で５万円、遅れれば遅れる

だけ事業費が上がるだけでございます。財政

上も、そして、市民の安心・安全上からも、

計画どおり進めていただきたいと思います。 

 そこで、新庁舎建設に係る財源について、

財政課長にお聞きします。新庁舎建設に係る

財源は、市有施設整備基金と地方債であると

これまでも説明を受けていますが、特に多額

の事業費がかかる新庁舎建設事業については、

市の借金である地方債の取り扱いが非常に気

になるところであります。 

 そこで、予定している地方債について、令

和２年度における変更点など、何か情報があ

れば教えてください。 

○財政課長（和泉洋一）  新庁舎建設に係る

地方債についてにつきまして、お答えいたし

ます。 

 新庁舎建設事業で予定している地方債は、
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市町村役場機能緊急保全事業債で、これまで

議会でも説明いたしておりますとおり、令和

２年度までに実施設計に着手すれば、起債対

象経費の75％を上限として、元利償還金の

30％が後年度の交付税に措置されるというも

のでございます。 

 そこで、令和２年度にかけての変更点でご

ざいますが、大きく２点ございます。 

 まず、１点目は、今年度の起債の同意基準

で、起債対象事業費を算出する根拠となる入

居職員１人当たりの面積基準が緩和されたこ

とでございます。これにより、起債の借入上

限額が広がるという効果があります。 

 ２点目は、市町村役場機能緊急保全事業債

の借入先の拡大であります。今年度までは、

民間の銀行からの借り入れに限定されており

ましたが、令和２年度の同意分から、地方公

共団体金融機構資金の対象事業に追加される

見込みでございます。このことによりまして、

長期の借入期間に生じる利息の支払いに、相

当な額の削減効果が発生するものと想定して

おります。 

 なお、この件に関しましては、本市から金

融機構に対し、昨年６月に要望を申し上げて

いたところでございます。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございました。

一日も早い完成をお願いいたしまして、最後

の質問に入ります。 

 次に、国道220号線の牛根境の整備について

でありますが、この整備によって、市長はど

のような効果があると考えていらっしゃるか

伺います。 

○市長（尾脇雅弥）  整備後の効果について

でこざいますけれども、国道220号牛根地区は、

これまでも台風や集中豪雨により、山腹崩壊

による通行止めもたびたび発生しておりまし

て、依然として連続雨量200ミリでの通行規制

区間があることから、通勤・通学など住民の

生活や経済活動に大きな影響を与えており、

通行規制の撤廃、規制緩和に向けた防災対策

の早期事業化を図ることが喫緊の課題となっ

ておりました。先ほど申し上げたとおりでご

ざいます。 

 また、このように、国道220号は、本市を縦

断する基幹道路で、本市の農林・水産・商工

業の発展を支えるための最も重要な唯一の産

業流通道路でありまして、霧島市・鹿屋市・

宮崎市を結び、垂水フェリーや桜島フェリー

を介して、県都鹿児島市と結ぶ大隅半島全体

の観光や産業振興にとっても、高いストック

効果のある必要不可欠な幹線道路であります。 

 一方で、災害の多い本市におきましては、

重要な避難道路であり、被災時の最も重要な

緊急輸送道路でもあります。 

 このような現状がある中、整備されますと、

これらの課題解決が図られますことから、そ

の効果は大変大きいものがあると考えており

ます。 

 なお、交通体系の充実により、本市への交

流人口の増加にもつながり、経済効果も期待

できるものと考えております。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございました。

この国道220号線の牛根境地区の整備は、地区

の皆さんはもとより、垂水市民の願いでもあ

りました。森山先生のご尽力により見通しが

立ったことは、とてもうれしい限りでありま

す。 

 これからも、私も垂水市議会国道整備促進

特別委員会委員長として、同僚議員と一緒に

なって、早期着工と早期完成に向けて取り組

んでまいりたいと思います。 

 以上で、私の質問を終わります。ありがと

うございました。 

○議長（篠原則）  ここで暫時休憩いたし
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ます。次は、11時10分から再開いたします。 

     午前10時59分休憩 

 

     午前11時10分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 次に、６番、堀内貴志議員の質疑及び質問

を許可いたします。 

   ［堀内貴志議員登壇］ 

○堀内貴志議員  おはようございます。垂水

の稔り生む風の堀内貴志でございます。 

 令和２年第１回目の定例会が始まり、平穏

な始まりになるかと思っていましたが、垂水

市において、先月１月26日から27日にかけて、

発達した低気圧の影響で台風クラスの強い風

が吹き荒れ、ビニールハウスをはじめとした

農業用施設や農作物に広範囲にわたり多大な

被害が発生し、また港では係留中の船舶が転

覆するなどの被害が出ました。被害に遭われ

た皆様に、この場をお借りして、謹んでお見

舞いを申し上げます。 

 この回覧を見ていただきたいと思いますが、

市長直筆のお見舞いの文章があります。非常

に温かい文章です。この回覧にも書いてあり

ましたが、被災された皆様に一日も早く以前

と変わらない活動ができますように、可能な

限りの支援事業を実施していただきたいとい

うことをお願いして、本日の一般質問に入っ

ていきたいと思います。私にとりまして、３

期目、36回目の一般質問になりますが、関係

各課の皆様におかれましては、本日も簡潔明

瞭にご答弁をよろしくお願いいたします。 

 まず１つ目は、新型コロナウイルス対策に

ついて質問をします。 

 非常に残念なことですが、新型コロナウイ

ルスにおいて、２月24日現在、日本でもク

ルーズ船の感染者を含めて850人の感染者を確

認し、とうとう３人の方が亡くなられました。

チャーター機での帰国者やクルーズ船の乗客

者を除いても、感染者の数が日々増加してい

ます。九州でも、福岡県や熊本県で感染者が

確認されました。政府は、重症化リスクの高

い新型肺炎の患者の治療を優先するために、

基本方針を本日中に決定することを明らかに

しています。亡くなられた方に、この場をお

借りして、心からお悔やみを申し上げます。

そして、現在、感染で療養中の方々が一刻も

早く回復・改善されることを心からお祈り申

し上げます。 

 さて、今回の新型コロナウイルスについて

考えるときに、今から７年前の平成25年に制

定された新型インフルエンザ等対策特別措置

法が制定されたことを思い出します。平成21

年、2009年に発生したＨ１Ｎ１型新型インフ

ルエンザにおいて、我が国においては死亡率

が低い水準にとどまりましたが、鳥インフル

エンザの中でもアジア・中東・アフリカを中

心に散発的に発生した鳥から人へ感染するＨ

５Ｎ１型病原性鳥インフルエンザ、非常に感

染力が強くて、強毒性があるウイルスでした

が、人から人に感染するようになった場合に

は多くの人命が失われるということで、特別

措置法が制定された経緯があります。 

 私も、平成25年第２回定例会において、当

時流行しつつあった新型インフルエンザ対策

について質問をした経緯がありました。今回

はそれとは別の新型コロナウイルスでありま

すが、昨年2019年12月に中国武漢に端を発し、

急激な勢いで感染者数が増加し、現在、20数

カ国で感染が広がっています。 

 ＷＨＯは緊急事態宣言を出して対策がとら

れており、国内では指定感染症に指定されま

した。感染源の中国では、既に昨日現在、感

染者７万7,150人、死者2,592人が確認されて

おり、隣国の韓国でも感染者833人、死者８人

が確認され、感染の拡大に歯止めがかからな
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い状況です。 

 今朝のニュースでＷＨＯは、パンデミック、

世界的流行になる可能性があると指摘しまし

た。もはや日本も対岸の火事と思えない厳し

い状況にあるのではないでしょうか。鹿児島

県においては、１月22日、クルーズ船「ダイ

ヤモンドプリンセス」が寄港した事実があり、

県内でも感染者が出るのではないかという緊

張感がありましたが、幸いにして現在まで県

内に感染者が出たという報告はありません。 

 しかしながら、２月20日には福岡県で１人

の感染者が出ましたが、これを受けて鹿児島

市は３月１日に予定されていた鹿児島マラソ

ンの中止を決定いたしました。九州管内では、

その後にさらに感染者が増加し、福岡県で２

人、熊本県で４人の確認がされました。全国

でも同様に日々感染者が増加し、これを受け

て全国各地で予定されていた多くのイベント

の中止が決定されています。今後、ますます

様々なイベントに影響が出るのではないかと

思います。 

 そこで、まずは新型コロナウイルスに関す

る県内の情勢についてどのように理解されて

いるのか、また本市においてはあってはなら

ないことですが、やはり最悪の状態を考えて、

対策を講じていかなければならないと思いま

す。本市において、感染者を認知した際の初

動措置についてどのような対応を考えている

のか、お尋ねをいたします。 

 大きな２つ目は、タブレット等ＩＣＴ化に

ついて質問をいたします。 

 政府は、令和５年、2023年度までに、全国

の小中学校の全ての児童生徒が１人１台の状

況でパソコンやタブレット型端末を使える環

境を整備する方針を打ち出し、そしてその前

段階として令和４年度までに３人に１台を目

指し、年間約1,800億円を地方自治体に補助す

るとしています。日本は、世界に比べて、学

習へのＩＣＴの活用が遅れていることがその

理由ということです。 

 １人１台の端末環境は、もはや令和の時代

における学校のスタンダードとなり、これか

らの学校教育が劇的に変わってくると言われ

ています。そんな中で、本市は28年度から学

校教育におけるＰＣ、タブレット等のＩＣＴ

機器の活用がなされ、来年度の予算の中にも

継続予算として1,182万3,000円が計上されて

います。本市での小中学校のタブレット端末

等の導入の状況とその効果について教えてく

ださい。そして、今後どのように改善されて

いくのか、わかる範囲で教えてください。 

 市内の小中学校には、タブレット等ＩＣＴ

を活用した教育がなされる一方で、行政の中

でタブレット導入によるＩＣＴ化が進められ

ないのは非常に残念なことだとつくづく感じ

ています。私は、このことは平成30年第１回

定例会で一般質問のテーマに上げたことがあ

りますが、そのときに市長は、「議会や行政

でのタブレット端末の導入については、職員

のスキル向上を図られて、働き方改革にもつ

ながるものと認識している。市民が安心して

暮らせるまちづくりにおいても市民サービス

の向上につながり、今後の展開が期待される

ことから、議会及び行政向けのセミナー開催

について前向きに取り組んでいきたい」など

と答弁されています。 

 また、平成30年第２回定例会においても、

同一趣旨のことを質問したときに、当時の総

務課長は、「タブレットの活用については、

ペーパーレス化に伴う時間と印刷経費の削減

並びに手軽に情報が取得できるなどのメリッ

トがある」などと、その効果を認めています。 

 そこで、改めて現総務課長にお聞きします

が、タブレット等ＩＣＴ活用に伴う利便性に

ついてどのような見解か、お尋ねします。 

 大きな３つ目は、新年度予算の中で目立つ
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子育て支援関係の新規事業について質問をし

ます。 

 市長の公約の１つでもあります子育て支援

対策について、今回の予算でより充実した事

業の予算が計上されているのではないかと思

います。その中で、子ども医療費助成事業の

対象者の拡大事業、保育所等の保育料の軽減

事業、保育所等副食費助成事業の予算、それ

ぞれの対象者と予算の内容についてお尋ねを

いたします。 

 最後に、これも新年度予算の新規事業です

が、福祉課のたるたるおでかけチケット交付

制度について質問します。 

 この制度は、65歳以上の方々に、一律3,000

円の金券を配布するというものかと思います

が、この事業の意義と目的、そして事業の内

容、そして多くの人に利用してもらうために

どのように広報していくのか、お尋ねいたし

ます。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○保健課長（橘圭一郎）  新型コロナウイル

ス対策の県内の情勢と初動措置についてのご

質問にお答えいたします。 

 先ほど、議員の質問の中でございましたと

おり、国内において日々刻々と感染者が増え

てきておりますが、新型コロナウイルスは、

国の発表によりますと、昨日２月24日現在、

全国で156名の感染者が確認され、２月21日現

在におきまして、クルーズ船を含まずに１名

の方の死亡者が発生しております。質問の中

にございましたように、鹿児島県内におきま

しては、現在のところ感染者は確認されてお

りません。 

 この新型コロナウイルスの感染症は、感染

症法上の指定感染症と検疫法上の検疫感染症

に先月29日に政令指定され、今月７日に施行

されているところでございます。県内の関連

で申し上げますと、本年１月22日にクルーズ

船「ダイヤモンドプリンセス」が鹿児島に寄

港し、現在は横浜港に停泊いたしております

が、鹿児島港寄港時の濃厚接触者の件につい

て、２月６日に鹿児島県が厚生労働省に確認

しましたところ、健康観察を終了してよいと

の連絡を受けているところでございます。 

 次に、感染者認知時の初動措置についての

ご質問にお答えします。 

 現段階におきまして、感染者の早期発見の

ため、中国からの帰国者や帰国者との接触者

はもとより、咳や発熱等の症状がある方で症

状に不安がある方にも、帰国者・接触者相談

センターに電話で相談していただくこととな

っております。 

 鹿児島県におきましては、各保健所がその

帰国者・接触者相談センターとなっており、

新型コロナウイルス感染の疑いがある場合に

は、相談センターから帰国者・接触者外来を

紹介することとなっております。 

 相談センターへのご相談の目安といたしま

しては、風邪の症状や37度５分以上の発熱が

４日以上続く方、強いだるさや息苦しさがあ

る方でございますが、特に高齢者や妊婦の方、

糖尿病、心不全、呼吸器疾患のある方、抗が

ん剤を使用している方などは、症状が２日程

度続いた場合は相談センターへご相談いただ

きたいと通知がなされております。 

 仮に、垂水市にお住まいの方が新型コロナ

ウイルスに感染されているとわかった場合、

肝属保健医療圏で唯一、第２種感染症指定医

療機関に指定されている県民健康プラザ鹿屋

医療センターへの入院ということになろうか

と思いますが、鹿屋医療センターにあっても

感染症病床は４床しかございませんので、そ

のときの感染者数によっては他の医療圏の感

染症指定医療機関への入院等も考えられます。 

 また、その際は、鹿屋保健所から患者様の

家族や接触者に対しまして、詳細な調査がな
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されることとなっております。 

 なお、感染者への対策につきましては、感

染者数や感染状況によって、今後、対策方針

が変更されることも十分考えられますことか

ら、国や県から発出される情報をもとに、本

市といたしましても適切に対処してまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○学校教育課長（明石浩久）  小・中学校の

タブレット端末等導入状況につきましてお答

えいたします。 

 本市の小・中学校は、平成28年度にタブレ

ット端末を導入しております。端末の台数は、

各学年１クラス分を目安に、端末の市全体の

台数は154台となっております。 

 タブレット端末は、パソコン室だけでなく、

教室や特別教室などでも活用できますことか

ら、各学校の授業において効果的に活用され

ています。主な活用例といたしましては、タ

ブレット端末に搭載されているカメラ機能を

用いて、校庭などで植物や昆虫を観察して画

像や動画に記録したり、体育の授業で体の動

かし方を録画記録し、動きのコツをつかんだ

りする学習活動などに活用しております。 

 また、学習用アプリケーションを活用し、

漢字や計算等の練習も行っております。子ど

もたち一人一人が自分の力に合わせて取り組

むことができ、基礎学力の向上に役立ててお

ります。 

 昨年末に閣議決定されました国の補正予算

案には、児童生徒向け学習用タブレット端末

を１人１台整備することを目標とした、いわ

ゆるＧＩＧＡスクール構想の予算が盛り込ま

れております。子どもたち一人一人に個別最

適化された、創造性を育む教育ＩＣＴ環境の

実現に向けた国の施策となっております。 

 教育委員会といたしましても、今後、この

施策の実現に向け、関係各課と協議を重ねて

まいります。 

 以上でございます。 

○総務課長（角野 毅）  タブレット等ＩＣ

Ｔ活用に伴う利便性につきまして、現総務課

長としてお答えいたします。 

 タブレット端末等を利用することでの利便

性でございますが、会議等で使用する紙の資

料の配布に変わり、タブレット端末で確認で

きることによるペーパーレス化、紙や印刷費

などの経費の削減や職員の配布資料作成に要

する手間が省け、業務効率の向上が期待でき

ることなどが挙げられると考えております。 

 以上でございます。 

○福祉課長（髙田 総）  子育て支援対策に

ついてお答えいたします。 

 少子高齢化が進む本市にとって、子育て支

援策の充実は、大きな課題であると認識して

おりますことから、安心して子どもを産み育

てられる環境づくり、また子育てしやすいま

ちづくりの実現に向けて、子育て世代のニー

ズを捉えながら、各種施策を積極的に推進し

ているところでございます。 

 その中において、市長が施政方針で申し上

げましたように、令和２年度は子育て支援を

重点的に取り組むこととし、新たな事業とし

て、子ども医療費の助成対象者の拡大事業、

保育所等の保育料の軽減事業、保育所等の副

食費の助成事業を市単独事業として実施し、

子育て世帯の経済的な負担軽減、子育てと仕

事の両立を支援しようとしているところでご

ざいます。 

 まず、子ども医療費の助成対象者の拡大に

ついてでございますが、昨年の９月議会にお

いて、垂水市子ども医療費助成条例の一部改

正案を上程し、令和２年４月から助成対象者

を「15歳に達する日以後の最初の３月31日以

前の者」から「18歳に達する日以後の最初の

３月31日までの間にある者」に拡大すること
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について議決をいただきましたので、18歳ま

での子どもに係る医療機関等における保険診

療の個人負担分を市の負担により全額助成し、

負担軽減を行うものでございます。 

 対象者につきましては、年齢枠の拡大によ

り約300人増加し、市全体で約1,600人が対象

となります。また、予算については、当初予

算において2,610万円を計上しており、そのう

ち拡大分は330万円と見込んでおります。 

 続きまして、保育所等の保育料の軽減につ

いてでございますが、令和元年10月に開始さ

れた国の幼児教育・保育の無償化に伴い、幼

稚園、保育所、認定こども園等を利用する３

歳から５歳までの全ての子どもたちと、ゼロ

歳から２歳までの住民税非課税世帯に属する

子どもたちの保育料が全額無償化となったと

ころでございます。 

 しかしながら、ゼロ歳から２歳までの住民

税課税世帯に属する子どもたちの保育料は無

償化の対象外であることから、本市独自の取

り組みとして、令和２年４月から現行の保育

料を半額に減額し、その差額分を市が負担す

ることにより、負担軽減を行うものでござい

ます。 

 対象者については103人を見込んでおり、ま

た予算については当初予算において、利用者

負担額の2,206万8,000円の半額1,103万4,000

円を計上しているところでございます。 

 続きまして、保育所等副食費助成について

でございますが、国の幼児保育・教育の無償

化に伴い、３歳以上の保育認定児童の保育料

に含まれていた給食のおかずやおやつ代に当

たる副食費が実費負担となったことから、保

育所、認定こども園、幼稚園等を利用する子

どものうち、国の減免制度の対象とならない

子どもに係る副食費について、本市独自の取

り組みとして、令和２年９月から国が定める

基準額4,500円を限度額として助成し、負担軽

減を行うものでございます。 

 対象者については、保育所、認定こども園

が150人、幼稚園が50人、合計200人を見込ん

でおり、また予算については、当初予算にお

いて、保育所、認定こども園を所管する福祉

課で472万5,000円、幼稚園を所管する学校教

育課で157万5,000円、合計630万円を計上して

いるところでございます。 

 以上でございます。 

 続きまして、たるたるおでかけチケット交

付事業の意義と目的についてお答えいたしま

す。 

 まず、この事業は、市長の公約、敬老パス

と温泉入浴券補助に係るもので、本市の現状

を考慮して制度設計を行い、バス・タクシー、

温泉利用時に使用できる共通チケットを交付

するものでございます。 

 この事業は、高齢者の皆様の積極的な社会

参加と健康の保持・増進、移動支援を目的と

したもので、具体的に申し上げますと、この

チケットが手元にあることで、出かけてみよ

う、温泉に行ってみようという気持ちを持っ

ていただくきっかけとなり、外出が増えるこ

とで交流や情報交換の機会をつくっていただ

くことが最大の目的であると考えております。 

 また、そのような機会が増えることで、会

員数が減少している老人クラブ等の団体への

加入や、市内で開催されるイベント等への参

加、加えてご近所で誘い合って利用すること

で、日常においても周囲との関係性が構築さ

れ、高齢者の見守りなど、安心・安全の確保

につながっていくことも期待できるのではな

いかと考えております。 

 さらに、この事業は、高齢者支援だけでな

く、市内の温泉やタクシー利用等、地域産業

の活性化が図られることについても期待して

いるところであり、事前にこの事業への協力

をお願いした際、事業者の皆様からは積極的
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に協力する旨のお言葉をいただいたところで

ございます。 

 この事業が開始となった場合には、少しで

も多くの市民の皆様に利用していただくこと

で、この事業の意義・目的が達成されると考

えておりますので、積極的に情報発信に取り

組んでまいりたいと考えております。 

 次に、事業内容についてお答えいたします。 

 先ほど申し上げましたように、この事業は

本市の現状を考慮し、バス・タクシー、温泉

利用時に使用できる共通チケットを交付する

ものでございます。 

 まず、対象者については、来年度は令和２

年４月１日現在において、垂水市に住所を有

する65歳以上の方で、交付額は3,000円、100

円券30枚をつづった冊子となっております。

交付については、対象者による申請制度とし

ており、４月中旬ごろから受付を開始する予

定としております。また、有効期限は当該年

度内としております。 

 また、利用については、１回当たりの利用

枚数の制限はなく、必要な分だけ切り取って

使用していただくこととしており、つり銭が

出ないように使用すること、本人以外の使用

やチケット紛失による再発行はできないこと

など、いくつかの使用上の注意点を設けてお

ります。 

 取り扱い事業者については、この事業に賛

同していただいた温泉施設が８事業所、バス

が１事業所、タクシーが３事業所で、乗合タ

クシー利用時も使用可能としております。 

 次に、多くの人に利用してもらうための対

策についてお答えいたします。 

 先ほど申し上げましたように、４月の中旬

ごろから受付を開始する予定としており、対

象者の皆様が申請に来られますと、通常の窓

口業務と重なり、混雑することも予想されま

すことから、専用窓口の設置を検討している

ところでございます。加えて、両支所での受

付や、地区ごとに日程を決め地区公民館にお

いて受付を行うなど、多くの皆様に利用して

いただけるような対策を講じてまいりたいと

考えております。 

 また、事業の内容等の周知を目的としたチ

ラシを作成するなど情報発信に努め、適正な

事業の運用に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  ありがとうございました。 

 それでは、新型コロナウイルス対策につい

て、２回目の質問をいたします。 

 今、課長の答弁、鹿児島県においては１月

22日、クルーズ船「ダイヤモンドプリンセ

ス」が寄港して、日数が経過したということ

で、厚労省のほうも健康観察を終了していい

ということでありました。だけれども、ニ

ュースを見ますと、チャーター機での帰国者、

クルーズ船の乗船客を除いても、感染者が

日々増加しています。 

 私は、新型コロナウイルスは、いよいよ次

のステージに入ったのではないかなという危

機感を持っています。それは何かといいます

と、濃厚接触者以外の人の感染、つまり感染

経路が不明な感染者が出てきたのではないか

なというふうに思います。 

 ある専門家に言いますと、５次感染まで広

がっているよということであります。５次感

染ということになりますと、１次感染で１人

が感染する、その人が３人にうつす、２次感

染では３人ですよ。３人がまた３人にうつす、

３次感染では９人になる。９人がまた３人に

うつす４次感染では27名、この27名が３人に

うつすと81名が感染すると言われています。

５次感染で１名が見つかるということは、既

に80名の人が発覚していないだけで感染して

いる可能性があるということです。これは専

門家の意見なんですよ。 
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 現在、検査が行われている方々の中心、こ

れは感染が確認された人との濃厚接触者、接

触した人、あるいはその人の周辺者、それ以

外の方々、ただ風邪の症状が見られるという

ことで、検査が行われていないのが実情では

ないかなと思います。 

 ある専門家に言わせると、既に市中感染が

始まっているというふうに話している人もお

ります。垂水市も含めて、市民の不安は募る

ばかりです。 

 そこで、先ほど答弁がありました。垂水市

の場合は、鹿屋市にある保健所内に設置され

た帰国者・接触者相談センターに相談するこ

とになり、そして新型コロナウイルスの感染

の疑いのある場合には、帰国者・接触者外来

にある医療機関を紹介することとなっている

ということです。垂水市の場合は鹿屋の医療

センターを紹介するということでありますが、

相談の対象、再度確認します。相談の対象は、

中国への渡航歴や感染者との接触者でなくて

も、症状が出た時点で相談できるのか、その

症状とはどのような症状を言うのか、そして

相談の目安について、これは大事なことです

ので、再度確認のためにもう一度お聞きいた

します。 

○保健課長（橘圭一郎）  改めて、お答えさ

せていただきます。 

 まず、感染者の早期発見のためということ

で、中国からの帰国者との接触者はもとより、

咳や発熱等の症状がある方で、目安としまし

て、風邪の症状や37.5度以上の発熱が４日以

上続く方、強いだるさや息苦しさがある方、

特に高齢者や妊婦の方や、糖尿病、心不全、

呼吸器疾患のある方、抗がん剤を使用してい

る方などは、症状が２日程度続いた場合は相

談センターへご相談いただきたいという通知

が来ております。 

 なお、先ほど、議員のほうで、垂水市の場

合はと申されましたが、これは全国一律でご

ざいます。私どもだけでなく、ほかの市町村

にありましても、まずは相談センターのほう

へ、ご自分のほうから一報いただくというこ

とがまず大原則になります。私どものほうは、

症状のある方々が相談センターのほうへ一報

していただいた後で、その上で保健所が帰国

者・接触者外来というところ、私どもも知ら

ない医療機関です。これにつきましては保健

所のみがわかっている外来でございまして、

そちらのほうにその方を紹介されるという手

続になります。それまでの間では、私どもの

ほうの垂水市としましては関与ができないと

いうところでございます。 

 先走って申し上げるかもしれませんけど、

関与する場合、感染者が発生した場合とか発

生後につきましては、保健所からの今度はご

本人さんたちへの調査が入ります。直接、感

染者の家族や接触者に対しての詳細な調査が

入るんですが、その際、私どものほうで情報

提供などの後方支援などの部分での協力とい

うか、そういうふうな対策をする方向に、私

どもとしましてはそういうふうなかたちにな

ろうかと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  ありがとうございます。 

 これ垂水市で発生したら大変なことになり

ますよね。鹿屋医療センターでも４病棟しか

ないと、４床しかないということになると、

では、どこに行くんだというふうになります。

だから、発生しない方向で考えなければいけ

ないと思います。 

 これは国が決めることなんですけど、多分

今日、国のほうから基本方針が出ると思いま

すけど、37.5度以上で４日間というのは、私

は４日間以上経過したら相談できるんだよと、

これもおかしいことだなと思うんですよね。

４日間の間に重篤になったらどうするんだと、
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重くなったらどうするんだと。糖尿病とか高

齢者の人については２日間様子を見てくださ

いと、これもおかしな話で、この辺について

も、今日、国のほうがしっかりした方針を出

すと思いますけど、いずれにしても垂水市で

発生してはならないということが一番重要な

ことではないかなと思います。 

 ２月20日、薩摩川内市、福岡市で感染者が

確認されたことから、対策部門も設置したと、

いち早くね。多分、新幹線の駅があるから、

その関係で流れてくるんじゃないかというこ

とで、すぐ対策部門もつくったのではないか

なと思います。 

 防災無線、市のホームページで市民に注意

喚起して、関係機関、病院との連携を図ると

している。本市において、今後、感染拡大の

防止のためどのような対策をとるのか、おわ

かりでしたら教えてください。 

○保健課長（橘圭一郎）  感染拡大防止のた

めの対策につきましてお答えいたします。 

 本市といたしましては、まず日々の情報収

集・情報発信を行っておりまして、国や県で

行われている対策会議等の情報を基に、ホー

ムページの更新や、市役所各課を通じて所管

する施設への手洗い、うがい及び咳エチケッ

トに関するチラシの掲示依頼や、関係機関へ

の周知を依頼しているところでございます。 

 また、先ほど申し上げましたように、帰国

者・接触者相談センターの内容も含めて、３

月号の市報へ掲載予定でございます。 

 加えて、高齢者の皆様が特に重症化しやす

いと、先ほど申し上げたように言われており

ますことから、ファクスによりまして、介護

事業所や肝属郡医師会事務局を通じて、各医

療機関へ情報発信を行っているところでござ

います。 

 その他の対策といたしましては、新型イン

フルエンザ予防のため、市で以前購入し、使

用期限が切れておりますが、使用期限の切れ

たマスク約１万枚について、希望調査を実施

した上で、市内の介護事業所へ配布いたして

おります。 

 今後も、国や県からの情報を基に、市で実

施することのできる対策を速やかに実施して

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  もし、垂水市で発生した場

合、ニュースを見ますと、発生したところの

首長、市長が報道発表している。もし、垂水

で発生したら、市長が報道発表することにな

ろうかと思います。市長でも構いません、副

市長でも構いません。本市で新型コロナウイ

ルス対策についてどのような見解か、ちょっ

とお聞きしたいと思います。 

○副市長（長濱重光）  議員からもございま

したように、この新型コロナウイルスにつき

ましては、特に本市におきましては高齢者の

皆様方が多うございます。そういう中で、非

常に危機感を持っているところでございます。 

 ただいま保健課長のほうから、国・県から

の通知、指導等に基づきましての本市におけ

る対応策については答弁したとおりでござい

ます。これを基本にいたす方向で考えている

ところでありますけれども、先週金曜日に全

課長を招集いたしまして、この新型コロナウ

イルスにつきまして、対策会議を開催いたし

ました。その中では、国・県からどのような

通知がなされて、そしてまた市においてどの

ような対応をすればいいのかということを共

通理解を図ったところでございます。 

 そしてまた、何よりも３月中に垂水市が開

催予定のイベント・行事、そしてまた各種団

体におきます、そのようなイベント等がどん

なものがあるのかどうか、そしてまたその方

向性について確認をし合いました。 

 また、それだけではなくて、いろんな市の
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行事、主催によります他県への視察等がない

のかどうか、市民の皆様を対象にした、そう

いった視察等の計画はないのかどうか、そう

いったものも出し合って、共通理解を図った

ところでございます。 

 その中で、既に中止を決定いたしましたも

のは、明日、教育委員会におきまして、小・

中全児童・生徒を対象にいたしました夢教室、

これを文化会館で開催予定でしたけれども、

急遽中止を決定いたしたところであります。

その理由といたしましては、お聞きしますと、

講師の方が北海道から２名おいでになるとい

うこともございまして、また北海道において

は、ご案内のとおり、給食調理員等の配膳の

方々のコロナウイルスの感染にかかった方々、

いろんなそういう状況も背景もございますの

で、そのような結論に至ったということでご

ざいます。 

 それから、３月には第６回垂水キッズフェ

ンシング大会が予定されております。これに

つきましても、東京・山口から、全国からお

いでになるということで、既に中止を決定い

たしております。 

 それから、お聞きしますと、３月に福祉課

の関係で、民生委員の役員の方々が北九州市

のほうに視察をされる予定ということであり

ますけれども、これにつきましても役員の

方々で今どうされるか検討中ということでご

ざいます。 

 さらには、今週の土曜日から開催予定の垂

水人形展につきましても、今日中に観光協会

の会長さんを含め、役員の方々が集まって、

その方向性について協議をされるということ

でございます。 

 今、大事なことは、要するにそういった

人々が集まる、そういったイベント・行事、

そういったものをなるべく、残念であります

けれども、開催しない方向での一つの手だて

を講じることも対策の一つだというふうに考

えております。議員が仰せになりましたよう

に、今日中に国のほうで、基本対策について

の素案が発表になるようでございますので、

それを踏まえまして、市としてやるべきこと、

状況をしっかりと把握し、今後、万全の対策

で臨んでいく必要があるというふうに考えて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  ありがとうございます。 

 新型コロナウイルス、日ごとに感染者が増

えているということであります。そして、終

息するまでには期間と時間がかかるというこ

とです。場合によっては、今年開催の東京オ

リンピックや本県開催の国体にも大きな影響

を及ぼすのではないかと、私個人は思ってお

ります。 

 本市において、早期に対策会議を開くなど

して情報収集に努めていただいて、感染者の

早期発見、感染防止に努めていただきたい、

そしてもっと危機感を持って対応してほしい

ということをお願いしまして、次のテーマに

入りたいと思います。 

 タブレット端末、ＩＣＴ化についてであり

ます。 

 小・中学校はより充実してきているという

ことをお聞きしました。子どもたちにはＩＣ

Ｔ化を進める中で、大人の人たちは、特に市

役所内もそうですけれども、ＩＣＴ化は進ま

ないと。子どもには進めて、大人は一向に前

に進まない。私はどうかなと思っています。 

 ＩＣＴ化について、私は大変興味を持って

いまして、これまで一般質問の中でも２回に

わたってテーマを上げて質問いたしました。

そして、その中で市長は、今後、議会や行政

向けのセミナー開催について、前向きに取り

組んでいきたいなどと答弁され、当時の総務

課長も試行的に具体的なイメージや操作感、
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機能等について理解を深めることを目的とし

て、職員おおむね20人を対象とした講習会が

今年中に実施できないか、調整を図っている

と、そのように答弁されていますが、その後

２年が経過して、セミナーや研修会などがな

されたのか、また庁内でどのような協議がさ

れたのか、その結果どうなったのか、教えて

いただきたいと思います。 

○総務課長（角野 毅）  行政におけるタブ

レット導入の方向性ということでお答えいた

します。 

 平成30年10月18日に、主幹、係長級の職員

おおむね20名を対象とした、職員向けのタブ

レット端末を使用したペーパーレス会議研修

を実施いたしました。参加した職員の意見と

いたしましては、実際に会議で使用してみた

いという意見が多く聞かれましたが、一方で

使用する職員のスキルアップが課題であると

の意見や、会議には難しそう、画面が小さく

見にくいとの意見も聞かれ、導入については

費用対効果など慎重に検討すべきとの意見が

多数を占めております。 

 行政事務でのタブレット端末の使用を想定

した場合、業務で使用する重要な行政情報を

タブレット端末に保存するといったような場

面も考えられますことから、タブレット端末

の持ち出しによる盗難、紛失、不正アクセス、

なりすまし等による情報漏えいなどの危険性

もありますことから、使用については原則庁

舎内に限られることが考えられます。 

 総務省の平成30年９月版、地方公共団体に

おける情報セキュリティポリシーに関するガ

イドラインにおいては、個人番号利用事務系、

ＬＧＷＡＮ接続系での無線ＬＡＮの利用につ

いては、電波を遮蔽し切れない等の理由で、

完全に分離している状態とは言えず、無線Ｌ

ＡＮの利用は避けることが望ましいとされて

おります。 

 このことから、現状では職員が業務におい

てタブレット端末を無線ＬＡＮで利用する場

合は、タブレット端末を使用するためだけの

新たなネットワークの構築をする必要がござ

います。 

 しかしながら、通常業務で使用している庁

内のネットワークとは接続できず、限定的な

利用となるため、近隣市町の活用事例、費用

対効果等、導入に向けては慎重に検討を行っ

ていく必要があるものと考えているところで

ございます。 

 以上です。 

○堀内貴志議員  職員向けには調査・研究が

なされているということであります。市長は、

議会も含めて講習会を開催したいと言ってお

ります。ただ、今回、議会には一言もお声は

かからなかった。非常に残念であります。議

会は議会でやりなさいという激励だと受け止

めます。 

 話はちょっと変わりますが、冒頭でも議会

運営委員長から報告がありました。議会運営

委員会では、１月20日、タブレット等のＩＣ

Ｔ化を活用して、議会改革に努めている京都

府の福知山市議会に所管事項調査を実施しま

した。福知山市議会では、平成27年６月にＩ

ＣＴ化の推進に係る調査・研究を開始し、29

年10月、全議員に対してタブレット端末を試

行導入した。その後において、議会改革に大

きな効果を得ているということが確認できま

した。 

 福知山市議会、タブレット端末にしたこと

で、大きく分けて５つの効果があるというこ

とです。議会全体、委員会、会派などのグ

ループ内での情報共有や情報伝達の確実性・

即効性が向上した。 

 ２つ目、会議資料の事前確認や事後の資料

検索が容易になったことにより、会議運営の

効率化とともに議会機能の強化につながった。 
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 ３つ目が、一般質問において、議場スク

リーンを使用し、写真、数字、グラフを投影

することにより、質問の意図や内容を客観的

に執行部や市民に伝えることができた。 

 ４つ目、災害時の現場状況の共有や市民へ

の現地説明、各種情報のウエブ検索など、通

信端末ならではの臨機な活用による効果が発

揮された。 

 ５つ目、スケジュール管理が容易になり、

事務局からの連絡もスムーズになったなどの

効果を得ていることの報告がありました。 

 当議会においても、このタブレット端末を

導入することにおいて、膨大な資料のペー

パーレス化につながること、情報資料の検索

が容易にできること、災害発生時に写真を中

心にした情報共有ができること、市民に対し

てよりわかりやすい業務説明ができること、

事務局からの連絡体制の効率化などの効果が

期待できることから、今後、議長を中心に調

査・研究を進めるものと思いますし、私自身

も、中心になって進めていきたいという意欲

を持っています。 

 そこで質問ですけれども、議会でもタブレ

ット導入に向けた調査・研究が始まると思い

ますし、現在計画中の庁舎、新庁舎完成時に

は、稼働と同時に、その効果は十分に発揮で

きる体制が理想だと思います。そのためには、

今から操作方法や環境整備等についてスター

トしなければならないと思います。 

 そこで、今日この全国市議会旬報、議員の

方、配られたと思いますけど、一番後ろのほ

う、新庁舎落成、岐阜県の大垣市。新庁舎、

このロボットを導入しておるんですよね。庁

舎内の案内ロボット。すごい進んでいますよ。

全国で初めてらしいです。 

 ここまでは必要ないです。ここまでは必要

ないですけれども、現在計画中の新庁舎、庁

内のＷｉ癩Ｆｉ設備、また議場におけるテレ

ビモニター等の設備、整っているのか。庁舎、

新庁舎の環境整備について、わかる範囲で教

えてください。 

○企画政策課長（二川隆志）  新庁舎におけ

るタブレット導入のための環境整備について、

お答えいたします。 

 新庁舎におけるＷｉ癩Ｆｉ設備の設計状況

については、昨年開催しました庁舎建設市民

ワークショップでの要望もありましたことか

ら、１階市民ホールと２階待合スペースに、

インターネットに接続可能な来庁者用の公衆

無線Ｗｉ癩Ｆｉを整備する計画としていると

ころでございます。 

 議員からもご提案ありました全庁的なタブ

レット使用ができる環境整備につきましては、

先ほど、総務課長からも発言がありましたと

おり、情報漏えい、庁内セキュリティー等の

観点からも、現在のところ導入に向けたかた

ちでは検討するというところの答弁がござい

ましたが、現在のところ、我々としましても、

このＷｉ癩Ｆｉ設備における整備というかた

ちでは、現在、具体的な想定はしてないとこ

ろでございます。 

 しかしながら、将来的に見込まれるネット

ワーク設備の構築を見据えた庁舎を建設して

いかなければならないというふうには考えは

持っているところでございます。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  情報漏えいの関係でＷｉ癩

Ｆｉは今後検討するということだったけれど

も、それを考えたら、時代にマッチしない建

物になりますので。セキュリティーの関係も、

日々、前進しています。そのことを考えて、

しっかり調査・研究して、できれば庁内Ｗ

ｉ癩Ｆｉ整うような環境をつくっていただけ

ればなというふうに思います。 

 このＩＴ化に進める環境整備、今後、働き

方改革にもつながる大きなシステムになって
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くるというふうに思います。新庁舎、完成し

たときに、新庁舎始動とともに利用できるよ

うになるためには今から準備をスタートしな

ければいけないと、効果が期待できないと思

います。垂水市も時代に乗り遅れないように、

ＩＣ端末導入について今後ますます前向きに

検討していただきたいということを切にお願

いして、次のテーマに入っていきたいと思い

ます。 

 子育て支援対策。いろいろと見ますと、今

回、ゼロ歳から小学校に入るまでの支援、や

っと本市でも充実してきたというふうに理解

しております。保護者、保育園等の施設にお

いて手続きに誤りや混乱のないように、しっ

かりやってほしいということで、これは要望

にしておきます。 

 そして、せっかくこういう事業に取り組ん

だわけですから、垂水市は子育てしやすいま

ちづくりを心がけているんだと。要は、定住

を希望する子育て世代、どんどん入ってくる

ようにね、もっともっと広報してほしいとい

うことも要望しておきます。 

 今回の事業、福祉関係の事業です。子育て

支援対策といいますと、様々な分野に関係し

ます。その中で、学校教育の関係でお尋ねし

ます。 

 私は、これまで一般質問の中で、小・中学

校の学校給食費の軽減措置について訴えたこ

とがあります。これは持留議員もその都度、

訴えておりまして、陳情書も採択されたとい

う経緯があります。 

 子どもの学校関係の出費の中で最も大きな

割合を占めるのが、この学校給食費。今回の

予算の作成の中で、教育関係として学校給食

費の軽減措置について検討されたのか否か。

補助をしている自治体はどれくらいあるのか。

そして、仮に給食費の軽減措置をする場合に、

予算としてどれぐらい必要なのか、お尋ねを

いたします。 

○学校教育課長（明石浩久）  学校給食費の

助成についての他市町の状況と、小・中学生

を完全無償化した場合の経費につきまして、

お答えいたします。 

 まず、他市町村の状況につきましては、令

和元年５月現在で、全ての児童生徒の給食費

を全額補助している市町村が県下で４市町村

あり、一部補助をしている市町が県下で10市

町ございます。 

 続きまして、本市の小・中学生の給食費を

無償化した場合の経費につきましては、小学

生のみを無償化した場合は年間約2,500万円、

中学生のみを無償化した場合は年間約1,500万

円の経費が必要となり、全小・中学生を無償

化した場合、年間約4,000万円の経費が必要と

なります。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  わかりました。 

 これ給食費、私が以前質問したときには、

県内、そんななかったと思うんですよ。かな

り増えたなと。県内で全額補助が４市町村、

そのときはなかったような気がするんだ。１

カ所あったかなというぐらいの記憶がありま

すけど、その後増えたんだということであり

ます。 

 最後、教育長にお尋ねします。 

 子育て支援は、市長の公約でもあります。

そして今回、高校生までの医療費の無償化が

実現しました。福祉課長、よく提案をして実

現したと感謝します。 

 先ほども話しました、子どもの学校関係の

出費の中で最も大きな割合を占めるのが給食

費です。陳情書も採択された経緯がある。教

育長、この学校給食費の軽減措置についてど

のような見解なのか、お尋ねします。また、

予算が多いこともわかっています。それは理

解しています。それならば、第３子からの給
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食費の無償化も検討できないか、その点をど

う考えているのか教えてください。 

○教育長（坂元裕人）  給食費の減額や第３

子からの無償化につきましてお答えいたしま

す。 

 議員ご質問の給食費の助成につきまして、

一部を補助した場合の必要経費でございます

が、例えば３割補助の場合は年間約1,200万円、

２割補助の場合は年間約800万円が必要となり

ます。また、第３子以降を無償化した場合の

試算でございますが、小・中学校で同時に在

学している場合の第３子以降の子どもさんが

小学校に120人程度在籍しておりますことから、

年間約530万円が経費として見込まれます。 

 一方で、保護者による給食費の納入率は過

去５年間いずれも99％以上となっております

ことや、給食費の補助額は一般財源からの経

常経費となることを踏まえまして、給食費の

助成につきましては、今後も教育委員会にお

きまして、実現の可能性を慎重に検討してま

いりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  県内、さっき言いましたよ

ね、少しずつ増えてきておりますよ。垂水市

に住もうかな、鹿屋市に住もうかな。あ、鹿

屋市あったかな。まあ、給食費を負担してく

れる自治体に流れる傾向が、あるんですよ。

そのことも踏まえて、今後、第３子からでも

いいです。第３子から。（発言する者あり）

いいですから、減額支援していただくように、

これは要望としておきます。 

 次、時間がありませんので、たるたるチケ

ットの制度についてです。 

 この事業を見たときに、私なりにね、疑問

点、課題があるなというふうに思いました。

まあ、目的はわかりました。目的はわかりま

したが、もっと何かいい方法はなかったかな

というふうに思います。 

 追加で質問なんですけど、65歳以上の人を

対象とするとしましたが、65歳以上、何人ぐ

らいいるのか。それと、あと寝たきりの老

人、癩癩癩の方、これ申請だから申請しなけ

ればもらえないということなのか。そしてあ

と、利用できるものが、金券まあいいです。 

 それで、もう一つは、あと運転免許返納者

との重複性ですよ。調べますと、100円割引し

ますというふうになっています。65歳以上の

方で運転免許を自主返納した方については100

円割引しますという、この制度との重複は可

能なのか、その点をちょっともう一回聞きま

す。 

○福祉課長（髙田 総）  まず、65歳以上の

人数につきましては、約6,500人程度と認識し

ております。 

 あと、免許返納との重複の使用でございま

すが、それは可能ということで、今後広報し

てまいりたいと考えております。 

○堀内貴志議員  申請してもらえるというこ

とで、申請しなければもらえないということ

でいいのかな。 

○福祉課長（髙田 総）  済みません。これ

は申請制度となっておりますので、申請者の

み。ですから、いろいろ工夫を凝らして、多

くの方に申請いただけるように取り組んでま

いります。 

○堀内貴志議員  私ね、これ、かみさんとち

ょっと話したんですよ。もっといい使い道は

ないかなと思って。 

 健康管理、あと外に出るきっかけづくりで

すよね。これ3,000円だと、もう使いきれば終

わりなんですよ。１回で使っても終わりなん

です。もう、何かウオーキングを促進する意

味で、健康管理のためにね、ウオーキングを

促進する意味で、ウオーキングシューズを購

入するやつだとか運動服を購入するやつだと

か。なかなか高齢者の人はお金自ら出して買
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うということはしないんですよ。補助がもら

えるんであれば、運動靴を買おうかな。じゃ

あ、それで歩いてみようかなと。そして、運

動靴を買うと、ずっと使えるわけですよ。そ

ういう使い道もあるんではないかなと思った

りもしました。 

 それは今後、利用者、利用方法について、

まだまだ私は課題があると思います。実施し

てみて、利用者ニーズをよく把握して、改善

できるところは改善していけばいいというふ

うに思います。高齢者の方々、積極的に社会

参加でき、健康維持と増進につながっていけ

ばいいのかなというふうに思います。 

 時間が来ましたので以上で終わりますけど、

最後に、もう一回、新型コロナウイルス、垂

水市で感染者が出ないようにしっかりと広報、

やっていただきたいというふうに思いまして、

本日の私の一般質問を終わりたいと思います。

ありがとうございました。 

○議長（篠原則）  ここで暫時休憩いたし

ます。 

 次は、午後１時15分から再開いたします。 

     午後０時10分休憩 

 

     午後１時15分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 ここで市長より発言の申し出がございます

ので、これを許可いたします。 

○市長（尾脇雅弥）  先ほど、川越議員の質

問の中で、国道220号の整備についての１回目

の答弁の中で、森山先生の発言の関係の部分

で「公の場での発言」とすべきところであり

ましたけれども、「公的に」と申し上げまし

たので、訂正をさせていただきたいと思いま

す。 

○議長（篠原則）  次に、３番、前田隆議

員の質疑及び質問を許可いたします。 

   ［前田 隆議員登壇］ 

○前田 隆議員  皆さん、こんにちは。お疲

れさまです。今回、３回目の質問に立ちます。

まだまだ不慣れでありますが、よろしくお願

いいたします。 

 先ほど、堀内議員の質問にもありましたが、

現在、中国の武漢市を中心とした新型コロナ

ウイルスによる新型肺炎が世界中に広がり、

大きな問題となっております。 

 その感染対策に日本も全力で取り組んでお

りますが、その影響が経済や観光をはじめ、

多方面に出ております。長引けば東京オリン

ピック開催にも影響が予想され心配です。一

刻も早く終息することを祈っております。 

 それでは、議長より許可をいただきました

ので、通告に従って質問に入ります。 

 １番目は、観光振興と千本イチョウについ

て伺います。日本の観光政策は今年4,000万人

の外国人観光客を目標に掲げております。し

かし、順調に推移してきた訪日観光客も、昨

年夏からの日韓関係の悪化や最近の新型コロ

ナウイルスによる新型肺炎の影響でその達成

が危ぶまれております。訪日観光客の足に陰

りが出ております。鹿児島県も例外ではあり

ません。この垂水市にも少なからず影響が出

てくるものと思います。 

 そんな状況下、垂水市の経済政策の柱の一

つに観光振興があります。それに貢献してい

る観光地、千本イチョウに関して質問いたし

ます。 

 千本イチョウは、近年、全国的に有名にな

り、シーズンには県内はもとより全国各地か

ら、また、海外からもたくさんの観光客が訪

れております。令和元年のシーズンに千本イ

チョウを訪れた人数を県内・県外・外国人の

内訳があれば教えてください。また、経済効

果はどれぐらいあったか伺います。 

 次に、２番目の中間管理機構関連農地整備
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事業について伺います。先の12月議会で感王

寺議員が農地中間管理機構について人・農地

プラン問題や未来の農業のあり方などについ

て有意義な質疑をされました。 

 今回、私は水之上地区に準備中の中間管理

機構関連農地整備事業について伺いたいと思

います。 

 水之上の水田地帯は、市道内ノ野線沿いを

中心に左右に広がっております。これは、江

戸時代中期に垂水島津家七代久治公が起こし

たよめじょ川疎水の新田開発により開かれた

歴史的な遺産でもあります。300年近く続いて

きたこの水田地帯が、現在、所有者不在や後

継者不足で休耕田となっているところが散見

されます。 

 垂水市の基幹産業の一つである農業、特に

水田地帯の稲作農業の現状は、いろいろな面

で厳しい状況に置かれており、維持・継続に

課題が山積しております。 

 例えば農地所有者が不在で休耕田になって

いるもの、現在はつくっているが高齢でいつ

まで続くか不安を抱えているもの、認定農業

者がつくっているが、あちこちに散らばり効

率が悪く、これ以上拡大が望めないものなど

様々な問題・課題があります。 

 このような問題を解決し、５年後、10年後

の農地を守り、維持・発展させる事業、農地

中間管理機構関連の農地整備事業構想が水之

上地区に準備検討中と聞いております。この

事業の構想と意義・メリットについて伺いま

す。 

 ３番目に、市道内ノ野線の道路改良工事に

ついて伺います。 

 市内原田から上之宮までの市道内ノ野線は、

水之上地区にとりましては交通量も多い幹線

道路であります。また、森の駅猿ヶ城へのア

クセス道路でもあります。現在、あと四、五

百メートル未整備の状況ですが、旧水之上農

業支所の先は道路幅が狭く危険であり、大型

車との離合ができません。通行車両は手前で

待機し、大変不便を感じております。 

 地域の住民や利用者は早く整備を終わらせ

てほしいという強い要望があります。また、

工事の進展はどうなっているのかという声も

あります。地域の声を代弁して、これまでの

進捗状況について伺います。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  令和元年

に千本イチョウを訪れた人数と経済効果につ

きましてお答えいたします。 

 千本イチョウを訪れた人数、外国人・県

内・県外につきましては把握しておりません

が、期間中５万5,569人で対前年度比99.27％

でございました。経済効果につきましては、

期間中来場者数５万5,569人とおおすみ観光未

来会議アンケート調査の日帰り客の平均消費

額3,427円より推計いたしますと、約１億

9,000万円でございました。 

 以上でございます。 

○農林課長（楠木雅己）  農地中間管理機構

関連農地整備事業についての水之上地区中間

管理機構関連農地整備事業の構想と意義及び

メリットにつきまして、お答えいたします。 

 本事業につきましては、まだ正式なスター

トを切っているものではございませんが、将

来展望を含めた現時点での構想として、お答

えいたします。 

 当該区域におきましては、上ノ宮神社付近

から水之上地区公民館までの範囲で、市道内

ノ野線と本城川に挟まれた約17.5ヘクタール

の水田につきまして、県事業といたしまして、

大区画化等の基盤整備が推進できないかとい

うものでございます。 

 当該地区は、植え付けのできないほどの湿

田も見られるほか、一部には作業管理が困難

な高土手も存在する一方で、水路末端まで水
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が行き届きにくいといった苦情が耕作者から

市土地改良区に寄せられるなど、耕作する上

でかなり以前から農地環境の改善が求められ

ていた地区でございます。 

 さらに、一つの水田が小区画であるため、

用排水路網の数が多く、土地改良区、耕作者

ともに多大な維持管理労力を費やしており、

路網等の老朽化も進んでいることから、耕作

者の世代交代や農地の流動化が進まなければ、

今後、遊休地の発生、増加が懸念されている

ところでございます。 

 そこで、農地中間管理事業を活用した担い

手への農地の集積・集約を進めていく中で、

農地環境を改善するためのより有利な基盤整

備事業を検討するに当たり、農地中間管理機

構関連農地整備事業の活用が考えられたとこ

ろでございます。 

 本事業の最大のメリットは、実施要件を満

たすことで機構に貸し付けた農地所有者の費

用負担を求めずに、大区画化等の基盤整備を

推進することができるという点でございます。 

 通常の基盤整備事業につきましては、事業

主体が県か市かにかかわらず、受益者負担を

伴う事業でございます。県が作成したある試

算表によりますと、区画整理を実施する事業

における受益者負担予想額は10アール当たり

十数万円でございます。ところが、先ほど申

し上げました機構関連農地整備事業におきま

して、諸要件を満たし、県事業として導入で

きた場合には、受益者負担は求めずに実施が

可能であるという仕組みになっております。 

 当該地区のように、所有者の多くが高齢で

ある場合は、基盤整備の必要性は認識されて

いても、そのための費用を負担する用意をし

ていただくことは厳しいことが予想され、こ

の点において受益者の費用負担を求めずに基

盤整備が可能であります本事業のメリットと

いえると考えております。 

 以上でございます。 

○土木課長（東 弘幸）  市道内ノ野線道路

改良工事の進捗状況につきましてお答えいた

します。 

 市道内ノ野線でございますが、県道垂水南

之郷線の交差点を起点とし、終点は市道瀬戸

山線との交差点までの約1,780メートルが計画

区間となっております。平成22年度に工事を

着手し、本年度で10年が経過しておりますが、

平成22年度から24年度までは起債事業で実施

いたしましたが、平成25年度以降は社会資本

整備総合交付金を活用し、整備しております。 

 計画区間1,780メートルのうち、平成30年度

までの改良済延長は1,300メートルでございま

すので、進捗率は73％となっているところで

ございます。 

 本年度は、議員もご承知のとおり工事着手

を見合わせ、用地交渉のみ行ってまいりまし

た。残りの用地はほとんどが名義変更されて

おらず、相続者が多いため用地交渉が円滑に

進んでおりませんが、残り17筆のうち２月現

在で７筆の承諾をいただいたところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○前田 隆議員  ２回目の質問に入ります。

一問一答でお願いいたします。 

 令和元年に千本イチョウを訪れた人数と経

済効果について答弁をいただきました。去年

訪れた観光客は約５万6,000人とのことでした。

11月下旬から12月半ばまでの３週間でたくさ

んの方が県外から、また外国からも来ていた

だいております。予想以上に有名になってい

るのだなと思います。 

 経済効果は、日帰り客の旅行消費額3,400円

ちょっとで計算され、１億9,000万円と答弁を

いただきました。しかし、千本イチョウでは

園主中馬氏の意向もあり物品販売はしており

ません。経済効果として、市内商店街等へは
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どのような効果が見られたのか伺います。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  市内商店

街等への経済効果につきまして、お答えいた

します。 

 これまで千本イチョウ期間におきましては、

市内のコンビニや飲食店の来客数が大きく増

えたとの報告があり、道の駅たるみずはまび

ら、道の駅たるみずにおきましても、来館者

数が増加いたしております。 

 特に、12月１日は見ごろを迎え、大野原い

きいき祭りも同日に開催されたことにより、

千本イチョウ来場者数も今年度、最高の来場

者でございました。 

 このような影響により、道の駅たるみずは

まびらの来館者数は、通常の週末約4,000人の

ところ5,342人と増加しており、道の駅たるみ

ずの来館者数も、通常の週末は約2,000人のと

ころ3,528人と増加するなど、ゴールデンウ

イークの実績に相当する来館者でございまし

た。 

 さらに、飲食店の中には、通常の休日ラン

チ営業時には100人前後の来客数の店舗も、期

間中の週末は200名の来客でにぎわったとの報

告をいただいた店舗もございました。そのほ

か市内の数店舗も千本イチョウ祭り期間中の

来客数は、通常より大幅に増加しているとの

ことでございます。 

 増加した背景には、11月18日、20日に各報

道機関を訪れＰＲ活動を行ったことも、より

効果を生み出したものと考えております。 

 以上でございます。 

○前田 隆議員  市内のコンビニや飲食店の

来客数が大きく伸び、道の駅も両方とも来館

者が増加したとのことで、経済効果も十分あ

ったと伺います。 

 ただ、道の駅などに行く人は、そこでも人

数にカウントをされますので、旅行消費額は

二重になり、実際の経済効果は垂水市全体で

は割り引いて考える必要があるなと思います。 

 次に、２項目めの観光客への物品販売等実

施について伺います。 

 私は、去年12月１日に調査を兼ねてシャト

ルバスを利用し、千本イチョウに行きました。

市が用意したフェリー跡地の駐車場は大勢の

観光客でいっぱいでした。４台で運行してお

りましたが、30分ほど待って行くことができ

ました。その間、観光客は辛抱強く待ってい

たようです。 

 そこで感じたのですが、ちょっとしたおも

てなしとサービス精神で千本イチョウでは飲

み物や食べ物類の販売はしておりませんよと

いう案内がほしかった。また、一角で地元名

産品の温泉水などを販売したり、帰りにはお

土産に焼酎などを勧めたりする出店があれば、

少しでも売り上げ貢献やサービス向上につな

がるのにと思うことでした。 

 せっかく千本イチョウに来ていただいた観

光客に対し、実施している物品販売等の施策

がありましたら、それについて伺います。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  観光客へ

の物品販売等実施につきまして、お答えいた

します。物品販売等につきましては、観光客

の安全確保並びに園主の意向を尊重するため

に、千本イチョウ園周辺での販売は実施して

おりませんが、例年、夜間ライトアップや温

泉割引キャンペーンを実施するなど、集客に

努めているところでございます。 

 また、平成29年度より、この期間に合わせ

まして、観光協会主催の市内61店舗が参加い

たします、スタンプレシートラリーを昨年11

月23日から２月末日まで実施しているところ

でございます。 

 そのほかにも、様々なイベントで本市を訪

れていただいている状況もございますので、

今後はさらに地元商店等への経済効果が波及

するよう取り組む必要があると考えておりま
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す。 

 以上でございます。 

○前田 隆議員  観光協会主催の市内61店舗

が参加したスタンプレシートラリーを実施し

ているとのことですが、このような企画を増

やし、経済効果がさらに上がるようにしてい

ただきたいと思います。 

 千本イチョウもよかったが、垂水の名水や

焼酎も買えてよかった、温泉もよかったと喜

ばれるような観光都市垂水市になることを望

んで次に移ります。 

 ３項目めの、観光客へのアンケート実施に

ついて伺います。 

 私が訪れた12月１日には、フェリー跡地の

駐車場やシャトルバスの中で観光客がどこか

ら来たかとか、何回目かとか、感想・要望な

どのアンケートが実施されていなかったのが

残念でした。 

 アンケートで観光客のニーズを捉え、垂水

市のイメージアップと観光振興につながる対

応・対策を打つことは大変重要なことだと思

いますので、アンケート実施の件について伺

います。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  観光客へ

のアンケート実施につきまして、お答えいた

します。 

 アンケートは、大隅広域観光開発推進会議

が主体となり、平成28年度より主要観光地で

日にちを決めて実施しているところでござい

ます。 

 主要観光地の中で、千本イチョウ園でのア

ンケート調査は昨年度よりスタートし、来訪

者の居住地、目的、グループサイズ、旅行形

態、旅行消費額等を調査しております。 

 調査結果によりますと、集客の約８割が県

内、２割が県外からの来訪者で、県外の７割

が九州管内からでございます。 

 なお、市内２つの道の駅の立ち寄り率合計

は、全体の４割近くを占めており、消費拠点

となっているようでございます。 

 また、満足度につきましては、高い数値が

得られていることから、遠方から誘客できる

魅力ある観光スポットであると報告されてお

ります。 

 以上でございます。 

○前田 隆議員  私が行ったその日はたまた

ましていなかったことのようですが、大隅広

域のアンケートで満足度が高かったと。来客

数の内訳や道の駅への立ち寄り率が多かった

というような内容がわかりました。 

 しかし、これとは別に市でも独自のものを

常時用意して、観光振興と経済効果につなが

るようなアンケート実施を要望しておきます。 

 次に、４項目めのシャトルバス運行とこれ

までの経緯及び経費について伺います。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  シャトル

バスの運行とこれまでの経緯及び経費につき

まして、お答えいたします。 

 シャトルバスの運行につきましては、平成

23年度より千本イチョウ園への観光客が増大

する11月から12月のピーク時に、垂水南之郷

線の渋滞並びに路上駐車を防止し、観光客の

安全性の確保を図ることを目的として、実施

しているところでございます。 

 今年度の旧フェリー駐車場からのシャトル

バス運行及び警備費委託費は466万9,500円で、

主にシャトルバス運行費、警備員の配置に係

る費用、仮設トイレ等のリース料でございま

す。 

 なお、ここ数年委託費が増大している理由

としましては、シャトルバス・警備員単価の

高騰、併せて平成30年度からは夜間警備員を

配置したことによるものでございます。 

 今回、初めて旧フェリー駐車場からシャト

ルバスを運行いたしましたが、乗車された来

場者からは、駐車場も広く安心して停めるこ



－71－ 

とができてよかった。また、乗車時間も気に

ならず、渋滞することもなく快適だったなど、

多くの皆様方から声が寄せられたところでご

ざいます。 

 また、観光協会が実施しております千本イ

チョウ祭りの経費につきましては、ライトア

ップ照明工事、電気代、温泉割引キャンペー

ン商品代等であり、合計15万5,240円でござい

ます。 

 以上でございます。 

○前田 隆議員  いろいろな事情からシャト

ルバス運行になったことは理解いたしました。

また、垂水市の貴重な予算を投じて道路渋滞

防止、路上駐車防止、観光客への安全対策で

シャトルバス運行を実施し、千本イチョウの

観光に協力していただいていることも理解い

たしました。 

 フェリー跡地の駐車場も好評だったとのこ

とですが、新庁舎建設との絡みでいつまでも

使えません。 

 次の駐車場、利便性と安全性、物品販売と

経済効果につながる候補地の選定と設置をお

願いして、５項目めの、千本イチョウの今後

の維持・発展について伺います。 

 千本イチョウは中馬ご夫妻が40年以上をか

けてこつこつと整備された個人所有の僕立公

園です。 

 しかし、これだけ有名になりストーリーを

持つ観光地に対し、今後、垂水市としてどう

対応していくのか、中馬園主とも協議しなが

ら、守り発展していく時期に来ていると思い

ます。 

 去年11月の市議会議員と垂水市観光協会と

の意見交換会で、中馬氏が駐車場設置と千本

桜構想を述べておられました。そういう点も

含めて、垂水市として千本イチョウの維持・

発展について、市の考えをお聞かせください。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  千本イチ

ョウの今後の維持・発展につきまして、お答

えいたします。 

 千本イチョウ園は、平成22年度に第１回鹿

児島県景観大賞を受賞するなど、今や大隅半

島、鹿児島県を代表する魅力ある観光地の一

つであり、秋の紅葉スポットとしましては、

全国的にも有名になってきたところでござい

ます。 

 本市としましても、園主であります中馬夫

妻が四十数年かけて育てられた貴重な財産を

活かし、ご夫婦の意思やストーリー性を尊重

しながら、交流人口の拡大、地域活性化につ

なげてまいりたいと考えているところでござ

います。 

 また、今後もピーク時のシャトルバス運行

や警備員の配置等、現在行っている対策を継

続し、観光客の安全性の確保に努めてまいり

ます。 

 その上で、今後も各種報道関係と連携し、

情報発信を積極的に行いながら、多くの観光

客に千本イチョウを訪れてもらえるような対

策を実施してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  私のほうも少し考え方

を補足させていただきたいと思います。 

 今までの質問に対しては、担当課長がお答

えしたとおりであります。垂水市にとりまし

ても非常に有名な観光地となったわけですけ

れども、ちょうど就任のころに新幹線開通と

併せて鹿児島県が初代景観大賞ということで

選定をしている中で、垂水の千本イチョウが

選ばれたという経緯がございます。 

 三十数年お二人の将来の楽園というような

意味合いで約1,200本のイチョウを植えられた

と、そのストーリー性でありますとかそうい

ったものが評価されて、今では先ほどお話が

あったみたいに大変全国的にも注目をされる

場所となりました。 
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 当初は、安全上の配慮から、大変渋滞をし

ておりましたので、事故があってはいけない

ということで、そこからスタートをしたわけ

でありまして、年々いろいろ工夫を凝らして

少ないスタッフの中で、今回はあそこの場所

に駐車場を設けて、ピストンで送りだすとい

う方式でスムーズにいったと。 

 ただ、先ほどご指摘があったような課題も

ございます。そのことはそのとおりだと思い

ますが、問題は、園主の中馬さんご夫婦の所

有であるということが一番のポイントであり

ます。 

 時々意見交換させていただくときにも、先

ほどおっしゃったようなご提案とかアイデア

もあるわけでありますけれども、公金を使っ

ていく際に、どこまでどういった形でやって

いくのかという問題がありますので、お二人

とまたいろいろ相談をしながら、地域の皆さ

んも含めてどういう方向性がいいのか、建設

的な方向性が見出せればいいと思いますので、

また、そのような形で協議を重ねていきたい

というふうに思います。 

○前田 隆議員  ありがとうございます。 

 シャトルバスの運行継続や報道機関への情

報発信等を行い、千本イチョウの観光資源を

生かして経済効果が出るように協力していく

という答弁でした。 

 中馬氏の構想については、千本イチョウは

個人の所有であり、その関係でいろいろ問題

もありますが、検討していただきますようお

願いいたします。 

 千本イチョウは垂水市の貴重な財産にもな

っており、観光振興にも貢献しておりますの

で、今後とも双方が協力して将来にわたって

維持・発展できるよう願って、この件は終わ

ります。 

 次に、水之上地区の中間管理機構関連の農

地整備事業の構想と意義及びメリットについ

て答弁をいただきました。 

 この事業は、県事業として農地環境の改善

が必要な当該地区に対し、大区画化等の基盤

整備を推進しようとするものとのことでした。 

 最大のメリットは実施要件を満たすことで、

機構に貸し付けた農地所有者の費用負担を求

めず、基盤整備を推進できるとのことでした。 

 これを進める上で、農地所有者は長期に中

間管理機構に農地を預けることが必要とのこ

とです。また、農地整備への移行確認や同意

も必要と思います。 

 この点についての説明や理解など、進捗状

況と課題について伺います。 

○農林課長（楠木雅己）  進捗状況と課題に

つきまして、お答えいたします。まず、昨年

８月、本事業の実施要件となっております機

構への15年以上の中間管理権設定の環境を満

たすため、本市の農業経営基盤の強化の促進

に関する基本的な構想で定められております

農地利用権の存続期間を、現行の最長10年間

から最長20年間へ延長する見直しを行ったと

ころでございます。 

 地域へは、昨年11月６日に本事業の趣旨や

意義につきまして説明するため、水之上地区

担当農業委員を通じて、地元有志８名の方々

にご参集いただき、農林課職員を含め11名で

話し合いを行い、方向性の共有を図ったとこ

ろでございます。 

 事業が実施できるか否かにつきましては、

農地所有者の方々に長期にわたり機構へ貸し

出すことへのご理解をいただけるか、また、

農地整備に当たり、再区画化など工事を伴う

ことへの同意見込みをいただけるかについて

の意向を事前に確認することが必要と考えま

したことから、有志のご協力をいただき、事

業推進員とともに所有者等から直接聞き取り

等を行いながら、可能性調査を進めました。 

 有志の方々には進め方を話し合う場、また、
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進捗を報告する場としてこれまで計３回集ま

っていただいております。 

 何と言いましても、この間の水之上地区担

当農業委員をはじめ、地元の主な耕作者や所

有者等の全面的なご理解をいただき、熱意を

持って本事業実施の可能性を追求する態勢は

築くことができているものと考えております。 

 ただし、ここには主に次のような課題もご

ざいます。 

 本事業の取り組みに当たりましては、農地

中間管理事業の活用が大前提となります。条

件の一つとして、農地の出し手である所有者

が、農地の中間受け皿である県農地中間管理

機構に15年以上、全ての事業対象農地を預け

ることが必要となってまいります。 

 また、耕作者につきましても、機構から農

地を借り受けることになりますが、事業対象

農地の８割以上を事業完了後５年以内に認定

農業者、認定新規就農者、あるいは市町村構

想の水準到達者といった担い手に集団化する

とともに、事業実施地域の収益性を現状より

も向上する必要がございます。 

 さらに、相続未登記の農地につきましては、

相続人全員の施工同意が必要となってまいり

ます。当然、この取り組みが進みますと、

県・市ともに大きな予算を伴う県事業になっ

てまいりますので、財政面の手当を含む事業

計画の作成につきましても、関係機関と連携

し、適切に作業を進めていく必要がございま

す。 

 先ほど申し上げました有志の話し合いにつ

きましては、対象農地の人・農地プランの策

定を視野に行っており、新たな担い手につき

ましても、この話し合いの場を活用して、今

の段階から積極的に声かけを行うなど、要件

を満たす活動につながるよう工夫をしてまい

ります。 

 このように課題は大きく、様々な困難も予

想されますが、話し合いを中心としたソフト

面を充実させながら、基盤整備のハード面に

結びつける取り組みを継続し、地域農業の発

展に明るさが見えるよう後押ししてまいる所

存でございます。 

 以上でございます。 

○前田 隆議員  地元農業委員をはじめ、有

志の皆さんで準備会合を開き、農地所有者や

耕作者に説明と理解を求める活動を行い、本

事業実施への体制は整いつつあるとのことで

した。 

 ただ、農地の所有者が農地中間管理機構に

対し、15年以上対象農地を預けることが必要

である点など、今後も詰めなければならない

課題もあります。 

 推進に当たっては、課題に対し、丁寧な説

明と誠意を持って当たり、その重要性を説け

ば理解と同意は得られるものと思いますので、

粘り強く取り組んでほしいと思います。 

 所有者も耕作者も農地中間管理機構を通し

て将来にわたって維持・継続できる点で非常

にいい制度だと思います。 

 また、耕地も集約・集積して農地を大区画

化し、ＡＩやドローン、無人トラクターなど

利用したスマート農業にも対応できる基盤を

つくっていくことが、この農地を守る基本だ

と思います。 

 少子高齢化、人口減少で担い手不足の社会

環境ですが、一方で第４次産業革命ともいわ

れる技術革新の時代が近づき、ロボットやＡ

Ｉが労働力をカバーしてくれます。 

 大区画化で企業・法人が農業に参入し、農

地を守ってくれる時代がそこまで来ています。

その準備を早く当該地域だけでなく、市内全

域に広げて、垂水市の農業、農地を守るよう

に是非推進していただくように要望いたしま

して、この件は終わります。 

 最後に、市道内ノ野線の道路改良工事の予
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定区間と完了までの見通しについて伺います。 

 令和２年の予算を2,080万8,000円計上いた

だいております。これは、どの区間の改良工

事を予定されているのか、また、完了までの

見通しについて伺います。 

○土木課長（東 弘幸）  令和２年度の予定

区間と完了までの見通しにつきまして、お答

えいたします。 

 まず、令和２年度の予定区間でございます

が、１回目で答弁いたしましたとおり、７筆

の承諾をいただきました。このうち、三和セ

ンターへの市道交差点から上之宮側へ約100

メートルの区間を予定しておりますが、補助

金の割当額によりましては、予定区間が変わ

る可能性もございます。 

 次に、完了までの見通しでございますが、

現時点ですべての用地につきまして、承諾を

いただいており、補助金の割当額も満額いた

だけたと仮定いたしますと、約２年で完了で

きると考えられますが、例年、要望額に対し

まして平均で３割程度の割当でございますの

で、この３割でございますと、完了まで４年

程度かかるものと考えております。 

 いずれにしましても、用地の承諾をいただ

けませんと工事着手できないことから、現時

点で明確に完了までの見通しを持てないとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○前田 隆議員  用地承諾の問題は大変苦労

されているとは思いますが、地元関係者の協

力を得ながら進めていただき、早く全筆承諾

が完了するように願っております。 

 予算獲得は要望額の３割程度が実績とのこ

とですが、安全性の観点からも急がれますの

で、満額獲得を目標にお願いいたします。 

 質問の冒頭でも申しましたが、改良工事が

一刻も早く終わり、安全に通行できるように

改良工事の推進を要望いたしまして、すべて

の質問を終わります。 

 どうもありがとうございました。 

○議長（篠原則）  ここで暫時休憩いたし

ます。 

 次は、午後２時10分から再開いたします。 

     午後１時59分休憩 

 

     午後２時10分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 次に、５番、梅木勇議員の質疑及び質問を

許可いたします。 

   ［梅木 勇議員登壇］ 

○梅木 勇議員  お疲れさまです。午後から

の一番眠たい時間帯になりましたけれども、

よろしくお願いいたします。 

 令和初めての正月を国民の皆様は、これま

でと違った新たな気持ちで迎えられたものと

思っております。 

 年が明けて、本市の行事では、１月５日に

文化会館にて成人式があり、新成人を祝福い

たしました。 

 ６日には、恒例の消防出初め式がキララ

ドームで行われました。 

 11日には、桜島火山爆発総合防災訓練が道

の駅はまびらにて、国交省、十管本部、自衛

隊、鹿屋警察署、垂水中央病院、垂水市消防

団等の参加機関のもと行われ、前日には自衛

隊の輸送艦くにさきにて防災研修があり、参

加したところです。 

 また、12日には、商工会主催の賀詞交歓会

に出席し、出会された方々と親睦し、皆さん

の活躍とご健勝、そして平穏な年であります

ようにと語り合い、願ったところでありまし

たが、中国の武漢を発生源とする新型コロナ

ウイルスによる肺炎が発症し、世界各地に拡

散し、日本にも感染者が出始め、今日の新聞

では、24日現在、感染者851人、死者４人とな
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っており、各地では各種イベントなどが参加

制限や中止となったりの対応をするなど、国

も感染拡大防止対策に追われているのは皆さ

んもご承知のとおりでありますが、鹿児島県

内に感染者が出ないよう、願っているところ

であります。 

 また、26日の夜から27日にかけては、思っ

てもみなかった真冬に台風並みの強風により、

新城、柊原地区、上野台地、水之上地区、田

上、市木地区、中俣などの農業用ハウスやト

ンネルハウスのビニールが破れ疼がれ、ハウ

スの損壊をはじめ、施設や作物に大きな被害

が発生しました。被災された農家の皆様には

心からお見舞いを申し上げます。 

 新春早々、このような予期せぬニュース、

出来事がありましたが、今年の第１回目の質

問登壇に当たり、市民の皆様が健康で幸福な

年でありますよう、ご祈念申し上げます。 

 それでは、議長の許可をいただきましたの

で、先に通告しておりました質問に入らせて

いただきますので、ご答弁よろしくお願いい

たします。 

 まず１問目、令和２年度の予算について質

問いたします。 

 令和２年度の垂水市施政方針基盤基礎資料

によると、「市政運営の基本理念として、市

長に就任して以来、垂水市の発展と市民の幸

福の実現を政治理念に掲げ、元気な垂水市を

つくるという強い信念のもと、市政運営に取

り組んでまいりました。引き続き、市民の皆

様が生涯を通じて健康づくりに取り組めるよ

う事業を推進し、「安心安全で住んでよかっ

たと思えるまちづくり」を市民の皆様に実感

していただけるよう、また、「九つの彩り豊

かに健やかな人を育むまち垂水」をまちの将

来像とする第５次垂水市総合計画の実現のた

め、市政の発展に全力で邁進する決意でござ

います」とうたわれ、３期目の公約でありま

す元気な垂水づくりのため、「安心・経済・

未来」の３つの挑戦と題され、各種多様な事

業が掲載され、一般会計は110億8,900万円の

予算が編成されていますが、次の３点につい

てお聞かせください。 

 １点目、毎年10月に各振興会から要望を募

り、要望の実現に努められているが、令和２

年度に反映される要望件数はどれだけであっ

たのかお聞かせください。 

 ２点目、新規事業として体験交流型観光ビ

ジネスモデル確立事業200万円が計上されてい

ますが、これまで３年間実施された県内在住

対象者事業の検討結果はどうであったのか、

どのような効果・成果があったのかお聞かせ

ください。 

 ３点目、生活環境課では新規事業として、

浄化槽設置整備事業に伴う単独処理浄化槽及

び汲み取りからの切り替え工事に係る宅地内

配管工事補助金765万円が計上されているが、

これまでの単独処理浄化槽撤去費及び汲み取

りからの切り替え部分への補助件数と、市単

独補助分単独処理浄化槽撤去費及び汲み取り

からの切り替え工事を市内業者へ依頼した分

の補助件数と普及率をお聞かせください。 

 ２問目は、鳥獣害対策について質問します。 

 カラスやヒヨドリ、イノシシ、アナグマ、

猿、鹿等による農林作物への被害は全国の農

村部で多発し、それぞれに対策が展開されて

いるところですが、本市でもイノシシはもと

より、猿については、数年前までは群れから

のはぐれ的な単独猿がちょくちょく見られ、

群れはたまに見る程度であったが、昨今にお

いては10頭前後の群れをなすグループが多数

見られ、鳥獣による農作物への影響が増加し

ており、深刻な状況になりつつあるが、これ

までどのような対策をされてこられたのか。

また、猟友会への対応についてお聞かせくだ

さい。 
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 ３問目は、強風による農業被害について質

問します。 

 １月26日夜から27日朝にかけて吹き荒れた

風速30メートルを超える強風が真冬の時期に

まさかとも思える、誰もが思ってもみなかっ

た台風並みの強風に驚き、早朝に市木地区を

はじめ、上野台地、水之上、田上地区の状況

を見て回りましたが、各地で農業施設につい

ては大型ハウスのビニールの疼がれ、風圧に

よる損壊、中二重パイプの曲がり、ハウス内

では支柱が折れたり、倒れ、ビニールが散乱

し、作物のサヤインゲン、キヌサヤエンドウ

の豆類やメロン、キュウリ等は風に揉まれ、

葉っぱはしおれ、無残な状況で、トンネルハ

ウスではビニールが吹き飛ばされ、パイプは

曲がり、マルチは疼がれ、芽が出たばかりの

作物は黒ずみ、生育が難しい状況でありまし

た。また、露地作物にも多くの被害が見られ

たが、被害の状況をお聞かせください。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○市民課長（鹿屋 勉）  振興会等からの要

望の状況についてお答えいたします。 

 毎年、市民課において各振興会から要望の

取りまとめを行っておりますが、昨年９月か

ら10月にかけて行いました、令和２年度へ向

けた要望書につきましては、要望総数110件で

ございました。うち土木課関係76件、農林課

関係24件と要望の大半を占めており、そのほ

か総務課２件、市民課２件、生活環境課４件、

水産商工観光課１件、社会教育課１件の要望

をいただいたところでございます。 

 以上でございます。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  体験型交

流観光ビジネスモデル確立事業の３年間の取

り組みの成果につきましてお答えいたします。 

 平成29年度は、明治維新150周年カウントダ

ウン企画、垂水維新ツアーとして、市内の西

郷どんにゆかりのある歴史的資源や食・風景

にスポットを当てて、市内を周遊するツアー

を５本、平成30年度は明治維新150周年記念企

画垂水市制施行60周年記念事業として、垂水

市制60周年の記念事業等を絡めたツアーを５

本、令和元年度は健康×食×歴史＝垂水日帰

りバスツアーとして３本、鹿児島県旅行業組

合に事業委託し、実施いたしております。 

 これまでのツアーにつきましては、すべて

の企画におきまして申込開始後から数日で募

集定員を満たす状況でございました。特に、

前年度12月３日に実施いたしました、千本イ

チョウ並びに大野原いきいき祭りとのコラボ

企画では申し込みが殺到し、急遽バスを２台

に増やしたところでございます。 

 今年度におきましては、３回実施する中で

既に２回のツアーを実施しており、11月３日

の日本遺産登録を記念いたしました麓めぐり

とたるみずふれあいフェスタ秋の産業祭等を

周遊するツアーに37名、12月19日の垂水三大

ステーションをめぐる、冬のうまかもん出し

尽くしと題した３つの拠点を周遊するツアー

に30名の参加者があり、２つの参加者のアン

ケートによる満足度調査では96.7％の評価を

いただいたところでございます。３回目は、

３月１日に新タマネギ収穫体験と垂水土人形

展と題し、道の駅や本市の魅力あるスポット

を周遊するツアーを計画しているところでご

ざいます。 

 具体的なツアー企画から実施につきまして

は、県旅行業組合に委託していることもあり、

参加者からは、「専門的な立場で垂水市の隠

れた魅力が体感できた」、「垂水市の歴史や

食を堪能できてとてもよかった」とのアン

ケート結果をいただいており、満足していた

だける内容であったと評価をいただいたとこ

ろでございます。 

 なお、平成30年には、関西地区観光ビジネ

ス確立事業を阪急交通社と連携して、平成31
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年３月21日から23日の２泊３日で、本市出身

の池田倫太朗さんが同行する南九州10の名所

めぐり３日間を実施し、参加者26名の旅行満

足度は100％の評価をいただいているところで

ございます。阪急交通社が実施するツアーの

平均的な旅行満足度は82％から83％であるこ

とから、垂水市や鹿児島の持つポテンシャル

によるものではないかと感じているところで

ございます。 

 本事業をスタートして３年目を迎え、これ

まで実施いたしましたツアー１回当たりの旅

行消費額につきましては20万を超えており、

平成30年には委託業者独自で本市の魅力ある

コンテンツをめぐるツアーも開催されるなど、

事業効果は着実にあらわれていると考えてお

ります。 

 また、事業実施の際、立ち寄りする道の駅

や市内の各事業所からもこのようなツアーを

継続して実施してもらいたいと要望いただい

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○生活環境課長（港 耕作）  浄化槽設置事

業につきましてお答えいたします。 

 本市では、生活排水による水質汚濁を防ぐ

ために、合併浄化槽の設置の推進に取り組ん

でおり、単独浄化槽及び汲み取りからの切り

替え、また、市内業者が設置した場合にも補

助金を上乗せして交付して、住民の負担軽減

を図り、設置を推進しているところです。 

 本市の単独浄化槽から合併浄化槽への切り

替え基数は、平成29年度は15基、平成30年度

は12基、令和元年度は見込みで６基、汲み取

りからの切り替えは、平成29年度は13基、平

成30年度は16基、令和元年度は見込みで14基

となっております。 

 また、市内業者の合併浄化槽設置件数は、

平成29年度で60基中24基、平成30年度で49基

中24基、令和元年度は見込みで60基中19基と

なっております。 

 垂水市での浄化槽設置補助対象外地域であ

る潮彩町、牛根境地区を除いた合併浄化槽の

設置率は平成30年度末で約58％となっており

ます。 

 以上でございます。 

○農林課長（楠木雅己）  鳥獣害対策につい

てのこれまでの取り組み対策はにつきまして

お答えいたします。 

 猟友会は現在会員が39名で、内訳としまし

て、銃器とわなの両方の資格を持っておられ

る方が15名、銃器のみの方が４名、わなのみ

の方が20名となっております。 

 まず、鳥獣害対策についてでありますが、

猟友会への補助金や予防等のための事業をご

説明申し上げます。 

 捕獲を依頼しました猟友会の方々へは捕獲

指示書を発行し、それに基づき出動された場

合、１回当たりの出動手当を支給しておりま

す。 

 次に、猟友会の捕獲に協力いただいた会員

の保険料の一部を補助金として支援いたして

おります。 

 次に、国100％の鳥獣害対策実践事業補助金

等で、猟友会の会員へ捕獲頭数分の捕獲報奨

金を支給いたしております。加えて、市単独

で有害鳥獣捕獲事業費補助金として、国事業

とほぼ同額の捕獲報奨金を支給いたしており

ます。 

 次に、侵入防止策として、国の100％事業で

ワイヤーメッシュ柵、電気柵の購入を行い、

受益者に設置いただいております。 

 また、市の単独事業で、垂水市有害鳥獣防

止施設等資材購入費補助金といたしまして、

振興会等へ10万円、認定農業者へ５万円、お

おむね10アール以上耕作している販売農家へ

３万円を上限として、電気柵等の購入費用の

一部を助成し、少しでも被害の軽減につなが
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るよう努めているところでございます。 

 次に、尽力いただいている猟友会との連携

がどうなっているかのご質問でございますが、

猟友会は現在市内に５支部がございまして、

関係機関や支部長等で組織します、有害鳥獣

対策協議会総会や猟友会の総会で意見交換を

行っております。 

 鳥獣害の捕獲は全面的に猟友会に依存して

おりまして、かねてから大変お世話になって

おり、感謝いたしているところでございます。 

 また、支部長には、報奨金や保険金の一部

等につきまして、各会員へ支払いをお願いし

ているところでございます。 

 続きまして、強風による農業被害について

の被害の状況はにつきまして、お答えいたし

ます。 

 まずは、今回の強風により被災されました

農家の皆様方に対しまして、心からお見舞い

申し上げます。 

 さて、令和２年２月11日現在で大型ビニー

ルハウスのビニール、パイプ等の破損により

ます被害件数が366件、16.3ヘクタール、被害

額が3,970万7,000円、トンネルハウスが６ヘ

クタール、被害額が1,170万円、農作物のサヤ

インゲン、サヤエンドウ、メロンなど、被害

面積118ヘクタール、被害額が2,741万2,000円

の合計7,881万9,000円となっております。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  １回目のそれぞれ答弁あり

がとうございます。 

 ２回目に入りますけれども、一問一答式で

お願いいたします。 

 まず最初に、令和２年度の予算についてで

ございます。振興会からの要望についてでご

ざいますけれども、要望は全体で110件という

ことで、そのうち土木関係が76件、農林関係

が24件、その他10件となっているようであり

ますけれども、そのうちの大方が市道・農道

の要望だろうと思っておりますけれども、市

道・農道に対する今年度の実施件数と実施率

をお聞かせください。 

○土木課長（東 弘幸）  令和２年度当初予

算への振興会からの要望予定件数につきまし

て、土木課所管分をお答えいたします。 

 昨年10月に提出されました土木課所管分に

つきましては、総数で76件ございましたが、

内訳としまして、国や県に要望するものが19

件、重機借上げや環境整備班での実施するも

のが19件、交通安全対策事業や社会資本整備

総合交付金での要望が９件、市道や公園の除

草要望９件、市道などの舗装改修や側溝改修

など、工事請負費として新たに予算化を要す

るものが19件、その他１件でございます。 

 工事請負費として新たな予算化が必要であ

りました19件のうち、令和２年度当初予算で

計上したものは５件となっております。残り

につきましても、実施する予定でおりますが、

今後、関係課と協議し、これまで同様、補正

予算での要求を考えているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○農林課長（楠木雅己）  令和２年度当初予

算への振興会からの要望予定件数につきまし

て、農林課所管分についてお答えいたします。 

 農林課所管分の振興会要望件数は24件でご

ざいまして、治山２件、林道１件、農道・水

路などの農業用施設等19件、農村公園１件、

鳥獣駆除１件と、多岐にわたる要望となって

おり、半数以上が農道の改修や舗装、草刈り

等の維持管理の要望となっております。 

 そのうち、請負工事費といたしまして、当

初予算で農道２カ所、水路３カ所の工事を計

上いたしております。 

 また、林道や農業用施設の修繕や草刈り等

の維持管理につきましては、重機借上料や維

持管理委託費を計上しており、農家や振興会
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等の多岐の要望にお応えできるようにしよう

と考えております。 

 なお、治山工事につきましては、鹿児島県

へ治山事業での復旧をお願いしているところ

でもございます。 

 当初予算で対応できなかった箇所につきま

しても、関係課と協議し、補正予算等での対

応を検討いたしたいと考えております。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  土木課長にお聞きしたいん

ですけれども、ただいま要望で実施しなけれ

ばいけない案件が19件、そのうちに当初予算

に計上したのが何件だったですかね。ごめん

なさい。（発言する者あり）５件だったです

かね。ありがとうございます。土木関係につ

いては５件と、そして、農林関係については

３件が今回の当初予算に計上されているとい

うことでございますけれども、当初予算で見

送りとなった残りの案件について、もう１回、

今後、どのように検討されていくのかお聞か

せください。 

○土木課長（東 弘幸）  先ほど申しました

回答と一緒になりますけれども、現在のとこ

ろは、要望で上がってきたところは全て実施

するという予定でおりまして、今後は補正予

算等で要求して実施したいものと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○農林課長（楠木雅己）  農林課につきまし

ても、全て当初予算でというわけにはいきま

せんでしたので、残りにつきましては、補正

予算等で対応してまいりたいというふうに考

えております。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ありがとうございます。各

振興会からの要望は地域のインフラ整備、利

便性の改善にかかわる大事な願いであります。

ただいま答弁がありましたように、今回の当

初予算で対応できなかった分については、今

後の補正予算等で検討していくということで

すので、ぜひ全部の実現に向けて頑張ってい

ただきたいと思います。ありがとうございま

す。 

 次に、体験型交流観光ビジネスモデル事業

について、それぞれこの３年間、県内の在住

者についての事業で垂水市の様々なイベント

を取り組みながら行われてきており、それな

りのかなりのただいまの答弁からすると、成

果があったというようなふうに受け止めたと

ころでございますけれども、また引き続き、

今回は次の今年の体験型交流観光ビジネスモ

デル事業が新たに今年から予定をされており

ますけれども、この新しい事業について具体

的に事業内容をお聞かせください。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  体験型交

流観光ビジネスモデル確立事業の令和２年度

の事業内容につきまして、お答えいたします。 

 令和２年度は、平成29年度より３カ年実施

いたしました実績を踏まえ、着地型のバスツ

アーを発展させ、事業効果を高めるために、

関西地区の居住者を対象として実施する予定

でございます。 

 関西地区の旅行エージェントに事業委託し、

本市へＪＲや航空機等を活用したツアーの旅

行商品企画・開発を支援することにより、道

の駅たるみず、道の駅たるみずはまびら、森

の駅たるみずの３つの拠点と垂水島津家墓所

及び日本遺産認定を受けております、垂水麓

のＰＲや誘客を促進し、新たな観光客の誘致

につなげてまいりたいと考えております。 

 詳細につきましては、今後、委託業者と調

整することになりますが、ツアーの設定本数

は９本、約350名の誘客を見込んでいるところ

でございます。 

 今後も、本事業を皮切りに関西地区の旅行

会社やＪＲ等との連携を深め、様々な方面へ
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の積極的なＰＲ活動を展開することで交流人

口の増加を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  新たな事業については関西

地区をターゲットというか、皆さんに９本で

350名を予定しているということですけれども、

この事業により垂水の魅力を県外に発信し、

交流人口の増加につながるよう期待いたしま

すので、頑張っていただきたいと思います。 

 これでこの件については終わります。 

 次に、浄化槽設置事業、宅地内配管工事補

助についてでございますけれども、先ほど、

合併浄化槽の普及率は58％でありましたけれ

ども、今回の新たな補助施策は、現在、単独

浄化槽設置家庭や汲み取り式の家庭には喜ば

しい施策でありますが、新規住宅建設は対象

ではないようであり、整合性の観点から疑問

を感じるが、整合性についてどのように考え

ているのか。また、新規補助に至った事情を

お聞かせください。 

○生活環境課長（港 耕作）  市においては、

合併浄化槽の設置に対し、先ほど説明いたし

ましたように、補助金として合併浄化槽の設

置及び汲み取りや単独浄化槽からの切り替え、

そして、市内業者が設置工事を行う場合に補

助金を上乗せして交付しておりますが、なか

なか切り替えが増えてきているとは言えない

状況であります。 

 切り替えをさらに進めるために、国・県と

同様に新築住宅への補助を廃止し、汲み取り

または単独浄化槽から合併浄化槽へ切り替え

る設置者に対して、今まで補助対象外として

おりました、宅地内配管工事に対して新たに

上乗せして補助金を交付することにより、住

民の負担を軽減し、合併浄化槽の設置をさら

に推進していこうとするものです。 

 今後、この新規の宅地内配管工事などの上

乗せ補助金を含む合併浄化槽の補助制度につ

いて、広報誌への掲載やチラシの配布により

周知するとともに、業者への説明会も実施し、

合併浄化槽の設置数を向上させ、水質保全に

取り組んでいく所存です。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  国・県の施策に同調した事

業で進めるというようなことでございました

けれども、本題の宅地内配管工事補助金につ

いての補助内容をお聞かせください。 

○生活環境課長（港 耕作）  宅地内配管工

事補助についてでありますが、まず、単独浄

化槽からの切り替えによります、宅地内配管

工事費につきましては、補助額は上限を15万

円として、国・県・市でそれぞれ３分の１ず

つ負担するものであります。 

 また、汲み取りからの切り替えに伴う補助

額の上限も同じく15万円で、市の全額負担と

しております。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ありがとうございました。

これで１問目の令和２年度の予算については

終わります。 

 次に、鳥獣害対策について質問いたします。 

 １回目でこれまでの対策・取り組み等を聞

きましたが、鳥獣の農地への侵入防止には国

からの資材補助や市単独資材購入補助がなさ

れており、捕獲については国・市の奨励金が

支払われ、予算も計上されているが、侵入防

止対策については国や市の事業を活用してい

るのはまだ少数であり、農作物への被害は増

えているものと思われるが、農作物への被害

と捕獲状況をお聞かせください。 

○農林課長（楠木雅己）  農作物への被害と

捕獲状況等はにつきましてお答えいたします。 

 イノシシにつきましては、被害が増加して

いるにもかかわらず、捕獲頭数が減少してい

るが、要因はどのようなものが考えられるか



－81－ 

ということですが、捕獲に携わる猟友会会員

の高齢化と減少により捕獲が追いつかないの

が大きな要因だと考えております。 

 イノシシの捕獲数の平成28年度からの推移

でございますが、平成28年度が526頭、平成29

年度が300頭、平成30年度が252頭、令和元年

度が１月末日の段階で206頭となっております。 

 また、農作物の被害状況でございますが、

平成28年度が被害面積37.2ヘクタール、被害

額284万7,000円、平成29年度が被害面積15.2

ヘクタール、被害額が262万円、平成30年度が

被害面積37.5ヘクタール、被害額278万9,000

円となっておりますが、このほか、実際、市

民から連絡がない被害も相当あるものと考え

ております。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ただいまの答弁の中で、イ

ノシシが減少しているということで答弁があ

りましたけど、もう１回、その原因は何だっ

たんですかね。何と考えているのか、どうい

うふうに考えているのかお聞かせください。 

○農林課長（楠木雅己）  被害が増加してい

るということは、イノシシの頭数が増えてい

るというふうに考えておりますが、捕獲頭数

が減少している理由につきましては、猟友会

員の減少及び高齢化、これが大きな要因では

ないかというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  これまでの対策や取り組み

で効果や成果は得られているものの、地域の

状況を見るとまだまだ鳥獣は減らず、特に猿

は増える一方で、畑はおろか、所構わず頻繁

に出没し、住宅の家庭菜園まで出てきて野菜

等を害しております。被害は増大していると

見ているところです。 

 全国農業新聞には「ストップ鳥獣害」の見

出しで毎回、全国各地での取り組み対策の優

良事例が掲載されていますが、鳥獣害防止対

策の基本は、寄せつけない、侵入を防止する、

個体数を減らすと、この３つを基本に知恵や

工夫を重ね、地域ぐるみの対策が図られてい

ます。 

 私たち議員レベルでは、曽於地区と肝属地

区における大隅地域市町議会議員協議会があ

りますが、各市町でも鳥獣による被害が多発

しており、協議会に鳥獣被害対策部会と観光

対策部会が設置されました。 

 今月の７日には、鳥獣被害対策部会が開催

され、部員となっている私と感王寺議員が出

席し、午前中、鹿屋市輝北町で室内及び現地

研修、午後からは鹿屋市役所にて熊本の農家

ハンターによる講演と各市町対策の取り組み

発表と意見交換が行われたところです。 

 今回の研修から学んだことは、他市町では

猟友会、農協、大隅振興局、大隅森林管理署、

森林組合、警察など、関係機関で構成する鳥

獣被害防止対策協議会や鳥獣捕獲対策協議会

が設置されたり、猟友会への補助が厚いなど、

また、鹿屋市では鳥獣対策専門嘱託職員を配

置し、今月、今年２月の広報誌では４ページ

にわたり鳥獣対策を掲載しています。このよ

うに、垂水よりも進んだ対策・取り組みがな

されていることを強く感じることでした。 

 他市町の取り組みから模して、もっと対策

を拡充はできないか伺います。 

○農林課長（楠木雅己）  対策拡充について

につきましてお答えいたします。 

 鳥獣害対策につきましては、先ほども申し

上げましたが、被害防止と捕獲の２面から取

り組んでいるところでございます。 

 対策といたしましては、猟友会からの要望

を踏まえ、昨年６月補正において議決いただ

き、箱わな10基を購入し、猟友会に貸し付け、

捕獲をお願いしているところでもございます

が、なかなかこれといった有効な効果が得ら

れていないのが実情でございます。 
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 引き続き、国に対しまして侵入防止柵等の

要望を行ってまいります。 

 また、これまでの地域での寄せ付けない取

り組み等につきましての講演会等も実施し、

住民の意識改革等への取り組みも行ってまい

りましたが、なかなか効果が見えていないの

が実情でございます。 

 このような中、市といたしましては、猟友

会会員増加を図るため、狩猟免許取得手数料

や狩猟免許講習費用の支援を行っており、今

年度は３名の方が申請予定であるとお聞きし

ております。 

 さらに、これ以外にも猟友会への支援がで

きないか、他市町の事例を参考に支援の拡充

を検討しているところでございます。 

 一方、農業委員会では、特にイノシシ被害

の軽減を図るため、農家と猟友会と一体とな

った対策が必要との認識のもと、被害軽減に

ついての方法等について検討されております。 

 また、昨年12月の定例農業委員会におきま

して、農林課の職員による鳥獣害被害の現状

と猟友会による捕獲状況について、また、本

年１月の同委員会では、被害軽減の限界につ

いて認識を共有するため、市猟友会会長から

捕獲に係る猟友会の現状についての説明がな

されております。 

 農林課では、今後、農業委員会、猟友会、

ＪＡ、農林課の職員等が連携し、地域住民へ

の寄せ付けないための意識改革、被害の防止

策、捕獲の実施による３つの取り組みを通じ、

鳥獣害被害軽減につながるよう努めてまいり

たいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ありがとうございます。被

害を受けている作物や集落の家庭菜園被害状

況を見るときに、もっと取り組む方法はない

のかと思うところですが、鳥獣被害防止を進

めるためには、鳥獣害を関係機関が共有し、

対策を協議する協議会や対策・取り組みに猟

友会の協力は欠かせないものであると思われ

るが、有害駆除の出動要請があるが、毎回毎

回のボランティア的な出動ではと、猟友会員

の声が聞かれたりしております。 

 協議会の設置と猟友会へ補助を他市町並み

にする必要を感じているが、このようなこと

は猟友会からも話があったように聞いていま

すが、副市長にお伺いいたします。 

○副市長（長濱重光）  猟友会並びに猟友会

員への補助拡充についてでございますけれど

も、鳥獣被害につきましては、ご承知のとお

り、近年、特に猿、イノシシ等、農地や農作

物等への被害が拡大しているところでござい

ます。 

 そのような中に、農林課長も答弁いたしま

したように、捕獲につきましては全面的に猟

友会の皆様に依存している状況でございます。

本当にそのご協力に感謝いたしているところ

でございます。 

 猟友会の皆様のご協力なくしては、農作物

の被害はさらに甚大なものになるというふう

に十分認識いたしております。 

 そのような中に、昨年12月でしたけれども、

猟友会の会長さんが市長室のほうにお見えに

なりました。私も同席をさせていただきまし

たけれども、そのときに猟友会員等への支援

策について要望等がございました。この時点

では既に令和２年度の当初予算の要求も終わ

っておりましたし、財政課のほうで各課のヒ

アリングの佳境でもありましたので、当初予

算については盛り込めないところの説明をさ

せていただきました。しかしながら、市長の

ほうからもこの件については支援策を検討す

るように指示を受けているところであります。 

 そのような中で、農林課のほうで既に、特

に大隅管内におきます市町における猟友会員

への支援策について調査を行い、把握を行っ
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ているところでございます。 

 そのようなことを踏まえまして、現在、農

林課のほうで本市におきましてはどのような

支援策がいいのか、どこまでどのように支援

したらいいのかということを検討をお願いし

ているところでございます。 

 その検討結果を踏まえまして、令和２年度

の早い段階に補正予算等を上程できたらとい

うふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  非常にありがたい答弁をい

ただきまして、本当にありがとうございます。 

 各市町では、猟友会については肝属・曽於

管内なんですけれども、100万とか、あるいは

60万とか、均等割で６万とか、そんなところ

で補助として猟友会へ交付しているというと

ころもありますので、副市長が申された大隅

管内の各市町の状況を調査していただいて、

ぜひ他市町並みに補助をしていただいたらと

思います。 

 それとまた、みんなで協議をする協議会、

防止対策協議会設置も必要なことだと思って

おりますが、その点についてもよろしくお願

いしておきます。ありがとうございます。 

 次に、強風による農業被害について質問い

たします。 

 今回の被害はハウス設備に集中した被害が

大方であったが、被害の度合いは深刻で、範

囲は新城から中俣までと広く、多数の施設が

被災しており、施設被害と作物被害に分けて

見ることができると思います。 

 担当課では被害調査を行い、状況把握に努

められてきておりますが、産業厚生委員会で

も、１月27日の後の29日、上野台地から新城、

田上、市木地区、中俣まで被害状況の視察を

行ったところです。 

 ２月９日には森山先生が被災現地を視察さ

れ、19日には伊東農林副大臣が被災現地を視

察されましたが、これまでの対応をお聞かせ

ください。 

○農林課長（楠木雅己）  これまでの対応は

につきましてお答えいたします。 

 被災当日の早朝、関係課で協議しまして、

被災ビニール及びマルチにつきましては、上

野台地の市有地に搬入いただくよう、農業委

員等を通じ周知するとともに、処分費用につ

きましては市で負担することを決定いたしま

した。 

 また、さらに搬入期日を２月16日まで延長

する旨の文書を各振興会を通じて回覧し、周

知を図ったところでございます。 

 さらに、２月20日から３月15日まで、パイ

プ等、被災金属等につきましてもビニール類

と同じく上野台地に搬入いただき、市内業者

に無料で引き取っていただく旨を文書により

周知したところでございます。 

 また、農業委員、農地利用最適化推進委員

等を通じ、被災農家へ、念のため、被災時の

写真を撮影していただくよう可能な限り周知

をお願いしたところでございます。 

 現在、国・県に支援の要望をお願いしてい

るところでございますが、仮に支援があった

場合、これまでの国・県の支援のあり方が年

度内事業完了が原則であり、結果を待ってか

らの申請書類では事業執行が間に合わないと

判断し、支援があることを想定し、被災され

た農家の皆様の被災額の状況を確認するため、

振興会を通じ、申請書を各戸配布し、３月６

日まで申請書の提出をお願いしたところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ただいま答弁がありました

ように、これまで被災し使えなくなったビ

ニールの廃棄については、素早く上野台地の

建設土砂捨て場に集積仮置き場を設け、市で

処分すると配慮がなされ、廃パイプ類につい
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ても同じ対策が取られ、被災農家は助かって

おるところです。 

 このほかにどのような対策支援が行われて

いるのか。今、ありましたように、振興会等

への文書も配布がされておりますけれども、

お聞かせいただきたいと思っております。ま

た、税の減免についての対応をお聞かせくだ

さい。 

○農林課長（楠木雅己）  被災農家への支援

につきまして、お答えいたします。 

 現在、営農継続のための農家への支援につ

きましては国・県へ要望しているところでご

ざいますが、現段階では国・県の支援につい

ては示されておりませんので、はっきりした

ことは申し上げられませんが、市といたしま

しては可能な限りの支援を検討いたしている

ところでございます。 

 現段階で考えられます支援といたしまして

は、インゲン等の種のまき直しへの国・県の

支援がない場合には、市単独でまき直しの

種・肥料・マルチ購入に係る費用への支援を

検討いたしております。 

 また、ハウスのビニール・パイプ等、施設

の修繕費用の支援につきましては、今後の

国・県の支援の内容を踏まえた上で、市でで

きる可能な限りの支援を検討しているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○税務課長（港 裕幸）  被災農家への支援

につきまして、お答えいたします。 

 税務課におきましては、今回の強風被害を

受けられた農家の皆様への支援策として、市

県民税と国民健康保険税につきましては、災

害被害者に対する市税減免条例に基づき対応

することといたしました。 

 条件につきましては、農業収入を申告され

ていて、農作物の損失額が全体の３割以上で

あると見込まれる方で、納期未到来のものが

対象となります。 

 また、市民課が所管いたします後期高齢者

医療保険料と、保健課が所管いたします介護

保険料につきましても、同様の減免に関する

条例や規則に基づく減免の可能性がございま

すが、相談窓口につきましては、市民の方々

が戸惑うことがないよう、税務課が相談を受

け付けることとして、市民の方々へ周知を図

ったところでございます。 

 なお、今後の減免等の対応につきましては、

農林課や市民課、保健課と密接に連携を図り

ながら取り組むことといたしております。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  それなりの、それぞれの対

応を聞かせていただきましたけれども、平成

28年の台風16号災害対策では、農作物の生産

に必要な施設の再建等の支援を行うとして、

国庫事業の農業施設復旧支援事業、被災者向

け経営体育成支援事業が行われ、内容的には、

一、施設並びにその附帯設備の復旧・取得、

二、施設を修繕するために必要な資材の購入、

三、機械の修繕取得となっています。 

 また、県単事業では、被害を受けた農業者

に対して、農業生産の回復と生産意欲の喚起

を目的に、被害作物の再生産に向けた支援を

行うとして、農作物再生産支援事業による、

一、園芸作物のまき直しや定着までに必要な

土壌改良資材や種子、種苗、肥料、農薬など

の資材の購入、二、果樹の受精、生育回復を

図るために必要な肥料農薬の資材購入に対し

て補助が行われております。 

 今回の対応では、振興会を通じて各家庭に

配布された文書によると、１月27日の強風に

伴い、被災された農家の皆様へとの見出しで、

強風にて被害を受けた農家の皆様が、引き続

き農業に従事していただけるよう、下記の補

助事業を計画しておりますとなっており、先

ほど、農林課長が答弁された内容でございま
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すけれども、一、今回の強風により、種のま

き直しを行なった方、申請書に記入し、種代

と種・肥料、マルチに限るが確認できる領収

書または見積書などの提出、二、今回の強風

で農業施設、ハウス等に被害を受けた方、災

害報告書、申請書に記入し、災害復旧額が確

認できる領収書または見積書等を提出すると

なっています。 

 これは、ただいま述べた平成28年に激甚災

害の指定を受けた台風16号による被害支援と

同様の支援内容のようでありますが、また、

回覧文書では、午前中に堀内議員が披露され

た市長直筆の農家の皆様へと題して、お見舞

いと被害に対して垂水市として可能な支援を

最大限実施してまいることや、国や県と連携

し、また、議会の先生方や農家の皆様方のご

要望を捉え、市役所一丸となって対応してま

いりますとなっております。 

 復旧について強い気持ちを感じるところで

すが、改めて、市長に対応・支援についてお

聞きいたします。 

○市長（尾脇雅弥）  被災農家の皆様への支

援についてにつきまして、お答えいたします。 

 まずは、改めて被災をされた皆様方に、心

からお見舞いを申し上げたいと思います。 

 支援につきましては、先ほどご紹介いただ

きましたとおり、被災当日、早速ビニールと

マルチの上野台地への搬入を指示して、１月

30日には農業委員会の要望を受け、同日中に

県知事、農政部次長に支援の要請を行ってま

いりました。 

 また、２月３日には、篠原議長と上京し、

総務省初め森山瓠衆議院議員などに、支援に

ついて強い要請してまいりました。 

 さらに、それを受けまして、２月９日には、

森山衆議院議員が、上野台地の現場を視察い

ただきまして、市として、改めて、再度支援

のお願いをしたところでございます。 

 さらには、２月19日に、伊東農林水産副大

臣が上野台地の被災現場をご視察いただきま

したので、篠原議長、堀内副議長、さらには

梅木産業委員長にもご同行いただいて、現状

説明をし、支援についての要望を行ったとこ

ろでございます。 

 先ほど、担当課長が答弁いたしましたけれ

ども、現在、営農継続のための農家への支援

ということにつきましては、県・国要望して

いるところでございますが、現段階において、

県・国の具体的な支援というのは示されてお

りませんので、はっきりとしたことは申し上

げられませんけれども、先ほど話がありまし

たとおり、農家の皆さんが営農を継続できる

意欲をなくさないようにということで、市と

いたしましては、可能な限りの支援を最大限、

検討しているということでございます。 

 今朝ほどの９時半に農業委員会が開催され

るということでありましたので、農業委員長

にお越しいただいて、当面、年度内にしかる

べき対策をどうしていくのかということを、

ご要望があったことと踏まえて、中身をお伝

えして、それ以降の対策につきましても、状

況を見ながら重ね重ねになりますけれども、

市として可能な限りの支援を最大限、状況を

見極めて、進めさせていただくということを

お話させていただいたところでございます。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  はい、ありがとうございま

す。非常に被災農家の皆様にとって、支援と

いう言葉のもとに、強い姿勢を感じました。 

 被災農家の皆様が、これを期に、農業をや

められることのないよう、引き続き農業を継

続されるよう、最大限の支援をお願いいたし

ます。 

 以上で、私の質問を終わります。ありがと

うございました。 

○議長（篠原則）  ここで暫時休憩いたし
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ます。 

 次は、午後３時15分から再開いたします。 

     午後３時４分休憩 

 

     午後３時15分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 次に、１番、新原 勇議員の質疑及び質問

を許可いたします。 

   ［新原 勇議員登壇］ 

○新原 勇議員  よろしくお願いします。昔

から一月は行く、二月は逃げる、三月は去る

という言葉があるよう、当選してから一年、

令和元年度も過ぎようとしています。三月は

卒業シーズン、定年退職、異動の別れのシー

ンもありますけど、４月には進学、入学シー

ズンでもあります。 

 垂水市には平成29年度から新しいたるたる

奨学金制度、無利子の制度があります。高校

生には月額１万5,000円以内、大学生には月額

３万円以内とし、この奨学金の大きな特徴は、

返還期間内に垂水市内に住所を有し、在住し

ている場合、奨学金の返還免除を受けること

ができます。そして、自分の希望年数、一年

間だけでも融資ができます。今が募集中です

ので、皆さんも周りの人に周知をよろしくお

願いいたします。 

 議長の許可を受け、通告したとおり質問い

たします。 

 まず、かごしま国体についてです。 

 去る12月20日より、72回全日本フェンシン

グ選手権大会が行われ、体育館はおもてなし

をあらわす各小学校でつくられた色とりどり

に咲いた花のプランターに、各県を応援する

子どもたちの工夫された手づくりののぼり、

決勝戦は趣向を凝らして文化会館の舞台で行

われ、演出に凝った大会だったと思われます。

スタッフも各課職員ほか、おもてなし隊にボ

ランティアの方々、奮闘されたかと思います。 

 そして、１月26日には、九州オープン綱引

き大会と、手に汗握る熱戦が繰り広げられま

した。いよいよ今年の国体に向けて、いいプ

レゼンテーションができたかと思います。こ

の大会を踏まえて、これまで実施予算は幾ら

ぐらいかかったのか、そしてよかった点、悪

かった点、成果と課題についてお聞かせくだ

さい。 

 桜島海底噴火について。去る１月11日に50

回目となる桜島火山爆発総合防災訓練が、道

の駅はまびらを中心に行われました。自衛隊

や消防、医療等、訓練の中で様々な問題や工

夫があると思います。今回の訓練は、桜島大

噴火の設定でしたが、桜島北方沖もしくは桜

島東方沖海中噴火が起きたときの避難計画は

どのようになっていますか、お聞かせくださ

い。 

 新庁舎について。新庁舎は柱頭免震構造の

メンテナンス及びメンテナンス料についてお

伺いします。よく免震工法は、地震の横揺れ

には強いが、縦揺れには弱い。そして、台

風・強風に弱いと書かれています。そこで、

メンテナンスについてですが、免震工法は施

工はもちろん、定期的なメンテナンスも必要

だが、これには限られた業者しかできません。

果たして柱頭免震のメンテナンスのできる業

者は何社鹿児島にあるか、お伺いしたいです。 

 清掃センターの煙突解体について。煙突解

体についてお伺いいたします。清掃センター

の周りには園芸農家もたくさんあり、煙突に

は有害物質を含む可能性があるすすなどあり

ます。さて、どのような解体方法をされるか、

お聞かせください。 

 地域の除草作業について。地域の除草作業

で業者に出しているのを振興会で任せる予算

づくりができないものか。例えば、老人福祉

で高齢者元気度アップ地域活性化事業があり、
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多くの団体、個人が利用されています。同じ

ように振興会地域活性化事業等のようなもの

をつくり、除草作業の予算が地区公民館、ま

たは振興会に入るのですから、振興会が新し

い事業をするにもいいし、今まで交流で使わ

れた金額も大きくできますし、振興会の活性

化事業ができるのではないかと思いますが、

いかが思われますか。お聞かせください。 

 垂水中央運動公園の野球場の環境整備につ

いてお伺いいたします。垂水中央運動公園は、

年次的に陸上競技場が多目的なたるみずス

ポーツランドとして改修され、体育館は国体

を見据えて耐震化や、ＬＥＤなどを取り入れ、

明るく改修されました。 

 あと残りは庭球場と野球場の改修となるわ

けですが、必然的に交流人口も多い庭球場が

先になると思われます。野球場においても、

大学の準硬式野球部がスポーツ合宿に来てい

ただいております。将来に向けて野球の交流

人口を増やすには、社会人・大学の硬式野球

部の利用が必要です。硬式野球の利用環境整

備が必要と思いますが、現在どのような考え

があるか、お聞かせください。 

 以上にて、１回目の質問といたします。 

○国体推進課長（米田昭嗣）  それでは、ご

質問でございます。リハーサル大会、綱引き

大会の実施予算は幾らか。また、成果と課題

はにつきまして、お答えいたします。 

 初めに、リハーサル大会、第72回全日本フ

ェンシング選手権大会団体戦、燃ゆる感動か

ごしま国体フェンシング競技リハーサル大会

につきましては、会場設営の業務委託費をは

じめ、競技役員の旅費、宿泊費、日当、医師

や看護師への謝金、弁当代など総額1,926万

2,000円の実績額となる見込みです。 

 なお、このうち1,319万4,000円が、燃ゆる

感動かごしま国体競技別リハーサル大会運営

費補助金の補助対象額となる見込みでありま

して、補助率２分の１を乗じた額の659万

7,000円が、県から交付される見込みでありま

す。 

 次に、九州オープン綱引き大会2020でござ

いますが、この大会は九州綱引連盟が主催と

なり実施する大会であります。予算につきま

しても主催者の負担となっております。九州

綱引連盟によりますと、歳入歳出ともに36万

円程度であったとの報告がございました。 

 また、この大会への協賛に市内６事業所に

ご協力いただいたと伺っております。垂水市

実行委員会といたしましては、参加チームの

ネームプレートに係る消耗品費２万204円の支

出を行ったところでございます。 

 次に、成果と課題でございますが、両大会

とも国体本番を見据えた会場設営、運営で大

会を実施いたしました。両大会とも運営面等

での高い評価をいただいたことと、観戦され

た方々からの「おもしろかった」「感動し

た」などの声は国体本番につながる成果であ

り、私どもにとりましても大きな自信となっ

たところでございます。 

 課題につきましては、第72回全日本フェン

シング選手権大会団体戦につきましては、本

市、鹿児島県競技式典課、鹿児島県フェンシ

ング協会の３団体で反省会議を実施したとこ

ろでございます。 

 内容といたしましては、７区分77項目につ

きまして、実施状況や課題について協議を行

うとともに、今後の対応策につきまして、整

理したものであります。具体的に申し上げま

すと、選手等に配付するＩＤカードの配付を

大会初日に設定していましたが、混乱を避け

るために、大会前日の監督会議において配付

することとし、またプログラムに掲載する選

手名やチーム名のチェック体制の強化を図る

こと、表彰式における役割分担の明確化を図

ること、加えて交通案内や会場警備における
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業務委託につきましては、大会直前の入札で

あったため、入札辞退が発生したことから、

発注時期の見直し等が必要であると考えてお

ります。 

 次の九州綱引オープン2020での課題でござ

いますが、大会主管であります鹿児島県綱引

連盟と、本市でさらに明確な任務分担を行い、

業務等を円滑に推進してまいりたいと考えて

おります。 

 今後は関係団体が共通理解のもとさらに連

携を深め、議会の皆様をはじめ市民の皆様の

ご理解とご協力を賜りながら、国体本番の運

営を適切かつ円滑に推進するように、計画的

な準備を進めてまいります。 

 以上でございます。 

○総務課長（角野 毅）  牛根地区の避難計

画についてのご質問にお答えいたします。 

 鹿児島県が作成した津波の浸水想定の結果

では、海底噴火で最も影響が大きい噴火は、

桜島東方沖での噴火に伴う津波とされており

ます。垂水市地域防災計画の資料編には、海

底噴火を想定した垂水市津波避難計画がござ

います。 

 この計画には、桜島海底噴火に際しての牛

根地区の避難計画を、避難対象地域の振興会

単位で避難路、避難目的地、緊急避難場所な

どを記載しております。前年度の桜島火山爆

発防災訓練は、桜島噴火後に想定される海底

噴火に伴う津波を想定して、牛根地区におき

まして、垂水市津波避難計画に基づく避難訓

練を実施いたしました。 

 訓練には振興会をはじめ消防本部、各消防

団、垂水幹部派出所など多くの皆様にご参加

をいただき、避難路や避難場所の確認を行う

など、関係機関の連携、住民の防災に関する

意識の高揚を図っております。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（二川隆志）  免震装置のメ

ンテナンス、柱頭免震のメンテナンスのでき

る業者は何社鹿児島にあるかについてお答え

させていただきます。 

 設計事業者に確認を行いましたが、今回新

庁舎に採用する免震装置は、ゴムやダンパー

を主体とするようなものではなく、球面すべ

り支承と呼ばれる鉄を主体としたもので、地

震の揺れに対して十分な繰返し耐久性を備え

ていることから、基本的な考え方として建物

供用期間中の取り換えは不要とのことでござ

います。 

 点検事業者についてでございますが、鹿児

島県内に免震装置の点検業者があれば、委託

をしたいというふうに考えているところでご

ざいますが、まだメーカーのほうとも具体的

にどの企業が免震装置の受託を受けられるか

どうかというところが確認をとれていないと

ころでございますので、情報収集に努めてい

きたいというふうに思っています。 

 以上でございます。 

○生活環境課長（港 耕作）  煙突解体の方

法はにつきまして、お答えいたします。 

 垂水清掃センターについては、平成14年に

焼却施設としての使用を中止し、現在まで収

集・分別した資源ごみなどの一時保管場所と

して使用しているところでございますが、煙

突部分にコンクリートの亀裂や剥離が出てき

て危険性があることから、令和２年度に煙突

部分のみ解体工事を予定しているところであ

ります。 

 解体方法につきましては、令和元年度で解

体基本計画の策定中でありますが、煙突には

ダイオキシンなどの有害物質を含有している

ことから、ダイオキシン類の除去作業を実施

した後、解体工事を行い、撤去後の整地まで

行う予定といたしております。 

 ダイオキシン類の除去作業については、厚

生労働省が示している廃棄物焼却施設内作業
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におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱

を遵守して実施し、安全かつ適正に解体工事

を行うように万全を期していきたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○土木課長（東 弘幸）  市道や公園等の除

草作業を、各振興会に有償で依頼はできない

かとのご質問にお答えいたします。 

 市道や公園等の除草につきましては、主に

森林組合や造園業者に委託し、実施しており

ますが、地域によりましては振興会単位で除

草作業をしていただいていることに感謝して

いるところでございます。 

 近年、振興会費が不足しているため、除草

作業を設計額より安価でもよいので振興会に

委託する考えはないのかとの問い合わせが多

くなっていることも事実でございます。 

 近隣自治体に問い合わせを行いましたとこ

ろ、委託を行っている自治体や委託は考えて

いないなど様々でございますが、委託化を図

っている自治体の要綱を入手し、今後本市に

とりましてどのような内容で委託化を進めた

ほうがよいのか調査・研究してまいりたいと

考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○社会教育課長（野嶋正人）  垂水中央運動

公園野球場の環境整備につきまして、お答え

いたします。 

 まず、硬式野球団体の国内スポーツ合宿の

動向につきましては、関係者からの情報を参

考にいたしますと、硬式野球で使用する条件

として、やはり最新の環境が整った野球場の

利用となり、特にスポーツ科学の測定機器等

を設置した施設や、本市の野球場では未整備

である、防球ネット、ブルペン、内外野壁の

ラバー等の設備が充実した施設を優先利用さ

れている傾向にあるようでございます。 

 現在進めております、垂水中央運動公園内

施設の整備改修につきましては、順次たるみ

ずスポーツランド、体育館と完了いたしまし

た。今後の野球場を含めました施設の改修に

当たりましては、垂水中央運動公園施設のあ

り方検討委員会の提言書において、各施設ご

とに整備要望項目も複数記載されており、改

修費用も高額となりますことから、教育委員

会といたしましても関係課と協議を重ね、年

次的かつ計画的に進めていきたいと考えてお

ります。 

 また、改修開始時期までの間、利用者の安

全面に留意した整備も必要でありますことか

ら、野球場につきましては、新年度予算にて

グラウンドの段差解消に要する費用等を計上

させていただいております。 

 これまで野球場を利用したスポーツ合宿等

につきましては、主に準硬式野球の団体にお

いでいただいており、関係課や本市スポーツ

団体等誘致実行委員会等からの特産品の贈呈、

宿舎等でのおもてなしなど、ご協力をいただ

き、総体的に好評をいただいておりますので、

今後も本市のよさを生かしながら、利用団体

の増加が図られますよう努めていきたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○新原 勇議員  ２回目から一問一答方式で

お願いします。 

 かごしま国体の成果と課題について、77項

目を設けて、その中でいろいろ話し合ったと

いうことは非常に今度の今年の国体に向けて、

いいことだったと思います。 

 次に、物産展の活用についてお聞きします。 

 フェンシングのプレ大会が、お土産コー

ナーや温泉水の無料提供などが体育館内であ

りましたが、この機会にもっと垂水をアピー

ルするコーナーでもあればよかったのになと

思いました。せっかく全国からいらっしゃい

ますから、もちろん弁当はお茶じゃなくて温
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泉水を使ってほしいです。国体のときの物産

コーナーとはどのようになるかお伺いしたい

と思います。 

○国体推進課長（米田昭嗣）  次に、物産展

の活用につきましてお答えいたします。 

 本市実行委員会では、選手や監督をはじめ

垂水市を訪れる方々を温かくお迎えするとと

もに、垂水市の魅力ある観光・産業等を広く

紹介し、もう一度訪れていただける心のこも

ったおもてなしを提供するため、垂水市歓

迎・接伴基本計画を定めております。 

 基本計画では、売店等の設置に関する項目

として、市の特産品等の紹介と販売を促進す

ると明記がございます。12月に開催いたしま

した燃ゆる感動かごしま国体フェンシング競

技リハーサル大会におきましては、垂水市商

工会様のご協力のもと、会場内１階ロビーに

売店を設置し、市特産品の販売を行っていた

だきました。多くの選手、監督や役員、一般

観覧者の方々に特産品をご購入いただき、季

節柄、特につらさげ芋は好評であったと報告

を受けております。 

 国体時の物産コーナーについては、売店等

の設置運営を具体にする要項を３月に開催い

たします垂水市実行委員会総務企画専門委員

会でご審議いただく予定としております。 

 また、斡旋弁当、支給弁当のお茶を温泉水

へ変更できないかとのことでありますが、今

後垂水市実行委員会弁当部会で検討を行いた

いと考えております。 

 垂水市実行委員会では、歓迎・接伴基本計

画の目的であります、垂水市の魅力ある観光、

産業の紹介、心のこもったおもてなしの提供

に努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○新原 勇議員  物産展の活用、当日なんか

はパンフレットとか、リーフレットとか、そ

ういうのをもっと活用して、手に取って、ま

たそこに来た方が町なかを散策するとか、そ

ういうのもよろしくお願いします。 

 次に、市民にもっと参加観戦をさせるには。

プレ大会の当日なんかも広報やチラシなどに

なっても、当日になって知らない人が割と多

かったです。もっと観戦してもらう工夫があ

るのではないかと思っております。 

 例えば国歌斉唱を子どもたちに歌わせて親

が見に来るとか、スポーツチャンバラと綱引

きは夏休み期間にあるので、夏休みの宿題で

俳句とか作文とか絵画でもさせるとか、そう

やって一人でも来てほしいです。 

 今のところ国体推進課として検討をしてい

るものがあれば、お聞かせください。 

○国体推進課長（米田昭嗣）  次に、市民の

参加につきまして、お答えいたします。 

 本実行委員会では、かごしま国体に対する

市民の関心や参加意欲を高めるために、効果

的な広報活動を積極的に展開するとともに、

垂水市を訪れる方々をはじめ、全国に豊かな

自然、歴史、文化、食の魅力等を発信するた

め、垂水市広報基本計画を定めております。 

 これまで広報基本計画に基づき、市公式ウ

エブサイト、広報誌への掲載、報道機関との

連携など多様なメディアによる広報、ふれあ

いフェスタ夏祭りや市民スポーツフェスティ

バルでの競技体験イベント等の実施、市内４

カ所のＰＲ看板の設置や、ＰＲグッズによる

広報に取り組んでまいりました。 

 また、令和２年８月18日には、国体開催の

機運醸成を図り、市民の記憶に残る取り組み

とするため、県・市共催で多くの市民、特に

子どもたち参加のもと、新城地区から牛根境

地区までの炬火リレーを実施する予定でござ

います。 

 議員ご指摘の大会をもっと観戦してもらう

工夫につきましては、予算や関係機関との調

整を行い、可能な限り検討してまいりたいと
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考えております。国体推進課といたしまして

は、これまでの広報活動に加え、炬火リレー

等のイベントを実施し、継続することで多く

の市民の方々に会場へ来ていただけるよう努

めてまいりたいと考えております。 

 なお、子どもたちには観戦を通して、これ

からの活動に生かしてもらえれば、幸いでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○新原 勇議員  炬火リレーについては、議

員の我々も参加できるのであれば、参加した

いと思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、プレ大会と今回の国体との予算

が大きく違うところを教えてください。お願

いします。 

○国体推進課長（米田昭嗣）  次に、今後の

予算の取り組みにつきまして、お答えいたし

ます。 

 令和元年度と令和２年度予算の違いについ

てでございますが、大きく異なるものについ

ては、会場となります垂水中央運動公園体育

館の仮設空調機の据え付けと撤去の委託費で

ございます。 

 デモ競技のスポーツチャンバラが７月19日、

公開競技の綱引が８月22日、23日、正式競技

のフェンシングが10月４日から７日の開催で

あり、会場の暑さが予想されますことから、

対策といたしまして空調設備をレンタルする

ものでございます。 

 空調設備を設置することにより、選手の安

全性の確保と観客の皆様に快適に観戦してい

ただけるよう、今議会で予算計上させていた

だく予定としております。今後予算の執行に

つきましては、これまで同様、垂水市実行委

員会事務取扱要領に基づき、適正に執行して

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  ちょっと補足させてく

ださい。 

 昨年の12月ですね。フェンシングの第72回

選手権がありまして、ご意見をいただいたよ

うなご指摘もあると思いますが、総じて大変

少ないスタッフの中でよく頑張っていただい

たということは共通だと思います。 

 垂水市の特徴として、事前に垂水の食材を

ＰＲするためのお弁当づくり、これもテレビ、

新聞で取り上げていただいて、当日の大会の

模様もテレビが取り上げていただいたり、南

日本新聞さんが一面でカラーで掲載していた

だいたりという意味で、それぞれがいろんな

企画をする中で、よく評価をこれまでのとこ

ろはいただいていると思います。 

 あと、そのことを新原議員がおっしゃるよ

うな経済効果とか、いろんなそういったもの

につなげていくということが、今後大事なこ

とでありますので、例えば新原議員が副会長

を努めておられます商工会とかスタンプ会の

皆さんとか、いろいろどういう形で連携をす

れば、さらに経済効果につながっていくのか

ということも含めて、まだ少し時間がありま

すから、今後の課題としてその辺をしっかり

書いて、それに予算づけをしていくという方

向で頑張らせていただきたいと思います。 

○新原 勇議員  ありがとうございました。

残り５カ月、スポーツチャンバラから始まり

ますけども、垂水市をこの機会にもっとア

ピールし、国体は太田会長に感動の大会の一

つと言われるよう、国体推進課の皆さん頑張

ってください。 

 次に、防災についてですけども、先ほど東

方沖が一番の津波があるということで、牛根

地区の避難計画、地区住民の方もわかってい

ると思いますけども、中央地区の私としては

ちょっとわからないところがあるんですけど

も。 

 噴火が起きたときに、どこの場所を指すか
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わかりませんけども、12.8メートル到達２分

と言われております。二川の消防分遣所また

は牛根支所は海抜何メートルで、このとき津

波の到達時間が何メートルで何分か教えてく

ださい。 

○総務課長（角野 毅）  牛根分遣所、牛根

支所の津波の高さ、到達時間のご質問にお答

えいたします。 

 鹿児島県が作成した津波の浸水想定の結果

から、牛根の二川地区にあります分遣所及び

牛根支所の津波の最高津波高は７メートル64

センチ、津波到達時間は２分となっておりま

す。 

○新原 勇議員  前兆もあるかもしれません

けども、いざ牛根地区の方、どのように広報

しているかわかりませんけども、水中爆飛を

見たら逃げようということですよね。要は水

中爆発ですので。 

 そういうことで、安全対策としてどこまで

逃げるかということなんですけども、地域住

民の方はわかっていらっしゃるんですけども、

もし私たちも牛根地区を往来するんですけど

も、海底噴火に遭遇したときに、地元の皆さ

んはどこまで避難するかはご存じですが、

我々は最低どこを目安にして避難したらいい

か教えてください。 

○総務課長（角野 毅）  安全対策について

のご質問にお答えいたします。 

 一般に海底噴火は、桜島の噴火の後に起こ

るというふうに言われております。また、観

測体制が整備されております桜島では、噴火

の時期は遅くても１日前には予測できると専

門家がコメントされております。津波の避難

は、より高いところへ、より海から遠い場所

へ、速やかな避難が原則でございますが、平

常時から避難路、避難場所を把握して緊急時

に備えておく必要がございますことから、垂

水市津波避難計画には、桜島東方沖の海底噴

火に伴う津波に備えた地域ごとの避難目標地

点や、避難場所などについて示しております。 

 また、ホームページや出前講座で周知を行

っているところでございます。例えば浮津地

区の場合は、避難目標地点は旧牛根中学校校

庭跡地、または鉄道跡地道路、ここがいずれ

も標高10メートルとなっております。 

 緊急避難場所につきましては、旧牛根中学

校校庭跡地を指定しております。今後も桜島

の噴火活動に関する情報収集を継続して行い、

その状況に応じた避難等の準備または避難を

促し、噴火の際には影響が予想される地域か

らの避難は全員完了していることを目標とし

た対策に努めてまいりたいというふうに考え

ているところでございます。 

○市長（尾脇雅弥）  今、担当課長がお話し

たようなとおりでございまして、前もお話し

たと思うんですけれども、そのことを想定し

ながら、県の総合防災訓練、伊藤知事のとき

でありましたけれども、実施をした経緯があ

ります。 

 そのときに、中央地区エリアで最大で1.84

メートルの津波の可能性があるということで、

それ以上高いところへ逃げていくというよう

な訓練も実施した経緯がございます。 

 また、それ以外の桜島の牛根エリアが特に

やっぱり狭くなっておりますから、高い波が

来る。あるいは瞬時に来るという危険性があ

りますので、一例を申し上げますと、牛根の

分遣所を数年前つくるときに、牛根消防団、

牛根の分遣所があります隣接エリアにこれま

であったわけですけれども、立地上見渡しや

すいということで、そこの再築を希望された

んですけれども。 

 我々は先ほど申し上げました７メートル64

センチというようなことを認識しておりまし

たので、それ以上の土地と、今、旧鉄道跡地

の郵便局の近くに消防がありますけれど、あ
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そこが約８メートルということでございまし

たので、そういう経緯もあってあの場所に設

置をしたということがございますので、あら

ゆる状況を踏まえながら、それぞれの地形で

また道の駅たるみずのエリアは、場合によっ

てはもっと高くなる可能性もあるというよう

なこともございますので、自然災害でありま

すので絶対ということは申し上げられません

けれども、いろんなことを想定しながらでき

得る最大の備え、対応ということを準備して

いるところでございます。 

○総務課長（角野 毅）  議員が申された最

後の質問でございますけれども、たまたま牛

根地区にいると想定されるときに、どこへ避

難すればいいかということでございますが、

基本的な考え方としましては、鉄道跡地道路

よりも上のほうに逃げていただくと、大体鉄

道跡地が10メートルという形がとれておりま

すので、それよりも上のほうに逃げていただ

ければ、牛根地区にいらっしゃるときには避

難の目安となるというふうに考えていただけ

ればと思います。 

○新原 勇議員  ありがとうございます。牛

根を往来するとき、もし何かあったときには

線路跡を見つけて避難をするようにいたしま

す。 

 申し合わせの中で、牛根分遣所が被災して

も、車もしくはハンディートランシーバーが

あれば、本部との連絡はとれるということが

わかり安心いたしました。また、市民の防災、

安心・安全は過ぎることはないので、随時更

新していく気持ちで運営してほしいと思いま

す。 

 新庁舎建設についてですけども、どこの

メーカーかわかりませんけれども、とりあえ

ずメンテナンスをするところは、まだ鹿児島

県にはわからないということなんですけれど

も。 

 メンテナンスについてなんですけど、昭和

電線ケーブルシステムの維持管理の点検マニ

ュアルでは、積層ゴムの場合ですよね。積層

ゴムの場合は通常の点検、定期点検、応急点

検、詳細点検、更新工事用の点検などがあり

ます。 

 通常、施行後５年、10年、以降10年毎に点

検をする目安がありますけれども、毎年点検

は関係者との協議によって省略できますけれ

ども、柱頭免震にした場合、点検スパンはど

のようになっているか、お答えください。 

○企画政策課長（二川隆志）  柱頭免震の場

合の点検スパンについてお答えさせていただ

きます。 

 年１回、外観を目視で確認する通常点検と、

竣工後５年、10年、20年で外観の目視検査に

加えて免震装置全体数の１割を任意に選び、

耐火被覆材等を外し、内部の確認や計測を行

う定期点検、そのほか災害が起こった際には

臨時で点検を行うこととされております。 

 以上でございます。 

○新原 勇議員  メンテナンス料についてな

んですけれども、通常、耐震と制震はメンテ

ナンスフリーで、メンテナンスをする必要は

ほとんどないということなんですけれども、

免震の場合は、先ほど言われましたように、

５年、10年、メンテナンスがかかるわけです。 

 それで、この積層ゴムの場合は、応急点検

の項目に浸水、震度５以上の地震、基準風速

で30メートルを超える強風とありますけれど

も、台風はほぼ毎年来るんですけれども、こ

の柱頭免震の場合の応急点検はどのようにな

っているのかということと、普通の５年、10

年のメンテナンス料、それは応急点検のメン

テナンス料って、幾らぐらいかかるのか教え

ていただきたいと思います。 

○企画政策課長（二川隆志）  メンテナンス

の費用からお答えさせていただきます。 
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 費用につきましては、規模や仕様により異

なりますけれども、現時点で類似物件でとい

うことで情報をいただいていることにつきま

しては、通常点検で１回当たり約30万円を想

定しているという回答はございました。 

 また、議員からありました台風等による影

響でございますが、鹿児島県は設計用基準風

速を秒速38メートルでございますので、設計

段階ではその1.5倍から1.8倍程度の最大瞬間

風速を想定いたしますので、計算上は秒速57

メートルから68メートルの風速に対しても動

かないというふうに考えているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○新原 勇議員  メンテナンスのほうは、こ

のように58メートルは動かないということな

んですけれども、瞬間風速で58メートル、今

からの災害によって、その58メートルをやは

り、ふっと超える瞬間とかありますよね。そ

ういうときにはやっぱり、応急点検が必要と

いうことになるわけですよね。そういうとき

もやっぱり１回30万円、応急点検の費用はか

かるんですか。 

○企画政策課長（二川隆志）  今お尋ねの件

につきましては、実際に起こった場合におい

て、またそのメンテナンス業者との協議にな

ると思いますけれども、そこでの話し合いに

なると思います。 

 ですので、金額についても、ここに先ほど

申し上げました類似物件において１回当たり

30万円と申しましたので、ここの費用につい

ては、やはり増減があると思います。 

 以上でございます。 

○新原 勇議員  まず、最初から耐震、免震

だとメンテナンスフリーで、こういう毎年の

お金のことも考えなくてもよかったんですけ

れども、やはり柱頭免震の場合は、これだけ

メンテナンス料はかかるということを、皆さ

ん頭の中に入れておいてください。 

 それでは、市庁舎のガラスについてですけ

れども、市庁舎のガラスは、たしかペアガラ

スですが、ガラスには弱いほうからフロート

ガラス、網入りガラス、強化ガラス、ペアガ

ラス、合わせガラスとあります。 

 先の熊本地震でも避難場所に指定されてい

るところの強化ガラスが割れて、片づけに時

間がかかったそうです。地震対策でせめて玄

関周り、人が出入りをスムーズにできる場所

側の表側は、非構造部材の耐震化のため、安

心のため、合わせガラスを推奨しますが、い

かがですか。 

○企画政策課長（二川隆志）  新庁舎に採用

するガラスにつきましてお答えさせていただ

きます。 

 今回は日射遮へい型ＬＯＷ癩Ｅガラスとい

う、光は通過するが、その熱を半分程度に遮

へいする断熱性に優れたペアガラスを採用す

る予定でございます。それにより空調負荷を

低減し、省エネルギー化も図っております。 

 このガラスの強度でございますが、ガラス

というよりサッシで建築非構造部材のランク

Ａ類を確保しており、地震などで建物が揺れ

た場合、建物自体の変形にサッシが追従して

変形できるようすき間が設けられており、ガ

ラスが割れにくい構造となっているとのこと

でございます。 

 そのほか台風等で石など飛散物が飛んでく

る場合のことも考え、外部の日射遮へい用の

ルーバーをバルコニー部分に取りつけ、飛散

物の対策といたしております。 

 また、出入口周りなどはフィルムを張り、

割れても落ちにくい対策を行うこととしてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○新原 勇議員  ありがとうございます。こ

の非構造部材の耐震化は、市庁舎だけでなく
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学校をはじめ、公共の建物も、これから外側

だけでなく中側も進めてもらいたいと思いま

す。 

 次に、市清掃センターの煙突解体について

お伺いします。 

 先ほど打ち合わせの中で、煙突解体は解体

工事に伴う大型ダンプの搬入は通行できると

いうことだが、脇田・市木線は急カーブがあ

り、離合をするのに地元の方も大変心配され

ているが、拡幅の工事の計画を持っていない

かお伺いしたいと思います。 

○土木課長（東 弘幸）  市道脇田・市木線

の対策につきましてお答えいたします。 

 清掃センター解体の計画に伴いまして、重

機搬入の際、拡幅工事の計画はないのかとの

問い合わせをこれまでも様々いただいている

ところでございます。この解体計画において、

先日、生活環境課と協議をいたしましたとこ

ろ、専門業者に重機の搬入に関し、確認を行

った結果、現況の幅員で十分通行可能である

との回答があったようでございます。 

 脇田・市木線の拡幅につきましては、頂上

部のカーブ部分の幅員が狭く、見通しも悪い

など対策の要望が地域よりございました。こ

のカーブ部分は、国土交通省の名義になって

おり、地域からの要望があったことなどを、

垂水国道維持出張所と協議いたしましたとこ

ろ、協力できるとの回答をいただいておりま

すので、現在この部分の測量を実施している

ところでございます。道路拡幅に関する計画

書を作成し、協議が整いました時点で、カー

ブ部分の拡幅を実施したいと考えております。 

 また、伐採が必要な樹木につきましても撤

去する予定でございます。 

 以上でございます。 

○新原 勇議員  ありがとうございます。煙

突の解体工事の最良な工事法で、有害物質な

どを飛散されないようよろしくお願いします。 

 また、脇田・市木線においても、かねてか

ら離合するのに危ない箇所であり、拡幅が進

めば住民の皆さんも安心して通行往来ができ

ますので、よろしくお願いいたします。 

 地域の除草作業についてですが、先ほど回

答がありましたように、各公民館・振興会も

貴重な収入となりますので、ぜひ前向きな検

討のほうをよろしくお願いいたします。 

 垂水中央運動野球場の環境整備についてで

すけれども、最後の要望として、野球場の改

修については、年次的な整備や予算等の調整

が必要なことがわかりました。今後、十分関

係者の要望が取り上げられるように配慮して

いただき、またスポーツ合宿が増えるよう対

応していただきたいと思います。 

 以上にて質問を終わります。ありがとうご

ざいました。 

○議長（篠原則）  ここで暫時休憩いたし

ます。 

 午後４時10分から再開いたします。 

     午後３時57分休憩 

 

     午後４時10分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 次に、２番、森武一議員の質疑及び質問を

許可いたします。 

   ［森 武一議員登壇］ 

○森 武一議員  本日、最後の質問になりま

した。よろしくお願いいたします。 

 昨年12月に中国武漢で発生し、流行し始め

た新型コロナウイルスですが、これまでの侵

入防止策から、いよいよ感染拡大防止策へス

テージが移行し、本市でも様々な対応が必要

になってきたかと思います。そこで、新型コ

ロナウイルスへの対応についてお聞きします。 

 先に、打ち合わせのときに新型コロナウイ

ルスに関するホームページ上の情報がリンク
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を張っているだけだったため、県や国の情報

の張り付けだけでもやってほしいとお願いし

たところ早速対応していただきありがとうご

ざいました。 

 ホームページ上の情報で１点、掲載いただ

いている保健所や電話番号ですが、フォント

の大きさを大きくしたり色を変えるなどして

目立つようにしたら、さらに利用者がわかり

やすくなるのではないかと思いますので、提

案させていただきます。 

 それでは、本題に入っていきます。 

 実際に新型コロナウイルスへの感染が県内

または市内で確認された際の関係機関との連

携が重要になってくるかと思います。感染が

確認されてから手順を確認しているのでは対

応が後手に回ってしまうかもしれません。そ

こで、関係機関との連携の確認状況について

お聞きします。 

 次に、政府は、昨日、イベント開催に関し

ても案内を出され、概略としては開催の必要

性を検討してイベントの開催の可否を判断し

てくださいというものだったかと思います。

３月、４月は花見を計画されたり、卒業式、

入学式など人が集まるイベントが多くありま

す。市民の中でも不安に思っていらっしゃる

方がおられるかもしれません。 

 そこで、市としての方向性などが決まって

いましたら、お聞かせください。 

 次に、国道220号線の境・福山間の国道整備

についてです。 

 この点は、川越議員が私がお聞きしたいこ

とをお聞きいただいたので１点だけ。市長は、

３月には再度国土交通省に要望に行かれると

お聞きしました。そこで、今後整備するに当

たって、地元、牛根の境でも国道整備に向け

た地区の要望をまとめるかと思います。そこ

で、地元の要望をしっかりと踏まえた上で整

備が進むように動いていただけないでしょう

か。この点に関する市長のお考えをお聞かせ

ください。 

 次に、交流人口の経済効果についてですが、

前回の12月議会で北方議員の質問に対して、

本市の交流人口の経済効果は94億円とのお答

えがありました。その際に、この算出方法を

鹿児島県の観光消費額単価でございます、１

人１回当たりの宿泊費３万3,692円及び日帰り

者5,453円に基づき、算出したものでございま

すとお答えがありました。 

 私は、この算出方法に問題があるのではな

いかと思います。この問題を考える際に基盤

となる考え方に延べ人数と実人数という違い

があります。 

 まず、延べ人数とは１人の観光入込客が県

内の３つの観光地点を訪れたとしたら、３回

分と数えることとなります。 

 次に、実人数ですが、実人数とは、例えば

１人の観光入込客が県内の複数の観光地点を

訪れたとしても、１人分と数えるということ

です。 

 これを踏まえた上で12月議会で述べられて

おられる経済効果とは、観光消費額単価を使

用していることから、観光消費額のことを指

しておられると思います。この観光消費額を

算出するに当たっては、観光庁が策定してい

る観光入込客統計に関する共通事項という基

準の中で、観光消費額は当該都道府県を訪れ

た観光入込客の消費の総額です。観光入込客

数と観光消費額単価を掛け合わせることで算

出されますとされています。ここで問題とな

るのが観光入込客数です。この入込客数は実

人数を指します。 

 今回、12月議会で執行部が述べておられた

交流人口に関しては延べ人数であり、本来で

あれば、12月議会での経済効果算出時も実人

数を使用し、経済効果を算出しなければなら

なかったところを延べ人数で算出したことに
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よって、実態と乖離した経済効果が示された

のではないかと考えますが、12月議会で述べ

た経済効果94億円という数字に問題はなかっ

たのでしょうか、お伺いします。 

 次に、子どもたちの将来職業に向けての教

育についてお聞きします。 

 人生100年時代といわれ、既に厚生労働省よ

り65歳まで安定した雇用を確保するよう求め

られており、さらに政府は70歳まで働ける環

境整備に動き始めています。定年は延び、働

く期間はどんどん長くなっています。当初、

55歳であった定年は70歳となり、将来的には

75歳まで働き続けなければならないといわれ

ています。 

 また、雇用の流動化も進み、経団連も年功

序列、終身雇用の日本型雇用の見直しに言及

するまでになっています。このような社会情

勢を考えたときに、今後、子どもたちが社会

に出た後、これまで以上に転職をする必要性

に迫られることが増えると考えられます。そ

のようなときに自身の生活、利益、権利を守

るためにも労働法制、雇用保険などの知識を

しっかりと学ぶ場が必要だと考えます。 

 １月に発表になりました、垂水市教育振興

基本計画案でも、キャリア教育の記載があり

ましたが、本市の取り組み状況について、お

伺いします。 

 最後に、新庁舎建設計画についてお伺いし

ます。 

 これまで様々な視点から同僚議員が地方自

治法第４条第２項の位置変更の条例制定時期

についてお伺いしてきました。 

 逐条解説によると、地方自治法第４条第２

項の趣旨からすると、建築着工前に位置変更

の条例改定を行うことが適当とありますが、

６月には建設予算が出てくるやとも聞いてい

ます。６月議会に位置変更の条例を出されな

いのかお伺いして、１回目の質問を終わりま

す。 

○保健課長（橘圭一郎）  新型コロナウイル

ス感染症に係る関係機関との連携についての

ご質問にお答えいたします。 

 関係機関との連携についてでございますが、

現在、保健所などの関係機関と事務レベルで

初動措置についての確認を行っており、先ほ

ど、堀内議員の質問でお答えしておりますと

おり、症状に不安のある方ご自身がまずは自

分で帰国者・接触者相談センターへ一報いた

だくことになります。その上で、保健所から

帰国者・接触者外来に紹介されることとなっ

ており、それまでの対応で市が関与すること

はありません。 

 現在のところ、国及び県から保健所を有し

ない各自治体への明確な指示がないことから、

市としての対応の可能性として申し上げます

が、感染者発生時及び発生後は保健所が感染

者の家族や接触者に対して、詳細な調査を実

施する追跡調査の際の情報提供などの後方支

援が主であると考えられます。 

 感染者数や感染状況によって、今後、対策

方針が変更されることも十分考えられますこ

とから、国や県から発出される情報をもとに

本市といたしましても、適切に対処してまい

りたいと考えております。 

 また、現段階で、市が実施するイベントの

開催につきましては、一律的に開催の可否方

針を定めているわけではございませんが、必

要性を検討した上で、開催の可否を判断され

ることになろうかとは思いますが、鹿児島マ

ラソンの中止決定や、本市においては第６回

垂水カップフェンシング競技大会の中止など、

この新型コロナウイルス感染症がイベント等

へ影響を及ぼしております。仮にイベントが

開催される場合にあっては、アルコール消毒

液の備付など可能な対応を行うよう、国から

通知されているところであり、本市といたし
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ましてもホームページ上で周知を図っている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  国道220号線牛根境地域

の連続200ミリ雨量に対しての対策ということ

で、今朝ほど川越議員のご質問にもお答えし

たとおりでありますが、森山代議士のお話の

中では約3.8キロ、300億前後の事業、国費を

投じてというお話でありました。中身に関し

ては、今朝ほど申し上げたように雨が降ると

止まることのいろんな影響ということがござ

いますので、大変ありがたいお話であったな

と感じるところでございますけれども、スケ

ジュールの都合上、年度内の上京、陳情が必

要であるというふうに考えているところでは

ございます。まずは、これまで陳情させてい

ただいた内容をしっかり訴えて、正式な事業

化へ向けて力を尽くすということが大事なこ

とであろうかと思います。 

 その上で、森議員のご意見があった地域の

皆様方のご要望ということをしっかり組み込

んでいただけるように、ご意見を伺いながら

進めてまいりたいというような段取りを考え

ているところでございます。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  本市の交

流人口における経済効果の算出方法につきま

してお答えいたします。 

 12月議会におきましては、鹿児島県の観光

消費額単価でございます１人１回当たりの宿

泊者３万3,692円及び日帰り者5,453円に基づ

き算出し、約90億円と答弁しております。 

 議員が言われますように、経済効果は観光

消費額を指すとのことから、観光庁の策定し

ております基準を確認いたしますと、観光消

費額は観光入込客数と観光消費額単価を掛け

合わせ算出する。１人の観光入込客が当該都

道府県内の複数の観光地点を訪れたとしても

１人１回と数えると記載されております。 

 また、鹿児島県の観光の動向、鹿児島県観

光統計におきましても、実人数については観

光入込客推計の共通基準にのっとり、観光庁

の宿泊旅行統計により推計を行い、算出して

いると記載されております。 

 県ＰＲ・観光戦略部観光課に観光入込客数

を算出する際の観光地点の考え方につきまし

て確認したところ、観光地点は大きく歴史・

文化、温泉・健康など６分類と行祭事・イベ

ントに分けられており、各市町村において各

分類に該当する観光地点を選定しているもの

であり、各市町村の観光地点数は同数でない

ことから算出方法につきましては、明確な回

答はいただけなかったところでございます。 

 今後、観光消費額の算出につきましては、

観光地点の捉え方について、近隣市を調査の

上、検討していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○学校教育課長（明石浩久）  労働関連法及

び雇用制度の学習の必要性につきまして、お

答えいたします。 

 ＡＩの進化や産業構造等の変化から従来の

雇用のあり方が変わりつつある現状を踏まえ、

予測困難な時代を生きる子どもたちに、労働

関連法や雇用制度等を学ばせることは大切な

ことであると考えます。このことは学習指導

要領にも示されており、主に中学校３年生の

社会科公民的分野において学習が行われてお

ります。具体的には、まず基本的人権の中の

社会権の学習において、勤労の権利や労働基

本権等について学習を行っております。 

 また、労働組合の意義、労働基準法の精神

や内容、雇用保険等のセーフティーネットの

学習も行われております。 

 さらに、従来の終身雇用や年功序列による

賃金制度が変化しつつあることに加え、外国

人労働者も増加していることから、雇用の流

動化や成果主義の広がりについても学習を行
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っております。学習の中では、知識を学ぶだ

けでなく、例えば非正規雇用の増加について、

働く側と企業側の双方から背景を考えさせた

り、問題点を話し合わせたりする学習を行う

など、自ら考え表現する力の育成にも努めて

いるところでございます。 

 学習指導要領では、思考力、判断力、表現

力を育成する学習が重視されており、これか

らの社会の激しい変化にも対応できる人材の

育成に、より一層努めてまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（二川隆志）  庁舎位置変更

条例の制定の提出時期につきまして、お答え

します。 

 市役所の位置を定める条例案の提案時期に

つきましては、行政実例において、森議員か

らもありましたけど、市町村の事務所の位置

の変更に関する条例の制定時期を新事務所の

建設着工前とするか、建築完了後とするかは

当該市町村の事情によっていずれでも差し支

えないが、建築に必要な財源の見通しも立た

ない時期に制定することは適当でないとされ

ておりますことは、ご存じのことと思います。 

 これまでもこの条例の提出時期に関しまし

ては、議員の皆様方からも建築着工前とすべ

きといったご意見や、事務所としての形が見

える時期でよいといったご意見をいただいて

いるところでございます。 

 このように様々な考え方もございますこと

から、これまでも答弁させていただいており

ますとおり、市役所の位置を定める改正条例

の提案時期につきましては、慎重に判断させ

ていただいた上で、議会にご提案したいと考

えているところでございます。 

 以上でございます。 

○森 武一議員  ありがとうございます。 

 それでは、新型コロナの対応についてお伺

いしていきます。 

 国の専門家会議の見解として、これから一、

二週間が感染の拡大を制御するための瀬戸際

だと言っていましたが、そこでお答えいただ

いた中で卒業式、入学式の対策が含まれてい

ませんでしたが、国の専門家会議の見解とし

て人と人との距離が近い接触、この近い距離

とは互いに手を伸ばしたら、届く距離といわ

れています。これが感染を拡大させるリスク

が高いといっているのではないかと思うので

すが、そこの部分の対応が必要だと思います

が、この点の見解をお願いします。 

 また、卒業式など通常の式典では皆さん近

い距離でお座りになっているので、ここも対

応が必要だと思うのですが、その点の見解を

お願いします。 

 また、どうしても実際卒業式とかやらなけ

ればならなかった場合というのはマスクの配

布や消毒液の設置など対応が必要だと思いま

すが、その件についてお考えをお伺いします。 

○保健課長（橘圭一郎）  卒業式、入学式対

策についてでございます。 

 これから卒業式や入学式のシーズンを迎え

ますが、開催する際は消毒液の設置やマスク

の配布等の必要な対策を講じてまいりたいと

考えております。 

 子どもさんたちの人生の節目に当たる大切

な行事であることを認識しながらも、少しで

も風邪に似た症状があれば、出席しないとい

う勇気も必要かと思いますので、このことを

周知していかなければならないと考えている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○森 武一議員  ありがとうございます。 

 もう１点、感染拡大措置のためにというこ

とで、手洗い、うがいが有効だといわれてい

ます。そこで、学校で確認の意味も込めて一

度正しい手洗い、うがいの仕方を伝える機会
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を設けてはいかがでしょうか。併せて、３月

の市報に掲載予定であるとのことですが、ま

だ間に合うのであれば、感染予防のための手

洗い、うがいの方法などを記載してはいかが

でしょうかということを提案させていただき

ますが、その件についてお答えいただければ

と思います。 

○保健課長（橘圭一郎）  学校での手洗い、

うがい等の周知につきましては、学校で確認

の意味も込めて正しい手洗い、うがいの仕方

を教育委員会を通じて、改めて各学校に通知

してまいりたいと考えております。 

 また、市報での広報につきましては３月号

は既に内容を決定し、発注済みでありますの

で、他の広報手段や必要に応じて、４月号の

掲載も検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○森 武一議員  ありがとうございます。 

 危機管理の面からも市民の健康と市民生活

を守るための事前の準備をしっかりと行って

いただき、市民に様々なツールを用いて広報

を行い、不安を払拭していただければと思い

まして、この質問を終わらせていただきます。 

 次に、国道220号線の境・福山間の国道整備

についてということで、市長のほうから地区

の要望を組み込んで動いていただけるという

ことをお答えいただきましたので、ぜひよろ

しくお願いします。ここの件については、も

う結構ですので、ありがとうございます。 

 次に行きます。 

 交流人口の経済効果についてということで、

お伺いさせていただければと思います。 

 今回、その経済効果を算出する際に、入込

客、延べ人数と実人数というところで問題が

あったと。今回、その実人数のところで今後

お答えいただいたところが訪問地点数をどう

やって算出していくかということが問題にな

ってくるかと思うんです。今の市の観光統計

の取り方からして、その訪問地点数を把握す

る方法というのは、現状の体制のままででき

るのでしょうか。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  観光地点

におきましては、６分類に分けられておりま

すが、17の観光地点がございます。それに行

事ごと、またイベント等を含めますと、全部

で28の地点になっております。その地点の捉

え方といたしましてを近隣市町村と確認しな

がら、どのような地点として算出するかを検

討するということでございます。 

○森 武一議員  近隣市町村と確認をされる

ということだったかと思うんですけど、観光

統計の取り方の調査票のところで、何箇所行

きましたかという設問があるかと思うんです。

その点を県として、国として基準にのっとっ

て県はそのようにやっていらっしゃるかと思

うんですけど、市として、今後その交流人口

が200万人の経済効果を考える際には、そこの

実人数を出さなければならないので、その地

点数というのは、やはり正確に把握していか

なければ経済効果というものは出てこないか

と思うんです。そこが近隣市町村を参考にし

てできるものなのかというのが疑問があると

いうことを問題点として指摘をさせていただ

きます。 

 もう１点、問題点として指摘をさせていた

だきたいところがありまして、今回その観光

消費額を算出する際に、１人１回当たりの宿

泊費３万3,692円というふうにお答えいただい

ているかと思うんです。ここに関しては、旅

費も含まれていることになるんです。新幹線

代だったりとか飛行機代というものもここの

旅費に計上されてくることになるというのが、

その観光統計の観光庁の見解であったわけで

す。そうする場合に、飛行機代であったりと

か新幹線代というものが垂水市にそこを計上

した場合、観光経済効果とした場合、それを
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計上した場合に、垂水市に経済効果があり得

るのかという、そこの見解をお伺いできれば

と思います。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  経済効果

とは、新規に需要が発生することにより、そ

の需要を満たすために生産が連鎖的に誘発さ

れることであり、それにより発生する金額の

合計額や何らかの事象が起こることにより、

発生すると推測される需要量より算出された

額を指すことであり、また、ある集団の行動

あるいは出来事によりまして、経済にもたら

す一定期間における影響のことであり、新た

に創出される需要などから大方の金額を予想

して算出するものであります。 

 したがいまして、議員がおっしゃいますよ

うに、新幹線がということの前に予想される

金額であると、県に確認したところ、県とし

ても観光庁の基準にのっとり、推計するとい

うことです。ですから、正確な数字というも

のが実際確認できるかと、私はできないと思

います。ですから、それに近い数字を出すこ

とは当然必要だと思いますので、それにつき

まして近隣市町の捉え方を確認したいという

ふうに述べているものでございます。 

○森 武一議員  今の話でいうと、経済連関

表を使った形の経済波及効果の話かと思うん

です。今、その交通費というのを話をさせて

いただいたところというのは、例えばこの12

月議会での答弁の宿泊費３万3,000円のことを

考えた場合に、大阪から鹿児島中央までとい

うのは一番安い場合が新幹線代で１万4,000円

で通常では取れる。往復であれば２万円8,000

円になるわけです。そうすると、ここの３万

3,600円のところの２万8,000円分というのは

垂水市に落ちるものではなくて、ＪＲ西日本

さんであったりとかＪＲ九州であったりとか、

飛行機であれば航空会社さんに入ってくるも

のだと思うんです。それを要は３分の２以上

がほかの市町村さんで計上されるべき効果な

ものが経済効果として、垂水市に上がってく

るということが、要は経済効果を図る際であ

ったりとか、市のほうで今数値目標を正しく

設定して、政策を進めていらっしゃるかと思

うんです。ＫＰＩだったりとかという話のと

ころで、余り正確な数字にならないんじゃな

いかと思うんです。そうなった場合に、やは

りここの今の経済効果の測り方としては、体

制としても難しいし、計測方法としても難し

い。また、交通費をのかせた形で計算できる

のかというとそこも難しいと思うんです。そ

うすると、その経済効果自体の今の交流人口

200万人を用いた経済効果の捉え方というか、

指標の持ち方自体にちょっと限界があるので

はないかなと。経済効果を算出する際、ある

のではないかと思いますが、そこについてち

ょっと。（発言する者あり）市長、よろしく

お願いします。 

○市長（尾脇雅弥）  例えば、今、大阪の例

ということでありましたけども、割合として

はまずは県内とかそういう方が多いわけであ

りますから、大阪の例をとるとそういうこと

だというのはそのとおりなのかもしれません。

ただ、中身の観光庁あたりが示す数字として

はそういうことなので、それを参考にしなが

らやってきたという事実は変わらないと思い

ます。ただ、そこの中身が実態に即している

かどうかというのは、ご提案いただいたもの

を参考に実態により、即するような形で、見

直しをする必要があれば、見直しをしなきゃ

いけないと思いますが、ただ同じ経済効果と

いう指数において、私が15年ぐらい前、市議

になったときが約42万人ということでありま

して、31年度の交流人口が200万6,870人とい

うことでありますから、その指数においても

３倍以上の数が増えているということは事実

でありますから、どれだけの経済効果、実数
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はまた別なものとして少なくとも３倍の人が

来ているということはいえるというふうに思

いますので、その辺のところをしっかりとま

た精査して、さらにはその経済波及効果をも

っとより実が上がるような、その辺のところ

の中身の見直しとか提案のありようが必要だ

と思いますので、再度そこはご指摘いただい

たことを参考にしながら、どういうありよう

がいいのかというのは検討したいと思います。 

○森 武一議員  今、市長にお答えいただい

たところの交流人口が増えてきた、その実数

自体が増えてきたというお話なんです。ここ

がやはり問題点を含んでいまして、今、交流

人口で今年が160万人ぐらいでしたか、という

もの自体は延べ人数になっているわけです。

これはもう垂水市の統計の取り方からして、

なかなか実人数について出すのは難しいと思

うので延べ人数にならざるを得ないけど、そ

の延べ人数自体、何人の人がどこに何点行っ

たから何万人になっていますというところは

なかなか出てこないとなると、その200万人と

いう捉え方自体が本当に200万人来ているのか

という問題点が出てくるわけです。そうなっ

たときに、じゃあ実人数を出して正確に何人

来ていますというのであれば、まだわかるん

ですけど、そこがなかなか技術的に難しいと

いうことがお話だったかと思うので、やはり

その捉え方というところは難しいのではない

かと思います。 

 なので、今回、その、まち・ひと・しごと

創生総合戦略の中でも交流人口ということで

書かれているページがあるかと思います。交

流人口による経済効果が国内宿泊者25人で定

住人口１人分だというふうなお話があるかと

思うんですけど、今回の垂水市の宿泊者の割

合が今何％なのか、お伺いしてもよろしいで

しょうか。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  本市の交

流人口に占める宿泊者数の割合につきまして

お答えいたします。 

 平成30年の交流人口は147万4,739人、宿泊

者数５万9,245人、全体の４％であり、平成31

年の交流人口は200万6,870人、宿泊者数６万

3,001人、全体の3.1％でございます。 

 以上でございます。 

○森 武一議員  今、宿泊者数の割合という

のが３％から４％だというお話があったかと

思います。これは国内宿泊者、これは宿泊者

の場合が25分の１であって、日帰り客が垂水

市の場合はメインであるわけです。そうなっ

てきたときに国内旅行者の日帰り客というの

は81人分で１人だというふうに首相官邸のほ

うで出されている、関係人口のものがあるわ

けです。ここの25人分の１、81人分の１だと

しても、ここのもの自体が観光宿泊の観光消

費額をやっているものなので、そもそも実人

数で出さなければ、計算しなければ出てこな

いものなので、その200万人の最初のところに

戻るんですけど、延べ人数で出してしまう、

ここにやはり問題があるというわけなんです。 

 前々から少し提案をさせていただいていた

ところで、観光消費額として、道の駅であれ

ばＰＯＳシステムとかを入れているわけなの

で、そこで実数を計れるのであれば、より正

確な費用をかけない形で体制を整備しない形

でもすぐできるものではないかと思います。

そこのほうに移行したほうが、より市長が

種々答弁の中で、経済政策の柱だと述べてい

らっしゃるわけなので、そちらのほうが正確

に観光の経済効果として図る指数になるので

はないかと思いますが、市長のお考えをお伺

いできればと思います。 

○市長（尾脇雅弥）  この数字に関して二つ

の見方があって、その、まち・ひと・しごと

の中では国内宿泊数25人で定住人口１人とい

うことでありまして、一つのいわば日帰りと
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いうことで約81人で定住人口１人に相当する

ということであります。ですので、その一つ

目の考え方のみ表記をされている現状であり

ますけれども、間違っているわけではなくて、

二つ目の部分が足りていないという現状もご

ざいます。 

 先ほど、森議員が言われたみたいに数字と

いうのは正確に全てを把握するというのは、

なかなか難しいということであります。６次

産業化と観光振興という経済政策の考え方、

例えば６次産業化にしても辞書を引くと、例

えば農家が大根をつくって、漬物にして売る

みたいな話ですけど、我々はこれを水産なん

かに捉えて加工、販売までもうかる仕組みと

いう形でわかりやすい意味で６次産業という

ことで言っています。 

 観光に関しても、先ほど申し上げました合

併のころは42万人、先ほどの数字でしたけれ

ども、現実的に31年のデータで200万人を超え

てきたということは単純に４倍ぐらいの数は

増えていると。この中身のこうじゃないかと

かいう部分に関しては森議員がおっしゃる考

え方のとおりなんだと思いますけれども、そ

ういう形で少子高齢化、人口減少社会の垂水

のまちづくりの経済の柱にして、そのことを

健康長寿や元気で住みやすい垂水のまちづく

りにつなげていくんだと、そのためには、ま

ず安心・安全のまちづくりがいろんな意味で

必要ですよねということがパッケージの話で

ありまして、市民の皆さんにわかりやすくい

ろんな形でお話をさせていただくときに、そ

ういう一つの目安として交流人口200万人が実

現したときに、定住人口約２万7,000人に相当

するというようなお話をさせていただいてい

るわけですけど、その数字の考え方が見直し

をしたほうがいいのではないかということの

部分もあろうかと思いますので、そこの部分

は今ご指摘いただいた考え方をもとに、これ

までの発言が間違っているとは思いませんけ

れども、これからそういう考え方がよりそう

いったものに寄り添って考えるとそうなんじ

ゃないかというご指摘を受けて、ちゃんと精

査をしてどういう形で表現をしていくかとい

うのは今後考えていきたいというふうに思い

ます。 

○森 武一議員  今後、見直しをしていただ

けるということでしたので、今回、その地方

創生のところで交流人口の経済効果が国内宿

泊者25人分でというところのくだり、ここに

関してはやはり地方創生として地域の経済政

策の核として今回策定をされると思うので、

その指標として、指針となるものなので、こ

こは垂水市の実際の実情を考えたときには、

宿泊者のほうが少ないわけなので、そこをし

っかりと明記していただければと思います。 

 この交流人口による経済効果については、

扱いがすごく難しいんじゃないかなというの

がありまして、先ほどの前田議員のところで

も千本イチョウの経済効果が幾らだったのか

というお話の中で、１億9,000万円の経済効果

があって、さらにそのコンビニであったりと

か近くの飲食店、道の駅とかにいらっしゃる

方が増えたという、要は１億9,000万円よりさ

らに経済効果がありますというようなニュア

ンスでおっしゃっていたかと思うんです。た

だ、ここの件に関しては、大隅広域観光開発

が出されている単価というもの自体が国の指

標、指針に基づいてやっているのであれば、

その飲食店であったりとかコンビニ、道の駅

で使った額を含めての単価が3,424円になって

くるかと思うので、千本イチョウだけではな

くて、そこから経済波及効果という形で考え

方のもとでもできるのかとは思うんですけど、

そういう形でなので、全く違ってくると思う

んです。マックス１億9,000万円か、１億

9,000万円プラス幾らかという考え方と全く意
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味合いが違ってくるので、そうなったときに

やはり本当にしっかりと、どういうふうに表

現していくことが今後市民の方であったりと

か、政策を考える上で正確性を帰すことにな

るのかということがあるので、考えていただ

ければと思います。 

 もう先ほど前向きな答弁をいただいたので、

これで終わらせていただきます。 

 次に、子どもたちの将来職業に向けての教

育についてです。 

 先ほどお答えいただいた中で、いろいろな

場面を通じて教育法・社会権であったりとか、

いろいろなことをお伝えいただいていると。

ただ、今回、雇用保険であったりとか労働法

制に特化した形で限られた授業の中ではこの

ことに特化した形での授業は難しいと思いま

す。しかし、子どもたちが労働法制、雇用保

険を公民や総合学習など様々な場面で学ぶ機

会があるということでしたので、その際にぜ

ひ労働三法で労働者は守られているんだよで

あったりとか、雇用保険があるんだよという

ような単なる知識だけではなくて、現実味の

ある具体的な事例を引いたり労働問題で困っ

たときに相談できる窓口などを含めた自らが

直面したときに活用できる知恵となる教育を

そのつど行っていただけないでしょうか。 

 また、重要な事項であることからしっかり

と取り組んでいただくことを要望して、ここ

のこのテーマは終わらせていただきます。お

答えを少しいただければ、前向きな。 

○議長（篠原則）  ここで申し上げます。

本日の会議は議事の都合により、あらかじめ

これを延長いたします。 

○学校教育課長（明石浩久）  労働問題に対

する相談窓口等の周知につきまして、お答え

いたします。 

 子どもたちが将来の職業生活の中で問題に

直面したときの相談先や手続きの仕方等につ

いて、具体的に知っておくことも必要である

と考えますことから、先ほど答弁いたしまし

た労働関連法やセーフティーネット等の学習

を行う際に、具体的な相談窓口の紹介等につ

いて今後学校に対しまして、助言を行ってま

いりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○森 武一議員  ありがとうございます。 

 最後の新庁舎建設について、入らせていた

だきます。 

 先ほど、地方自治法第４条第２項の趣旨か

らしてというお話をお伺いした際に、建築に

必要な財源の見通しも立たない時期に制定す

ることは適当ではないから慎重に検討してい

くというお話だったかと思います。ここで問

題になってくるものが、財源の見通しという

ものが何なのかというところが問題になって

くるかと思うんですけれども、この行政実例

の建築に必要な財源の見通しも立たない時期

とは何なのかというのをお伺いできればと思

います。 

○企画政策課長（二川隆志）  行政実例の建

築に必要な財源の見通しも立たない時期とは

何かにつきまして、お答えさせていただきま

す。 

 建築に必要な財源の見通しも立たない時期

でございますが、これまで条例の提案時期は

建設工事予算の確定以降、慎重に判断したい

と答弁しておりますことから、建設工事を執

行するための予算が確定していない時期と考

えているところでございます。 

○森 武一議員  済みません、先ほどの川越

議員のところで、これまでの答弁との見解は

変わりがないとのお話だったかと思うんです。

前回の６月議会、第２回定例会のときで持留

議員の答弁のところで、「財源の見通しにつ

いては、これまでお答えしているとおり財源

である起債計画に変更が生じることが予想さ
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れますことから、現時点では条例の上程時期

としては適切でないと考えております。また、

条例制定の段階では、位置だけでなく事業費、

財源規模、機能といった情報が基本設計レベ

ルまで整理し、説明できるようにしておく必

要があります」というご答弁があったかと思

うんです。このご答弁からすると、これは要

は実施設計が確定した時点が財源の見通しが

立ったものだと思うわけです。そうすると財

源の見通しが実施設計の部分で立ったのであ

れば、これまで行政実例をもとに慎重に判断

をしてくる。その判断をする理由としては財

源の見通しが立たないからというお答えだっ

たかと思うんです。では、実施設計のときに

財源の見通しが立つのであれば、実施設計が

完了した時点で出すことは可能なのではない

かと思うのですが、そこの件についてお伺い

できればと思います。 

○企画政策課長（二川隆志）  その時期につ

きましても、再三お尋ねいただいているとこ

ろでございますけれども、この回答につきま

しても、先ほど来申し上げておりますとおり、

慎重に判断してというところになりますので、

そちらのような回答にさせていただきたいと

思います。 

 以上でございます。 

○森 武一議員  済みません、今のご答弁と

いうのは、財源の見通しが立つということの

時点が慎重に検討されるというご回答だった

んでしょうか。そこの確認をさせていただけ

れば。 

○企画政策課長（二川隆志）  あくまでも条

例制定の議案を提出する時期を慎重に判断し

たいというところでございます。 

○森 武一議員  済みません、そうなってく

ると行政実例のもとで建築に必要な財源の見

通しも立たない時期に制定することが適当で

はないから、慎重に判断をするということと

整合性がとれないかと思うんですけど、必要

な財源の見通しが立った時期が出す時期だ、

そこがいつなのかというのを慎重に判断する

ということだと、今まで理解していたわけな

んです。多分、今までのお答えというのはそ

ういうことだったと思うんです。今まで執行

部のほうでお答えいただいた中で、この財源

の見通しがいつ立つのかということにお答え

いただいているわけです。これは副市長がお

答えいただいているところなんですけど、

「財源の見通しという視点では、工事請負契

約の時点、または少なくともその建設工事の

予算が確定する時点が適切であるというふう

に考えています」というふうにお答えいただ

いているわけです。そうなってきたら工事請

負契約が議会に提出される時期または予算を

提出する時期が財源の見通しが立って、その

適切な時期だというお話だと思うんです。今

回、そのどちらのほうで提出をされるお考え

なのかお伺いできればと思います。 

○企画政策課長（二川隆志）  先ほど来申し

上げておりますけれども、この時期につきま

してですけれども、こちらにつきましては先

ほど来申し上げました建設予算が確定して以

降、または議会に上程する以降という形で申

し上げておりますので、あくまでもこの条例

案の提出につきましては、再三回答しており

ますけれども、時期につきましては慎重に判

断した上でご提案したいというふうに考えて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○森 武一議員  先ほどの川越議員のところ

で答弁は今までの認識と変わらないというお

話だったかと思うんです。今のお答えからす

ると認識が変わってきているんじゃないかな

と思うんですが。（発言する者あり） 

○企画政策課長（二川隆志）  こちらにつき

ましても、先ほど来、考え方としましても議
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会に上程する時期につきましても、一切変わ

っておりません。 

 以上でございます。 

○森 武一議員  これまで先ほどから何度も

述べさせていただいている行政実例のところ

の建築に必要な財源の見通しも立たない時期

に制定することというのを必ず前置詞として

置いていらっしゃるわけですよね。そうする

と、なぜこれを置くのかというと、これが見

通しが立たないから、その時期を適切に慎重

に判断してくるというお話だったと思うんで

す。 

 今回、見通しが実施設計が今月末ぐらいで

終わると、そこから予算が確定していって、

予算が６月議会で出てくるというお話だった

かと思うんです。そうすると、もう見通しが

立ってくる。副市長のご答弁でも、その見通

しが立つ時期っていうのが、工事請負契約の

時点か、その工事の予算が確定するときとい

うふうに述べていらっしゃるわけですので。

今までの答弁を踏まえていくと、この２点、

２つの時期のどちらかに提出をされるってい

うことが、これまでの議会での答弁をそのま

ま踏襲するというお話だと思うんですが。そ

こが、お答えのところと全くつじつまが合っ

ていないかと思います。そこについて（発言

する者あり）。 

○副市長（長濱重光）  これまでの答弁の中

で、今、森議員もおっしゃいましたけれども、

条例改正の提案時期につきましては、条例制

定の段階では位置だけでなく、事業費、財源、

規模、機能といった情報が基本設計レベルま

で整理をし、そして説明できるようにしてお

く必要があり、少なくとも建設工事予算の確

定以降になると考えております。というのは、

先ほど、森議員もおっしゃったとおりであり

ます。 

 その中で、少なくとも今、我々が作業を進

めておりますのは、その実施設計段階で、規

模でありますとか機能でありますとか、今そ

こを実施設計の段階で確認をし合っているわ

けですね。業者と執行部側において。それが

見えてきますと、当然、今後、事業費であり

ますとか、そしてそれに伴う財源も、少なか

らずある程度確定していくということが原則

であります。 

 それから財源の見通しの部分におきまして

は、今ありましたように、30年の12月議会の

答弁の中で、「工事請負契約の時点または少

なくとも建設工事の予算の確定する時点では

ないかと判断しているところでございます」

という答弁をしているかと思います。 

 従いまして、ここの中で、先ほど来から二

川課長が答弁していますように、確定以降、

慎重にしたいということでは整合性が保たれ

ていると。二つの選択肢の中のどちらかを優

先してするという答弁はいたしておりません

ので、整合性はとれているというふうに、私

自身は考えております。 

 以上でございます。 

○森 武一議員  済みません、先ほど「以

降」というお話があったかと思うんですけど、

「工事請負契約の時点または少なくともその

建設工事の予算が確定する時点が適切である

というふうに考えているところでございま

す」というふうに述べていらっしゃるわけで

すね。そうすると、今お答えいただいたのが

「以降」というお話と、「その時点が適切」

かっていうのは全く違う意味合いになってく

るわけですね。 

 本当に最初に戻るんですが。そうすると、

やはりここの「工事請負契約の時点または少

なくともその建設工事の予算が確定する時点

が適切だ」というふうにおっしゃっているわ

けではないですか。（発言する者あり） 

○副市長（長濱重光）  予算が確定する時点
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というのは、その請負契約が、工事の予算が

当然議決を諮られる段階という意味合いも当

然含んでおりますので、整合性は図られてい

るというふうに認識をいたしております。 

 以上でございます。 

○森 武一議員  済みません、ちょっと自分

には理解できないんですけど、もう一度。済

みません、ちょっと。「工事請負契約の時点

または少なくともその建設工事の予算が確定

する時点が適切である」というふうに述べて

いらっしゃるわけですね。それが財源の見通

しが立つというところが、その２点のどちら

かというお話ですよね。 

 そうなってくると、今回その６月議会で予

算案が出てくる時点か、その予算案の後の建

設契約の時点どちらかで出してくるのが、こ

れまでの議会の答弁との整合性だと思うんで

すが。済みません、そこについて。（発言す

る者あり） 

○副市長（長濱重光）  建設工事の予算が確

定する時点っていうことですよね。その確定

する時点っていうのは、例えば、仮に６月議

会で予算案を、我々が上程して、そしてそこ

で可決をされたら、それが「時点」でありま

すし、「以降」ということは、その「時点」

を含んでおりますので、以降という捉え方を

しているところでございます。 

 以上でございます。 

○森 武一議員  今お答えいただいたところ

で、なぜかみ合わないかっていうのがわかっ

た気がします。「以降」っていうところが、

済みません、私の手元の資料で、今回、令和

元年第２回定例会のご答弁のところで「以

降」というものが入っていないんですね。

「以降」っていうものが入っていないのであ

れば、その時点の２つっていうことだと思う

んですけど。何か変わる理由があったんです

か。変わったんですかね。今までの答弁を踏

襲しているのではなく、変わったという認識

でよろしいんでしょうか。 

○副市長（長濱重光）  30年の12月議会のこ

の答弁におきましては、あくまでもその財源

の見通しの部分の答弁をしている、こちらは

つもりでおります。財源の見通しの部分。 

 従いまして、今回のその４条関係を上程す

る部分につきましては、「建設工事を執行す

るための予算が確定していない時期は適切で

ない」という答弁をしておりますので、条例

案の上程につきましては、工事予算の確定以

降に慎重に判断したいということでございま

す。 

 以上でございます。（発言する者あり） 

○森 武一議員  そうですね、ここに。今ま

で行政実例をもとにして、行政実例を引く形

で、「建築に必要な財源の見通しも立たない

時期に制定することは適当ではない」という

ことをずっとおっしゃっていたわけですね。 

 ここに関して、これまでの執行部の答弁を

見る限りでは、この財源の見通しが立つ時期

としては二点というふうに答弁されているわ

けですね。財源の見通しが立つというのは、

建設工事の予算が確定する時点か工事請負契

約の時点、この二つだというご答弁だったわ

けですね。川越議員のお話の中で、見解を変

えていないというお話だったので、この二点

で整合性をとるのであれば、二点の時点で出

すことが整合的だと思うんです。 

 今回、なぜそれが出てこない、答弁を変え

られたのかっていうのが、ちょっと理解がで

きないのですが。ここについて、これ以上話

をしても平行線のままですので。ここはもう

整合的ではなくて、やはり私としては、この

二点の時点でしっかりと出すっていうのが必

要だということをお伝えさせていただきます。 

 ここですね、行政実例のところで逐条解説

のところで、「建設着工前にこの条例制定を
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行うことが適当である」というふうに書かれ

ているわけです。ここの、なぜその建設着工

前に行うことが適当だというふうに書かれて

いるにもかかわらず、その後にやろうとする

のか、お伺いできればと思います。 

○企画政策課長（二川隆志）  今言われた逐

条解説、そちらのほうの一方の考え方として、

今、森議員が言われるところもございますが、

もう一方としましても、「市町村の事務所の

位置の変更に関する条例の制定時期を、新事

務所の建築着工前とするか、建築完了後とす

るかは当該市町村の事情によっていずれでも

差し支えないが」というただし書きもござい

ます。また、「建築に必要な財源の見通しも

立たない時期に制定することは適当でない」

という文言もございますので、このような判

断からも、我々としましては、この「いずれ

でも市町村の事情によって差し支えない」い

うところの判断でございまして、慎重に判断

させていただきたいというところをお答えさ

せていただいているところでございます。 

○森 武一議員  済みません、これを言った

のは自分ではなくて、副市長がおっしゃって

いるんですね。「建築の財源の見通しも立た

ない時期に制定することは適当ではない」と

いうことはご承知だと思います。これを受け

まして、本条の第２項の趣旨からいたします

と、「建築着工前に行なうことが適当である

というのが、逐条解説に記載されているとい

うふうにご理解いただいていると思います」

というふうにおっしゃっているわけですね。

そうすると、執行部として、建築着工前に行

うことが適当だっていうふうに理解している

けど、それをやらないっていうのはなぜなの

か、お聞きできればと思います。 

○副市長（長濱重光）  この法の例えば第４

条を、非常にいろんな解釈があって、いろん

な見解が出ているっていうことは、まさに今、

森議員がご指摘になったところであります。 

 要するに、その逐条解説にもありますよう

に、その「条例提案の時期は、その建築の財

源の見通しも立たない時期に制定することは

適当ではない」ということであります。従い

まして、まさにその条例案を出すのは、地方

公共団体の、例えば判断っていうことになっ

ているわけであります。 

 これまでの全国的なこの条例提案の時期を

見ますと、例えば昨年度の議会において、持

留議員が一つの例を申し上げられました。例

えば、神奈川県の鎌倉市におきましては、３

月中にその建設が終了して、４月のある時期

に、午前中に竣工式をして、午後から臨時議

会を開いて、そしてこの条例制定の関係を提

案して、可決になったと。こういう事例もご

ざいます。その中で、いろんな市町村によっ

て判断がなされているわけであります。 

 だから、逐条解説は逐条解説として、今、

ご存じのとおりのそのことでありますが、で

すから、私どもがどの時点でその条例案を出

すかというのは、まさにいろんなことを総合

的に考えて、提案させていただくということ

でございます。 

 以上でございます。 

○森 武一議員  議長、済みません。今の副

市長の答弁なんですけど、私がお聞きした、

なぜ逐条解説に書かれている「建築着工前に

行うことが適当である」のか、それをなぜや

らないのかっていう答えではないかと思うん

ですけど。そこをしっかりと答えていただか

ないと、なぜ出さないのかっていうのが理解

できないので。ちょっとそこを。（発言する

者あり） 

○副市長（長濱重光）  まさにそれは私ども

市の判断でございますので。だから、それを

我々、垂水市としては後で出すということで

ございます。 
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 それ以上のことはございません。 

○森 武一議員  そうすると、今までの議会

答弁をまた変えてしまったっていう、先ほど

のその二点の場所を変えた、また今回その適

当であるというふうに、副市長自らおっしゃ

っているにもかかわらず、それはまた別です

よっていうのは、市民に対する説明としては

ちょっと納得できないものがあるかと思いま

す。 

 ここで一点指摘させていただきたいと思う

んですけど、今回、その行政実例で、ずっと

指摘しているところですね。この答えが、ず

っと執行部がおっしゃっているところで、こ

の問いというのが、「本市の現在の庁舎は、

狭あいかつ老朽化し、加えて町村合併時の諸

条件並びに都市計画事業等の進捗により、そ

の位置が不適当であるから、新庁舎の位置だ

けでも決定しておくべきであるとの多数の議

員の意見があるが、右のような事情の場合、

とりあえず庁舎位置変更の条例を制定し、後

年度において市財政とにらみ合わせて、新庁

舎の建設を行うことは差し支えないか」って

いう問いに対して、「市町村の事務所の位置

は」っていうところにずっとつながるわけで

すね。 

 ここ、この行政実例のもの自体がそもそも

先に出すことを説いて、それをどちらでもい

いですよってお話だったので、それを総合す

ると、やはり二点の時点ですね、工事請負契

約の時点または建設工事の予算確定っていう

時点に、どちらかで出すっていうことが、こ

れまでの議会答弁との整合性を図る上でも必

要だと思いますので、そこを要望させていた

だきます。 

 最後に、もう時間がないので、意見だけ述

べさせていただければと思うんですけど。前

回の12月議会において、浸水想定区域３メー

トルというところが間違いであるかのような

ことの議論があったかと思うんです。ただ、

今回、県のほうで出されている新庁舎建設予

定地っていうものは、県が出されているのが

３メートルなので、これは間違いなのではな

くて、80センチということも正しいし、３

メートルということも間違いではないという

ことを指摘させていただいて、終わらせてい

ただきます。ありがとうございます。 

○議長（篠原則）  本日は、以上で終了い

たします。 

   △日程報告 

○議長（篠原則）  次は、明日午前９時30

分から本会議を開き、総括質疑及び一般質問

を続行いたします。 

   △散  会 

○議長（篠原則）  本日は、これをもちま

して散会いたします。 

     午後５時11分散会 
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令和２年２月26日午前９時30分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（篠原則）  おはようございます。

定刻、定足数に達しておりますので、ただい

まから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたした

とおりであります。 

   △令和２年度施政方針並びに各会計予

算案に対する総括質疑・一般質問 

○議長（篠原則）  日程第１、昨日に引き

続き令和２年度施政方針並びに各会計予算案

に対する総括質疑及び一般質問を続行いたし

ます。 

 それでは、通告に従って順次質疑及び質問

を許可いたします。 

 最初に、11番池山節夫議員の質疑及び質問

を許可いたします。 

   ［池山節夫議員登壇］ 

○池山節夫議員  おはようございます。それ

では、議長に発言の許可をいただきましたの

で、先に通告をしておきました順に従って質

問をしてまいります。市長並びに関係課長の

ご答弁をよろしくお願い申し上げます。 

 施政方針と予算案について。 

 尾脇市政３期目にして10年目の施政方針を

伺いました。この９年間の市政運営の実績を

背景に、自信に満ちた施政方針と予算編成だ

と感じております。 

 それでは、元気な垂水づくりの実現のため

に掲げておられる三つの挑戦について、伺っ

てまいります。 

 安心への挑戦について。 

 垂水おでかけチケット交付事業については、

堀内議員の質問で理解をいたしましたので割

愛しますが、この事業については、チケット

交付でいいと思います。靴なんか要りません。

これだけ言っておきますね。 

 それから、垂水元気プロジェクト事業につ

いて、健康長寿・子育て支援の新しいモデル

ケース構築という目的に向かってどういう状

態にあるのか教えてください。 

 新庁舎建設事業について、現在の庁舎の危

険性は議会でも再三訴えてきたわけでありま

すが、昨年９月議会での早期着工を求める陳

情が採択され、そして、昨年12月議会では住

民投票条例案は否決されました。ぜひ新庁舎

建設は計画どおりに進めていただきたいと考

えますが、市長の思いと決意を伺います。 

 経済への挑戦について。 

 体験交流型観光ビジネスモデル確立事業に

ついては、梅木議員の質問で理解をいたしま

したので割愛いたします。 

 未来への挑戦について。 

 子育て支援については、子ども医療費助成

事業の対象者拡大と保育所等の保育料軽減、

保育所等副食費助成事業について、昨日もあ

りましたが、もう一度聞かせてください。 

 教育行政について。 

 垂水中央中学校の現状について伺います。 

 校則については、中学校統合時につくられ

た校則と理解いたしますが、現在の社会情勢

に照らして妥当なものなのか伺います。 

 スクールロイヤー制度導入については、霧

島市が検討中とのことでありますが、制度導

入についての見解を伺います。 

 さわやかあいさつ運動について、現状の認

識を伺いまして、１回目の質問を終わります。 

○保健課長（橘圭一郎）  おはようございま

す。どうぞよろしくお願いします。 

 たるみず元気プロジェクトにつきましての

ご質問にお答えいたします。 

 まず、元気プロジェクトの健康チェックに

つきましては、平成29年度の試行的な事業も

含め、３カ年度にわたる健康チェックが終了
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いたしております。この健康チェックを受け

られた方全員を対象として得られたデータを

もとに、毎年度結果報告会を開催し、ご自身

の生活習慣等を見直す契機としていただいて

いるところでございます。 

 また、受診者のうち一部の方ではあります

が、この健康チェックで得られたデータをも

とに、例えば認知機能や身体機能の低下が見

られる方や、筋量・筋力の低下が見られる方

を対象として、それらを改善する教室をこの

２年間開催してきております。ほかにも約400

名の方に家庭血圧計を貸し出し、日々の血圧

測定により、血圧を下げる効果があるかにつ

いても検証しているところでございます。 

 このように、健康チェックを受けることに

より、ご自身でどのようなことに気をつけて

生活すればいいかの意識の変化を促すことは、

非常に重要であると考えているところでござ

います。 

 また、市の健康教室を運営する際にも、健

診項目に改善すべき点が幾らかある方々に絞

って教室を運営するなど、ターゲットを明確

にした健康教室の運営が可能となっておりま

す。今後はそれらの対象者の抽出や改善を評

価する仕組みづくりも大学と協議しながら事

業の充実を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

 ほかにも、現在データをまとめているとこ

ろではございますが、先ほど申し上げました

血圧計測定者につきましても１年以上が経過

し、確実に血圧が下がってきており、将来的

には脳血管疾患や心疾患をはじめとする各種

の疾病予防に結びついていくものと考えてい

るところでございます。 

 ただいま申し上げましたように、健康チェ

ックを受けることで将来の疾病予防・介護予

防につなげていきたいと考えておりますが、

そのためにはまず健康チェックを受けていた

だくことが重要となりますので、今後も市民

の皆様へ様々な広報手段を活用して、わかり

やすくＰＲしてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  皆さん、おはようござ

います。少し長くなりますけれども、私の思

いということでお話をさせてください。 

 新庁舎建設事業につきまして、お答えをい

たします。 

 施政方針で申し上げましたとおり、私は市

長に就任して以来、垂水市の発展と市民の皆

様の幸福の実現を政治理念に掲げ、元気な垂

水づくりのため、安心・経済・未来の三つの

挑戦に取り組んでいくという決意を述べさせ

てもらいました。この中でも安心への挑戦の

一つである新庁舎建設事業は、議員のご指摘

のとおり、計画どおりに進めなければならな

いと考えております。 

 本庁舎は築60年を超え、老朽化したこの庁

舎は、現状、大規模災害発生時等は大変危険

な状況でございます。熊本震災においては、

多くの自治体の庁舎が被災いたしました。こ

ういったことから、平成28年度以降、議員の

皆様をはじめ、市民の皆様に対しても、説明

を重ねながら一歩一歩進めてまいりました。

これまでご説明しているとおり、庁舎建設に

は様々なお考えがあることは認識しています。

だからこそ議会の皆様や市民の皆さんのご意

見を確認しながら事業を進めてまいりました。 

 繰り返しになりますが、庁舎建設事業はし

っかりと建設計画どおりに進めていくことが

市民の皆様の安心・安全につながることだと

いうふうに考えております。 

 我々の案以外に具体的、現実的な代案もな

い中で、また交付税や起債等、有利な条件に

時間的な制限がある中で、災害等発生時に脆

弱な現状の中、市民の皆様方の安心・安全の

拠点を建設していかなければならない責任が
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あるというふうに思っております。 

 庁舎建設は、遅れれば遅れるほど財政的に

も厳しいことが明確でございます。現状を冷

静に考えたときに、現実的に我々がお示しを

している案以外に、安全で有利な条件で新庁

舎を建設することは難しいと考えます。実現

可能な代案のない反対は、市民の安全を守る

視点から無責任と言わざるを得ません。私は

責任ある立場として現計画をしっかりと前に

進めていきたいというふうに考えております。 

○福祉課長（髙田 総）  おはようございま

す。子育て支援については、昨日、堀内議員

から質問がございましたので、要点を絞って

お答えいたします。 

 市長が施政方針で申し上げましたように、

令和２年度は子育て支援を重点的に取り組む

こととし、新たな事業として、子ども医療費

の助成対象者の拡大事業、保育所等の保育料

の軽減事業、保育所等の副食費の助成事業を

市単独事業として実施し、子育て世帯の経済

的な負担軽減、子育てと仕事の両立を支援し

ようとしているところでございます。 

 まず、子ども医療費の助成対象者の拡大に

ついてでございますが、昨年の９月議会にお

いて、令和２年４月から15歳に達する日以後

の最初の３月31日以前の者から18歳に達する

日以後の最初の３月31日までの間にある者に

拡大することについて、議決をいただきまし

たので、18歳までの子どもにかかる医療機関

等における保険診療の個人負担分を市の負担

により全額助成し、負担軽減を行うものでご

ざいます。 

 続きまして、保育所等の保育料の軽減につ

いてでございますが、令和元年10月に開始さ

れた国の幼児教育・保育の無償化に伴い、幼

稚園・保育所・認定こども園等を利用する３

歳から５歳までの全ての子どもたちとゼロ歳

から２歳までの住民税非課税世帯に属する子

どもたちの保育料が全額無償化となったとこ

ろでございます。 

 しかしながら、ゼロ歳から２歳までの住民

税課税世帯に属する子どもたちの保育料は、

無償化の対象外であることから、本市独自の

取り組みとして、令和２年４月から現行の保

育料を半額に減額し、その差額分を市が負担

することにより、負担軽減を行うものでござ

います。 

 続きまして、保育所等の副食費助成につい

てでございますが、国の幼児教育・保育の無

償化に伴い、３歳以上の保育認定児童の保育

料に含まれていた、給食のおかずやおやつ代

に当たる副食費が実費負担となったことから、

保育所・認定こども園・幼稚園等を利用する

子どものうち、国の減免制度の対象とならな

い子どもたちに係る副食費について、本市独

自の取り組みとして、令和２年９月から国が

定める基準額4,500円を限度として助成し、負

担軽減を行うものでございます。 

 以上でございます。 

○学校教育課長（明石浩久）  垂水中央中学

校の校則につきまして、お答えいたします。 

 おかげさまで垂水中央中学校は開校10年と

なり、３月12日は第10回卒業式を挙行する予

定となっております。 

 垂水中央中学校の校則につきましては、全

ての生徒の学習の権利を保障し、学校生活を

気持ちよく送ることができるように、学校開

校時に生徒心得としてつくられ、内容の点検

や見直しは毎年実施しているとのことでござ

います。 

 生徒心得の内容は、あいさつの励行や学習

の決まり、欠席・遅刻・早退の届出、服装な

どの規定が示されており、中学校入学説明会

等の機会に保護者にも説明を行っており、保

護者の方々からのご意見や要望も現在のとこ

ろはないとのことでございます。以上でござ



－115－ 

います。 

 続きまして、スクールロイヤーにつきまし

て、お答えいたします。 

 スクールロイヤー制度は、学校を取り巻く

様々な事案に迅速かつ適切に対応するため、

校長が直接弁護士に相談を行い、法的な側面

からの助言を受けられる制度となっておりま

す。 

 本市におきましては、現在のところ導入の

予定はございませんが、来年度、県教育委員

会におきまして、市町村立学校も対象として、

スクールロイヤーを活用できる事業が実施さ

れますことから、必要な事案が発生した場合

には、活用を考えているところでございます。 

 本市単独のスクールロイヤーの導入につき

ましては、今後も研究してまいりたいと思っ

ております。 

 以上でございます。 

○社会教育課長（野嶋正人）  おはようござ

います。垂水市さわやかあいさつ運動につき

まして、お答えいたします。 

 まず、この運動は、趣旨として、あいさつ

をとおして、地域における人と人とが信頼を

深め、毎日をさわやかに過ごすとともに、よ

りよい地域社会づくりと明るく健やかな子ど

もたちの育成に寄与し、安全で住みよいふる

さと垂水の環境づくりを進めていくことを目

的に、市内各種団体の32名の委員からなる、

垂水市さわやかあいさつ運動推進協議会を中

心に事業を進めております。 

 主な活動といたしましては、まず一つ目に、

年間をとおしての活動でありますが、特に新

学期の４月と夏休み明けの９月を強調月間と

し、市報等を活用した広報・啓発活動の推進、

のぼり旗の活用、各小中学校での地域の皆さ

んや公民館関係者、民生委員、学校応援団な

ど、いろいろな団体のご協力をいただき、ま

た同時期の教育委員会及び市役所職員の交通

安全立哨の際にもあいさつ運動を行っていた

だいております。 

 次に、令和元年度と２年度の垂水市さわや

かあいさつ運動推進標語の募集を行い、今回

は市内小・中学生より標語を募集し、応募総

数781点の作品から、境小学校４年生の児童の

作品、「おはようでいろんな笑顔の花がさ

く」が選出され、この標語を記載したポス

ターを700枚作成し、各学校や社会教育施設は

もとより、市内の金融機関やコンビニ、垂水

市商工会を通じての加盟店への配布など、数

多くの場所に掲示いただいております。 

 さらに、このさわやかあいさつ運動は、推

進協議会に所属いただいている各種団体や多

くの事業所においても取り組んでいただいて

おり、特に各家庭においては各学校のＰＴＡ

でも取り組んでいただいております。 

 このさわやかあいさつ運動は、平成21年度

に始まって以来、10年の歳月を経て、今では

各校区で児童の登下校時の見守り活動と並行

して、地域の方々とのあいさつの場が広がり、

また、振興会の中でものぼり旗を立てていた

だくなど、本運動の推進協議会の場でも構成

団体のご協力により、その運動の広がりは高

く評価をいただいております。 

 今後もこの垂水市さわやかあいさつ運動が、

より一層市民の皆様に浸透してまいりますよ

うに、教育委員会全体で努めていきたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○池山節夫議員  では、一問一答でお願いし

ます。 

 まず、たるみず元気プロジェクト事業です

けど、本当に大石先生のご努力と市長が連携

をして、いい事業だと思って、私、去年ちょ

っと行けなかったんですよ。打ち合わせで保

健課長に言ったら、来ると思ってたのに来ん

かったと言われてですね、忙しいんだ私も。
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でも今年は行こうと思ってますよ。 

 川越議員が今年行かれたと。まあやっぱり

長いと。もう私、おととし行って、去年も行

こうと思ったんですよ。２時間かかるからね

えと思ってですよ。まあ隔年でいいかと思っ

たりしたわけよ、本当。その１年１年、毎年

のほうがデータとしてはいいんだろうけど、

来年行けばいいかなと思って、去年ちょっと

バタバタしたもんだから、行かなかったんで

すけどね。でもいい事業だと思います。今年

は、保健課長、必ず行きますからね。 

 それで、これ聞いたのは、やっぱこの新聞

ですよ、市長。２月14日の、当然見られてい

ると思いますけど。これをこの前、総務文教

委員会の補正予算の審議の時に市民課長にも

ちょっと聞いたんですけど、誰のおかげでマ

イナスになったんだと、市民課長が言うには

保健課長だろうと。保健課長じゃないだろう

市長だろうと、こういろんな意見があるわけ

ですよ。そこで市長、これを単純にマイナス

2.46か、垂水だけですよ、国保が下がったっ

ていうのは。 

 この前もちょっと話をしたんですけど、徳

洲会がなくなったりして、病院に行く、病院

がなくなったからということがあるんだろう

という意見もあるんですけど、それはでも違

うだろう。病院にやっぱりかかっている人は、

徳洲会がなくなったら中央病院に行くし、何

とかやっぱり病院に行くわけですよ。だから

当然病院に行く方は行かれる方は、行ってい

るはずだろうから。ここがマイナスになった、

それも43市町村で垂水だけと。このことを市

長、どう考えるかだけちょっと聞かしてくだ

さい。 

○市長（尾脇雅弥）  いろんな複合的な要因

があるというふうには思いますが、ただ結果

として、３年間の平均として、43市町村の中

で垂水だけが下がっているということは非常

にいい傾向だというふうに思います。私がと

いうよりは、担当を中心に長年一生懸命その

ことを意識しながら、やって来たっていうの

は何より大きいことだと思いますし、大石先

生の話いわくは、例えば血圧っていうのも意

識して毎日はかるだけで下がっていくんだと

いうことがあります。 

 健康長寿プロジェクトっていうのは、高齢

化社会の中で、将来100歳時代を迎えると言わ

れる中で、これに二、三十年前みたいに財政

を充てていくと限界があるわけです。だから、

それに関しては運動と食事という二つの柱を

立てて、たるみず元気プロジェクトの中でこ

れを実践し始めて、ちょうど３年になるとい

うことでありますので、方向性としては間違

っていないと思いますし、そのことがそのま

ま反映されたとは思いませんけれども、間違

いなくその意識が変わって、目指すべき方向

としては健康長寿プロジェクトに代表される

みたいなまちづくり、元気で長生きというの

は誰もが望むところでありますから、そのこ

とを意識するということからスタートした。

それに類するような結果ということでありま

すので、いい傾向であると。何よりも担当職

員が一生懸命頑張っていただいたということ

は言えると思いますので、今後さらに発展し

ていかなければいけないというふうに思って

おります。 

○池山節夫議員  担当職員というとやっぱり

保健課長か、そういうことになるのよね。ま

あ、あなただ、やっぱり一番偉いのは。 

 まあ、私もあれですよ、去年は行かなかっ

たけど、おととし行って、その結果、あれは

特定健診かな、もらったんですけど、私おか

げさまで、飯は食うけど薬一つ飲まないんで

すよ。目薬ぐらいだな本当に。けがをしたら

病院行きますけどね。頭がちょっとね、とい

うのはあるかもしれんけど、本当に薬飲まな
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いですよ私。かぜ薬をたまに飲むくらい。だ

から、やっぱり健康長寿というのが一番だと

いうことで、これをこの施策は鹿大と連携し

て一生懸命頑張っていただきたいということ

で終わります。 

 次に、新庁舎建設事業についてなんですけ

ど、私、昨日の一般質問、同僚議員のを聞い

ていて、特に梅木議員の一般質問の中で振興

会要望のところがあったんです。そしたら、

土木課長も農林課長も当初予算で組めなかっ

た分に関しては、補正で全て対応するという

ような答弁があったわけですよ。これは、先

ほどちょっと控え室で、川越議員やら堀内議

員いらっしゃいましたから、ちょっとあなた

方には今日はちょっと悪口になるかもしれん

けどというのを前もって言っておったんです

けど。 

 これは以前、今の篠原議長が一般質問で質

問に立たれたときに、もう10年近く前ですけ

ど、返ってくる答弁が全部検討する検討する

だと。検討以外に何か言葉はないのかと一般

質問で言われたことがあるんですよ。本当に

その当時、振興会要望を議員席からこういう

ことをって言っても、検討しますという答弁

しか返ってこなかったんですよ。 

 それは何でかというと、やっぱり財政が悪

かったんですよね。特に尾脇市長の１期目、

２期目前半ぐらいまで、そして水迫市長、本

当に財政調整基金が１億8,000万ぐらいしかな

くて、鹿屋から合併から離脱を余儀なくされ

たと。要するにお金がないところとは合併し

ないと言われたんですから。そういう中にあ

って我々議員も市民からの要望も受けるけど、

それを土木課に言ったりしても、なかなかし

てもらえないと。そういうのを辛抱しながら、

ここにおられる川畑先輩から、まあ言って含

めて感王寺議員まで、この辺までが本当に大

変だったんですよ。あと、もうこの副議長あ

たりからはちょっと甘えてるんじゃないかと。

もう本当ですよ。昨日の梅木議員にはもう土

木課長も農林課長も何か、何か弱みでもある

のかな、全部するというけどなあと思ってで

すよ。こんなに財政がよくなったのかと感慨

ひとしきりですよ私。本当10年前だったら、

土木課長、あんな答弁は来なかったんじゃな

いかと。私は本当つくづく昨日後ろで聞いて

いて、本当に思ったんですよ。ああ、これま

で我々が、４期以上の我々議員が一体となっ

て行政と辛抱してきたおかげが今なんだなと。

もうちょっと、新人議員の皆さんも、ああ、

我々はいい時代に議員になったんだなという

ことをまず認識していただいてということを

言いたいわけです私。（発言する者あり）本

当、本当よ。そういうことをまず申し上げて

質問に入っていきたいと思います。（発言す

る者あり） 

 それで、昨日のいろんなやり取りを聞いて

いて私が思うのは、議員となって、議員とし

てできること、市長となって市長ができるこ

と、執行部として職員の皆さんができること、

これをやっぱりみんながわきまえて、我々議

員は執行部から出されたもの、そういうもの

に対してノーを言えるわけですよ。それは議

員14人で全員一丸となって、だめなものはだ

めだと、いいものはいいと。半分になったら

半分で、それでも通ったら通ったと、それが

議会なんですよ。市長ではないですからね。 

 まず、それで２回目の質問に入っていきま

すけど、どっから行こうかな。 

 まず、昨日から位置変更条例の提案時期が

問題になっていますけど、これは新庁舎の位

置というのは、基本計画の中で議会にこう、

あそこでいろいろ検討したけど、あそこがい

いと思いますというふうに提案されて、その

ことを我々議会は一生懸命もんで、質問もし

て、30年か、予算も通して地質調査も通して
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きているわけです。ということは、そこまで

でほぼ終わったわけですよね、議会としては。

通して、予算を通したわけですから。 

 ここから先は位置条例の提案時期について、

いろんな見解はあるとは思うけど、昨年、川

畑議員がもう大分早い時期に言われているん

ですけど、建物ができてからでいいんじゃな

いかということを川畑議員が言われているん

ですよ。位置条例というのは、例えばここに

新庁舎を建てるという場合は、位置条例の条

例案は関係ないわけですからね。向こうに建

てるって言うから位置条例が、移転するから

必要になってくるというだけで、予算とは別

個に考えるべきだと私は思うんですよ。私の

意見だから。だから、議会としては提案され

たものを予算も可決してできるように、そし

て、でき上がってその時点でいいか悪いかも

決めればいいと、そう思いますよ。 

 だから、位置条例を位置条例をといつまで

も言うというのは、また別個の話だと思うん

ですよ、私は。この点について、役割がしっ

かりわかる状態になってからでいいと思うん

だけど、企画政策課長でいいや、その辺どう

思います。 

○企画政策課長（二川隆志）  おはようござ

います。位置変更条例の提案時期という形で

お伺いしたというふうに認識しております。 

 こちらにつきましては、昨日の川越議員及

び森議員からもご質問をいただきました。私

と副市長のほうで答弁させていただいたんで

すけれども、今、池山議員からもご提案いた

だきましたとおり、様々な考え方がございま

す。これまで答弁しているとおり、やはりこ

の条例案につきましては、慎重に判断した上

で議会のほうにご提案させていただきたいと

いうふうに考えていることに変わりはござい

ません。 

 以上でございます。 

○池山節夫議員  そういうことですよ。慎重

に検討するというのは、それ以外に答えはな

いと思いますよ。じゃあ早く出そうかといっ

たら、またいろんな問題が出てくるからね、

議会との兼ね合いも。慎重に検討していい時

期にというので、執行部の考えでそれでいい

と思っているんですよ。でき上がった建物を

新庁舎としてみんなが見て、市民も見て、

我々議員もその時点で判断をして、ああこん

な所にやっぱりつくっちゃいけなかったんじ

ゃないかと、塩水がかぶるぞと、浸水もする

じゃないかと、そのときに否決すればいいわ

けだよね。でしょう。 

 そのときに、私は、必ずいい物ができると

思っているし、市長もそうだろうから、あそ

こに提案されているだろうし、私も反対され

る方も、いい物はでき上がってしまってから

は反対できないからと思って、反対されてい

ると、私の理解ですよ。だから、でき上がっ

てからでそれはいいと思います。それで、ま

あそういうことだ。 

 だから、位置条例の条例案について、その

まま慎重に検討するという言葉なんだけど、

私が今言っていることわかります、位置条例

というのは別個に考えればいいんじゃないか

と、予算とかいうのとは。そのことに関して

どうかもできないかもしれんけど、企画政策

課長、答弁。 

○企画政策課長（二川隆志）  こちらにつき

ましても予算案と、この位置条例案というと

ころを同時に出すのかどうかというところの

ご質問だというふうに認識するところなんで

すけれども、こちらにつきましては予算は予

算で確定した段階、そういった段階ではやは

り議会のほうにご審議させていただかなけれ

ばなりませんし、またこの条例案についても

議会のご審議が要るというところでございま

す。 
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 ですので、こちらについても、あくまでも

我々としましては、先ほど来申し上げており

ますけれども、それぞれやはり慎重に検討し

た上で、議会のほうにはご提案させていただ

きたいということでございます。 

 以上でございます。 

○池山節夫議員  そうでしょうよね。昨日、

川越議員の質問のところで、地方債について、

財政課長から何か、これまでは民間からしか

借りられなかったのが公的な所から借りられ

るようになったみたいな話があったんですけ

ど、そこについてもう一遍説明してください。 

○財政課長（和泉洋一）  新庁舎建設に係る

地方債につきまして、お答えいたします。 

 昨日、川越議員に答弁いたしましたとおり、

新庁舎建設で予定している市町村役場機能緊

急保全事業債の借入先に、令和２年度の同意

分から地方公共団体金融機構が追加される見

込みでございます。 

 これにより何が有利になったかと申します

と、借入利率が違うということでございます。

地方公共団体金融機構の今年度の貸付条件を

見ますと、30年償還の場合0.3％となっており

ます。一方、市中銀行から借り入れる銀行等

引き受け債の利率は、最近の実績ではそれよ

りも幾分高い利率となっておりますので、長

い償還期間に発生する利息支払いに恐らく億

を超えるような、相当な額の削減効果がある

ものと想定いたしております。 

 以上でございます。 

○池山節夫議員  これはもうタイムリーと言

えばいいのかな、どうなんだろう。市長、例

えば、これ聞いていいのか悪いのかわからん

けど、そういうのも森山先生のお力がちょっ

とあったのかなと思ったりもするんだけど、

こんなうまい具合に令和２年度から、我々は

昔いろんな一般質問の中でも、言葉は今も適

当かどうかわからないけど縁故債、縁故債を

借りましたという言葉があって、縁故債とい

うのは何だっていうと、それが民間の金融機

関から借りたやつと。こういう公共団体から

借りたやつとは別にちょっと金利が高いと。

だから、この縁故債を早く地方公共団体から

借りられるやつに借り換えろ、そういうこと

ができないのかという一般質問もしているわ

けです。ここへ来て民間からじゃなく、よそ

の市中銀行からじゃなくて、そういうことが

できるようになったと、あまりにもタイム

リーだなと思ってね。これは垂水市にとって

追い風だし、それこそ今財政的な面で今が一

番よくなるチャンスとしていいなと思うんだ

けど、市長、この辺について考えだけでも。 

○市長（尾脇雅弥）  正確にそうだと言い切

れませんけれども、先ほど、これまでお話を

してきたお金の問題に関しては、いろんな資

材等が高騰していると、消費税も上がったり

いろいろ複合的な要因がある中で、交付税に

関しては、熊本震災の限定措置ということで、

もうこれはいよいよ今年度までにそういうこ

とでやらなきゃいけないっていうことであり

ますから、対象となるのは我々の案以外にな

いというのが８億円だっていうお話のことを

言っていたんですけれども、今回のものはそ

れとは別に新しく財政的な、本市にとっては

大変ありがたい提案なんです。 

 令和２年度から始まるっていうことで担当

課長が申し上げましたけど、ただ今年度で終

わる可能性も非常に高いんです。最終年度に

これがそういう枠が広がった、スタートとい

う意味ではスタートなんですけれども、ある

意味ぎりぎり間に合うかたちで入ってきたと

いうことになります。 

 はっきり申し上げられませんけど、これに

乗っかっていくことによって金利も含めて長

期的には数億円ぐらいのメリットがあるとい

うふうには考えられますから、まあそういう
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時期だと。これはもう今しかないということ

は明言できることでありますから、先ほど申

し上げたような、そこも含めて現実的に我々

の案で進めていくということが庁舎を建てる

っていうことにつながっていくと思いますし、

いろんなご意見があって、それらのいろんな

ものも取り入れて、これからつくっていきた

いというふうに思っていますけど、それがも

し白紙に戻るとか、いろんなことになったと

きに庁舎を建てられないという可能性が十分

にありますから、それに対してどういうふう

にして責任を取っていくのかっていうことに

関しては、私は現状において責任ある立場と

して、60年で危ないこの庁舎をできる限り早

く建て替えていく、先ほど言いました財政的

なものも有益ないろんなものがあるうちにし

っかりと進めていくということで、変わらな

いことでやっているとお話をしたところでご

ざいます。 

○池山節夫議員  本当に財政課長が言った公

共団体から借りられて、30年で恐らく億違う

でしょう。これは本当にすごいことで、１億

円違って、垂水市の１万4,000幾らの人口で１

億円というお金がどんなものか、それはね、

８億円の交付税措置も要らないみたいな話を

された方もいらっしゃいましたけど。それは

ね、我々は商売をしていて１円、10円の世界

で商売をして長いこと生きてきましたから、

本当に８億円を要らないなんていうやつの気

が知れないというかね、失礼な話ですよ。お

金の大切さがわからないのかなと思います、

私ね。もうちょっと財政的なものをきちんと

考えながら、議会でも質問したりいろいろし

ないと、議員としての資質を問われると私は

思っています。 

 それで、ちょっと後ろへ返るんですけど、

考える会の方の建設案ですよ。私は前々回こ

れなんだ、どこのアパートだと思ったんだけ

ど、これが建設案だと、対案だと。この対案

でいくと、6,000平米みたいな話もされたし、

この対案でいくとどっかこの辺にそこの民家

があるわけですよ。そこをやっぱり買わない

といけない。交渉もしないといけない。その

移転先も見つけないといけないと。そういう

のは当然この図面見ただけでもわかるわけで

すよ。そういうことは全然言われないと。 

 そして、消防庁舎を前回の12月議会の住民

投票条例の反対案の中でも私言いましたけど、

消防庁舎を５億円ぐらいのデジタル機器が入

っていると。そんなことも何も考えないで消

防庁舎もこれに入っている。今の新庁舎は消

防庁舎は含んでないですから、職員250人ぐら

いと、それで計画だと。この案だと、消防庁

舎も入るから300人規模になる。そして工期を

３期に分けて、この前も言ったけど、壊しな

がらつくる、壊しながらつくると壊したたび

に耐震診断をしないといけない、耐震診断を

したら必ず耐震補強しないといけない、それ

を繰り返しながらつくるんだと、もう荒唐無

稽だな、言っていることが。そういうふうに

してつくって、じゃあ、あの建設単価が今の

行政から出されているその単価のどのぐらい

になるか。私ね、さっとこう私の頭で計算し

ただけで平米80万近く行きますよ、こんな建

て替え方したら。そりゃ異論もあるでしょう、

反対する人は。いや、そんなにかからんよっ

ていう人もいるかも知れないけど。そんな耐

震診断をして耐震補強してつくりかえて３期

に分けて、消防庁舎もつくりかえて、そんな

こと言っていたら、本当に80万とは言わなく

ても70万ぐらいかかるんじゃないかなと私は

思いますよ。そして、大きさもあんな大きな

物を建ててとか言いながら、じゃあ大きさは

って言ったら、同じぐらいの規模の6,000平米

だ、とんでもなくかかりますよ。 

 だから、自分たちが反論するときには、責
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任ある反論をしないと。責任ある対案を示し

て、そしてこれでどうだと。我々もそれなら

そっちがいいかなと思ったりするわけです。

全然そういうこともなくて、ただ反対だと。

対案は示したけど、さっきここにちょっと書

いたんだ。高橋代表、今日来てらっしゃいま

せんけど、市民館の所が3,000万円の議決をど

うのこうのと。あともう一つ何だったかな、

二つあったんだ。これはほかの議員から聞い

た、間違っていたら申し訳ないと。3,000万円

のところね。そして、基金の財源がふるさと

納税から来てると。これもほかの議員から聞

いた、間違ってたら申し訳ないと。どの議員

だ言ったのは。これを、高橋代表はこれを言

ってるんですよ、議員から聞いたって。言っ

た議員はどの人だ。言ってないなら、高橋代

表に、議員があそこは取り消せと言うべきで

すよ。我々はこんな、高橋代表と同調して住

民投票条例出したりしたわけじゃないから、

一緒に持ってきた人が恐らく言ったというこ

とになるんですよ。名誉毀損で訴えなさい、

これ。議員から聞いたと言ってるんだから。

議員から聞いてなければ本人がうそを言った

ってことなんだ。これは質問とは関係ないで

すけど、ちょっと言っておきます。 

 まずそれだけのことを言って、今の執行部

の案、それがある。私は前回も言いましたけ

どアルミとね、ステンレスとアルミだけで本

当に去年の９月と10月で８％上がったんです

よ。これから年々、年々、大体５％ぐらいで

資材が上がっていくとする、昨日もあったけ

ど、そしたらとんでもないことになる。これ

白紙に戻して、本当に市民のためになるのか。

資材は今から下がりますよ。新型コロナが来

たから毎年５％ずつ資材も下がりますがと、

工事費も下がりますと言うならまた別だ。だ

けどどう考えたって資材も上がるでしょう、

工賃も上がるでしょう。こういう時代にです

よ、今財政もやっと、さっき聞いたけど市有

施設基金が15億幾ら、財調が12億円ぐらい。

我々ね、本当に感王寺議員から上、難儀した

んだから。本当に難儀した。もう本当に行政

連絡会のことを言っても、本当に取り合って

もらえなかったんだから。それぐらいお金が

なかったんだ。財調が１億8,000万、本当にイ

ンフルエンザ一発で１億8,000万吹っ飛ぶんだ。

今度のコロナウイルスなんか垂水に来たら二、

三億吹っ飛ぶんですよ。そんな財調もない時

代に市役所をつくらんと危ないということを

言っても、それに現実味がなかったんですよ。

ここへ来てみんなで努力して、一生懸命頑張

って、市有施設の分も15億円やっとたまった

と。財調も10何億円たまったと。市債は126億

あったですよ、私１期目。市長が２期目のあ

たりでもまだ120億からあったはずだ。それが

やっと今100億切っているわけでしょう。借金

を減らして、財調を、基金を増やして、ここ

までどんなに難儀をしたか。やっと市民のた

めに、この危ない庁舎をね、60年たってるの

を、これ震度５が来たら真ん中危ないですよ。

私、水迫市長の時代に言いましたから。自分

一人だけでもあの柱のそばに逃げるって。自

分だけしか助からないんですよ。落ちてくる

んだから。それを我々だけじゃないですよ、

１階に市民の方がいらしたら、落ちてきて亡

くなる可能性だってあるんだ、そのときにど

ういう責任とるんだってことですよ。やっと

それの現実味が帯びてきて、さあ今から早く

つくりましょうというときに、議会も一丸と

なって、新庁舎をつくるような努力をしない

といけないと私は思います。 

 そこで、少なくとも、昨日もあったけど、

柱頭免震の話があったのですけど、そういう

ものやらで、まあ今試算して、やっぱり最初

37億かな、それよりは上がると思うけど、そ

の辺について財政課長でも、どうですか。ど
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っちでもいいです。 

○企画政策課長（二川隆志）  やはり総事業

費につきまして、基本計画段階で37億という

かたちで皆様方にもご説明しましたし、記録

にも上げております、やはりそのころからし

ますと、やはり議員ご指摘のとおり資材の高

騰、また、安全面に配慮した形の柱頭免震構

造、そして地盤改良、それから消費税かれこ

れも含めて、やはり８％から10％ぐらい上が

っております。そういったことを勘案します

と、やっぱり人件費、資材費、こういったと

ころの動向、特にオリンピックの需要という

部分ではかなりの影響を受けているのかなと

いうふうに思っていますので、やはりそれな

りの増加は見込まないといけないというふう

に考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○池山節夫議員  もうこのぐらいで終わりま

すけど、私の意見だから、私の意見ですから

ね。本当にやっと新庁舎を建設できると、

我々議員もみんなで早く庁舎をつくろうじゃ

ないかという一般質問も散々やってきたわけ

ですよ。そして、こういうことを選挙の争点

とすると市長選挙としては厳しい、それもわ

かってそれを争点にした。戦ったと、勝った

と。ここから先は市民の幸福を考えるなら、

本当に市民のためを考えるなら、みんなで一

丸となって新庁舎建設を応援しようじゃない

かと。これが私の執行部に対する、そして議

会の同僚議員の皆さんにも対する私の意見で

す。これで、このことについては終わります。 

 あと子育て支援のところ。市長、これはこ

ういう場で言っていいかどうかわからんけど、

新聞に載っていたから言いますけど、（発言

する者あり）三反園知事の１期目の公約実現

率がたしか５％って載ったと思いますよ、

５％。それからすると、尾脇市長、私さっき

冒頭10年目になって施政方針聞いていて、ち

ょっと自信も見えてきたなと。やっぱりこれ

まで、やっぱり１期目のあたり、２期目の終

わりのあたりはもう随分だったと思うけど、

やっぱり１期目じゃね、市長ってあまり何も

できないと思いますよ。だから垂水がいろい

ろ市長選挙で１期１期変わっていたとき、や

っぱり２期、３期されたほうがいいけどなあ

と私は思ってたんですよ。ここへ来て３期目

と、３期目も１年たって10年目になったと。

やっぱり９年たつと実績も見えてきます。 

 南の拠点もいろんな反対があったけど、あ

れも商工会でも総会のときかな、反対もあり

ましたよ。だけど、今できて、あそこを議員

の中からあんな物をつくってという質問も来

ない。私は当時から、まちがにぎわうものを

つくって何で反対するのかと思っていました

けど、今それが証明された。庁舎もそうだと

思いますよ。だから大変だろうけど、この実

績を背景にというので、何を聞きたいかとい

うと、市の単独事業として副食費とか高校生

までこれを、これ公約にあったんですよね、

たしか市長のこの選挙の。この辺のことを公

約の達成として掲げて、その思いかな、ちょ

っと聞こうかな。この副食費なんかについて

の意気込みというかな。 

○市長（尾脇雅弥）  思いということで、私

が政治家になった原点というのは、５歳のと

きに交通事故に遭って、友達２人が亡くなっ

ちゃったんです。私は生かされた者として、

しっかりと信念を持って筋を通して生きてい

こうと。たまたまそういう家系でもありまし

たから、いろんなことを勉強しながら、ここ

まで来させていただきました。 

 36歳で市会議員に当選させていただいて、

その後43歳で市長選に初当選をさせていただ

いて、先ほど、池山議員がおっしゃるとおり、

力不足でいろんな意味でご迷惑をおかけした

ところはあると思いますけど、継続していく
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中で、いろんな人脈とかいろんな政策の中身

がわかってまいりまして、やるべき方向性と

いうことで、これまでもやってまいりました。 

 垂水市が抱える、日本全体が人口減少社会

です。その中で少子化・高齢化っていうのが

セットでありますから、高齢化ってのは悪い

ことじゃないんです。ただ元気で長生き、そ

れを補完するものが幸い鹿児島大学の大石先

生とのすばらしいご縁があって、健康長寿プ

ロジェクトがある。一方の子育て支援の部分

に対してしっかりとやらなきゃいけない。も

ちろんいろんなご意見があって、もっとこれ

もある、これもある、そのとおりなんですけ

れども、限られた財源の中で、先ほどありま

した15年前に合併ができないころに、議員の

先生方にも我慢していただいて、あるいは職

員も定数50減らして、給与もカットして、私

も25％カットして、ずっとやってきて、やっ

と今ここまで、いろんな形が恩返しできると

ころまで来ました。 

 １年間で、一般会計、特会合わせて約180億

円弱の予算を組む中で、いわゆる市税という

のは14億ぐらいでありますから、なかなかそ

の市民の皆様方のご負担だけで、いろんなこ

とをやることはできない。先ほどありました

国とかの支援もいただきながら、交付税とか

いろんなものをうまく連携しながら、形にし

て来れておりますので、この子育て支援に関

してもしっかりと未来を明るくする意味でも、

この部分にもしっかりと光を当てて、垂水の

未来をつくっていくということは、何より大

事なことだというふうに思います。突発的な

ご質問でありますから言葉の言い間違いとか

適正を欠くことがあるかもしれませんけれど

も、思いとしてはそういうことでありますの

で。 

 そういう流れの中で南の拠点も３年前に荒

れ地、草ぼうぼうだったものを皆さんのご理

解で、いろんな意見があるのはそのとおりな

んですけれども、１年間を経過して、約80万

人の皆さんが集う場所になった。これからそ

れ以外の予定、計画もありますから、もっと

もっと広がっていくということだと思います

ので、交流人口を増やして、そのことによっ

ていろいろパイを増やしていく、その財源を

医療や介護や福祉、子育て支援に充てていき

たいというのが考え方で、いよいよそれが形

に少しずつですけれども、できる状況になり

つつあるのではないかというふうに思います

ので、しっかりと前に進めてまいりたいとい

うふうに考えているところでございます。 

○池山節夫議員  本当に100億を超える予算を

組めるって、このことはすばらしいと思いま

すよ。やっぱり手腕として評価します。当初

予算が90億円という時代もあったんだ。財源

がなければ100億円組めないんですから。それ

は行政の皆さん、市長以下よく頑張っている

と私は本当に高く評価しますよ。これからも

続けて頑張って、庁舎建設のためにも一生懸

命やってください。 

 あとは教育行政なんですけどね、中学校の

校則も10年たっているけど何も不備はないの

かなという思いでちょっと聞いたんですよ、

中学校に何か問題があるって聞いたわけじゃ

ないですから。 

 スクールロイヤーについても先ほどの答弁

で理解します。 

 さわやかあいさつ運動ですけど、教育長、

学校教育課長、社会教育課長は市民館前、総

務課長はどっかですかね、総務課長はどこに

も行ってないかな。私が見ているのはお二人

がセブンイレブンの前、市民館、立って子ど

もたちを誘導されている。寒い中大変ですよ。

朝７時過ぎからだから。本当に大変だと思い

ます。 

 そして、子どもが、私が牛乳配達している
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と、遠い所から子どもがぱっと立ち止まって

「おはようございます」って言うんですよ。

それは教育長以下、皆さんのご努力のおかげ

だと思って、ここをわざわざ入れたんです。 

 でも、あと四、五分ありますから、ここか

ら先はあれですよ、私、後援会で飲み方をし

たらその話が出たんですよ。ほんで、あの寒

い中を教育長も学校教育課長も大変だなあと。

教育熱心なだけだろうかと、何かないかと、

何かないんだろうかと。私の後援会には火の

ない所に煙を立てるやつがいるんですよ。教

育長は県会議員に出ようと思ってるんじゃな

いかなと。火のない所に煙が立つんですよ。

学校教育課長も社会教育課長も立っている、

あれは南日本銀行の前に立ちだしたら危ない

ぞと。本気だぞという話になるわけですよ。

市長が市長選挙のときに立つのも寒い中立つ

の大変なんですから、私も立ったりしますけ

ど大変なんですよ。子どもを誘導するとやっ

ぱりどんなことがあるからわからないから本

当大変なんです。 

 そこでもう時間もないからお三方でいいや、

順番でいいですよ、野嶋課長、協和出身です

よね、私はこれは川畑先輩のために聞くんで

すよ、その気はないな、あるか。 

 で、学校教育課長に関しては、これはまた

海潟なんだけど、どうも中央からじゃないか

って、そんな煙が立つんです。これお二人。 

 教育長、教育長はさすがに市議じゃないだ

ろうと、県議だぞという話があるんです。総

務課長も笑ってる場合じゃないよ、あなたも

県議だろうって話があるんで、あなたまでつ

いでに聞きますよ。順番に否定するなら今否

定しとかないと、煙は燃え上がりますから、

順番にどうぞ。 

○社会教育課長（野嶋正人）  まず先ほど、

池山議員の話の中にありましたように、市長

は市長の役割がある、議員は議員の役割があ

ると、職員は職員の役割がある、それをちゃ

んと踏まえながら、今後も頑張っていきたい

と思います。 

 また、あいさつ運動も今お話があったよう

に教育委員会職員もみんな出ております。市

役所職員も交通安全運動のときにみんな出て

いただいているので、これはやはりみんなで

取り組む運動だと思っておりますので、今後

もみんなで頑張っていきたいと思います。 

 以上です。 

○学校教育課長（明石浩久）  朝、市民館前

交差点に立っておりますと、知り合いの方々

から毎朝ご苦労さまです、大変ですねと声を

かけていただくことも多いのですが、実際は

好きで立っております。やはり自分は学校の

教員なんだなあとつくづく思っております。

小学生も中学生もよくあいさつをしてくれま

す。行ってらっしゃい、気をつけてねと声を

かけると、行ってきますと返してくれる小学

生・中学生もおりまして、毎朝こちらが元気

をもらっております。 

 朝、小学生とあいさつを交わす私には思い

がございます。小学生のうちにあいさつに対

する抵抗感を少しでもなくして、いい中学生

になってほしいという思いがございます。毎

朝のあいさつは私の中学校への恩返しの意味

もございます。 

 以上でございます。 

○教育長（坂元裕人）  まず、さわやかあい

さつ運動や交通安全指導につきましては、日

ごろから多くの市民の方々にご参加いただき、

子どもたちを含め、市民の方々の安全・安心

の確保に寄与していただいておりますことに、

改めて感謝申し上げます。 

 さて、私も朝、市民館の前の交差点に立っ

ておりますけれども、子どもだけでなく大人

の方々を含め、多くの人たちとのさわやかな

出会いがございます。自転車の男性の方でい
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つも笑顔で気持ちのよいあいさつをしてくだ

さる方がいらっしゃいます。同じく自転車通

勤の女性のお年を召された方で、こちらも笑

顔で素敵なあいさつをしてくださる方がいら

っしゃいます。気持ちのよいさわやかな朝で

ございます。垂水の人の温かさや思いやりを

改めて感じます。垂水の子どもたちがやがて

こんな大人に育ってくれたらな、ありがたい

なと思っております。実際、小学生も中学生

も高校生も実に気持ちのよいあいさつをして

くれます。日々成長している子どもの姿に私

が元気をもらっているような気さえいたしま

す。 

 一方で今の子どもはあいさつをしない、あ

るいは交通の決まりを守らない等の声を聞く

ことがございます。全ての子どもではなく、

ごくごく一部の子どもなのでしょう。子ども

ですから、中にはあいさつが恥ずかしい子も

いるでしょう、緊張する子もいるでしょう。

やんちゃで元気いっぱいな子もおります。そ

んな子どもがいたら、おおらかな気持ちで大

人のほうからあいさつをしましょう、交通の

ルールを教えてあげましょうと言いたくなり

ます。明るく元気なあいさつがコミュニケー

ションを活性化したり、良好な人間関係を築

いたり、人を笑顔にしたりすることにつなが

ることを、やがては子どもたちが気づいたり、

感じてくれたりすることを願って、これから

も時々明石課長と交差点に立ちたいと思って

おります。 

 以上でございます。 

○総務課長（角野 毅）  身にあまるお言葉

をいただきましたけれども、38年間、全体の

奉仕者として市民の福祉の向上ということを

考えながら務めてきた者として、退職後もそ

ういうつもりで頑張っていきたいと思ってお

ります。 

 以上です。 

○議長（篠原則）  ここで暫時休憩いたし

ます。 

 次は、10時40分から再開いたします。 

     午前10時32分休憩 

 

     午前10時40分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 次に、14番、川畑三郎議員の質疑及び質問

を許可いたします。 

   ［川畑三郎議員登壇］ 

○川畑三郎議員  日本列島は暖冬が続き、雪

不足の地域もあり、観光地のスキー場も雪が

降らず、閉鎖された箇所が多くあると報道さ

れている中、２月になって各地区で雪が降り、

中旬には大雪となり、鹿児島にも初雪が降り

ました。鹿児島のシンボルの桜島も２月17日

の初冠雪が観測されました。統計の記録が残

っている1909年以降で観測史上、最も遅い初

冠雪でありました。異常気象が続いていると

考えられます。 

 １月26日夜から27日にかけて、発達した低

気圧の影響で吹き荒れた強風により、垂水市

を中心に農業用施設の損壊やビニールが飛ば

される被害がありました。予想外の春の嵐に

落胆しながら、後片づけに追われておりまし

た。 

 いつ、どこで、災害が起こるかわからない

異常気象であります。令和２年度の農業に対

する予算も多く計上されております。50歳未

満の就農者を対象とする、農業次世代人材投

資事業と市単独事業について、説明をお願い

いたします。 

 中山間地域等直接支払推進事業も４期の事

業も終わり、令和２年度から５期目の事業が

始まります。４期の総括と５期目に対する取

り組みをお知らせください。 

 農道整備事業の内容をお知らせください。
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春の嵐で大きな被害を受けた垂水市でありま

したが、被害の状況をお知らせください。 

 水産業についても、水産振興のため、今年

度も水産に対する予算案が計上されておりま

す。カンパチ、ブリの養殖業も、えさは高め

である中、売値が高値で安定していて、経営

も両漁協とも順調に進んでいるのではないで

しょうか。 

 主な事業として、種子島周辺事業を、牛根

漁協、垂水市漁協の両漁協に対応されると聞

いておりますが、重要な事業と考えますが、

実施計画について、説明をお願いいたします。 

 ２月14日の新聞に国民健康保険税の記事が

掲載されました。見出しには、一人当たり

9.8％増、必要額平均42市町村で増額とありま

したが、必要額が減ったのは我が垂水市だけ、

前年度比の伸び率でマイナス2.46％とありま

した。これは、垂水市の国保にとっていいこ

とだと理解したところですが、その内容につ

いてお聞かせください。 

 １回目の質問を終わります。 

○農林課長（楠木雅己）  農林業についての

今年度の事業内容についてにつきましてお答

えいたします。 

 まず、新規就農者につきましては、国の農

業次世代人材投資事業の活用を軸としながら、

育成支援に取り組んでおります。 

 本事業は、要件を満たした認定新規就農者

に対し、最長５年間、年間最大150万円を給付

し、不安定とされる就農直後の経営を支え、

営農定着につながるように支援を行うもので

ございます。 

 新年度予算案に計上しております対象者は、

継続中が７名、これとは別に新規開始を想定

して１名分を見込んでおります。 

 また、今申し上げました国の事業対象要件

を満たさない新規就農者の方々を対象に、市

単独事業において、平成28年度から生活支援

金をはじめ、機械導入のための経費の一部助

成など様々な支援を制度化して活用いただい

ておりますので、これらの事業につきまして

も、新年度予算案に計上しているところでご

ざいます。 

 新規就農者に対しましては、関係機関と連

携したサポート体制も構築しておりますので、

いずれの事業につきましても、事業を導入し

た新規就農者が経営の基盤を確立し、営農定

着という目的を果たすよう、取り組んでまい

ります。 

 次に、中山間地域等直接支払交付金事業に

つきまして、お答えいたします。 

 本事業は、農業生産条件の不利な中山間地

域等において、地域で農用地を５年間維持・

管理していくための取り決めである集落協定

を締結し、それに従って農業生産活動等を行

う場合に、面積に応じて、一定額を交付する

仕組みでございます。 

 令和元年度は第４期対策の５年目となり、

最終年度に当たりますことから、各集落協定

では役員会を開催し、第４期対策の総括を行

うとともに、令和２年度から開始される第５

期対策に向け、活動内容の協議をはじめ、協

定内農地やその耕作者について、再度確認等

を行っております。 

 なお、第４期対策まで市内の集落協定は９

つあり、それぞれの地域で活動を行っており

ましたが、そのうち、１協定が協定参加者の

協議において、耕作者の高齢化等を理由に今

後５年間の協定内農地の維持・管理が困難で

あるとして、令和２年度からの第５期対策に

は取り組まないものとしております。 

 以上でございます。 

 続きまして、農道整備事業についてお答え

いたします。 

 振興会からの農道整備事業への要望は13件

で、令和２年度の当初予算では田神中洲地区
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と牛根大中野地区の２カ所の舗装工事を計画

しております。 

 また、農道の修繕や草刈り等の維持管理に

つきましては、重機借上料と維持管理等委託

費を計上しており、振興会等からの要望に対

応してまいりたいと考えております。 

 なお、農家や振興会等からの要望件数が非

常に多いことにより、今回、当初で対応でき

なかった箇所等につきましては、関係課と協

議の上で補正予算等で随時要求してまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

 続きまして、強風による災害状況について

お答えいたします。 

 梅木議員への答弁と重複する部分もござい

ますが、災害の状況は令和２年２月11日現在

で大型ビニールハウスのビニール、パイプ等

の破損によります被害件数が366件、16.3ヘク

タール、被害額が3,970万7,000円、トンネル

ハウスが６ヘクタール、被害額が1,170万円、

農作物のサヤインゲン、サヤエンドウ、メロ

ンなど被害面積118ヘクタール、被害額が

2,741万2,000円の合計7,881万9,000円となっ

ております。 

 これまでの対応でございますが、被災当日

の早朝、関係課で協議し、被災ビニール及び

マルチにつきましては、上野台地の市有地に

搬入いただくよう、農業委員等を通じ周知し、

市で負担し、処分することを決定いたしまし

た。 

 また、さらに搬入期日を２月16日まで延長

する旨の文書を回覧し、周知を図ったところ

でございます。さらに、２月20日から３月15

日までパイプ等被災金属につきましてもビ

ニール類と同じく、上野台地に搬入いただき、

市内業者に無料で引き取っていただくよう、

文書により周知したところでございます。 

 また、農業委員、農地利用最適化推進委員

等を通じ、被災農家へ念のため被災時の写真

を撮影していただくよう、可能な限り周知を

お願いしたところでございます。 

 現在、国、県に支援の要望をお願いしてい

る最中ですが、仮に支援があった場合、これ

までの国、県の支援のあり方が年度内事業完

了が原則であり、その結果を待ってからの申

請処理では事業執行が間に合わないと判断い

たしまして、支援があることを想定し、被災

された農家の皆さん方の被災額の状況を把握

するため、振興会を通じ申請書を各戸配布し、

３月６日まで申請書の提出をお願いしたとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  種子島周

辺漁業対策事業につきましてお答えいたしま

す。 

 本事業は、種子島から打ち上げられており

ますロケット発射による漁業者への影響を緩

和することを目的に、平成18年度から実施さ

れております。事業内容といたしましては、

垂水市漁業協同組合につきまして、水産加工

処理施設として、加工場への冷凍庫設置工事

及び関連する空調・氷搬送パイプ工事と出荷

口へのドッグシェルター設置工事を計画して

おり、事業費は１億571万円を予定しておりま

す。 

 牛根漁業協同組合につきましては、牛根境

中磯沖の二次分といたしまして、養殖生けす

係留施設、２列28台分の更新工事を計画して

おり、事業費は9,873万1,000円を予定してい

るところでございます。 

 なお、補助率につきましては、国、ＪＡＸ

Ａが70％、県が約５％、事業主体であります

漁業協同組合が残りの25％を負担することと

なっております。 

 以上でございます。 

○市民課長（鹿屋 勉）  議員ご承知のとお
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り、新たな国保制度では市町村は財政的責任

を担う鹿児島県へ国保事業納付金を納付し、

保険給付費等の必要な費用は鹿児島県から交

付金を受ける納付金制度に移行したところで

す。新聞の記事に記載されておりました一人

当たり保険税必要額は県に納付する国保事業

費納付金を納付するために必要な保険税総額

を被保険者数で除した額でございまして、国

保の被保険者数が減少傾向にある一方で、団

塊の世代が70歳以上になり、年齢構成が高く

なっていることなどが要因で、県全体の保険

税必要額が対前年度比9.82％増加した中で、

垂水市だけが対前年度比2.46％の減少となっ

たとの内容でございます。 

 保険税必要額の算定の基礎額となる国保事

業費納付金は、令和２年度で５億1,716万

3,000円、対前年度比2,427万8,000円の減とな

っており、県内で事業費納付金が減少した市

町村は本市のみとなっていることから、保険

税必要額も同様に本市のみ減少したところで

ございます。 

 国保事業費納付金は、過去３年間の医療費

の伸び率などから算定されることから、医療

費の増減が大きな要因となります。本市の医

療費は、平成29年度は15億7,246万8,000円で

対前年度比6,980万2,000円の減、平成30年度

は14億8,750万円で、対前年度比8,496万8,000

円の減となっていることから、国保事業費納

付金も減少し、国保税必要額も減少したとこ

ろでございます。 

 なお、医療費が減少した要因でございます

が、被保険者数の減少により入院外の受診件

数や費用額が減少したこと、人工透析患者数

が減少したこと、また垂水徳洲会病院が平成

29年３月に閉院したことなどが挙げられます

が、国保の事業として実施しております、特

定検診や特定保健指導等の医療費適正化対策

の効果も医療費減少の要因の一つだと思われ

ます。 

 以上です。 

○川畑三郎議員  それでは、一問一答方式で

お願いします。 

 まず、農林業についてですけれども、農業

にいたしましても、たくさんの事業を抱えて

いる中で、今回は３点だけに絞ってみたわけ

ですけれども、国の補助事業で農業次世代の

人材投資事業ということで、これは国の補助

で、年間、農業を始めようとする人に150万円

を５年間与えて、農業に頑張っていただきた

いという制度で、数年前からあるわけですけ

れども、今お話の中では、継続中は７名、新

規は１名と見込んでいらっしゃるようですけ

れども、今の後継者不足の中で、本当であれ

ば、まだたくさんの方々がこの事業を取り入

れてもらえればなと僕は思うんですけれども、

今年新しい人が１名ということでちょっと寂

しい気がしますけれども、この辺もこれをう

まく利用して、農林課のほうでもそういう後

継者に対するアプローチというんですか、ひ

とつ頑張っていただきたいと、これはそうい

うことでお願いしておきたいと思います。 

 次に、この中山間の直接支払の交付金事業

ですけれども、これも長い年月がありまして、

１期が５年ずつということで４期が終わった

ということで20年もう過ぎたということです

よね。私もこれにちょっとかかわっているん

ですけれども、大変いい事業で、いろんな人

が集まっていただいていました。地域ではで

すね。これをうまく活用して連携をとらない

と、各地区の農業が私は衰退するような気が

するんですけれども、我々の協和地区では中

俣と海潟であるわけですけれども、みんなそ

れを利用して、うまくこの事業で頑張ってい

ると考えます。 

 これも国のお金だけでなくて県、市も持ち

出しをしていると思いますので、市としても



－129－ 

この事業には手を入れているということで、

国の事業ですけれども、そういうことで市と

しても頑張ってもらっているということであ

ります。 

 また、５期が令和２年度から始まりますけ

れども、今お話の中では、９集落あったのが

１減して令和２年度は８集落という予想です

けれども、やっぱりこれも高齢者の関係があ

るのかなとは思います。地域で山間部とかな

かなか手が入れられない地域もあるので、そ

こら辺で一つ減になったかなとは思いますけ

れども、残された８集落でまた頑張ってもら

えるように、ご指導していただきたいと思い

ます。これも一応２回目はありません。 

 次に、農道整備ですけれども、今話があり

ました。昔は農業者が多くて、農道の整備を

自分たちで維持・管理するということで、よ

く舗装を事業のお金をもらってしておったん

ですけれども、何せ農業をする人が少なくな

って、耕地面積も狭まってきて、割と我々の

地域は要望するところがなくなりましたけれ

ども、それなりに大きな農道とかというとこ

ろは市のほうで率先してやっていただけると

いうことだけでも、ありがたいことでありま

すので、お話によりますと、振興会長からも

いろいろ要望があるということですので、そ

れにも十分答えてやっていただきたいと思い

ます。 

 先ほどの話で、池山議員のほうで、最近は

要望をすれば、補正予算でやりますというよ

うなことがあるということで、今回も今答弁

でそういうことでしたので、ありがたいこと

ですので、一つそういう前向きにこれもやっ

ていただきたいと思います。 

 次に、26日の夜から27日に吹き荒れたあの

強風の関係ですけれども、この点については、

昨日も梅木議員のほうで質問をされて、大体

同じとは思います。これもただ現場に行って、

それをつくっている人でないとわからないこ

とであって、私も少しつくっていて、私も全

滅でした。だけど、それはもうみんなには言

わないですけど、僕のも市は見たのかなとは

思っていますけれども、本当もうみんな大方

全滅の状態でしたから、上野台地だけが主じ

ゃなくて、新城もあったし、協和地区もあっ

たということはやっぱり頭に入れて、漏れな

く、少しでも援助ができるときは、できるの

であれば、やっていただきたい。 

 市長も文書で出していらっしゃったですけ

れども、僕は大事なのは、少しでもしてもら

えたらなという人が結構いらっしゃるんです

よ。金額は何であろうとしても、そういう気

持ちで市も取り組んでいただきたいと思いま

す。 

 国の補助もあるでしょうけれども、それは

やっぱりちょっと大がかりになるような気が

しますので、できれば、それにあたらないと

ころは市が単独でそれに補助、援助をしてや

るということは、僕は大事だと思いますので、

今後やっぱりここで農家を助けていかないと、

垂水市の農業も衰退する可能性もありますの

で、そういうことで一つ頑張っていただきた

いと思います。 

 そういう中で、ビニールとかハウスの倒壊

の中で、共済があるわけですけれども、話に

よると共済も少なかったという話を聞くんで

すけれども、今度のこの事業の中で共済に加

入している状況をちょっとわかっていたら、

教えてください。 

○農林課長（楠木雅己）  共済の加入状況は

どうなっているかについて、お答えいたしま

す。 

 平成30年度の共済組合の施設園芸共済への

当市の面積加入率は24.3％と大変低くなって

おります。これまでの加入促進の取り組みが

足りなかったものと反省しておりますけれど
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も、今回は突然の季節はずれの強風被害とい

うことで、今後の営農意欲低下により耕作を

断念される方がないよう、支援する方向で検

討しております。 

 以上でございます。 

○川畑三郎議員  共済のお金も掛金があまり

そう高くないので、援助をもらえる補助は少

ないかもしれないですけれども、今後またハ

ウスを建てたり修理をしたり新しくつくった

りビニールを張り替えるということになれば、

市としても単独でも援助をする、しようとし

ているわけですので、できたらやっぱりこの

共済にも加入を進めるように、農林課として

も僕はしたほうがいいと思いますので、今後

そういうことも検討しながら、しっかり補佐

してやっていって、垂水市の農業を助けると

いう気持ちでやってください。お願いします。 

○農林課長（楠木雅己）  今のご質問ですが、

昨日から被害状況について、市民館のほうで

申請書の提出を行っていただいているところ

なんですが、その席で施設園芸共済制度、あ

と収入保険制度、それにつきましても説明を

いたしまして、共済組合へ情報を提供してい

いと承諾をいただけたならば、共済のほうか

ら説明に伺いますという旨の説明をいたして

おります。 

 以上でございます。 

○川畑三郎議員  ありがとうございます。な

るべくそういういろんな面で勧めて、やって

いただきたいと思います。 

 これで終わりたいと思いますが、次に水産

業についていきたいと思います。 

 種子島周辺漁業対策事業、これは垂水市漁

協と牛根漁協が今回補助事業で事業をするわ

けですけれども、両漁協も今話を聞きますと、

割と順調に進んでいると。浜値も高いという

ことで、役員の方も一生懸命で、特に大きな

ことになれば、また森山先生もこれに対して、

漁協にも大きな力を入れてもらっているよう

です。 

 そういう中で、垂水市漁協、牛根漁協、垂

水市漁協は加工場の関係ですけれども、牛根

は係留施設ですね、その事業を始めるという

ことですので、これも一つ頑張って援助をし

ていただきたいんですけれども、いつもこの

種子島周辺の関係については、両漁協からも

要望もありますよね。国が70、県が５、事業

主体の漁協が25％ということで。金額が張る

もんだから漁協としても出し前が大きいんで

すよね。ありがたい事業なんですけれども、

そこら辺もいろいろお願いしてきましたけれ

ども、なかなかうまくかみ合っていないんで

すけれども、これもいろいろ市の事業もある

と思いますので、ここで絶対お願いしますと

いうことは、僕はもう言えません、もう言い

ません、もうね。もう大体わかっていますの

で。 

 ですから、いろんな事業、そのほかにいろ

んな事業を漁協は取り入れているので、その

ためにいろんな補助事業で応援してやるとい

う方法も大事と思いますので、水産商工観光

課長、そういうことで両漁協と一緒になって、

そこをうまくリードしながらお互いの話し合

いとして頑張っていただきたいと思います。 

 そこで、今年度の事業の中で、輸出の販売

拡大というのがあるようですけれども、市と

漁協が一体となって取り組んでということで

すけれども、これについてちょっと説明をお

願いしたいと思います。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  海外販路

拡大への取り組みにつきまして、お答えいた

します。 

 水産庁の紹介により、香港大手外食企業の

マキシムグループ・千両寿司におきまして、

本市と霧島市の特産品のレストランフェアを

約４カ月間、鹿児島県貿易協会への委託事業
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として実施いたしました。 

 レストランフェアの期間中は、本市のカン

パチを使用いたしました料理を３品、特別メ

ニューとして提供されたこともあり、月100匹

程度の使用予定でフェアはスタートいたしま

したが、宣伝掲示板やメニュー掲載による効

果とカンパチの鮮度がよかった点がお客様へ

の評価へつながり、最終的には900匹を超える

販売実績となりました。 

 また、ＲＫＢ福岡毎日放送とＪＡＬが連携

し、総務省の放送コンテンツ海外展開強化事

業に、鹿児島県内で本市のみが参画いたしま

した。 

 垂水市漁協のブランドカンパチ、海の桜勘

を中心に本市のお勧めスポットなどを紹介す

る番組の制作をＭＢＣ南日本放送に委託し、

タイ王国並びに台湾の放送局で12月に放映さ

れ、ＪＡＬグループ航空関連会社のＪＡＬＵ

Ｘと連携を図り、タイ王国にあるトンロー日

本市場で１月17日・18日の２日間にわたりＰ

Ｒイベントを行いました。 

 フェアイベントは市長のトップセールスに

始まり、垂水市漁協によりますカンパチ解体

ショーが行われました。ＪＡＬの企画する新

ジャパンプロジェクトの食材として取り扱わ

れております、大野原産のサツマイモとカン

パチの試食販売も行われるなど、大盛況に終

えることができました。 

 また、現地の日本食レストラン２店舗でも

カンパチを使用いたしましたメニュー及びＰ

Ｒ活動を実施し、大好評でありました。 

 このようなことから、フェア終了後も毎週

１便６匹程度の注文があり、現在も継続して

いるところでございます。今後も引き続き、

海外販路の拡大に努めてまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○川畑三郎議員  ありがとうございます。今、

漁協のほうも海外のほうに売り込みで一生懸

命なんですけれども、市長がトップセールス

として何回も東南アジアのほうに出向いたり、

アメリカに行かれたりして、これが徐々に盛

り上がってきて、売り上げの量も増えていて、

私は垂水漁協なんですけれども、漁協の方、

大変喜んで、また頑張っていきたいなという

話を聞きます。 

 ここで市長もトップセールスということで、

それとなく何回も外国に行って、セールスし

ておりますけれども、市長としてこれに対す

る思いですか、何かあったらその考えをちょ

っとお知らせいただければと思います。 

○市長（尾脇雅弥）  海外販路拡大のトップ

セールスについてということで、お答えいた

します。 

 今回は、先ほど担当課長からありましたよ

うに、タイ王国における日本食レストランの

店舗数というのが約3,500店舗と増加傾向にあ

りまして、バンコク国際空港は中東・北アフ

リカ・南ヨーロッパへ中継地点のハブ空港と

して位置づけをされており、関係諸国への食

品流通拠点として注目されております。また、

市場調査におきましても、魚のニーズという

のが大変高いということも判明しております。 

 今回ＪＡＬと連携をすることによりまして、

水揚げの翌日に店舗に並ぶことで、新鮮な状

態を維持した販売が可能となったということ

から、国内メーカーと現地の卸売業者を利用

しない輸出が、モデルケースとして海外市場

が広がる可能性を確認をする機会となりまし

た。 

 このことは、昨年東京のＪＡＬ本社に出向

きまして、役員の方々と意見交換をして、そ

の後、現地の視察等とも踏まえて、形になっ

たものだというふうに思います。 

 これまでお話しております６次産業化・観

光振興という考え方の中で、６次産業化とい
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うのはもうかる仕組み、水産業から始めます

という話をしております。垂水市漁協のカン

パチ、牛根のブリ、併せて約150億円の国内２

割の生産高を６次化することの出口として一

つの目安として500億円あるというふうに言わ

れておりますから、国内は人口減少社会であ

りますので、国内もしっかりと売り込んでい

きますけれども、人口が増えていくアジアや

世界へ向かって、新しい出口を求めていくと

いうことが垂水の水産をはじめ、一次産業の

魅力を付加価値をつけて、もうかる仕組みに

つながることだというふうに思っております

ので、そのようなことでいい結果が出つつあ

りますので、これからさらに推進をしていき

たいというふうに考えております。 

○川畑三郎議員  ありがとうございました。

市長もトップセールスとして一生懸命頑張っ

ていらっしゃいます。両漁協もそれなりに一

緒になって販売している中で、大変喜んでい

らっしゃると思いますので、今後も続けて、

また水産業についても一生懸命、力を入れて

いってもらいたいという要望をして終わりた

いと思います。 

 次に、国民健康保険事業についてですけれ

ども、課長のほうから説明がありました。県

に納める事業費の納付金が前年度より減ると

いうことは、市民の方々が納める国保税も減

るのではないかと、期待はしているんですけ

れども、その辺はどうなんですか。 

○市民課長（鹿屋 勉）  国民健康保険税の

必要額の減少により国保税の減額があるのか

につきまして、お答えいたします。 

 今回の記事はあくまでも国保事業費納付金

を納付するために必要な保険税必要額の対前

年度比を掲載したもので、低所得者の方々に

対する軽減措置や法定外繰入等を反映してい

ないため、被保険者の実際の負担額とは異な

っております。 

 本市の国保税は鹿児島県が国保保険税必要

額に基づいて算定し、本来あるべき保険税率

として示す標準保険料率の額を下回っており、

県に納付する国保事業費納付金を保険税のみ

では賄えない状況でございまして、毎年度、

法定外繰入による赤字補てんを実施している

状況から、国保税の減額はございませんが、

一般会計からの法定外繰入金は令和２年度当

初予算で4,900万円の計上となっており、対前

年度比3,500万円の減額となっております。 

 先ほども申しましたが、国保事業費納付金

は過去３年間の医療費の伸び率などから算定

され、医療費の増減が大きな要因となります

ことから、予防医療の推進、重篤化抑制のた

め、特定検診や特定保健指導等の医療費適正

化対策事業に取り組んでいるところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○川畑三郎議員  ありがとうございます。こ

の件については、皆さんは新聞等で見られて

よくご承知のことと思います。垂水市だけが

１市だけ減ということは、中身はどうであっ

ても垂水市だけが減というのは、大変僕は感

動しましたね、そのときは。 

 垂水市だけ普通なら増とかあるんですけど

も、垂水市の名を売ったような気がして、僕

はいいことだと思います。 

 僕の前に池山議員もこれについて、いろい

ろお話をされましたけれども、いろんな面で

いいほうにとって、今後も国保のほうで頑張

っていただきたいということをお願いして、

終わります。 

○議長（篠原則）  ここで暫時休憩いたし

ます。 

 次は11時25分から再開いたします。 

     午前11時16分休憩 

 

     午前11時25分開議 
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○議長（篠原則）  休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 次に、９番、持留良一議員の質疑及び質問

を許可いたします。 

   ［持留良一議員登壇］ 

○持留良一議員  それでは、質問に入ってい

きたいと思います。 

 その前に、きのう、国のほうから新コロナ

ウイルス対策の計画が出されたようですけれ

ども、本市においては市民の不安に応える、

また、感染防止に万全の対策をとって奮闘し

ていただくよう要望しておきたいというふう

に思います。 

 それでは、質問に入っていきます。 

 今議会は、当初予算を審議して確定してい

く場です。予算は直接市民の暮らしを左右し、

その福祉、いわゆる市民の幸せのいかんを決

するものであります。審議に当たっては広く

客観的に市民の立場に立った公平さが求めら

れます。 

 このような視点を持ちながら、総括質疑を

行っていきたいと思います。 

 予算の細かな点については予算特別委員会

で議論していきたいと思います。 

 最初の質疑は、予算案が市民の暮らしを応

援する内容や取り組みになっているかという

問題です。 

 市長の施政方針で、元気なまちづくりとい

うことで「安心・経済・未来」の三つの挑戦

を掲げ、その保障のための新規事業や継続事

業の政策が予算化されました。 

 冒頭に述べたとおり、予算は直接市民の暮

らしを左右し、市民の幸せのいかんを決する

ものです。 

 そこで、１点目として、消費税増税に対す

る認識について伺います。 

 先般、内閣府が昨年の10～12月の国内総生

産の速報値を発表しました。ＧＤＰのマイナ

ス成長は５四半期ぶりで、これは日本経済が

消費税増税後、新たな消費不況に突入したと

言われています。当然のごとく、地域経済、

市民生活にも影響が生まれています。日本経

済や地域経済を立て直すには、暮らしを応援

し、個人消費を活発にすることと消費税の減

税が必要と考えますが、認識を伺います。 

 市民の暮らし向上のためには、予算が堅実

なものでなければなりません。施政方針で財

政については、健全に保たれているとの認識

が示されました。一般的に経常収支比率が高

いと弾力性がなくなった、健全でないとよく

言われます。市が福祉や教育に力を入れれば

扶助費も増えるので、経済収支比率が高くな

るのは当然ですが、財政運営の適否を総合的

に判断のその鍵は、計画性、弾力性、積極性

と言われています。一般的に経常収支比率は

75％以下が財政向上の弾力性の確保が図られ

ると言われています。本市は93.6％ですが、

問題ないのか、見解を伺います。 

 次に、制度の案内と効果的な運用で大きな

経費をかけなくても市民の懐を暖め、格差と

貧困の是正に努めることが可能であるという

問題です。 

 今、多くの市民の皆さんは、年金の削減、

さらに医療、介護、生活保護も制度改定等で

負担増と給付削減で安心して暮らせる状況で

はないのではないでしょうか。結果、格差と

貧困に追い打ちをかけているのが現状だと考

えます。 

 一方、様々な施策では十分ではないと考え

ますが、負担の軽減策も条例等で整備されて

います。しかし、利用の方法を知らないと利

用することはできません。情報の案内や手続

きなどの周知徹底も行政の責任としてあると

考えます。 

 ほかにも様々な対策をとる制度があります

が、今回は前回取り上げた高齢者生活支援と
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いう点で、障害者控除対象認定制度の取り組

みの結果と、全ての対象者が活用できるよう

に、霧島市のような要介護認定申請の際、本

人と合意した上で、全ての対象者に認定書を

交付する方式で、積極的活用に生活の支援が

できるように対策を求めたいと思います。 

 さらに、市営住宅に入居されている方で支

援できるものとして家賃の減免制度が施行規

則にあります。入居者は収入の減や恒常的な

低所得者が対象となるものと考えますが、こ

のような制度の活用で、生活の安定を図るこ

とが少しでも可能になります。そこで、利用

者の実績はどうなっているか、制度の周知徹

底はどのように取り組まれているのか伺いま

す。 

 次に、施政方針で地域経済振興という観点

で「地域資源を活かしたにぎわいのあるま

ち」を掲げ、農業支援制度の引き続きの継続

が予算化されました。担い手対策はまだ課題

があるにしても、内容的には評価できるもの

です。 

 しかし、労働力不足はいよいよ深刻な状況

になっていると認識しています。このような

事態が続くと、家族農業が中心の垂水の農業

にとっては、農業振興を図ることが近い将来

できなくなるのではと強い懸念を抱いていま

す。そこで、農業振興策を図る上で重要な点

と考えます。 

 そこで、以下の点について質問いたします。 

 労働力不足で作物が収納できない実態も生

まれています。労働力不足への取り組みの方

向性はあるのか。 

 ２点目に、外国人労働者問題です。 

 技能実習制度の施行や入管法改定により、

外国人労働者、外国人籍住民が増加していく

と見られます。垂水市にとっても労働力の視

点からも避けては通れない課題だと考えます。 

 そこで、外国人実習生の実態とこれからの

地域の課題・認識について質疑いたします。 

 一つ、定着へ向けての対策として、企業努

力と行政の細かな支援や地域住民との交流な

ども必要と考えますが、見解を伺います。 

 ２番目に、特に法の変更もあり、実態把握

や支援策が求められています。位置づけと実

態の把握はできているのか。人数や労働環境

など、実態把握しているのか伺います。 

 ３点目に、問題の認識と対策、生活問題、

教育、医療、社会保障、災害時等の支援はど

うなっているのか伺います。 

 次は、国保事業特別会計に関する質疑です。 

 １番目は、国民健康保険国庫補助金が自治

体が独自に子ども医療費を助成した際にペナ

ルティーとして減額されています。この問題

は、市長会や全国の自治体や、また、住民か

らの見直しを求める声が長年続き、ようやく

平成30年から未就学児まで減額調整措置は禁

止になりました。未就学児以外で現物給付を

取り組んでいるところは、引き続きペナルテ

ィーが続いています。ペナルティーの廃止を

国に求めていくことが大切になっています。 

 また、県の方針として、子ども医療費の枠

が18歳まで拡大される。そうなってくると、

ペナルティーになる可能性が生まれてくるの

かというふうに思います。 

 そこで、２点について質問いたします。 

 子ども助成費、いわゆる現物給付への国庫

補助のペナルティーはどうなっているか。わ

かれば減額の内容、県が実施した場合の国庫

補助額のペナルティーは県か市かどちらが負

担するのか伺います。 

 ２点目は、子どもの均等割額の見直しにつ

いて、再度質疑いたします。 

 ご存じのとおり、国保の課税方式で資産割

と平等割は自治体の判断で導入しないことも

可能です。今回の議会に資産割の廃止へ向け

て条例案が出されています。 
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 しかし、均等割は法律で必ず徴収すること

になっていることは、皆さんご存じだと思い

ます。この仕組みこそが国保税を低所得者や

家族が多い世帯に重い負担になっている要因

であることは共通の認識だと思います。子ど

もが生まれてうれしいのに、国保税は税負担

を求め、保険者世帯は苦しい生活を強いられ

ることになります。改めて問題であることを

強調したいと思います。 

 このような実態に対して、全国知事会、市

長会等もこれらの問題を政府へ毎年のように

要望書を出しています。市長も賛同されてい

ると思います。 

 そこで、議会は制度の見直しを求める請願

と陳情採択をしていますが、その受け止めと

検討はどうされたのか伺います。 

 また、いつも財源が問題になりますけれど

も、都道府県下の激変緩和措置の特別調整交

付金の活用はできないのか伺います。 

 次に、一般質問として、最初は新庁舎問題

と財源問題、いわゆる経費問題ですけれども、

市財政に与える影響、規模の見直し等につい

て質問いたします。 

 この点でもう一つ、私は重要な点として、

財政課の２つの面、独立性と役割、そして財

政運営での責任の果たし方だというふうに考

えています。 

 そこで、以下の点について質問いたします。 

 一つ、財政課としての役割は何か。財政課

として財政運営に責任を持つ部署として内容

を検証したのか伺います。 

 ２点目は、基本構想段階での経費とその後

予定される経費、設計費、管理費や材料費、

人件費、値上げなども想定される新たな経費

はどのようなものがあるのか伺います。概算

で金額はどのくらいになるのかもお答えくだ

さい。 

 長期にわたる庁舎関連経費、一般財源負担

は検討できているのか。どのくらいの見積も

りになるのか。 

 ４点目には、財政指標の一つである実質公

債費比率、将来の財政への影響も問題になる

推移ですけれども、どのように考えていらっ

しゃるのか。これらの視点で問題があるとの

結論でしたら、規模の見直しなどを含めて、

提言は財政課としてあり得るのかお聞かせく

ださい。 

 最後は、４月から運用が開始される会計年

度任用職員の問題について質問いたします。 

 問題点は、曖昧だった採用根拠を整理し、

公共サービスの拡充と地位向上のための法改

正だったと考えます。ゆえに、施行に当たっ

ては、この間の議論でも確認した附帯決議の

遵守が果たされたのかということが大きな問

題と考えるからです。 

 この間、国からは制度導入に伴い、必要な

財源が確保されたということで、留意事項の

通知や適正でかつ円滑な移行がされるように

と、あのような文書が技術的な助言として出

されています。附帯決議の徹底と適正な運用

を求める内容でもあります。 

 そこで、附帯決議が遵守され、法改正の目

的である公共サービスの拡充と地位向上につ

ながるのか伺います。 

 不十分な点については、または、納得でき

ない点については再質疑、再質問を行います。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  消費税増

税をどのように認識しているかにつきまして、

お答えいたします。 

 消費税が８％から10％に増税され、地域経

済へ何らかの影響を及ぼすことが予想されま

すことは認識しております。 

 水産商工観光課といたしましては、商工業

者の観点からお答えいたしますと、令和元年

10月の増税による商工業者への影響を緩和す

ることを目的に、プレミアム商品券を発行い
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たしております。昨年と同額の２億3,000万円

分が地元で消費されていることから、消費増

税の10月以降、少なくとも昨年並みの地元消

費があったものと考えております。 

 現在、水産商工観光課並びに商工会におき

ましては、商工業者から消費増税の影響によ

る売り上げの減少は特段聞いておりません。 

 今後、商工業者からの要望等がありました

ら、商工会と協議してまいりたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○財政課長（和泉洋一）  財政運営について

健全に保たれているのかにつきまして、お答

えいたします。 

 経常収支比率につきましては、その年度の

決算の状況から市町村の財政構造の弾力性を

判断する指標で、数値が高まるほど財政構造

が硬直化していると判断されます。 

 最新の平成30年度決算では、本市は93.6％

と、平成29年度決算の92.8％と比較すると0.8

ポイント高くなっており、全国平均の93.0％、

県平均の91.7％よりも高い状況にあります。 

 しかしながら、そのほかの財政状況を示す

指標につきましては、標準財政規模に占める

地方債の償還額の割合である実質公債費比率

は7.8％と、前年度から0.9ポイント改善して

おり、地方債などの将来的な負担額の程度を

示す将来負担比率についても32.9％と、前年

度から20.7ポイント改善していることから、

全体的に見ると改善されている指標もあり、

現在のところ、本市の財政状況は健全に保た

れていると考えます。 

 しかしながら、今後につきましては、新庁

舎建設事業に係る事業費の支出や新しく会計

年度任用職員制度も開始されることから、人

件費などの経常経費の増加も見込まれます。 

 財政課としましては、事業の峻別と計画的

な実施により、将来の負担が増加しないよう

無駄を排除した財政運営に努め、地方債につ

きましても、交付税措置がある有利な起債を

借りることで将来への負担を軽減していくよ

う努力してまいります。 

 以上でございます。 

○保健課長（橘圭一郎）  障害者控除対象者

認定制度の介護保険における周知についてお

答えいたします。 

 この制度につきましては、昨年第３回定例

会において答弁申し上げたとおり、福祉事務

所の認定に係る基準により福祉事務所長が認

定することとなります。 

 介護保険要介護・要支援の対象者情報につ

きましては、垂水市要介護認定等に係る情報

開示事務取扱要領の定めにより、基本となる

データが介護保険の認定及びサービス計画作

成にのみ活用するもので、他の利用について

は目的外使用となりますことから、本人の同

意がない限り提供できないものとなっており

ます。そのようなことから、介護保険情報の

提供は本人の依頼をもって行うものと考えて

おります。 

 周知につきましては、認定相談や申請の際

に使用しますパンフレットに制度についての

説明文を追加し、介護保険要介護・要支援認

定結果通知書送付の際に、この制度に関する

文書を同封し、周知を図っております。 

 以上でございます。 

○福祉課長（髙田 総）  障害者控除対象者

認定制度に係る福祉課における取り組みの結

果と活用についてお答えいたします。 

 保健課長から答弁がありましたように、保

健課による制度の周知を目的とした取り組み

の成果として、福祉課の窓口に障害者控除対

象者認定制度の申請に来られる対象者の方が

増えてきております。その結果として、昨年

の第３回定例会の持留議員の質問において、

平成30年度実績として認定者数は１人とお答
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えしたところですが、今年度は２月18日時点

で９人と増えております。 

 福祉課といたしましても、障害者控除対象

者認定制度については、今後周知に努める必

要があると認識しておりますことから、まず

は２つの新たな取り組みを行ってまいりたい

と考えております。 

 １つ目は、３月11日開催予定の垂水市介護

支援専門員研修会に出向き、ケアマネジャー

の皆さんに制度の説明を行うこととしており

ます。このことは、対象者の皆様と接する機

会が多いケアマネジャーの皆さんから対象者

の皆様に直接制度についてお話をしていただ

くことは大変効果があると考えたからでござ

います。 

 ２つ目は、一度認定書を交付した対象者の

方には今後、毎年通知を行い、申請漏れがな

いように努めてまいりたいと考えております。 

 介護情報については、本人の同意がなけれ

ば保健課と福祉課においても情報提供ができ

ないことについては、両課における共通理解

であると認識しておりますことから、現在も

これまで同様、障害者控除を希望される対象

者の方からの申請により、内容を審査した上

で認定書の交付を行っているところでござい

ます。 

 また、対象者が制度に対する正しい知識や

認識がない状況で全ての対象者に認定書を発

送した場合、逆に混乱を招く恐れがあると考

えます。 

 また、持留議員が言われる霧島市の取り組

みである全ての対象者に認定書を交付する方

式はできないかについては、介護保険申請書

に別枠をつくり、申請者が介護認定されるか

どうかわからない状況において、認定申請に

加え、介護認定結果や調査票、意見書の閲覧

に同意する旨の署名をもらう方式が、先進地

の事例として、本人の承諾という点や本市の

運用形態を考えた場合、本市の手本になるか

というのも含めて、慎重な協議が必要である

と考えます。 

 このようなことから、本市の実情に合った

ものか、また、本人の承諾という点において

最適と思われる制度が確立できるまでの期間

においては、税の申告において必要とされる

方の申請のもと、認定書を交付してまいりた

いと考えております。 

 なお、周知・啓発については、これまで以

上、重点を置き、積極的に取り組んでまいり

たいと考えます。 

 以上でございます。 

○土木課長（東 弘幸）  市営住宅減免制度

の利用者数と制度の周知につきまして、お答

えいたします。 

 この減免制度は、垂水市営住宅条例第17条

並びに垂水市営住宅家賃等の減免及び徴収猶

予に関する取扱要綱で定められ、減免の対象

となる入居者は所得が著しく低額であること、

病気にかかっていること、災害により著しく

損害を受けたこと、その他特別の事情がある

こととなっております。 

 お尋ねの利用者数につきましては、例年10

人程度の減免申請があり、家賃の減免となっ

ております。申請後の家賃につきましては、

10人全てが２分の１となっております。 

 次に、制度の周知でございますが、家賃の

相談がありました際、減免につきまして丁寧

な説明を心がけておりますが、あくまでも相

談がありました場合のみであり、現在、特別

な周知は行っていないところでございます。 

 議員が申されるとおり、既に減免申請され

ている方と減免制度をご存じない方とでは不

公平であるとのご指摘は理解するところでご

ざいます。 

 今後は、他市町村の情報収集に努め、検討

いたしますとともに、新たな入居者に対しま
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しては市営住宅入居申込みの手引にも減免制

度を記載し、説明を行い、この減免制度の周

知を図ってまいります。 

 以上でございます。 

○農林課長（楠木雅己）  農林業の振興につ

いての、まず労働力不足問題と対策につきま

してお答えいたします。 

 １点目の農業分野における労働力不足に関

することにつきましては、昨年度、垂水市シ

ルバー人材センターにご協力をお願いし、同

センターにおける農作業関係に従事されてい

る登録者についての調査を行いました。これ

によりますと、農業従事に対応できる登録者

は過去３年間で40名ほどで推移し、仕事の内

容としましては、サヤインゲン、キヌサヤエ

ンドウの収穫作業をはじめ、タマネギ苗の植

えつけやミカンの収穫等でございました。 

 その他、同センターにお話をお伺いします

と、今までは友人や近所の方に作業を頼んで

いたが、その方々が皆高齢で作業が困難にな

ったため、同センターに申し込む農業者が増

えているとのことでございました。 

 常雇用や短期など、営農類型や品目により

ましても様々な雇用形態が考えられます。雇

い主である農業者と働き手の意向が一致した

中で、労働者の確保が図られることが望まし

いものでございますが、人手不足による生産

力の後退や、それに伴う規模縮小等が起こる

ことが懸念されておりますが、明確な方向性

というものが見えていないのが実情でござい

ます。 

 次に、２点目の外国人労働者定着対策につ

きましてお答えいたします。 

 昨年10月に、県などが主催する農業分野外

国人技能実習制度研修会が開催され、外国人

技能実習生の受け入れを検討されている市内

１農業法人が出席されております。 

 また、個人経営者にも技能実習生を新たに

受け入れるための準備をされている事例もご

ざいます。 

 しかしながら、人数や労働環境など、現在

のところ、実態把握はできておりません。 

 生産年齢人口の減少等に伴い、外国人は地

域経済を支える貴重な人材として受け入れが

進むことが考えられますことから、今後は法

人や個人経営者等からの情報収集に努め、外

国人労働者への支援策のあり方を検討してま

いりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○市民課長（鹿屋 勉）  国保事業特別会計

についてのご質問にお答えいたします。 

 １点目の子ども医療費助成制度、現物給付

への国庫補助減額のペナルティーについて、

お答えいたします。 

 子ども医療費助成制度には、自己負担額を

医療機関で支払い、後日その分を償還される

償還払い方式と、医療機関で自己負担額を支

払わない現物給付方式がございます。 

 国は、現物給付方式については、医療機関

を受診する患者数が増えると解釈し、増えた

医療費については国庫負担を減額するとして

おりましたが、平成30年度より、小学校就学

前の現物給付につきましては減額の対象外と

したところでございます。 

 したがいまして、本市が現在実施している

小学校就学前の現物給付につきましては、減

額措置はありません。 

 また、現在本市で実施している中学校まで

の医療費助成は償還払い方式のため、ペナル

ティー対象ではございませんが、小学校就学

以降の子どもに現物給付による助成を行うと

なった場合、国庫負担金が減額されることに

なります。 

 鹿児島県は令和３年度から子ども医療費助

成制度の現物給付化を18歳まで引き上げるこ

ととしておりますが、現時点では詳細が示さ
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れておりません。そのため、国庫負担金の減

額の取り扱いにつきましては今後協議するこ

とになると思われます。 

 次に、子ども均等割額につきまして見直し

を求める請願と陳情採択の受け止めと考え・

検討につきまして、お答えいたします。 

 新たな国保制度におきましては、鹿児島県

が財政運営の主導的立場になり、市町村は県

が策定した国保運営方針に沿った事業運営を

実施していくことになりますので、運営方針

に基づき、令和６年度までに法定外繰入の解

消に努めることとなっております。 

 法定外繰入の解消に努める中で、子どもの

均等割の減免につきましては、本市のような

法定外繰入で赤字を補てんしている保険者は、

減免した分は他の世帯の負担増につながるこ

ととなりますので、適当ではないと考えてお

ります。 

 県内での子どもの均等割減免の実施状況で

ございますが、鹿屋市が第３子以降を対象に

均等割を全額免除しております。鹿屋市にお

きましては法定外繰入も実施しておらず、財

政調整基金を保有しておりますので、実施可

能であると思われます。 

 子どもの多い世帯に対する負担軽減につき

ましては、少子化社会に対応するため重要で

あると認識しておりますが、減免などの支援

策は独自の減免措置ではなく、国等が行う少

子化対策の中で検討するのが適当ではないか

と考えております。 

 なお、子どもの均等割を減免する財源とし

て特別調整交付金の活用はできないかとのご

質問でございますが、国の特別調整交付金と

して、20歳未満の被保険者が多いことなどに

よる財政影響に対して、県が交付を受け、市

町村に再分配され、県が算定する国保事業費

納付金の基礎額から減額調整されております。 

 交付金の対象となる財政影響の考え方は、

20歳未満の被保険者は所得が低く、所得割の

賦課額が低いことに対して交付するというも

のでございますので、均等割を減免するため

の財源とすることは、適切ではないと考えま

す。 

 以上でございます。 

○財政課長（和泉洋一）  新庁舎問題と財源、

市財政に与える影響、規模の見直し等につい

て、財政課として役割は何か、財政課として

財政責任を持つ部署として内容を検討したの

かにつきましてお答えいたします。 

 財政課といたしましては、今回の新庁舎建

設事業に対して、持続可能な財政運営に大き

な影響を与えることなく、将来にわたって市

民サービスを低下させないとの観点において、

平成28年度の庁内検討の段階から、本市の財

政規模で対応可能な計画を関係課と協議をい

たしております。 

 現在も、基金の見込み、地方債による後年

度への影響などを想定しながら、事業費が過

大とならないよう、設計の状況を注視してい

るところでございます。 

 随時開催される事業総括専門部会等におい

て、重要な部分では内容の検証も行いながら

財政課の考え方を伝えており、関係課でもそ

のことを踏まえ、努力されていると考えてお

ります。 

 実施設計も最終の積算に入っておりますが、

今後も市民サービスに影響を与えることがな

いよう、事業費については内容を検証してい

く予定でございます。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（二川隆志）  基本計画段階

での経費とその後予定される経費、新たな経

費はどのようなものが考えられるかにつきま

してお答えさせていただきます。 

 新庁舎基本計画では、本体建設費29億7,000

万円、外構整備費２億1,900万円、設計管理費
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１億3,800万円、確認申請料200万円、用地取

得費１億7,900万円、備品購入費１億8,500万

円、合計で36億9,300万円を計画しております。 

 この基本計画に未算入の費用は、地質調査

費、新庁舎移転費及び情報通信整備費として

おります。 

 未算入費用である情報通信整備費には、電

話交換システム、行政情報システム、庁内セ

キュリティーシステムなどの整備が考えられ、

これらは設備仕様を詳細に検討し、リース契

約など、様々な整備方法を検討した上で、本

体建設費とは別に計上する考えでございます。 

 また、本体建設費については、川越議員の

ご質問でもお答えしましたが、安全対策のた

めに柱頭免震構造の採用や地盤改良をするこ

と、また、持留議員がご指摘のとおり、資材

の高騰、人件費の上昇、さらには消費税増税

等もありましたので、増加することを見込ん

でいるところでございます。 

 続きまして、長期にわたる庁舎関連経費は

検討できるかについて、お答えさせていただ

きます。 

 新庁舎の維持管理費でございますが、新庁

舎に必要な機能としまして、バリアフリー施

設機能としてのエレベーター設置や防災拠点

機能確保のための非常用発電機の設置、さら

に免震装置の設置など、現庁舎と比較すると、

定期点検など、新たに維持管理が必要な設備

を備えているところでございます。これらの

維持管理経費については、設備仕様や契約内

容により変わってまいりますので、費用対効

果等も十分考慮しながら、対応してまいりた

いと考えております。 

 いずれにいたしましても、３月におけます

実施設計の完了まで、今、全力を挙げて積算

をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○財政課長（和泉洋一）  財政指標、実質公

債費比率試算の推移はにつきまして、お答え

いたします。 

 実質公債費比率につきましては18％を超え

ると地方債借入に国の許可が必要となり、自

由に起債事業ができなくなりますことから、

絶対に避けなければならないところでござい

ますが、先ほども申しましたとおり、平成30

年度決算においては、本市の実質公債費比率

は7.8％で健全な状態を保っている状況でござ

います。 

 新庁舎建設事業費37億円の財源を市有施設

整備基金15億円、市町村役場機能緊急保全事

業債22億円としてご説明いたしますと、市町

村役場機能緊急保全事業債を30年で償還する

とした場合、１年間の公債費は9,000万円程度

増加し、その他の起債償還分と合わせた公債

費は、今のところの試算ではありますが、令

和11年度にピークを迎え、最大で12億円程度

になるというふうに見込んでおります。この

段階での実質公債費比率は平成30年度決算の

状況に当てはめると12％程度になりますが、

その後、徐々に低下し、令和15年度ごろには

９％台に下がるというふうに試算をいたして

おります。現状よりも幾分数値は上がります

が、基準の18％は大きく下回る見込みでござ

います。 

 今後も、各年度において状況が変化し、多

少の変動はあっても、地方債借入に国の許可

が必要となるような事態にはならないものと

いうふうに考えます。 

 以上でございます。 

 続きまして、規模の見直しなどを含め、提

言はあり得るかにつきましてお答えいたしま

す。 

 財政課といたしましては、これまでも説明

しておりますとおり、基本計画にあります事

業費37億円程度であれば、実質公債費比率な

どの財政指標は一時的には悪化するものの、
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財政運営や市民サービスに対して、大きな影

響は与えないものと考えております。 

 今後、実施設計の事業費積算が完了した時

点で、改めて内容の検討などを行うとともに、

将来の財政見通しについても精査してまいる

というふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○総務課長（角野 毅）  法改正に当たって

は付帯決議は遵守されたかの質問にお答えい

たします。 

 働き方改革関連法等により、公務において

も会計年度任用職員制度が新たに創設され、

令和２年４月１日から施行されることに伴う

本市の今回の法整備について、地方公務員法

及び地方自治法の一部を改正する法律案に対

する付帯決議された項目について遵守してお

ります。 

○議長（篠原則）  ここで暫時休憩いたし

ます。次は午後１時10分から再開いたします。 

     午前11時58分休憩 

 

     午後１時10分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

○持留良一議員  それでは、不十分な点につ

いて再質疑、再質問を行っていきたいと思い

ます。 

 まず、消費税の関係で、先ほど何らかの影

響をしているとの認識は持っているというこ

とで答弁がありました。私も市内のそれぞれ

商店とかスーパーなんかにもお出かけして、

いろいろ声も聞きました。 

 結構、商品券が効果的にその役割を果たし

て歯止めになっているのかなということと、

共通されるのは２月で終わるので、その後が

心配ですとか、いろんな声は出ていました。

キャッシュレスとの関係ではもうコンビニし

かやっていないと、それだけ、やはり意見は

もう消費税８％で止めたままというのもあり

ました。 

 そして、鹿児島銀行が県内景気状況という

ことでこういうのは毎月発行しているんです

けども、今年度もずっと弱含みという形で個

人消費を述べているということで、心配なの

は、このことが消費税８％になったときの、

いわゆる消費不況に持ち込んだというところ

が回復しないまま、この消費税10％に入った

ということで、これだけのＧＤＰが速報値で

ありますけども、落ち込んだということ、今

後、様々な要因も含めてさらに景気の問題と

いうのは、大変だろうなと思うんですけども、

私はやっぱり先ほど言いましたとおり、個人

消費を活発にする。いわゆる懐を暖めて暮ら

すような政治をやっていく。 

 そのためには、やっぱり消費税の減税がど

うしても避けれないんじゃないかなと改めて

思うんですが、市長の簡単でいいですけど、

見解をお願いします。 

○市長（尾脇雅弥）  人口減少社会、少子高

齢化の中で、いろんなものをどう支えていく

のかというところで、国として消費税という

ことでありますので、それはそれで国が決め

ていく方向であると思いますし、その中での

マイナス要因の影響をどうやって改善してい

くかということでありますので、今、お話い

ただきましたプレミアム商品券等々ですね、

そのことによっての好影響もあると思います

けれども、垂水市の店舗ということだけを考

えても、人口減少社会の中でフェイス・ト

ゥ・フェイスの販売だと限界がある。ふるさ

と納税とか、あるいはそういった形で新しい

市場に向き合う形の仕組みをつくらなきゃい

けないというふうに思っているところであり

ます。 

○持留良一議員  これは基本的には国がどう

するかという判断もありますので、やっぱり
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私たちは自分たちの生活、地域経済をどう守

って発展させていくのかという観点で、様々

な声を上げていく必要があるのじゃないかな

ということで、一方で、市長が言われたとお

り、それに必要な経済対策というのを当然必

要になってくる、仕事が欲しい、企業の誘致

とかを含めてですけども、そういうこともぜ

ひこういう状況の中で、改めてこの消費税の

影響を認識していただいて、そしてしっかり

と地域経済の分析もしていただいて、取り組

んでいただきたいというふうに思います。 

 続いて、一問一答でお願いしたいと思いま

す。 

 障害者控除、いわゆる市営住宅の問題で制

度の活用によって、利用しやすい市民生活を

ということで、市長もかねがね言われている

のは、お金かけなくても様々な制度活用で、

市民の暮らしの応援の政治ができないかとい

うことで、いろいろ取り組みもされていると

いうふうに思うんですが、今回、１つ目の障

がい者対象の認定制度、様々課長のほうでも

考え方、また今後の方向というのを示してい

ただいて、一定のこれで前進ができるんじゃ

ないかなというふうに思うんです。 

 ただ、残念なのは、やはり私たちは市民の

暮らしを守るために制度を思いっ切りこれが

利用できるようにしていかなきゃいけないと、

これは、副市長にも県下の状況の数字をお見

せしたと思うんですけども、あれを何とか打

破して、全ての方々に100％この制度を利用し

ていただいて、その控除によってそれをまた

地域経済に回してもらうと、そんな形も非常

に重要だと思うんですね。 

 これができるのは、やっぱり本市、いわゆ

る行政しかないと思うんですよ。様々な情報

が十分届かない中、それを具体的に申請まで

運んでいくというのも、一つの行政の役割だ

というふうに思うんですね。それがなければ、

行政の責任って何なんだというのを問われる

んですね。 

 そういう意味で、先ほど、課長から新たな

展開も出されたんですけども、やっぱり今後、

目標として私必要な方々には100％やっていく

というのが当然だろうと思うんですが、その

あたりに関して市長の決意をお伺いしたいと

思うんです。 

○市長（尾脇雅弥）  これまでも福祉関係の

議論に関しては、ある意味同じ思いを持って

いろいろ進めてきたと思います。私自身も社

会福祉の出身でもありますから、そのことを

念頭に置きながら、垂水市の発展、市民の皆

さんの幸福ということであります。 

 今回のこのケースに霧島市の例もあるんで

すけども、メリット・デメリットもあるもの

ですから、その辺のところをしっかりと考え

ながら、また、必要な人たちにしっかりと周

知するというのは大事なことでありますので、

その辺のところも含めて、しっかりと声を届

けていって、必要な方々に支援が届くような

形にしていきたいというふうに思っておりま

す。 

○持留良一議員  ぜひそれを具体化して、全

ての高齢者が本当にこういう制度があって助

かったと、生活が少しでも応援してもらって

いるというような形で、行政の役割をさらに

一層この制度でも取り組んでいただきたいと

いうふうに思います。 

 霧島市はさっき言ったように、100％という

ことでやっていますので、できないことはな

いと、同じ行政でありながら、それぞれ独自

の制度とか状況の差はあると思うんです。で

もやっぱりそれを乗り越えてきちんとこの

100％に届くように、ぜひ課長も含めて、現場

の方々も含めて、ぜひ取り組んでいただきた

いと。今回、そういう意味で前進の方向を出

されましたので、大いに評価していきたいと
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いうふうに思います。 

 住宅問題は、先ほど課長が答えられました

とおり、今後、この問題はぜひ、本来であれ

ばもっともっと取り組みを充実させていただ

きたいんですけど、近隣市町村の状況なんか

もぜひ把握していただきながら、ぜひ積極的

にこれが前に前進できるように、そういう取

り組みをぜひお願いしたいというふうに思い

ます。 

 とにかく住宅の問題では知らない、なかな

か行政にも払ってなければ行かない、滞納し

ていなければ敷居が高いということで、結果

として我慢しなきゃならないと、そういう中

で制度が埋もれてしまうということのないよ

うに、入居者の方々の生活を守る視点からも、

ぜひ積極的、前向きな取り組みをさらに前進

させていただきたいというふうに思います。 

 この点については、以上で終わりたいとい

うふうに思います。 

 次の農業振興問題と労働者問題なんですけ

ども、実態がなかなか把握されていない。そ

して、担い手になっていただくんだけども、

その支援という形が労働力問題というのも避

けて通れないということになろうと思います。 

 そして、今年から国連は家族年10年間の計

画もスタートいたしました。いかにやっぱり

世界的にも、今だんだん家族中心の農業が中

心になってきて、それはやっぱり大きな災害

とか含めたときに、大規模だと大きな被害を

被ると、一度経済的な問題が来ると大きなダ

メージを受けると、それ本当に基本的支えと

いうのは家族農業だというところです。 

 家族農業の構造が今だんだん崩れ始めてい

ると、地域のコミュニティーも少なくなって

きてできない。そういう意味では何らかの対

策ということで、農業者研修制度もできたり

したんですけれども、実際、高齢化が進んで

いくと、シルバーのほうもそれだけの体制も

とれないということがあります。 

 この前の市木を通っていったら声をかけら

れて、インゲンを持っていけと、どうしたん

ですかと言って、誰も来ないんだと、ちぎっ

てくれる人が。おまえ幾らでもいいからとる

だけとっていけ、持っていけ、そうしないと

次の作物ができないからと。いや、ちゃんと

働く人探してきますわと言って行ったんです

けども、それだけもうとにかく農地を守るた

めにも、そういう形で捨てざるを得ないとい

う部分があるんですね。 

 だから、この現実というのを私たちはどう

受け止めるかだと思うんですよ。特に農業振

興図っていくんだという農林課が、そういう

現状というのは当然把握されていると思うん

ですね。先ほどシルバー人材センターの実態

も把握されたと思うんです。 

 あとじゃあ、何が足りないのかという問題

だと思うんですよ。それは職員の体制だろう

と思うんですよ、今これらのことを進めてい

くためには。 

 市長にお聞きしますけども、今農林課の体

制、これで十分だと認識でしょうか。 

○市長（尾脇雅弥）  これは農林課に限らず、

平成の大合併のときに、まずは職員の数を50

名減らしておりますので、これまでも申し上

げているように、例えて言うなら、３人でや

っているようなのを２人でやるような負担の

現状があります。 

 全ての課において、足りているか、足りな

いかというのは足りていないと思いますけれ

ども、現状はそれでやっていくと。 

 そういった問題の解消も含めて、新庁舎で

効率的にやっていくということもありますの

で、現状においては、足りていないという現

状であるというふうに思います。 

○持留良一議員  もう一つこれ大事なのは、

農業というのは専門性も必要ですよね。専門
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的な技術、今何人技術者いらっしゃるんでし

ょうか。 

○農林課長（楠木雅己）  現在のところ、技

師は１名でございます。 

○持留良一議員  これだけ農業振興図りまし

ょう、そして農業・漁業、この大事な産業を

柱にしていきましょうという中で、果たして

これでいいのかなと、賄えるんだろうか、体

制的にもそれで十分なんだろうかというのを

改めて私は認識しているんですよ。 

 以前、この人事の計画の問題で見直しも含

めて、そういう定義もされたと思うんです。

もう一定程度過ぎた、そういう中で人の必要

性、技術者の必要性、例えば土木関係は採用

されましてね、災害との関係も含めてされま

した。 

 でもやっぱり現状、農林課を見たらもうそ

の政策的なところよりも、日々の実務に追わ

れているというのが現状だろうと思うんで、

だから、専門的にじゃあどうするかと、政策

立案も含めて、果たしてどうなんだろうかと

いうのがある。 

 そのためにそれだけの体制がないと、私は

農業振興というのは図れないと、現状、垂水

の現状はどうなんだと、そして今何が問題な

んだということ、本当に専門的にやっていか

なければいけないというふうに思うんですが、

そういう人事計画の見直しも含めて、それで

改めていいのかということを市長にお聞きし

ます。 

○市長（尾脇雅弥）  ご提案の考え方という

のは違うとは思いませんけれども、ただ現実

的にやっていく中で、どうやっていくのかと

いう問題があります。今、業務量調査という

のはやっておりますから、どういう形でどの

部分がどういう業務をやっているかというこ

とを調べております。 

 水産に関しては、前お話をしましたけれど

も、水産課、商工課、観光課というのをドッ

キングして、水産商工観光課で連携をしなが

ら足らざるを補っていかなきゃいけない垂水

市の現状でありますから、水産の係としては

２名です。この中でうまく漁協なんかと連携

をしながらやっていっております。 

 農業に対しても、全て技術者も含めて全部

できているかというのでいうと、それは100点

ではありませんけれども、現実的にじゃあ増

やすとなると、人件費もろもろもかかってま

いりますから、そのところの整合性と併せて

しっかりと考えていかなきゃいけないという

ふうに思います。 

○持留良一議員  人事というのはやっぱりめ

り張りも必要だと思うんですよね。ここは重

点的に充てましょうと、ここは中心的なやつ

ですよと。そうでないともう、私なんかが要

望していったり、また、こういう質問をして

も、なかなかできていませんという回答が出

てくるわけですよね。果たしてそれでいいん

でしょうかという問題なんですよ。 

 そのためにはやっぱり、例えば私は農林課

の皆さんには現場とか、あちこち研修もぜひ

取り組んでいただきたいと、他から学ぶとい

うことも非常に重要だと思うんですよ。 

 例えば、全国的には援農型という形で労働

力不足問題でも取り組んでいます。そして、

垂水でも市木に時々来られます、遠くから。

その時期に、収穫時期にですね、来られる。

でも、その方も年齢的にあとご自分の生活を

考えたらいつまでも続かないんですけども、

いろんな形でそういう全国取り組んでいるわ

けです、それを補うという一面も含めてです

ね。 

 だから、やっぱり中心的になる専門的な農

業技術者の確保、もしくは増員して、そうい

う現場の方々がいろんな形で研修ができるよ

うに、そのことをぜひ取り組んでいただきた
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いと、そういう方向性について再度市長に。 

○市長（尾脇雅弥）  現状においては、その

ような状況だという話をしましたけれども、

やっていないということではありません。現

状において、できることを最大限やっており

ますし、当然のこととしてそのようなことも

状況を見きわめながら、同時進行でやってい

るということであります。 

○持留良一議員  現状ではそうで、現状の中

からいろんな問題が吹き出しているわけです

よね。今回の災害の調査とかを含めてもそう

ですよ。対応できない。果たしてこれでいい

のかなという問題も出てくるわけです。 

 だから、本当に基幹産業というのは何が大

事かという、そこに必要な体制と政策、そう

いう形でそこを充実させていくことが重要だ

ろうと思いますので、ぜひこの点は取り組ん

でいただきたいと、要望という形でこれは閉

めたいというふうに思います。 

 それから、国保の問題ですね、次はね。２

番目の財政については後のほうでまた財政課

との関係で議論させてください。 

 このペナルティー問題で一つお聞きしたい

んですけども、先ほど一般会計からの均等割

の関係して、減免するのはペナルティーにな

るんだというようなニュアンスで話をされま

したが、それはそうなんでしょうか。 

○市民課長（鹿屋 勉）  済みません、ちょ

っと今質問の趣旨が理解できなかったんです

けれども。 

○持留良一議員  いわゆる生活困窮者の国保

料の独自減免に充てる公費繰入金は、赤字に

分類せず、従前で、今までもペナルティーと、

対象外としていく方針だったんですが、先ほ

どだと何かペナルティーになるような話をさ

れたものだから、均等割の関係でですね、こ

のことは間違いないのかということです。 

○市民課長（鹿屋 勉）  先ほどペナルテ

ィーということで申し上げましたのは、子ど

もの医療費助成制度を独自にやった場合、し

かも現物給付をした場合に、国の給付金が減

額されるという意味合いでのペナルティーで

ございました。 

○持留良一議員  ２番目ですね、２番目、均

等割の関係。 

○市民課長（鹿屋 勉）  均等割でのペナル

ティーは。均等割をするためには、ほかの保

険者、被保険者に負担を求めないといけない。

その前に法定外繰入、これの解消に努めない

といけないという県全体での運営方針がござ

いますので、それに反した場合には保険者努

力支援制度という評価の指標の中で、ペナル

ティーとして減額措置があるということでご

ざいます。 

○持留良一議員  国の方針だと、被災者、子

ども、生活困窮者など国保税の独自減免に充

てる公費繰入金を赤字と分類しないと、ペナ

ルティーの対象外ですよというのを明記して

いるんですよね。これはまた調べておいてく

ださい。 

 そんな形で市長にお聞きしますけども、先

ほど財源の問題が出たんですけども、この交

付金は活用できないということだったんです

けども、財源があれば均等割の見直しがある

という考えはあるんでしょうか。 

○市長（尾脇雅弥）  本市の状況につきまし

ては、先ほど担当課長が申し上げたとおりで

ございますけれども、私の見解をということ

でありますので、お答えさせていただきます。 

 ご承知のとおり、国民健康保険は国民皆保

険制度の根幹をなすものとして、社会保障制

度の中でも重要な役割を担っているところで

ございます。国保の制度といたしましては、

以前から高い年齢構成や脆弱な財政基盤など

構造的な課題がございましたので、平成30年

度から鹿児島県が財政の責任主体となって、
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県と市町村が共同で国保を運営する新制度に

移行して、広域化や効率化を推進することで

制度の安定化を図っているところでございま

す。 

 そういった全体ルールの中で、市として国

保制度ではできない部分がございますので、

市長会など全体的なところで国の施策として

実施していただくように引き続き要望し、で

きる部分について今度の施政方針でお示しを

したような様々な施策を拡充していくことで、

子育て支援に努めたいと考えているところで

ございます。 

○持留良一議員  ペナルティーの未就学児廃

止の問題も、全国的な大きな運動によって国

がとうとうそれを見直しをしたと、当然市長

会、知事会含めていろんな方々が要望したと

いうことの背景があると思うんですね。そう

でなければ、なかなか国は動かないと。だか

らこそ、今全国でも広がっていると。 

 昨日資料もお渡ししたというふうに思うん

ですが、大事なのは私たちが自覚的にこれを

どう実現していくかという点では、大きな運

動が必要だということを改めてペナルティー

の廃止の問題、如実に私たちに見せたと思う

んです。そうであるならば、全国からどんど

ん子どもたちを守るためには取り組んでいく

と。 

 先ほど市長も令和２年度の方針として、子

育て支援の充実に努めていくと言われました。

この問題は、おめでとうございますと言いな

がら、明日から国保税の負担がかかりますと、

こんなことが両面がされるわけですよ。 

 ましてや子どもは稼ぐわけじゃないし、赤

ちゃんは。だからそこに矛盾が全国に広がっ

て、国保制度としても矛盾が広がったわけで

すよね。市長は言えますか、どうぞ。 

○市長（尾脇雅弥）  先ほどお話しましたよ

うに、全国の市長会でもそういう要望を上げ

て、少しずつ形になっています。 

 一方で、今、昨日ですかね、いただいた資

料の中に先進的にそういったところを市町村

の判断でやっておりますというのがあります。

確かに29市町村ありますけれども、全体の市

町村としては1,741市町村あるわけであります

から、その中で子育て支援ということに関し

ては共通ですけれども、決められた国のルー

ル、その中で我々ができること、できないこ

とあるわけでありますから、できることはこ

れまでも最大限やってまいりましたし、基本

的に考えはそういう思いでおります。 

 だけれども、現実的に財源がある中で、ど

ういうふうにしてやっていくのかということ

を形にするという意味では責任がありますか

ら、しっかりできる範疇でやっていくという

ことであります。 

○持留良一議員  財政課長にお聞きします。

来年度の地方財政の関係で、地域社会再生事

業費、これは仮称ですけども、これが創設さ

れるということになります。新たな財源とい

うことになりますが、それがわかる範囲でお

答えください。 

○財政課長（和泉洋一）  お尋ねの地域社会

再生事業費につきましては、令和２年度の地

方財政計画に地域社会の維持再生に取り組む

ための新たな歳出項目として計上されており

ます。 

 計上の方法といたしましては、これは地方

交付税の中に算定されますが、基準財政需要

額の算定項目に、この地域社会再生事業費を

創設し、全国で4,200億円、市町村は半分の

2,100億円程度が算定されるというふうに今の

ところ説明を受けております。 

 算定内容としましては、人口構造の変化に

応じた指標として人口減少率等が用いられる

というふうな、今のところ情報でございます。 

 以上でございます。 
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○持留良一議員  私は先ほど財源があればど

うなんだという提起もさせていただきました。

そして、新たにこういう形で財源も確実にな

る方向は確かなんですけども、まだこちら見

積もっていないという状況ですので、これか

ら額ははっきりしてくると思うんですが、改

めてそういう財源が生まれたら、市長やる気

はないでしょうか。 

○市長（尾脇雅弥）  もろもろの条件が整え

ば、全くそういうことではないということで

はないと思います。 

○持留良一議員  わかりました。この前示し

たのでも、第２子以降だと216万円、第３子以

降だと74万円という形で無理な金額ではない

と思いますので、ぜひ様々ご検討いただきた

いというふうに思います。 

 次は、新庁舎と財政問題についてなんです

けども、私は、ここは財政課としての役割っ

て何なのか、専門性、独自性とは何なのかと

いうことを、この問題では出しました。 

 そしてなおかつ、私たちが今後、今日も事

業費の問題を議論されましたけども、大事な

のは私たちがこの問題をどう考えていくのか

という点で、重要な点があると思うんですね。

市長にお聞きをしますけども、地方財政上、

目的は何なんでしょうかね。地方財政上とし

て、議会はどういう権限があるでしょうか、

執行していく上で。 

○市長（尾脇雅弥）  ちょっと意味合いがよ

く理解できませんでした。 

○持留良一議員  いわゆる財政運営をやって

いく上で、気をつけなきゃならない点は地方

自治体として何なのかということと、議会が

そういう中で権限行使できるのは何なのかと、

いわゆる議決権だとか、調査権とかいろいろ

ありますけども、そのことです。 

○市長（尾脇雅弥）  テクニカル的な部分に

なりますので、担当課から答弁させます。 

○財政課長（和泉洋一）  地方財政上、その

運営において気をつけなければならないとい

うことは、やはり持続可能な財政運営である

というふうに財政の立場、私としては考えて

おります。 

 議会に対しましては、そのチェック機能と

いうことで果たしていただいているものとい

うふうに考えております。 

 以上でございます。 

○持留良一議員  この点で大事なのは、最小

の経費で最大の効果をもたらすように努める

と、最小の経費で最大の効果をもたらすとい

うことは最大だろうと思うんですよね、財政

運用、それが持続可能なものにつながってい

くということになると思います。 

 当然、議会は議決権があります。じゃ、議

決権を行使するために何が必要かということ

なんです。それに必要な、今日出したのはそ

れらに関する資料をということで出させてい

ただいたんです。こういうのはないのかと、

こういうことはどういうことかと、結果的に

総額はどのくらいになるのかということだっ

たんですね。 

 これは町田市がつくったやつです。八代市

は別途議会も含めて検討委員会をつくってい

ます。こういう形で独立的な立場で財政ビジ

ョン、基本構想の、基本計画の段階からつく

っているんですね、様々な角度から。 

 だから、早く議会にも出せるわけですよ。

今後どういう形で市の財政に影響を与えるの

かと。でなければ私たちというのは、もう今

の段階だと、今日発表された中身だと、もう

基本的に６月の段階でしか事業費を含めて判

断できないんじゃないかということになると

思うんですよ。 

 そこで、ぜひこれに近いような形で資料を

出していただきたいというふうに思います。

というのは、こういう政府も主要建設材の価
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格動向、こういうのも出しています。いろん

な資料を出しています。 

 だから、私は算出できない根拠はないと思

うんです。八代市もちゃんと出しているんで

す。本市は体制がないのか、それともまだそ

こまで自覚がないのかわかりませんけども、

やはりそういう形で含めて、私たちに今の現

状をしっかり分析できる資料を出していただ

きたいと。そうでなければ、今言った議決権

の行使といってもなかなかできない、そのた

めの必要な資料がないとですね、そのことを

お伝えしたいと思うんですが、この点につい

て財政課長、よろしくお願いします。 

○財政課長（和泉洋一）  今後の財政運営上

の見通し等につきましては、今後、その事業

費が確定した中で、その情報について丁寧に

説明をしていくというふうに考えております。 

 事業費につきましては、今現在、最終の算

定をしているところでございますので、今現

在においてはまだ、私も今現在の状況につい

ては把握ができていないところでございます。 

 以上でございます。 

○持留良一議員  もう時間もないですので、

そういう現状で、本当に果たして市民に対し

て責任を負えるのかと、財政運営上、そうい

う財政課も含めてですけども、責任を負える

のか、役割を負えるのかと、さっき言った持

続可能な経済運営、財政をやっていくんだと

いうことを考えたら、やっぱり必要な資料が

必要だというふうに思います。 

 もう時間がありませんので、会計年度任用

職員については、改めて予算委員会のほうで

議論させていただきたいというふうに思いま

す。 

 以上で私の質問を終わります、質疑を終わ

ります。 

○議長（篠原則）  次に、８番、感王寺耕

造議員の質疑及び質問を許可いたします。 

   ［感王寺耕造議員登壇］ 

○感王寺耕造議員  皆さん、お疲れさまでご

ざいます。昨日から同僚議員がコロナウイル

ス、東京オリンピック、また、かごしま国体

と前語りをされました。もうみんな語り尽く

されたかなあと私感じていたんですけども、

今朝新聞を開いてみましたら、垂水市にとっ

て大変悲しい記事が載っておりました。 

 教育長、公立高校の最終出願状況でありま

す。垂水高校普通科40名ですね、定員が。そ

れに対して本年度は11名、競争率わずか

0.28％であります。19年度が0.41％でしたが、

大分急落していることになっております。ま

た、生活デザイン科、定員40名に対しまして

22名、0.55倍、19年度は0.83倍でございます。 

 今まで毎年通学補助費として1,000万円、そ

の他検定費用もろもろで400万円、毎年毎年

1,400万円、市の補助金が出ております。しか

しながら、こういう結果であります。 

 他校の動向を見てみますと、一番低いのが

鹿児島商業の、これは特殊な学科です、国際

経済科、これが0.18％、0.25％が山川高校、

川薩清修館、0.28％、これが市来農芸、加世

田常潤ということであります。 

 つまり、県下の公立高校でワーストフォー

に入っているということであります。確かに

垂水高校は、本市に文化の灯をともすところ、

また、副市長から産業厚生委員会へ答弁いた

だきましたけども、県と垂水高校、市と協議

してフィッシュガールズも、要綱をきちっと

決めて手助けいただけるということでござい

ます。また、公立の４大にも入ったというこ

とをお聞きしております。 

 ほかにも、商工会とのコラボとかいろんな

分で行事に参加いただいている。これはあり

がたいことであり、また校長先生をはじめ教

職員の皆様、生徒の皆さんの、学生の皆さん

の努力のたまものだと、この分は評価するん
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です。 

 しかしながら、これからが私は心配なので

あります。大きな理由として二つあります。

私立の高校に対しまして、授業料の免除、こ

の部分が進んでまいります。また、鹿屋女子

高校、鹿屋市立でありますけども、この部分

についても、本年３月で新校舎が完成し、ま

た多目的ホールもできております。また、市

立高校ということで、カリキュラムの変更が

きちっとなされております。容易だったんで

しょう。 

 公立高校はそんな簡単にはいかない。多分

無理だと私も農高のＰＴＡ会長やっておりま

したので、それはわかっております。実際、

この部分、鹿屋女子高の部分を見てみますと、

普通科が19年度0.79倍、今回は0.94倍、情報

ビジネス、0.7から0.75、生活科学が0.83から

若干ですが、0.77ということでございます。 

 つまり何を言わんかとすると、私立高校の

無償化、この部分で新城、柊原の部分は鹿屋

にどんどん流れていくんではないか。 

 また、中央地区についても、鹿児島のほう

に流れていくんではないか、牛根地区につき

ましては、霧島市のほうへ学生が逃げていく

んじゃないか、そういうことを心配しており

ます。 

 また、中央中学校の女子生徒さんにとりま

しては、先ほど申しました鹿屋女子高、この

分への出願が私は増えていくと思います。 

 来年度から、先ほど申しましたように総合

選択制を導入し、生徒の多様な進路希望を支

援するための新しい取り組みを開始されるそ

うであります。自分の所属する科以外の学科、

それの専門科目も履修できると、そういうこ

とであります。 

 今すぐに垂水高校への助成をやめろとは言

いません。ただし、今回、私はこの倍率が、

この倍率が現在の垂水高校の評価であるし、

通知簿だと思っております。 

 また、毎年1,400万円支払っているわけです

から、きちんとこの問題を何が原因なのか検

証して、来年こそはまた倍率を上げていただ

きたい、そういう思いから冒頭話させていた

だきました。 

 市長、そういう意味できちんと検証を垂水

高校となさっていただき、その結果を我々議

員にも示していただけないと、毎年毎年この

1,400万円の審議に私はたえないと思うんです

よ。その分をお願いしまして、早速質問に入

ります。 

 まず、市政運営の基本理念について、市長

に伺います。 

 市長は、先の施政方針で積極的な情報発信

と説明責任、広報・広聴を政治姿勢の一つと

して上げられました。市長の思いを聞かせて

ください。 

 特に広聴の手法について、詳しくお願いい

たします。 

 建物系公共施設など、多大な予算が発生す

る事業、また、市民の見解が大きく分かれる

事業などは市民アンケート・住民投票で民意

を諮る必要が必須であると私は考えますが、

市長の見解を伺います。 

 ２点目、庁舎建設に入ります。 

 全員協議会で季節風対策として、防風壁の

建設計画が突如追加されました。予算規模は

いかほどなのか、企画政策課長に伺います。 

 また、建設予定地は年に数回、車の走行を

ためらわれるような冠水のある地域です。都

市計画の見直しの手続きと冠水対策の手法、

事業の予算規模はいかほどか、土木課長に伺

います。 

 ３点目、新規事業たるたるおでかけチケッ

ト事業について質問します。 

 これにつきましては、先の同僚議員の質問

で了解しましたので、割愛します。 



－150－ 

 市長公約であるとのことですが、また目的

として交流、情報交換、見守り、地域事業の

活性化とのことです。温泉券の配布はまあい

いでしょう。65歳になったから、温泉につか

ってゆっくりしてください、これについては

認めます。 

 ただ、バスとタクシーの利用チケットの配

布には疑問であります。65歳、まだまだお元

気です。車もまだまだ10年以上は乗られる。

マイカーも持っておられる方もおられると思

います。そういった方々にまでバス・タク

シー、そういうのは私は反対に失礼なんじゃ

ないかと思っているんです。 

 予算には限りがあります。全市民を対象に

するのではなくて、身障手帳を持っておられ

る方、また介護度の高い方々などの交通弱者

に限定し、事業実施すべきなのではと私は考

えますが、市長の見解を伺います。 

 ４点目、交通弱者対策について、福祉課長

に伺います。 

 ＮＰＯ法人ワーカーズコープ、垂水での事

業名は「ゆらおう」さんでありました。この

ＮＰＯ法人が垂水での事業撤退をされました。

月に25人から28人ほどの市民に利用されてい

たようであります。 

 複数回利用される方が月に三、四名、その

ほかはそれぞれ１回ずつという話を聞いてお

りますが、利用者のお一人である車椅子を使

用されている高齢の女性の方のお話ですが、

かかりつけ医に週３回の受診を勧められてい

るが、家族の事情、お金の問題もあり、息子

の休みの週１回しか受診できず、困り果てて

いるとの相談も受けております。 

 事業撤退の事情とこれまでのＮＰＯ法人と

の行政とのかかわりについて答弁ください。 

 ５点目は、１月27日の突風被害について、

農林課長に伺います。 

 被害額は7,881万9,000円と聞く。農家の営

農意欲が減退するのではと危惧しております。

被害額の確定が遅かったのではと感じており

ます。 

 通常であれば、１週間もしないうちに出る

わけですが、今回の場合、被害件数も多かっ

たという部分を割り引いたとしても、２週間

もかかっていると、これは問題があると私は

考えております。被害調査の体制は十分であ

ったのか、農林課長、答弁ください。 

 また、国・県への補助・助成の要望状況、

また、廃プラ、パイプ除去以外の市単独助成

につきましては、こういう災害の折、市議が

余り口を挟みますと、事業展開がうまく進ま

ないでしょうから、また先の同僚の質問で了

解いたしましたので、この点については１回

目の質問は割愛いたします。 

 ６点目、清掃センターについて、生活環境

課長に伺います。 

 今回の一般会計補正予算で、清掃センター

安全対策管理事業として9,650万円が計上され

ております。やっとここまで来たかというの

が実感であります。 

 煙突部分の解体ということですが、煙突部

分の解体後の今後の取り組みと現在の建屋等

の活用についてご答弁ください。 

 ７点目、市内小中学校の焼却施設について、

教育総務課長に伺います。 

 まだほとんどの小中学校で撤去されていな

い状況ですが、焼却施設の撤去状況について

答弁願います。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○市長（尾脇雅弥）  冒頭、垂水高校のお話

が出ましたので、少しお話をさせていただき

たい。（発言する者あり）いいですか。 

 それでは、市政運営の考え方ということで

ありますので、積極的な情報発信と説明責任

につきましてお答えいたします。 

 市民の皆様との協働によるまちづくりを進
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めていく上で、行政情報の積極的な発信と説

明責任は必要不可欠なものであると考えてお

ります。 

 このことから、誰もが見やすく、わかりや

すい表現方法を常に心がけ、市民の皆様へ新

鮮かつ正確な情報をお届けできるように努め

ているところでございます。今後も、広報誌

や公式ウエブ等を活用し、より積極的な情報

公開に努めてまいります。 

 次に、広聴の手法として、市民アンケート

等の考えはないのかの質問にお答えいたしま

す。 

 多様化する市民ニーズや時代の変化をいち

早く市民の皆様と行政が共有することは重要

であるとの考え方から、広聴活動にも重点を

置いております。 

 このため、計画や条例などの内容を事前に

公表し、市民の皆様から広くご意見等を求め

るパブリックコメント制度や市民の皆様の

ニーズを的確に把握するための市民満足度調

査などを実施しております。 

 このほかにも１階市長席や積極的に現場へ

出向き、市民の皆様から直接ご意見を伺わせ

ていただいているほか、お便り等を通じて市

民の皆様の声を集約し、新たな施策への反映

に努めているところでございます。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（二川隆志）  防風壁の建設

計画につきましてお答えさせていただきます。 

 基本設計におきまして、北側の臨港道路と

の境界に防風対策及び砂の飛散対策として、

地上から高さ1.5メートルの擁壁を約65メート

ル程度設置する計画と考えているところでご

ざいます。 

 予算規模についてでございますが、現在、

外構工事として、現在実施設計の積算を行っ

ているところでございます。外構工事全体と

して予算を提案させていただく際には、詳細

な説明をさせていただきたいと考えていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○土木課長（東 弘幸）  都市計画の見直し

手続きと浸水対策の手法、事業の予算規模に

つきましてお答えいたします。 

 錦江町の浸水問題につきましては、全体的

な勾配がないこと、埋め立て当時の想定して

いる側溝の排水能力を大きく上回る降水量が

近年あること、満潮時における排水路への海

水の遡上と大雨が重なることなどが原因で道

路が浸水することは、これまでもご説明申し

上げましたとおりでございますが、この浸水

対策としまして、平成８年度に当時の都市計

画課が事業認可を受け、都市下水路事業を実

施いたしましたが、整備に莫大な費用を要す

ること、補助率が低く市の負担額が多いこと

などにより、財政的な面から平成15年度をも

って休止といった苦渋の決断に至ったことは、

議員の皆様もご理解いただいているものと考

えております。 

 都市計画の見直しにつきましては、先ほど

休止と申しましたが、都市下水路の計画は都

市計画決定を受けており、実際は継続状態で

ございまして、これまでも県都市計画課と事

業縮小や計画廃止など協議を行ってまいりま

したが、浸水が解消されない状況で計画の廃

止はできない。単に財政的な理由や長期にわ

たって事業に着手していないという理由で計

画変更することは適切ではないとの回答でご

ざいました。 

 次に、浸水対策の手法でございますが、現

在、市道垂水９号線改良工事の実施設計を発

注しておりますが、計画の内容につきまして

は、鹿児島交通のバス駐車場付近から中央病

院までの約560メートルを予定しております。

この道路の現況は両側に幅員1.5メートルの歩

道を備えた二車線道路でございます。現在の



－152－ 

歩道は比較的幅員が狭く、また横断勾配が急

であるため、歩きにくいとの声もございます。

そこで、これらのことを解消するため、歩道

のフラット化と海側の歩道を１メートル拡幅

し、2.5メートルとする計画でございますが、

現地測量の結果、既設側溝の断面不足や、海

岸排水口からＡコープ付近まで海水が遡上し

ていることが判明いたしました。 

 ９号線の既設側溝は30センチでございます

が、改良工事の際、50センチから60センチの

側溝を布設する予定でございまして、海岸排

水口には、本年度予算で海水遡上を防止する

扉を設置いたしました。また、９号線からＡ

コープと公設市場の間と、中央病院と県営住

宅の間の２路線の市道側溝も断面を広げる計

画でございまして、整備後の浸水状況を見な

がら、海岸付近の公共用地に２カ所から３カ

所、大型の排水桝を設け、緊急時にポンプを

設置し、海岸へ強制排水する計画も持ってい

るところでございます。このように浸水が軽

減できるよう、しっかりと取り組んでまいり

ます。 

 最後に、予算規模でございますが、現在、

実施設計中であり成果品も納品されていない

ため、事業費の把握はできていないところで

ございます。何とぞご理解いただきたいと思

います。 

 以上でございます。 

○福祉課長（髙田 総）  この、たるたるお

でかけチケットの具体的な目的といたしまし

ては、このチケットが手元にあることで、車

を利用される元気な方も含めて、それぞれの

目的で出かけようという気持ちを持っていた

だくきっかけとなり、外出が増えることで交

流や情報交換の機会をつくっていただくこと

が、最大の目的であると考えております。 

 また、そのことで、いろいろな団体の参加

やイベントへの参加、加えて、ご近所で誘い

合って利用することで周囲との関係性が構築

され、安全安心の確保にもつながっていくこ

とを期待しているところでございます。 

 議員に提案いただきました交通弱者に特定

したチケットの交付でございますが、たるた

るおでかけチケット交付条件においては、先

ほど答弁いたしましたような目的や事業効果

を期待しておりますことから、提案いただい

たことについては、この事業と切り離して考

えていく必要があると思っております。 

 以上でございます。 

 続きまして、ＮＰＯ法人ワーカーズコープ

撤退の事情と、行政とのかかわり方について

お答えいたします。 

 日本労働者協同組合ＮＰＯ法人ワーカーズ

コープは、その組合に参画する全てのものが

出資をして組合員となり、運営を行いながら、

地域における多様な需要に応じた事業を行う

もので、本市においては大隅地域福祉事務所

ゆらおうが市内に事務所を構え、平成23年１

月から、単独で公共交通機関を利用すること

が困難な方に対して、タクシー等による運送

サービス等を補完する、いわゆる福祉有償運

送事業を行ってきたところでございます。 

 しかしながら、令和元年８月に、ゆらおう

関係者から、利用者減に伴う事業収入の減少

や最低賃金を基準としたドライバーの雇用が

困難となったことを理由に、同年９月末をも

って撤退する旨の報告があったところでござ

います。 

 また、その際に、本市の地域ニーズとゆら

おうが実施する福祉事業とのマッチングにつ

いて、後日、事業の提案を行う旨の話もあっ

たところでございますが、いまだに実現に至

っていないのが現状でございます。 

 次に、行政とのかかわり方でございますが、

福祉有償運送事業の参入等の申し出があった

場合に備え、市は道路運送法の規定に基づき
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要綱を定め、垂水市福祉有償運送等運営協議

会を設置し、福祉課が事務局となり、ＮＰＯ

法人の登録及び更新手続きに必要な事項等に

ついて協議する場を設けているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○農林課長（楠木雅己）  突風被害について

の被害調査の体制につきまして、お答えいた

します。 

 被害額の確定が遅かったのではないかとの

ご指摘でございますが、通常、台風等の農作

物の被害調査につきましては、年度初めに大

隅地域振局、ＪＡ、共済組合、農林課等で構

成します、垂水市農林技術協会いわゆる技連

会の会員を２名１組で地区を決めて、対応で

きる体制を敷いておりますが、今回の突風に

つきましては、台風時期のように暴風雨警報

等の発表もなく、事前の予防措置もできなく、

また、作物がインゲンなど、ビニールを張っ

たハウスがほとんどで、これまでにない数の

ハウスが被災したため、被害調査に時間を要

したことと、これまでの被害調査の内容より

も複雑な調査内容が追加されたことにより、

不慣れなこともあり、調査が遅れたため、被

害額の確定が遅れたものでございます。 

 今回の調査におきましては、農林課勤務経

験者などの応援もいただきましたが、今後の

体制につきましては、今回のような災害につ

いては、早期の全庁的な対応が必要かと考え

られますので、体制のあり方について関係課

と協議してまいりたいというふうに考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○生活環境課長（港 耕作）  煙突解体後の

取り組みと建屋等の活用につきまして、お答

えいたします。 

 垂水市清掃センターについては、新原議員

のご質問にも答弁いたしましたように、令和

２年度に煙突部分のみ解体工事を予定してい

るところであります。焼却炉等を含む建屋の

部分についても、老朽化が進んでいることか

ら、解体することが望ましいと考えられます。

しかしながら、施設全体を解体するためには、

多額の経費が必要であることや、解体時期、

解体方法について、また一般廃棄物処理許可

業者との協議など、検討すべき課題も多いと

考えております。 

 このようなことから、今後、関係課、関係

機関とも建屋をどうするかを様々な角度から

協議を重ねてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○教育総務課長（紺屋昭男）  市内小・中学

校の焼却施設の撤去状況につきましてお答え

いたします。 

 廃棄物焼却施設等から排出されるダイオキ

シン類による汚染が、1990年代から全国的に

問題となってきたことをきっかけに、児童生

徒の健康に与える影響を考慮し、学校におけ

るごみ焼却炉については、有害物質の排出に

対する安全性の確保がされない限りは、原則

使用を取りやめることとし、平成９年10月に

現文部科学省から都道府県教育委員会等へ通

知され、その後、県より市町村教育委員会へ

通知があり、それに併せて本市の小・中学校

においても、焼却炉の使用はしないよう、指

導してきたところでございます。 

 本市の学校における焼却炉の撤去等の状況

につきましては、平成12年度に境小と牛根小、

平成26年度に垂水中央中が運動場整備時に、

令和元年度に協和小が、７月の豪雨による裏

山がけ崩れによる学校施設の災害復旧時に、

それぞれ焼却炉の撤去を行ってきたところで、

新城小、柊原小、水之上小、垂水小、松ヶ崎

小の５校については、今現在撤去はしていな

いところでございます。 

 以上でございます。 
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○感王寺耕造議員  一問一答でやっていきま

す。 

 市政運営の基本理念についてですけど、市

長答弁をいただきました。情報発信について

は、市長はすごく上手だと思っております。

いいことなんじゃないですかね。 

 ただ、この広聴という部分について、先ほ

どパブリックコメント、また市民満足度調査。

この部分を挙げましたけれども、この部分が

果たして広聴として値するのかっていう部分

は、同僚議員の持留議員ともずっとやってこ

られたはずですよね。私は、これは当たらな

いと思っているんですよ。 

 やはり、持留議員が先の議会で申されたよ

うに、「民主主義と住民自治のあり方。住民

投票は間接民主主義を補い、住民の意思をよ

り直接的に政策に反映する」ということをお

っしゃっております。直接投票についてはで

すね。また、市民アンケートの部分について

も、私は大事だと思っております。全く持留

議員と同様です。 

 こういった部分から、市民アンケート、住

民投票についての市長のお考えを聞いたんで

すけれども、お答えがありませんでした。再

度お願いします。 

○市長（尾脇雅弥）  いろんなケースがある

と思いますけれども、例えば今の庁舎の関係

でいうと、12月に高橋代表から、民意を問う

ということでご提案がありました。私が申し

上げた意見書の中にもあったんですけれども、

例えば我々が現状においてベストだというの

がＡ案だとするならば、見合う現実的なＢ案

があって、どちらかにしようかっていう話で

あれば、これは民意を問うということはやぶ

さかではないんですね。 

 ただ、あの時点において、これはないわけ

です。場所だけを問うということでも、後々

の影響も含めたものの判断ということで、そ

ういう判断をさせていただいて、ご提案をさ

せていただいて、議員の皆様が決断したとい

うことでありますので。ほかにも、いろいろ

住民アンケートをとらないわけではなくて、

その目的あるいは趣旨に沿って、必要に応じ

て意見を聞く、あるいはその足らざる広聴と

いうのは、我々自身もいろんなところへ、例

えば車座座談会もそうですし、申し上げたの

は、市長選、一つの争点として庁舎がありま

した。結果を踏まえてどうですかっていう話

をされたときに、そういうことの活動をしな

がら、しっかりと声なき声も含めて拾ってい

きたいというお話はしました。 

 だから、そのことはオープンにしているし、

あとそれを聞かれるかどうかっていうのは、

市民の皆さんのご判断がありますから、でき

るだけ、お問い合わせがあったところに行か

なかったことはありませんし、そういう意味

では、しっかりとお話をしている部分に関し

ては、誠意をもって取り組みをさせていただ

いているというふうに思います。 

○感王寺耕造議員  市長、私、市庁舎建設問

題を蒸し返そうとはしていません。一応これ

は住民投票、議員発議の部分ですね。また、

住民から出された部分ですね。これは一応結

果は出ているわけですから、私も議会人とし

て、それを尊重します。その部分については

ね。 

 ただ、今後の広聴っていう部分では、市民

アンケートとかそういう具体的な手法も真摯

に受け止められる必要があるんじゃないです

かっていうことを、私は言いたいわけですよ。 

 昨年３月議会、勇退された川菷議員、前議

員ですね。市長に苦言を呈されました。こう

してほしいっていうことをね。時間がないか

ら、持って来ていますけど読み上げませんけ

れどね。もう一回、昨年の３月議会の川菷先

輩の思いを考えて、広聴ということについて、
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市民への説明責任、また意見の拾い上げとい

うことについて。今後のことですよ、その部

分についてはきちんとやってほしいというこ

とです。この部分については水かけ論になり

ますから、次に入りますから。いいですか。 

 次、この問題について、私も農業委員会会

長を務めさせていただいたり、充て職で各審

議会とか検討委員会という部分に入らせてい

ただきました。 

 過去、関係団体の部分の長さんが入ったり

とか、市民の部分が入ったりとかしますね。

私が農業委員会会長をやっていたときに受け

た部分が、市場審議会でした。この部分につ

いて、大同青果さんは当然ですね。あと仲買

の代表さん、あとは消費者代表ですね。それ

で、農業委員会会長が会長でしたから、審議

会の。それであとは出荷者代表の方々とかも

入っておりました。 

 そうすると、結局私は何を言わんかとして

いるかというと、何も意見が出てこないんで

すよ。また、ほかの審議会、検討委員会につ

いても、固定化された方々がずらっと登用さ

れているんですね。一般の方でも。関係の省

庁の部分は、それは関係団体の部分は出さな

きゃいけないでしょ。 

 ただ、この間も持留さんの議論で言われた

のにもありましたけど、そういった方々が、

自分の所属する団体のご意見を伺ってきて、

それを審議会、検討委員会に反映される方式

になっているかというと、そうはなっていな

いんですよね。今、国会でもこの問題が問題

になっています。審議会の部分で全て物事を

決めていくっていう部分で批判されておりま

す。 

 だから、私が言わんとする部分は、関係団

体以外の部分からも、公募枠をつくっていた

だきたいっていうことです。市長推薦枠だけ

じゃなくてですね。専門的な部分については、

人材は垂水市内いっぱいいらっしゃいます。

そういった専門的な知識を持った方々に入っ

ていただくことで、議論の透明性と、あとい

ろんなご提案をいただけると思うんですよ。

この部分について、今後、市長が指示してい

ただいて、関係各課で協議して、そういった

透明性のある、また、きちっと機能する審議

会にやっていくべきだと私は考えますが、市

長の答弁をお願いします。 

○市長（尾脇雅弥）  外部検討委員会、審議

会等の人選のあり方ということだと思います

けれども、お答えをいたしたいと思います。 

 市政運営を進める過程においては、市政へ

の市民の参画を目的に、外部組織で構成され

る委員会や審議会等を設置させていただいて

おります。現在、本市で設置する外部検討委

員会や審議会等においては、公募委員を採用

しておりませんが、関係団体から推薦いただ

いた方や専門的な知識を有する有識者等にお

願いをして、外部検討委員会や審議会等を設

置し、関係団体からのご意見や専門的な見地

からのご意見を伺いながら、各種計画や事業

推進に取り組んでいるところでございます。 

 過去においては、垂水市行財政改革推進委

員会の募集時にも、公募委員を採用させてい

ただいておりますけれども、募集を行っても

応募者がいなかったというようなこともござ

います。議員のご指摘のとおり、市政運営を

進める上で、市民参画を促進をしていくとい

うことは必要不可欠と考えておりますので、

今後、各種委員会や審議会等で構成委員の役

割等を確認しながら、これまで以上に、先ほ

どおっしゃったような形で、メンバーを集め

るけれども、意見も出ないということでは意

味がないと思います。選任をされる基本的な

メンバーは、それぞれにご縁のある方々であ

りますから、そのことについての一定のご理

解はいただけていると思いますが。それ以外
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の方の意見をどうやって、声なき声みたいな

ものですよね。しっかりと聞き入れていくか

っていうことは、公募という仕組みはありま

すが、これまではそういう形でやっても、な

かなか集まってこなかったということがあり

ます。今後、案件によって必要に応じて、今

ご提案をいただいた考え方というのは必要な

ことだと思いますので、しっかりと検討させ

ていただきたいと思います。 

○感王寺耕造議員  広聴という部分ですね、

大変大事な問題ですので。市長、まだお若い

んですから、この広聴の部分をきちっと果た

していただければ、まだまだずっと活躍され

ると思いますよ。この部分を肝に銘じて、よ

ろしくお願いいたします。 

 庁舎建設についてであります。暴風壁の部

分ですね。浸水対策また都市計画の部分で、

それぞれ説明がありました。まだ確かに設計

段階に入っていないんだから、積算はできて

いないから、出せないのよね。それはわかり

ます。ただ思うのが、一応、本体工事37億で

したか出されて、また私どもで説明を受けた

部分は、電算とかセキュリティーの部分は後

でというお話でした。それは了解しておりま

す。 

 ただ、この排水の部分についても、この既

設部分についても、庁舎の建設の計画に入る

ときには、こういう問題があるというのはわ

かっているわけですから、私は本体工事だけ

じゃなくて、こういった重要な、またお金の

あるような部分については、同時進行でやっ

ぱりやるべきだったんじゃないかと思ってお

ります。大事な問題ですから市長、１回で答

弁を終わらせるよう、よろしくお願いします。 

○市長（尾脇雅弥）  垂水市の地形的なもの

もあって、これまで大雨、台風が降ったとき

に冠水をする箇所が何カ所かございます。主

には国道220号線の下宮周辺のあのエリアです

ね。これは国において今、工事をしていただ

いておりますし、また文化会館のあの部分に

関しても、しっかりと対応しております。 

 今、現在ある中央病院から新庁舎予定地の

エリアに関しても、新庁舎が建つからという

ことではなくて、以前から答弁しております

とおり、安全上の拠点である中央病院もあり

ますので、その病院そのもの自体は大丈夫で

も、出入りを含めて難しい課題があると。そ

れは、これまで30センチだったっていう、そ

ういう状況があったりするわけでありますか

ら、それを変えていくっていうことは大事な

ことでありますので。タイミングがちょっと

庁舎と重なっておりますけれども、庁舎をつ

くるつくらないにかかわらず、やらなきゃい

けない問題であるというふうに思いますので、

そのことはご理解いただいているというふう

に思います。 

○感王寺耕造議員  この議論については、も

うこれで終わります。 

 たるたるおでかけチケット事業ですね。担

当課長から説明がありました。65歳以上の方、

対象者全員申請されると6,500人ということで、

予算計上も1,379万5,000円だっていうことな

んですよね。市民の中には、ばらまきじゃな

いのっていう部分もありますけど。市長公約

ですからね、やるのはいいんですよ。 

 ただ、僕はやっぱり考えるのが先ほども言

いましたように、市長、バスに乗れない方も

いらっしゃいますね。身障者が、車椅子を使

っておられる方で。タクシーについても、な

かなか週に何回も使えないっていう話も聞い

ておるんですよ。そういった切実な声がある

んですよね。後でまた答弁いただいてもいい

んですけれども、とりあえずここでは私の考

えでは、ある程度、的を絞ってやるべきだっ

たんだと。65歳の対象の、今、福祉課長が言

われた部分については、もうちょっと温泉券
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だけじゃなくて、もう少し膨らましてやって、

またバス・タクシーの部分については、別な

部分で、４番目の交通弱者対策についてです

けど、そういう形で私はやるべきだったんじ

ゃなかったかと思うんですが。その点につい

てだけ、１点。 

○市長（尾脇雅弥）  感王寺議員がおっしゃ

るような考え方もあり、そして理解をすると

ころでございます。もっと、例えば75歳以上

に絞って、生活弱者に絞るべきではないかと

いうことも含めて、またその中身に対して、

いろいろ対応すべきではないかということも、

この施策の決定の過程においても、そのこと

も協議をいたしました。 

 しかしながら、先ほど、「65歳はまだ元気

だ」っていうようなお話もありましたけれど

も、そうでない方もやっぱりいらっしゃいま

すし、免許とかいろいろ含めて、難しい。昨

日も堀内議員のご提案であって、「靴どうな

んだ」っていう、それも一つの方法でありま

すけれども、対象に外れる方もいらっしゃる。 

 そういった中で、65歳以上ということで、

一つのきっかけとして、これから高齢化社会

を迎えるときに、元気で長生きっていうとこ

ろがキーワードになりますので。そのために

は、現状ここにあるとしたら、このまま閉じ

こもりとかいろんな形で、だんだん年齢と共

に衰退していくのか、それともきっかけにし

て、外に出たり温泉に行ったり、活用するこ

とによって、プラスの方向に転じていただけ

ればということでありますので。 

 これで全てが解消するということではあり

ませんけれども、圧倒的多数を占める65歳以

上の対象者の皆さんが健康でいらっしゃると

いうことが、いろんな意味で財政も含めてプ

ラスに転じると考えてのご提案でありますの

で、ご理解いただければと思います。 

○感王寺耕造議員  交通弱者については次の

部分でまたやる、４番目ですね。ここですけ

れども。 

 本当に困っている方々がおられるっていう

ことは、市長も了解いただいていると思って

います。また、この部分で、こういった本当

に困った方々に、市単独でのタクシーチケッ

トの配布であるとか、あとＮＰＯ法人の助成

の問題についても、福祉課長からもありまし

た。こういった問題も関係各課と連携してや

っていただきたいということであります。 

 また、国庫補助対象外の地域についての市

単独の乗り合いタクシーですね。こういった

部分の考えもやっぱり必要だと私は思ってい

るんですよ。今、４路線走っておりますけれ

ども、国庫補助対象外の部分についてはなか

なか、「どうすんのよ」と、「うちは何で外

されるの」という部分があります。これは、

国の補助の要件の部分ですよね。バスの、タ

クシーから幾らとか。あと回数を増やせって

いう部分についても、３割を下回ったら補助

が出ないっていう部分もあるんですけれども。

先ほどのおでかけチケットの部分で話した部

分と関係のある大事な部分ですから。実際に

困っていらっしゃる方々がいるわけですから

ね。関係各課含めて、この問題に切実な声で

すので、対処していただきたいと思います。

これで終わりますので、市長、よろしくお願

いします。 

 ５番目、突風被害ですね。強風被害につい

て。農林課長、あと１カ月ほどのお勤めなの

に、大変だと思っております。また、農林課

長はじめ農林課の皆さんには、一生懸命仕事

をしていただいたっていうことは、私も理解

しております。ご苦労さまです。また、今も

毎日遅くまでやっておられます。その中で毎

日、土日祭日なく廃プラの回収に立ち会った

り、本当に大変でした。ただ、そういう部分

で、まずご苦労さまですっていうことを冒頭
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置きまして、再質問いたします。 

 農林課長、被害調査の部分ですけれども、

２週間かかったっていうことで、件数が多か

ったっていう部分ですね。これがあると思う

んですが。 

 市長、先ほど、持留議員からも農業振興の

部分で技術員が何人いるんだと。私知ってい

たんですけど、１人しかいませんね。１人で

すね。それとあと１つですね。どこも農林課

だけじゃないんですよ。人が減っている、大

変だっていう部分はあったんですよね。ある

んですよ。 

 それで今回も、農林課長が農林課勤務の経

験者に、個人でその上司の課長にも「お願い

します。手を貸してください」っていうこと

をお願いしたんですけれども。私も見ており

ました。そこでね。ところが、マンパワーが

どこもいっぱいなもんだから、国体からも出

せるもんね。課長も農林課出身だけどね。 

 そういう事情もありますので、こういった

大きな災害は農林課長だけではなくて、市長

が先頭を切って、短期間でまとめ上げた部分

のその被害額が国・県への要望につながり、

また市の単独の事業にも結びついていくわけ

ですから、早急にやらないといけないわけで

すよ。私はそう考えていますけれども、今後、

市長はリーダーシップを発揮していただけま

すか。どうですか。 

○市長（尾脇雅弥）  現状におきまして最大

限今できることは、対応させていただいてお

ります。ただ今後の課題として、当然、これ

以上の災害とか、いろんなケースがございま

すので。通常、台風災害のときなどは、全庁

的に役割を分担して行っているわけでありま

すけれども。今回はそういったことの体制ま

ではとれていなかったという現状があります

ので、今後しっかりと、負担がうまい形で分

担できるような体制づくりっていうのは必要

だと思いますので、しっかり考えてまいりた

いと思います。 

○感王寺耕造議員  よろしくお願いします。 

 最後に、この問題になりますけれども、農

業共済、収入保険の部分ですね。議長の許可

を得まして、皆様のお手元に配布してありま

す。 

 まず、後ろから２枚目の部分ですね。園芸

施設共済っていう部分を見ていただきたいと

思います。この部分ですね。この裏面を見て

いただきますと、いろんなタイプのハウスが

出てきますね。左側から、単棟パイプってい

う部分で。この部分が、補償額と掛金額がそ

れぞれかけてあります。 

 ２番目の部分ですね。一般軟質っていう部

分がほとんど今、防災営農で建てられている

連棟ハウスであります。 

 最後の右側ですね。Ｋ3.2かな、32かな。ト

ンネルハウスっていうやつが、これが近ごろ

防災営農で建てられ始めた、間口５メーター

のハウスですね。この部分がキヌサヤがメイ

ンで入っているんですね。５メーターから入

れるようになりました。 

 一般連棟の部分を見ていただきますと、１

年未満の部分で、建ててから。315万円の補償

をしますよと。掛金が１万5,700円、10アール

であります。この部分については張った部分

と、ビニールの外の部分ですね。それと外側

のパイプハウスだけです。あと中のビニール

とか、あと施設ですね。あと支柱とかってい

う部分を入れますと、２倍ですね。でも３万

円程度で入れば、315万円の補償を受けられる

わけですよ。 

 それでこの部分については、この共済の特

徴は、十余年たとうが何年たとうが、使えた

ら50％を補償するというものであります。こ

の部分、先ほどの川畑議員のご質問に、30％

いかない数字でありました。やはり農業者の
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部分も、掛金は大変だけれども、自分の経営

を継続する部分できちんとやらなきゃいけな

いっていうことを、私は思っております。 

 それでまたもとに返っていただきまして、

収入保険であります。この部分については農

業共済組合に確認しましたところ、収入保険

の加入は、垂水市はゼロであります。掛金が

若干高いっていう部分はあるんですけれども、

一番表を見ていただくと、自然災害での減収、

市場価格が下落した場合、災害で作付不能、

ご自身が病気になって収穫不能の場合も出る

んですよ。倉庫の浸水被害、取引先の倒産、

盗難や運転中の事故、為替変動で大損したと。

ありとあらゆるものを担保しているんですよ

ね。 

 そうすると、２枚目を開いていただいて、

この部分です。この部分に掛金が書いてあり

ますね。この部分。いろいろあるんですけれ

ども、保険料だけ。積立金がない場合でも、

いろいろ。時間がないですから。後でお目通

しいただくと、こういう部分があるというこ

とですので。やはり、中核農家の方々には営

農継続のためにもきちんと収入保険に入って

いただくんだということ、こういうことが必

要だと思っています。 

 また、この部分の収入保険のいいところは、

つなぎ融資が無利子で活用できるということ

であります。作物までやられている人が、な

かなか収入もない中で、つなぎ融資もできる

んだ、無利子なんだっていうことですね。 

 こういった部分について、広く広報する必

要があると考えておりますが。農林課長、持

留議員がもらいに行ったらなかったんだって。

農業委員会。これから、この部分を農業者の

方に勧めていく方策について、周知徹底する

方策について、短くお願いします。 

○農林課長（楠木雅己）  制度の説明からあ

りがとうございました。 

 先日、共済組合に来ていただきまして、勉

強会をさせていただいたんですけれども、書

類がなかった面については申し訳ございませ

ん。市民館のほうに全て持って行っているみ

たいで、こちらに残すように、また周知に図

っていきたいと思います。今後また、今、申

請の途中でございますけれども、その場でも

両制度の説明をいたしまして、共済組合等か

らもまた希望があれば、出向いて行って説明

をさせていただく等のまたお願いもしたいと

思います。ありがとうございます。 

○感王寺耕造議員  この問題について、最後

にですけれども、質問に入るまでに持留議員

からご助言いただきました。ちょっと読み上

げてみたいですけれども。災害時の場合です

ね、我々議員の対応はどうすべきかというこ

とであります。 

 災害対応への口出し、質問攻め、これは現

場を混乱させる。被災地全体のニーズではな

く、地区の要望に対して、早く何とかしろと

いう要求する。これも現場を混乱させますね。

住民への過剰な支援やサービスを売りにする。

特定の団体、企業への利益供与で現場をかき

回す。視察、慰問の要請の受け入れ。こいう

ことはやっちゃいけないんだってご助言を受

けました。だから、質問をやめたわけですよ。

災害時は、我々議員は言いたいことをぐっと

こらえて黙々と率先して活動する議員が、当

たり前なんだということであります。市長も

我々議員と同じ立場だと思っています。 

 今回の場合ですね市長、もう答弁は求めま

せんけれども。先の台風災害では激甚に入っ

て、国・県の部分もある程度スムーズに進ん

だわけですけれども。今回の場合もこの強風、

突風につきましては、残念ながら本市だけと

いうことで、狙い撃ちのような形でありまし

て。なかなか県・国のほうの動きもどうなる

のかなって心配しておりますし、それを受け
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て市長がどこまでできるのかなっていう部分

も思っているんですよ。できることはできる、

できないことはできない。できることは可能

な限りやっていただきたいと思っております

んで。十分に前例の災害を参考にして、また

今回の災害にどう対応するのか。次に災害が

あったときに、一回一回対応を変えるってい

うことは、これはできませんから。その部分

は十分肝に銘じて行動していただきたい。わ

かっていただけていると思いますけれども、

お願いしまして、この部分については終わり

ます。 

 清掃センターについてであります。 

 煙突解体後の部分について、あと施設の利

用についても、いろいろということであるん

ですが。あとこの部分の、これは公共施設の

部分では出てこないんですよね。公共施設等

総合管理計画の中には出てこないんですよね。

生活環境課長ね、こっちのほうでは出てこな

いよね。出ていないと思ったんだけどな。 

 だから、関係各課と市長の指示を仰ぎなが

ら、できるだけ早くやっていただき、ほかの

部分、残った部分があるんだったらやると。

それで今の、結局ボイラー等煙突の部分を取

った後どうするか、活用する方法も考えてい

ただきたいと思うんですよ。 

 なぜこういうことを言うかといいますと、

労働環境が非常に悪いんですよね。以前、篠

原議長が質問なされたときに、壁とかつくっ

て、受け入れ所のところやったんだけど、あ

れでも十分じゃない。この間行ったんだけど、

やっぱり寒くてたまらんわけですよ。肝付一

廃の部分のあそこは金は、職員の施設と比べ

るべくもないんだけど、余りにもかわいそう

だなと思いますんで、その部分の居住改善、

待遇改善の部分についても、この部分につい

ては、強く市長に要望しておきますんで、よ

ろしくお願いします。 

 最後になります。市内小・中学校の焼却施

設です。 

 この部分についても、何らやられていなか

ったという答弁でしたね。それで、やはりこ

の部分については、ダイオキシンの問題が出

てきますから、きちんとやっぱり調査をしな

きゃいけない。法にのっとった。また、法に

のっとった除去をしなきゃいけないという問

題が出てきます。 

 協和小については、この間の災害の部分で、

早急にそういう手続きを経て、撤去されたん

ですが。今後の計画と、本当にいつまでやる

んだっていう部分も、教育長、示していただ

きたいと思うんですが。あと１基当たり36万

円要るっていうことは聞いております。それ

が５台ですか。調査がね。そういう話は聞い

ておりますんで、それ以外の部分について。 

○教育長（坂元裕人）  ご質問ありがとうご

ざいます。 

 議員ご指摘のようにダイオキシンも絡む有

害物質が付着しているということで、そこを

きちんと処理して、そして最終処分をすると

いう手順がございます。 

 今現在５校残っておりますので、例えば５

つを一遍にやってしまうのか、あるいは南の

２校、３校を分けてやるのか。関係課と今後

協議して、早い段階で除去、撤去できるよう

に検討してまいりたいと思います。 

 以上です。 

○感王寺耕造議員  市長、監査で現場監査行

ったんですよ。学校にね。みんなあるんだよ

ね。俺、びっくりしちゃって。 

 教育長、お金もちませんから。市長が金を

融通しないと。きちんと年次計画でいいです

からね。でも、調査については36万円掛ける

５っていうことで、そんなかからないような

気もするんですね。調査は一括でやって撤去

は分割っていうような形で、方策を取ってい
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ただきたいと思っております。 

 議長、まだ時間ありますかね。 

○議長（篠原則）  あと少しはいいです。 

○感王寺耕造議員  最後になります。私も本

年の２月１日をもちまして60歳になりました。

還暦でございます。今回、私と同学年の職員

の方々、７名退職されるようです。この議場

にも職員の方々、私と同学年の方々がいらっ

しゃいます。保育園から小・中学校と一緒だ

った方、また高校で一緒だった方々ですね。

懐かしい思いです。もうお互い60になったん

だなと、感慨にふけっております。 

 各課長ともこの議場で、かんかんがくがく

やりましたけれども、それは私も市政、市民

のことを考えてのことですので、お許しいた

だきたいと思います。 

 皆さん、奉職されてから市民のために、ま

た市政発展のために、一生懸命頑張っていた

だきました。敬意を表します。これから再任

用される方、また別の道へ歩む方、いろいろ

だと思います。またこれからも市政の発展の

ためご尽力いただき、また健康には十分に留

意いただき、お互い元気でいましょうや。本

当に長い間お勤めご苦労さまでした。 

 これで終わります。 

○議長（篠原則）  ここで暫時休憩いたし

ます。 

 次は午後２時45分から再開いたします。 

     午後２時35分休憩 

 

     午後２時45分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 次に、池田みすず議員の質疑及び質問を許

可いたします。 

   ［池田みすず議員登壇］ 

○池田みすず議員  昨年４月の市議会選挙に

おいて当選以来、私たち４名の新人議員は、

課長さん方のご協力をいただき、勉強会をし

ております。これまで説明していただきまし

た課は総務課、土木課、財政課、福祉課、農

林課で、そして、副市長からも話を聞かせて

いただきました。内容としましては、各課の

組織体制や取り組んでおられる事業及び課題

などについてであります。各課が市民の皆さ

んのことを考えて、どのような目的を持って

事業を進めておられるのか、とても勉強にな

っています。また、副市長からは、二元代表

制の意義や本市独自の事業及び重要課題につ

いて、さらには、いろいろな行事に参加する

ことの大切さなどを教えていただきました。

これからもこのような機会を通して、多くの

ことを学んでいきたいと考えております。 

 それでは、質問に入りますが、主に、昨年

の６月議会から12月議会までに質問いたしま

したことにつきまして、来年度に向けてどの

ように取り組んでいかれるのか、検討状況や

方向性について質問いたします。 

 まず、1問目は、12月18日から３日間、かご

しま国体に先駆けて本市で開催されました、

第72回全日本フェンシング選手権大会につい

てであります。この大会は、国体の本番に向

けて、とても大切な大会であったと思います。 

 そこで、全国から参加されました役員、選

手はどれくらいであったのか。また、日本フ

ェンシング協会の皆様をはじめ、出場されま

した選手や監督などの声や反響はどうであっ

たのかを伺います。 

 ２問目は、子育て支援策について伺います。 

 水之上児童クラブの建設費が今回当初予算

に盛り込まれています。関係者の皆さんは新

しい施設ができますことをとても喜んでおら

れます。水之上地区は、旧雇用促進住宅への

入居者のうち、子育て世代の方々も多く、水

之上小学校の児童数も増加傾向にあります。 

 そこで、児童クラブの定員は何人ぐらいを
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想定し、建設するに当たって、特に配慮され

る点など、その概要について教えてください。 

 ３問目は、学校給食センターの現状等につ

いて伺います。 

 本市の学校給食センターは、全国学校給食

甲子園で入賞したり、鹿児島県内で最も優良

な学校給食調理場として表彰されたりと、そ

の充実ぶりを大変うれしく思っております。

また、垂水の学校給食は地場産物を多く使っ

ており、おいしいという声もよく聞こえてき

ます。 

 そこで、学校給食全体で地場産物をどのく

らい活用しているのか、お尋ねします。さら

に、学校給食は子どもの健康に直結するもの

であることから、何よりも安全が最優先され

なければならないと思いますが、事故防止に

向けて給食センターが取り組んでいることを

お聞かせください。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○国体推進課長（米田昭嗣）  それでは、第

72回全日本フェンシング選手権大会に参加さ

れた役員・選手の人数はどれぐらいだったか。

また、日本フェンシング協会の役員及び選手、

監督の声や反響につきまして、お答えいたし

ます。 

 初めに、参加された役員でございますが、

燃ゆる感動かごしま国体競技別リハーサル大

会の手引に基づきまして、名誉会長や大会顧

問、参与などを担っていただきました大会役

員は、146人でございました。 

 次に、競技の運営に直接的に携わる技術委

員や審判員等の競技役員を87人で編成いたし

ました。内訳としましては、中央競技団体か

ら38人、県内及び近県から49人であります。 

 次に、競技役員を補助する競技補助員を90

人で編成いたしました。内訳としましては、

鹿児島南高校フェンシング部、鹿児島高校フ

ェンシング部、垂水高校、垂水中央中学校の

生徒に加え、垂水市スポーツ推進委員の皆様

にその役割を担っていただきました。 

 次に、受付係や駐車場係など、大会の運営

を担う競技会係員を109人で編成いたしました。

こちらは、市職員で対応いたしました。 

 次に、競技会係員を補助する競技会補助員

を99人で編成いたしました。主に、垂水市文

化協会や一般ボランティアの方、垂水おもて

なし少女・少年隊の皆さんにその役割を担っ

ていただきました。合計531人の役員編成であ

りました。 

 次に、選手でございますが、145チーム、

555人ご参加いただきました。この数字に監督

とコーチを加えますと、763人となりまして、

市職員を除いた役員と選手、監督、コーチを

合計いたしますと、1,185人が本大会に来てい

ただきました。 

 次に、日本フェンシング協会の役員及び選

手・監督等の声や反響についてお答えいたし

ます。 

 大会期間中に、日本フェンシング協会の国

体担当者や技術委員と会場のレイアウトチェ

ックを実施いたしました。細部につきまして

は、若干調整した部分はございましたが、お

おむね今回のレイアウトで了承をいただいた

ところでございます。 

 また、選手の声でございますが、特に評価

が高かった部分といたしまして、リニューア

ルした明るい広い体育館及び練習会場のキラ

ラドームと競技会場の体育館をつないだ仮設

通路や練習会場の広さ、両会場の状況を相互

にチェックできるモニター等でありました。 

 理由といたしましては、いずれも選手にと

ってストレスフリーの快適な空間であったと

お伺いしております。加えて、市職員の大会

運営能力の高さを評価いただいたところでご

ざいます。 

 本番におきましても、今回のレイアウトを
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ベースにしまして、選手が十分に実力を発揮

できますように、アスリートファーストのき

め細やかな開催準備を進めてまいりたいと思

っております。 

 以上でございます。 

○福祉課長（髙田 総）  水之上児童クラブ

の想定の定員と、建設に当たって配慮した点

についてお答えいたします。 

 まず、想定の定員でございますが、現在の

定員に10人増員して30人と設定しているとこ

ろでございます。その理由といたしまして、1

点目は、定員20人に対し登録者数が、令和２

年１月末現在で24人となっており、定員を超

過している状況にあること、２点目は、現状

において、利用者が１日平均17人となってお

りますが、保護者の就労の多様化により利用

者が増えることが予想されること、３点目は、

水之上小学校は市内の児童数が減少している

中において、先ほど議員が言われましたとお

り増加傾向であることから、児童クラブの利

用者も増えることが予想されること、でござ

います。 

 加えて、施設が新築されることにより、利

用希望者もさらに増えることが想定されます

ことから、これらの状況を総合的に考慮し、

定員30人に設定したところでございます。 

 次に、建設に当たって配慮した点でござい

ますが、1点目は、児童の安心・安全の確保に

配慮したところでございます。現在は、学校

前にある店舗跡を借用しておりますが、建物

の老朽化が著しいことから、児童の安全を確

保するために、新築により施設の見直しを行

ったこと、また、学校敷地内に建設すること

で、児童が校外に出ることなく施設を利用で

きるようになることがあげられます。 

 ２点目は、児童の状況に対応するための建

物の構造に配慮したところでございます。構

造は木造平屋建てで、延べ床面積は100.78平

方メートル、施設内部はバリアフリーとして

おり、フローリングと畳部屋の２つの専用ス

ペースに加え、更衣室や台所を備えておりま

す。特に、トイレについては、男子・女子ト

イレに加え、障がいのある児童が車椅子でト

イレを利用できるよう多機能トイレを設置す

ることとしております。 

 また、児童が過ごす専用スペースは開放的

な空間としており、支援員が児童の行動を見

守りやすくするなど、委託先であるシルバー

人材センターの支援員の意向を十分に聞きな

がら設計に反映したことが上げられます。 

 以上でございます。 

○学校教育課長（明石浩久）  子どもたちへ

の安全・安心でおいしい給食の提供につきま

してお答えいたします。 

 まず、地場産物の活用につきましては、生

鮮食品である肉や魚、野菜、果物等におきま

して、重量ベースで約70％が県内産のものと

なっております。また、ブリやカンパチ、豚

肉、柑橘類やサヤインゲンなど、地元垂水産

の食材につきましては、県内産の約半分に当

たる35％を学校給食に活用しております。 

 続きまして、事故防止に向けた給食セン

ターの取り組みにつきましてお答えいたしま

す。 

 学校給食におきましては、全国的には、異

物混入や食中毒、アレルギー対応の誤りによ

る事故等が発生しております。本市の学校給

食センターにおきましては、衛生管理や事故

防止に関する研修を年５回実施するとともに、

毎日のミーティングにおいて、翌日の作業工

程や安全管理等の確認を行っております。 

 さらに、異物混入事故の防止につきまして

は、使用する機械や器具類の使用前、使用中、

使用後の点検・記録を行い、異常がないかの

確認を行っております。 

 また、給食物資につきましては、食材ごと
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に色や匂い、適正温度や賞味期限の確認を行

うとともに、異物が混入していないかの点検

を行っております。 

 加えて、調理用の白衣はボタンのないもの

を使用したり、ゴム手袋は青色といった食材

にはないような色を使用したりすることで、

事故防止に努めております。 

 さらに、食中毒の防止に向けましては、年

１回の健康診断、月２回の検便を実施すると

ともに、発熱や腹痛、嘔吐、手指等の外傷の

有無など、学校給食衛生管理基準の項目に基

づいた健康観察を毎日実施し、職員の健康状

況を把握するとともに、異常が見られる場合

は業務に従事しないなどの対応を行っている

ところでございます。 

 アレルギー対応につきましては、アレル

ギー物質がそばであったり、卵であったり、

エビやカニなどの甲殻類であったりと、子ど

も一人一人の状況が異なりますことから、保

護者や学校とも十分に連携を図りながら、ア

レルギー物質を除去した、また、ほかの食材

を使った代替食を準備し、提供するなどのき

め細かな対応を行っております。 

 学校給食における事故防止につきましては、

今後も万全を期してまいる所存でございます。 

 以上でございます。 

○池田みすず議員  それぞれご答弁をいただ

き、ありがとうございました。これから、一

問一答式で２回目の質問をいたします。 

 第72回全日本フェンシング選手権大会につ

いてでありますが、大会期間中、多くの皆さ

んが見にきてくださったと伺いましたが、観

客数はどれくらいであったのか、また、実際

見られた市民の皆様の反響はどうであったの

か伺います。 

○国体推進課長（米田昭嗣）  それでは、大

会期間中の観客数はどれぐらいだったのか。

また、見られた市民の反響はにつきましてお

答えいたします。 

 初めに、大会期間中の観客数でありますが、

時間当たりの最大数としまして、初日が161人、

２日目が274人、３日目が255人でありました。

また、決勝戦を実施した文化会館では、前々

日の太田雄貴全日本フェンシング協会会長に

より、フェンシングの魅力を熱くご講演いた

だいた効果もあり、観客数は、初日が350人、

２日目が450人、３日目が400人でありました。

２日目以降に観客数が増加したもう一つの要

因といたしましては、２日目と３日目は土曜

日と日曜日でありましたことから、来場しや

すい日程が関係していると推察しております。 

 加えまして、１日目のお昼にＮＨＫで、ま

た、３日目の南日本新聞の一面で本大会をご

紹介いただくなど、メディアのご協力による

ところが大きいものと考えております。 

 そのほか、決勝戦の様子は、日本フェンシ

ング協会のご協力によりまして、ユーチュー

ブでライブ配信され、視聴数は、２月18日現

在で、１万2,760視聴回数を数えているところ

でございます。 

 また、試合を観覧されたお客様からは、

「フェンシングは、格好よくなりましたね」

とか、「決勝戦の演出を見て、本当に楽しい

競技だなと思いました。自分も始めてみた

い」といったご感想をいただきました。 

 本大会を開催するに当たり、フェンシング

の魅力発進を目標の一つに掲げておりました

ので、関係各位のご協力をいただきながら、

多くの方に広くフェンシング競技をＰＲでき

たものと考えております。 

 以上でございます。 

○池田みすず議員  観客の皆さんからも大変

評価をいただいた大会となったようで、うれ

しく思います。また、フェンシングの魅力や

ルールにつきましても、わかっていただいた

のではないかと思います。 
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 次に、今回の大会を通して、秋の国体に向

けて何か反省点はなかったのでしょうか。ま

た、あったとすれば、国体に向けてどのよう

に改善を図っていかれるのですか。昨日の新

原議員への答弁でよくわかりましたので、割

愛させていただきます。 

 国体のプレ大会の全日本フェンシング大会

につきましては、視察されました県の国体・

全国障がい者大会局の皆さんからも高い評価

がなされたとお聞きいたしました。このよう

にいい形で実施できて、職員の皆さんも大変

喜んでおられることと思います。これから、

国体の本番に向けて、準備など大変かと思い

ますが、頑張っていただきたいと思います。 

 次に、水之上児童クラブについてでありま

すが、保護者の皆さんは、１日も早い完成を

望んでおられますが、完成時期と供用開始は

いつごろになるのか伺います。 

○福祉課長（髙田 総）  完成時期と供用開

始時期についてお答えいたします。 

 水之上児童クラブの建設において、実施設

計は今年度終了したところでございます。ま

た、建設工事については、国・県の子ども・

子育て支援整備交付金を活用することとして

おり、そのスケジュールについては、今年の

６月ごろとなる予定の国からの交付金の内示

を受けた後、７月以降に建設工事に着手し、

年度内の完成を予定しております。 

 供用開始については、令和３年４月を考え

ているところでございますが、建設工事の進

捗状況によっては、児童の安心・安全を考慮

し、供用開始を早めることも検討してまいり

たいと考えております。 

 建設に当たっては、学校敷地内での工事と

なりますことから、学校の授業や行事の妨げ

とならないよう十分配慮するとともに、工事

期間中の児童の安全確保を第一に考え、学校

や工事関係者と十分に協議を行いながら、事

業を進めてまいります。 

 以上でございます。 

○池田みすず議員  施設が一日も早く完成し、

子どもたちが集い、充実した児童クラブの活

動や運営がなされますことをお願いしまして、

この質問は終わります。 

 次に、学校給食センターの現状についてで

ありますが、学校給食において、県内産、垂

水産の食材を多く提供していただいているこ

とがよくわかりました。魚や肉、野菜や果物

など、垂水が誇る地場産物を学校給食に活用

することで、子どもたちがふるさと垂水をも

っと好きになり、誇りに思ってくれると思い

ますので、地場産物の活用については、限ら

れた給食費だとは思いますが、これからもよ

ろしくお願いします。 

 また、安全・安心の確保に向けた健診や毎

日のミーティングの実施、子ども一人一人に

応じたアレルギー対応の取り組みをお聞きし、

理解いたしました。学校給食における安全の

確保については、引き続きよろしくお願いし

ます。 

 次に、食育への取り組みについて伺います。 

 学校では、子どもたちの望ましい食生活、

食習慣を確立していくことも大切であるとさ

れていますが、子どもたちへの指導は具体的

にどのようになされているのか、お聞かせく

ださい。 

○学校教育課長（明石浩久）  食育への取り

組みにつきましてお答えいたします。 

 学習指導要領には、学校の教育活動全体を

通して、食育を計画的に推進することが示さ

れております。また、栄養教諭制度は、食に

関する指導のために創設され、各学校におけ

る指導体制のかなめとなっております。 

 本市の学校給食センターには二人の栄養教

諭が配置されており、今年度は、各小・中学

校を延べ72回訪問し、学級活動等の時間に、
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栄養バランスの大切さや食事と生活習慣病と

の関連、自然の恵みや生産者への感謝などの

授業を実施するとともに、給食時間における

食の指導を行っております。 

 また、家庭教育学級や学校保健会等におい

て、保護者向けの講話を実施し、家庭におけ

る食に関する意識の高揚を図るとともに、保

護者や地域の方々の給食試食会を開催し、垂

水の学校給食のおいしさの啓発にも努めてお

ります。 

 今後も、栄養教諭を中心に学校・家庭・地

域が連携して、垂水の子どもたちに望ましい

食習慣が身につくよう取り組みを充実してま

いりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○池田みすず議員  栄養教諭の先生が実際に

学校を訪問し、子どもたちや保護者の方々に

対して、食に関する指導を数多く行ってくだ

さっていることがわかりました。センターで

の仕事もお忙しいと思いますが、今後も子ど

もたちの食に対する興味や関心を高めるため

の指導も大切にしていただくようお願いしま

す。 

 最後に、給食センターの今後の課題につい

て伺います。 

○学校教育課長（明石浩久）  学校給食セン

ターの今後の課題につきまして、お答えいた

します。 

 学校給食には、まず安全・安心が求められ

ます。この安全・安心な給食を提供し続ける

ことが最も大切なことであり、これからの課

題でもあると考えております。 

 学校給食は、児童生徒を対象に実施されま

すことから、安全性を担保した上で実施する

ことが重要となります。食品の選定・購入、

検収・保管、調理過程、配送等の各段階にお

いて、危機意識を高く持って、危険要素や不

安要因を取り除く努力を怠らないことが何よ

り大切でありますし、衛生管理を徹底してい

くことが事故防止につながるものと考えてお

ります。 

 今後も安全・安心でおいしい垂水の給食を

提供できるよう、センターの全職員で取り組

んでまいる所存でございます。 

 以上でございます。 

○池田みすず議員  ありがとうございます。

給食センターが子どもたちの安全を最優先に

して日々の業務に当たっておられることが伝

わってきましたし、県の優良調理場として表

彰された理由も理解できました。食は人間が

生きていく上で欠かすことのできない大切な

ものであり、健康な生活を送るためには健全

な食生活は欠かせないものです。また、おい

しく食べることは大きな喜びであり、楽しみ

でもあります。これからも子どもたちが笑顔

で楽しい給食の時間を過ごせるようお願いし

て、私の質問を終わります。 

○議長（篠原則）  次に、10番、北方貞明

議員の質疑及び質問を許可いたします。 

   ［北方貞明議員登壇］ 

○北方貞明議員  最後の質問者になりました。

いましばらくおつき合いのほどをよろしくお

願いいたします。 

 それでは、早速質問させていただきます。

施政方針について。 

 市長は、施政方針の中で、市長就任して以

来、垂水の発展と市民の幸福の実現に政治理

念を掲げ、市政運営に取り組んでいくと述べ

られました。この垂水の発展と市民の幸福は、

垂水市民全員が望んでいることでありますの

で、私も大変理解しております。 

 市政運営・基本理念のもと、今年度の市政

運営の姿勢で政策を実現するため、３つの政

治姿勢を述べられております。 

 まず、１つ目が、市民の皆様の声に耳を傾

け、対話を重視する。 
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 ２つ目、市民と行政との情報共有のため、

積極的な情報発信と説明責任を果たす。 

 ３つ目、国と県と及び近隣市町との連携・

協力関係を最大限活用した市政運営をすると

述べられております。 

 この３つの政策実現をするために、具体的

な施策について、説明をお願いいたします。 

 道の駅たるみずはまびらで購入されたバス

について質問いたします。 

 このバスの購入に当たっては、観光振興の

ために、道の駅たるみず、森の駅たるみず、

道の駅たるみずはまびらの３つの拠点施設を

生かし、観光振興やスポーツ合宿や体験型教

育旅行の誘致活動に取り組み、交流人口200万

達成を目指し、三拠点が連携した運行・運営

であったと思いますが、現在運行されている

姿が見えません。この１年間、何回運行され

たか。運行内容と、また、この購入に当たっ

ての趣旨・目的は何だったか、改めてお聞か

せください。 

 新庁舎について。 

 新庁舎問題には、私はこれまで何回も質問

しております。現在の庁舎が築60年以上たっ

ていますので、建て替えの時期に来ていると

思っております。しかしながら、今、計画が

進んでいる新庁舎に対して、いまだに私は納

得のいく答弁を得ていませんので、質問いた

します。 

 まず、１つ目が、地震の津波の説明は受け

ましたが、台風時の風波による浸水等は検証

されたのか。 

 ２つ目、12月議会の答弁で、建設後の財政

見通しは、公表を目的とした財政見通しは作

成したいとのことであったが、市民に財政見

通しを示さないのはなぜか。将来を考えたと

き、最も大事なことと思いますが、これを質

問いたします。 

 地方自治法４条について。事務所は議会に

おいて出席議員の３分の２以上の同意がなけ

ればならないとうたってあります。同法の逐

条解説によりますと、これを書かれた人は長

野士郎さんという方でございます。この条例

制定時期については、建設着工前に行うこと

が適当であると述べられております。昨日の

森議員の答弁で、議会で予算の確定した以降

にするようなことを述べておられましたが、

なぜなのか、もう一度改めてお伺いいたしま

す。 

 次に、市立図書館の特別整理休館日の短縮

はできないかについて、質問いたします。 

 私もよく市立図書館を利用させていただい

ております。図書館スタッフのおかげで、多

くの市民の方が利用されており、本市の生涯

学習の拠点施設の一つとして、今後も十分に

その機能を発揮してもらいたいと考えており

ます。 

 そこで、さらに市民の期待に応える図書館

となるようにと思いを込めて、質問させてい

ただきます。 

 先日、図書館に行ったところ、図書整理の

ため10日間ほどの休館の予定表が貼り出され

ていました。市民にとっては、図書館に行く

楽しみにしている方も多く、なるべく休館が

短いほうが助かりますが、特別図書整理の休

館日の短縮を要望していましたが、その後の

対応はどのようになっているか、質問いたし

ます。 

 これで１回目を終わります。 

○市長（尾脇雅弥）  北方議員の市政運営の

姿勢につきまして、お答えいたします。 

 今朝、池山議員の質問にお答えしたとおり

の考え方が中心でございますが、去る２月14

日の定例会初日におきまして、令和２年度に

おける施政方針を述べさせていただきました。

市長に就任して以来、垂水市の発展と垂水市

民の皆様の幸福を実現することを掲げ、元気



－168－ 

な垂水市をつくるという、これまで変わるこ

とない私の強い政治理念でございます。 

 また、３つの政治姿勢を持って望んでいく

ことをお話させていただいております。 

 この３つの政治姿勢に対する具体的な取り

組みといたしまして、１つ目の市民の皆様の

声に耳を傾け、対話を重視し、現場を大切に

していく姿勢については、市民の皆様のご意

見を直接伺わせていただくため、１階市長席

を設けておりますことや、庁舎建設事業等の

重要施策を進めるに当たり、車座座談会や住

民説明会などを開催して、直接私自身が出向

き、市民の皆様と意見交換を行わせていただ

いております。 

 ２つ目の市民の皆様と行政とで情報を共有

していくため、積極的な情報発信を行い、開

かれた市政を推進するために、市民の皆様へ

の説明責任を果たしていく姿勢については、

市民の皆様へ伝えるべき行政情報を広報誌等

で特集を組み、わかりやすくお伝えできるよ

うに工夫に努めておりますことや、公式ホー

ムページを活用し、情報発信等に努めており

ます。 

 ３つ目のこれまでの市長経験で培ってまい

りました国・県及び近隣市町との信頼関係や

連携・協力関係を最大限に活用していく姿勢

につきましては、これまでの３期９年間の一

つの例として、平成28年に発生した台風16号

災害復旧事業がございます。この災害での人

的被害はございませんでしたけれども、国や

県との連携、協力体制のもとに、農林水産災

害に対しまして激甚災害を、土木災害に対し

ましては局地激甚災害の指定を受けることが

できましたことで、より多くの財政支援を講

じていただき、迅速な復旧工事を行うことが

できております。 

 また、近隣市町で構成される大隅総合開発

期成会や大隅地域行政懇話会におきまして、

本市の現状や課題を積極的に発言させていた

だき、課題解決に向けた、広域的な要望活動

を今後も継続してまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（二川隆志）  道の駅たるみ

ずはまびらのバスの運行状況につきまして、

お答えさせていただきます。 

 まず、購入目的につきましては、議員もご

指摘のとおり、道の駅たるみずはまびらの観

光拠点としての役割を担うためにも施設の活

性化、そういったところを目的としまして、

誘客を図るというところで使用し、なおかつ、

また、市内におきます森の駅でありますとか、

道の駅たるみず、そういったところとの連携

というところでの観光客の誘客によって、さ

らなる活性化を図るというところで目的で購

入したところでございます。 

 また、現在のところにおきましては、道の

駅全体の運営を担う、株式会社垂水未来創造

商社のほうに貸与しており、現在のところ、

主にマルシェでの購買客を対象に、これまで

11回の運行を行っているとの報告を受けてい

るところでございます。（発言する者あり） 

 続きまして、新庁舎について、地震や津波

の説明は受けたが、台風時の波の検証はとい

うことにつきまして、お答えさせていただき

ます。 

 庁舎は、国土交通省が定める官庁施設の総

合耐震計画基準において、特に重要な官庁施

設と位置づけられており、災害発生時の拠点

施設としての機能を確保しておくことが重要

でございます。このため、新庁舎建設基本設

計においては、構造計画において、建築基準

法をはじめとする各種基準に基づき設計を行

っております。 

 また、これらの設計に当たっては、建設候

補地の地盤や地質状況の確認をはじめ、本市
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の地域防災計画で想定されている災害等を考

慮し、設計に反映しているところでございま

す。 

 なお、台風時の波の影響については、災害

拠点としての機能確保に考慮する必要がある

ことから、建物構造、特に免震装置に影響が

出ないようにするため、免震構造を柱頭免震

とし、さらに、かさ上げや堤防と建物の間に

緩衝地帯である丘を設置するなど対策を講じ

ているところでございます。 

○財政課長（和泉洋一）  市民に財政状況を

いつ公表するのかにつきまして、お答えいた

します。 

 財政状況につきましては、12月議会で、公

表を目的とした財政見通しは作成していない

旨の答弁をいたしておりますが、一般会計全

体の収支の見通しについては、歳入歳出とも

非常に複雑な要因が絡むため、新庁舎の事業

費が固まらない段階では、公表できるような

精度の高いものは作成できないという意味で

ございました。 

 新庁舎建設に関しては、多額の費用がかか

るため、長期にわたり本市財政に大きな影響

を与えます。そのようなことから、財政課に

おいては、将来の地方債残高の推移や地方債

の元利償還金である後年度の公債費の出納に

ついては、基本計画の事業費が積算された以

降、その時点、その時点で財政シミュレーシ

ョンを行ってきております。 

 基本計画の37億円を事業費として、財源を

市有施設整備基金15億円、市町村役場機能緊

急保全事業債を22億円借り入れると仮定して、

財政状況へ与える影響をご説明いたします。 

 今回、借入を予定しております地方債につ

いては、最大30年の償還年数が設定されてお

り、30年で償還するとした場合、各年度の公

債費への影響額は元利合計9,000万円程度とな

り平準化されます。 

 さらに、事業年度を令和２年度から４年度

としていることから、借入も22億円を一度で

借りるのではなく、各年度の事業費に合わせ

て、令和２年度に８億8,000万円、令和３年度

に４億4,000万円、令和４年度に８億8,000万

円と分けて借入を行う予定でございます。据

え置き期間も設定するなど、さらに平準化す

ることも可能でございます。 

 公債費全体としましては、今後の新庁舎建

設事業以外のその他事業の借入額によります

が、令和11年度に最大12億円程度となるもの

の、その後、徐々に減少し、令和15年度ごろ

には、現在とほぼ同じ10億円程度になる見込

みでございます。 

 標準財政規模に占める地方債の償還額の割

合である実質公債費比率も平成30年度決算の

状況に当てはめますと、令和11年度には12％

程度になりますが、その後、徐々に低下し、

令和15年度ごろには９％台に下がると試算い

たしております。 

 また、地方債残高につきましては、新庁舎

が完成する令和４年度末に、瞬間的に120億円

程度になりますが、その後は減少し、令和15

年度ごろには現在と同等の水準まで減少して

いくと見込んでおります。 

 このように、現段階では、新庁舎建設に係

る財政見通しを立てておりますが、今後、実

施設計の事業積算が完了した時点で、改めて、

将来の財政見通しについても精査し直し、必

要な情報は丁寧に説明していきたいというふ

うに考えております。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（二川隆志）  地方自治法第

４条の解釈につきましてお答えさせていただ

きます。 

 先日、川越議員、森議員、そして、本日、

池山議員からもご質問いただき、ご答弁差し

上げておりますが、これまでもこの条例の提
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案時期に関しましては、議員の皆様それぞれ

から建築着工前とすべきといったご意見、そ

して、また一方、事務所としての形が見える

時期でよいといったようなご意見もいただい

ているところでございます。 

 このように、様々なご意見、考え方がござ

いますことから、これまでも答弁させていた

だいているとおり、市役所の位置を定める改

正条例の提案時期につきましては、慎重に判

断させていただき、議会にご提案したいとい

うふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○社会教育課長（野嶋正人）  市立図書館の

整理休館につきまして、お答えいたします。 

 整理休館時に行う蔵書点検は、年に１回、

館内の約８万冊の本について一斉に行うもの

で、作業内容として、本の紛失がないか、資

料が正しい位置にあるかなどを確認し、その

後の利用者への的確で迅速なサービスのため

に実施する大変重要な作業でございまして、

垂水市立図書館利用規則においても、特別整

理期間として、年１回、15日間以内で行い、

その期間は休館日にすると定められておりま

す。 

 県内他市の図書館の蔵書点検日数を調査い

たしましたところ、鹿屋市の10日間をはじめ

として、おおむね８日間から14日間と幅があ

りますが、やはり時間をかけて慎重に行われ

ているようです。 

 今回の本市における市立図書館蔵書点検に

つきましては、議員ご指摘のとおり、当初10

日間程度を予定いたしておりましたが、日数

短縮のご要望をいただいておりましたので、

社会教育課内で作業内容の効率的な改善や人

員の配置等を見直しし、対応いたしました結

果、図書館スタッフの頑張りもあり、今回は

２月３日から２月８日までの６日間で蔵書点

検を完了し休館の日数を短縮できましたので、

作業終了翌日の２月９日、日曜日からは通常

どおり開館いたしました。 

 今後も利用者の皆様に気持ちよくご利用い

ただけるように、サービス等の改善に努めて

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  それでは、一問一答でよろ

しくお願いいたします。 

 市長の施政方針の中のことは、市民の対話

を重視し、市民との意見交換をし、車座座談

会での、それはもう今まで、昨年度からやっ

ておられます。そういうことはもう積極的に

市民と意見交換していただきたいと思ってお

ります。情報共有に関しても、市長の言われ

たとおり、していただきたいと思っておりま

す。 

 このような問題は、これで一応終わります

けど、後の問題に対して、そのことを聞いて

いきますから、よろしくお願いいたします。 

 バスのことなんですけど、目的は、とにか

く３カ所の拠点をぐるぐる回って誘客を図る

というようなことだったわけなんですけども、

１年間たってですね、わずか11回しか運行さ

れていないということなので、本当、後の質

問に詰まりますは、僕は。何でこのようにな

るんですかね。 

 購入するときは、すごいキャッチフレーズ

といいますか、これをしていけば観光客も増

えるとか、誘客もできるとか、そういううた

い文句があったんですけど、なぜ11回しかで

きなかった、原因はどこにあるのか。 

○企画政策課長（二川隆志）  それでは、ま

ず、現在の利用状況というところでご説明さ

せていただきます。 

 道の駅たるみずはまびらの運営形態でござ

いますけれども、道の駅全体の運営を担う商

社を中心に、レストランやカフェ等の各テナ

ントで構成されており、各テナントごとに店
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長や責任者がいる状況でございます。このよ

うな運営形態であることから、バス利用に当

たっては、各テナントから商社へのバス利用

に関する申し出により運行がなされているの

が現状でございます。 

 現在、商社によるバス利用計画のもと、レ

ストランを中心に利用促進の提案がなされて

いるというふうな報告を受けているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  私のほうでも少し補足

をさせていただいておきたいと思います。 

 オープンして約１年ということでございま

す。皆さんご案内のとおり荒れ地だったとこ

ろが、ご協力をいただきながら進んで、ＡＺ

ができたり、いろんな形で形になりまして、

今、１年間、まだ100％ではありません。これ

からいろんな伸びしろがある中で80万人を達

成したっていうことは、いろんな意味で大き

かったと思います。しかしながら、運用とい

う意味で、このバスに関して11回、多いか少

ないかっていえば、私自身もまだまだだとい

うふうに思っております。 

 今後の課題として私が申し上げております、

三つの拠点を結びながら、連携をしていくと

いうことでありますので。少ないんじゃない

かっていうことに関しては、今、担当課長が

申し上げたようないろんな背景がありますけ

れども、それはそれとして、１年経過して、

これからさらに中身を拡充していくためには、

両道の駅でありますとか猿ヶ城でありますと

かいろんなことを連携していくということが、

なお一層有効活用ということにつながるとい

うふうに思いますし。議員の先生方もそうい

う思いを込めて議決をいただいた案件だと思

いますので、新年度の体制も含めてしっかり

と体制づくりをして、この数字がしっかりと

動いていけるように、来年度報告ができるよ

うに体制づくりも含めて頑張りたいというふ

うに思います。（発言する者あり） 

○北方貞明議員  「来年度に向け、取り組ん

でまいります」と言われていました。確かに

11回というのは、市長も回数は決して多いと

は思っておられないと思いますよね。そうい

う中で、１年間ここまで来たわけですよ。途

中で何か感じることはなかったんでしょうか。

そこで注意して対策を打つことはなかったの

か。それを、もし対策を打ったなら、どうい

うのを協議して、どう審議、運行回数を増や

そうとか。その１年の間に、何回そういうの

を協議されて、前向きな話し合いがあったか。

その辺を教えてください。 

○市長（尾脇雅弥）  詳しくは担当課長から

もお話があると思いますけれども、やっぱり

なかなか、いろんなことをやっていく中で、

この問題に関しては十分じゃないということ

は、もっと活用ができるだろうというふうに

思いますが、やっぱりいろんなその仕組みの

問題もあって、なかなか難しい面がございま

した。私自身が把握している中では、地元の

公民館とか敬老会の皆様方にも働きかけをし

て、そのことで実績が少し伸びているという

こともあるようでございます。 

 牛根のほうも、そういうことを重ねながら

現在に至っておりますので、今ご指摘のこと

をさらにしっかりとやっていくことと、仕組

みとしてもう一回、現状のままではなくて、

さらに活用ができる連携のありようというの

を考えているところでございます。 

○企画政策課長（二川隆志）  これまでのバ

ス利用に関しての商社側、そしてテナント側

との話し合いについてなんですけれども、基

本的には月に１回、商社が中心になった形で、

全テナントの店長に出ていただく店長会議と

いうのが開催されております。（発言する者

あり）店長会議というのが開催されておりま
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して、そちらのほうにも数回、こちらのほう

も出席させていただき、その中におきまして、

道の駅におきますイベント関係、そういった

ところでの集客を図るためにバスの活用、そ

ういったところができないか働きかけたとこ

ろでございます。 

 また、道の駅たるみずのほうでもやってい

らっしゃいますけれども、やはり地元の老人

クラブ、敬老会、そういったところでの誘客、

そしてまたテナント等でのお買い物、そうい

ったところで活用が図れないかというところ

も提案をしているところでございます。です

けれども、なかなかそういったところでは、

一方日程が合って、やっとそういった形でご

利用いただくところもございますけれども、

日程が合わず、そういうところが流れてしま

ったというところも、報告として聞いている

ところでございます。 

 ですので、こういったところもまた商社の

ほうとも詳細を詰めまして、またさらなる活

用が広がるように、また今後も働きかけてい

かなければならないというふうに、我々は考

えているところでございます。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  そしたら、まだ打ち合せと

いうか来年度に向けては、全然その話し合い

はなされていないわけですね。結論的なこと

は。どうするかということは。そうじゃなく

て、全然ですよ。今の、そしたら前向きな話

のようであって、実際は前へ進んでいないよ

うな気がするんですけれども。 

 私はまた何でこの問題を取り上げたかとい

いますと、前回、タクシーのことで、中央病

院からどこだ、あのことを聞いたと思うんで

すけど。今度は、牛根の方々も同じようなこ

とを言われたんですよ。「牛根から来れば、

300円で朝は来れるんだ」って。バスで。それ

で、「帰りはタクシーで3,000円かかる」と。

前回の時も野久妻のことでしたけど、同じよ

うなことでしたけれども。 

 そういうことで、このバスは遊んでいるわ。

本当僕に言わせたら、遊んでいる。11回しか

動かないんだから。何か別の方法で使う道は

ないのか。もうこれだけ利用しないんだった

ら、垂水市に引き上げて何らかの方法はない

のか。それは事業目的が違うとか言われるか

も知れません。だから、そういうこれを変え

る工夫はないのか。その辺はどうなんでしょ

うか。 

○市長（尾脇雅弥）  気持ちとして、そうい

うことは理解しますが、やっぱり運行はルー

ルがございますので、既存の例えばバス会社

の皆さんとか、いろんなことの関係性もあり

ますから。まずはルールがあるっていうこと

で、どうやっていくのかと。 

 道の駅たるみずはまびらに関しても、５年

も10年もたって同じような状況であれば、ご

指摘いただいていることに対して、策がない

ということなんだと思いますけれども。１年

間、生まれて今経過をして、80万人の皆さん

が訪れて。ただ、足らざるという点では、11

回がどうかっていうことに関しては、今お話

をしたような経緯も踏まえて、「いやいや、

よく頑張っていますよ」というのは、この分

野に関しては、私もそうではないというふう

に思いますので。そのことは定期的に協議を

しながら、また今後のありよう、未来がある

かっていう話でありますから、そこの部分の

仕組みも含めて、しっかりと今は検討してい

る段階でありますということを申し上げてい

るところでございます。 

○北方貞明議員  最後に、この問題はします

けれども。そしたら、年内の１年間に11回し

か運行されていませんけれども、今度、先方

さんと話し合いをした結果、市長の考えとし

て、どれぐらいの回数は運行されたら、それ
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は合格点というか、そういうのになるか。目

標がなくてはちょっとおかしいんじゃないで

しょうか。よく市長は、さっきも誰かが言い

ましたけれども、「少ない投資で多くの効果

を上げる」と。全然効果が上がっていないわ

けですよね。私から言わせれば。 

 だからこの問題は、「市議会は同意したじ

ゃないか」と言われるかも知れませんけれど

も、交流人口が本当に多い中で、利用度が少

ないというのは、大変惨めな結果が、現在あ

らわれているもんですから。早い時点で方向

性を変えて、市民のためになるような方策を

立てていただきたいと思います。一応前向き

に、来年度はいい知らせが私たちのほうに届

くような協議をしていただいて、対策をお願

いいたします。よろしくお願いしておきます。 

 次に、新庁舎問題なんですけど。行きます。 

 私は先ほども言いましたように、津波のこ

とは、よく設計業の方も説明されております

から、聞いております。だから私は、今回、

この台風時の潮位のことで。今までそういう

説明はなされていなかったもんですから、聞

くわけなんですけれども。 

 皆様方のお手元にお配りさせていただきま

した。これは私が鹿児島気象台に行って、気

象庁のデータをもらってきたわけなんですけ

れども。皆様方はこれを、配付されたのをよ

く見ていただいていると思います。 

 この図でいきますと、通常の潮位がこの下

になっていますよね。それで低気圧によって

吸い上げられるわけなんですけれども。その

吸い上げ効果が１ヘクトパスカルですか、昔

は何とかミリバールって言いよった。ヘクト

パスカルで１センチ上昇するということです

よね。 

 なら、この間の平成５年のときは、これが

100ほど下がっているわけですよね。中心気圧

が。そういうことで単純に計算すりゃ、ここ

から１メーター通常上がったことに、計算上

になるんですよね。それでその風による、吹

き上げてくる、この波の吹き寄せる波の高さ。

そして、沖から打ち寄せる高波がある。 

 そうすると、上昇は風速の２乗に比例し、

風速は２倍になれば、海面上昇は４倍になる

と。これは私が言ってるんじゃありません。

専門の気象庁が言っているわけですからね。

だから、防波堤は壊れる可能性は大だと。そ

れで去年でしたか、横浜の防波堤が壊れたの

は。まさにこういう現象が起こって、防波堤

が壊れたということです。 

 そして、私がこの台風のときに質問して、

流木が平成５年のときに飛んで来たというこ

とを何遍も言っています。実は波乗りして、

サーフィンですね、早く言えば。あれは。そ

れが波に乗って飛んで来ているんです。実際。

これは私がうそを言ったとかいうふうな表現

をされた同僚議員もいますけれども。これは

台風時に、ちょうど湾内の真ん前から見てお

られたんですよ。篠原さんという方です。私

はこの台風が去って、数時間後に現場に行っ

たんです。そしたら、その方が私に言った。

「北方さん、あそこから飛んできたよ。」と。

「私はすごく恐ろしかった。」と。そういう

ようなことを言われたんですよ。そのときは、

うちの岸壁には流木は二、三個転がったぐら

いでした。とんとこ館のあそこは。よく皆さ

ん方、写真で見られる、あのとんとこ館の前

の流木が積んであるが。あれは数日してから

業者が上げた後の写真です。私、その現場に、

台風がすぐ来たから数時間後に行っているか

ら、その現場の状況は知っています。 

 だから、こういうような実際起こり得ると、

気象台の方は私に言われました。そういう対

策はされたのかと。その辺を、どういうふう

な対策をされたか。高波に対して。 

○企画政策課長（二川隆志）  災害の想定に
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つきまして、お答えします。 

 ご指摘の平成５年の台風13号でございます

が、地域防災計画において、災害の想定とし

て、平成５年の台風13号は設定されておりま

す。 

 設計における考え方としましては、先ほど

もお答えしたように、新庁舎については災害

拠点としての機能確保に考慮する必要がある

ことから、建物構造、特に免震装置に影響が

出ないようにするため、免震構造を柱頭免震

とし、さらにかさ上げ、防波堤、建物との間

に緩衝地帯の丘を設置するなどの対策を講じ

るところでございます。 

 また、一方でございますけれども、今、北

方議員からこのような形で台風時、特にその

気圧が下がったときの高潮に対する考え方を、

気象庁のこちらのほうでお示しいただいたと

ころなんですけれども。過去の鹿児島湾内、

潮汐、最高潮位ですね。こちらのほうのデー

タという形で確認させていただきました。気

象庁のデータによりますと、過去の鹿児島湾

内の高潮という形の潮位は、1951年のルース

台風、この際に2.84メーターというところが

出ております。 

 ですので、我々としましては、これをもと

に確認をさせていただき、今回、今現在、新

庁舎の予定地としております、前面の防潮堤

の高さ、特に今の舗装面については3.7メー

ターあるというところでございます。 

 また今後、建設の際におきましては、今現

地番からかさ上げをするというところでは、

3.2メーターという形での設定となっておりま

すので、過去のデータとして出ております

2.84メーターを十分にクリアしているという

ふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  反問権なんですけど、

先ほど、篠原さんという方が見られたという

ことですけれども。どれぐらい飛んだ、まさ

か北方さんが見られたっていうことではない

ですよね。（発言する者あり）前、その丸太

が飛んだっていう表現をされたんですけど。

どれぐらい、何メーターぐらい飛ばれたって

いうことでいいんでしょうか。 

○北方貞明議員  何メーターって。（発言す

る者あり） 

○市長（尾脇雅弥）  10メーター飛んだとか

ありますけど、それは何メーターぐらい飛ん

だと。 

○北方貞明議員  今、湾内に暴風ネットが建

っていますよね。あそこから飛んで来たわけ

ですね。それで今は、その内側も車が入るよ

うに大きくなっていますよね。広くなってい

ます。そこの、図面でいけば、絵で見てくだ

さい。それで、家が建っていますよ。これ、

それは岸壁は、ここがありますよね。尾脇さ

ん、ここにありました。ここに飛んで来てい

ます。ここ。何メーターか計測はしていませ

ん。 

○市長（尾脇雅弥）  計測はしていないので、

具体的に何メーターとは言えないと思います

けど。５メーターぐらいなのか10メーターぐ

らいなのか、20メーターぐらいなのかってい

うのは、どういうところが近いですか。 

○北方貞明議員  この中に入れば、５メー

ター以上は飛んでいると思います。はい、５

メーター以上。 

○市長（尾脇雅弥）  仮にその５メーター以

上飛んだと。いろいろあるわけですけれども。

我々が示す庁舎で、護岸からの敷地で、前も

お話していますけれども、28メーターあるわ

けですね。（発言する者あり）海ってなると、

さらに10メーターっていうことになりますの

で。海から飛んで来るとなると、40メーター

近く飛んだときに、初めて庁舎のところに来

るかどうかという話であります。 
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 確かに、その雨風、台風のときは、潮が飛

んで来たり、いろいろ波が飛んで来ると思い

ます。400メーター以内に塩害の対象になりま

すから、ここも十分、そういう意味では台風

のときの塩害等々の対象にもなりますので。

そういう意味では、その丸太がそこまで飛ぶ

ということは、今、想定をされませんし。そ

ういった意味では、その分のご心配というの

は、我々が想定をしている中で対応できるも

のと理解をしております。 

○北方貞明議員  私はね、直接、その庁舎に

飛んでくるとかそういうことは言ってないん

ですよ。この質問に関しては。 

 それじゃなくて今度は、流木は満潮のとき

には陸側に入ってくるんですよ。ということ

は、とんとこ館のあそこでも、この平成５年

のときは干潮だったんですよ。干潮。大潮で

あっても。それは大潮とダブったときは、岸

壁は、今の道路が、僕は50センチぐらいかと

思ったら、80センチぐらいあるらしいですよ。

満潮のときは、海面も上がるんですよね。そ

れから１メーター仮に上がったときは、もう

国道まで来るんです。道路まで。それで、ま

だ吸い上げ効果があれば、まだ上に行くんで

すよ。そのとき、流木がそうやって散乱する

わけですよ。陸地で。そういうことを私は言

いたいのが本当なんですよ。（発言する者あ

り）散乱したら、せっかくの防災拠点である

ところも出動ができないから、そういう対策

をされたかというのを僕は聞いておるんです。

そこは簡単でいいですから。 

○市長（尾脇雅弥）  なかなかその想定自体

が非常に、なかなか根拠が難しいなあと。

我々が理解するには難しい内容。先ほどおっ

しゃった、災害があったときに、それは積み

立てた写真なんだと。そのことを（発言する

者あり）いやいや、積み立てたんだという話

をされましたよね。災害のときに積み立て後

の写真と。（発言する者あり）そうですね。

だから、以前、考える会の海抜０メーターの

危険な地域というところの写真（発言する者

あり）のことなんだと思いますけれども。そ

ういうことがあります。 

 いろんなことを冷静に、その想定っていう

はどこまで想定するかっていうのは、限りが

ないわけですけれども。錦江湾内の中で、外

海と単純に比較するっていうわけにもいきま

せん。我々は安全対策において、今考え得る

最大限の対応をさせていただくことによって、

垂水市で恐らく一番強い建物が建つんだとい

うふうに思いますので。（発言する者あり）

そうですよね。だから、例えばその避難を、

水がたまるじゃないかみたいな話に関しては、

先ほどの質問にお答えしたみたいに、そうい

う対策を庁舎とは別にやりますよっていうこ

と。 

 いろんなことを、想定されることを考えな

がら、積み重ねてここまでやってきていると

いう話でありますので、それ以上の想定はい

ろいろあると思いますけれども、どこまで想

定するかっていうのは難しい話でありまして。

起こり得る、今、考えられるいろんな想定を

しながら、しっかりと対処できるようにして

いるということでございます。 

○北方貞明議員  先ほど、課長がルース台風

と言われましたから、課長は資料を調べてい

るから台風のことが出てきたと思うんですけ

れども。これは昭和26年の台風ですから、こ

こにおられる方が何人その台風を経験された

か知りませんけれども。確かにあの台風は私

も小さかったが覚えています。今、道の駅が

できている浜平。あそこは全部やられました

からね。浜平の海水浴場、全部やられました。

それは垂水町時代ですから。 

 これは皆様に、災害がいかに大きいかとい

う、自然災害が大きいかということで皆様に
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お知らせというか、私の調べたのを皆様に聞

いていただきますけれども。26年のときは、

先ほど言いましたように、牛根も新城も合併

はしていませんから、入っていません。その

ルース台風の被害が、７億5,000万ぐらいなん

ですよ。その数字だけ聞けば、７億5,000万と

いうのは、そう大したことないように思われ

ると思うんですけれども。 

 平成５年の災害が四十、五十億近くの災害

だったと思うんですよね。そのルース台風は、

いかに大きかったかということなんです。そ

のときの物価が、市の戸籍抄本ですか、あれ

が30円の時代ですよね。今450円ですよね。そ

の７億が今の時代に換算すれば、112億5,000

万ぐらいになるんですよ。いかにそのときの

台風が大きかったか、自然災害がいかに怖い

かっていうことですよね。そういうのは、海

岸に計画されております。そういう検証をさ

れたのかと。数字だけ７億といえば、そのと

きの年間の予算が8,000万ばっかしですから、

垂水町が。だから、自然災害がいかに大きい

かということだけは、皆さん、お互い認識し

ていただければなと思っております。これは、

これで終わります。 

 財政のほうは持留議員からありましたから、

もうこれは、よしとします。 

 そしたら、地方自治法４条のほうに移らせ

ていただきます。 

 昨日も、そういう４条でいろいろありまし

たけれども、森議員の答えに対して、その移

転条例は、建ってからでもいいと。そういう

ことを言われました。そして私たちは、逐条

のほうの例で、建設の前がいいんじゃないか

と言っておりますけれども。執行部のほうは

「どっちでもいいんだ」と。言葉は丁寧です

よね。「慎重に検討してから」とか「慎重

に」とかいうことですけれども。 

 普通に一般の考え方からいけば、建てる前

にしたほうがいいと私は思いますけど。もう

一度、僕にもその、あえて教えてください。 

○企画政策課長（二川隆志）  ちょっとお聞

きしたんですけれども、やはり今お聞きされ

るのは、その提出時期はいつかということで

よろしいんでしょうか。 

○北方貞明議員  そこを教えてください。 

○企画政策課長（二川隆志）  それでは、繰

り返しになりますけれども、この条例の提案

時期に関しては、先ほど来申し上げておりま

す、様々な形で議員の皆様方から、北方議員

もおっしゃっていますけれども、建築着工前

がいいのではないかという意見、そしてまた、

姿形が見えてからそういった形で提案しても

いいんじゃないかというようなご意見も賜っ

ているところでございます。 

 そういった状況の中、そういった様々なご

意見もいただきながらでございますけれども、

やはり我々としましては、市役所位置を定め

る改正条例の提案につきましては、慎重に判

断させていただきたいというような回答が、

これまでどおりでございます。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  ちょっと待ってくださいね。

資料があっち行ったり、こっち行ったり。い

ろんな対策があることはわかっています。慎

重にして、着工前、着工後も出してもいいと。

また先ほど言いましたように、着工前が妥当

ではないかと、そういうふうな意見もあると

いうことはわかっています。（発言する者あ

り） 

 それで私は、そしたら伺いますけれども。

行政実例というのはどういうものか、ちょっ

と教えてください。行政実例というのは。

（発言する者あり）うん。 

○副市長（長濱重光）  ご案内のとおり、い

ろんなその条例があるわけですけれども、法

律、条令、規則いろいろございますけれども、
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そういった例えば法律でありますと、その法

律が、例えば我々行政職員にしても、読解で

きないものがあります。「あっ、この趣旨は

どういうふうにしてこの法案ができたのかな

あ、法令ができたのかなあ」と。いろんな業

務を進める上で、「こういうことにも適用で

きるのかなあ、できないのかなあ」「どうい

う縛り、規制があるのかなあ」と、そういっ

たことは、どうしても私たちもその業務を進

める上でわからないのがあります。私はそう

いうときに、どこを頼るかといいますと、こ

の第一法規というのがございます。ここがそ

の法律なんかに基づいて、いろんなその専門

家が分析したものを本にまとめて出している

ところなんですね。ここを頼りにして、私た

ちは業務を進めているということになります。 

 そういったときに、今言いましたように、

法律の解釈をどのようなことでつくって、ど

のような意味合いがあるかっていうものが、

そういう解説書として出されているというの

が、実例がそこに載っているということで、

ご理解いただければいいと思いますけれども。

そのように理解しておりますけれども。 

○北方貞明議員  私も今答弁いただいた、全

くそのとおりと思っております。第一法規で

したかね。そういうのがあるということも僕

も知っています。そういうもとで、今、慎重

にとかそういう執行部側の使い分けだと思っ

ております。 

 そういう中で、昨日からそういうことなん

ですけれども、「予算が確定した以降に出

す」。そのような昨日の答弁だったと思いま

すけれども、これは間違いないんですよね。 

○企画政策課長（二川隆志）  はい、確定以

降という形で考えております。 

○北方貞明議員  それは全ての建設費でそう

いうのが確定したことと、私は理解するわけ

なんですけれども。 

 今は、その行政実例を副市長が述べられま

した。私もそういう中で、こういう文言を勉

強させてもらいました。予算を伴う条例。地

方自治法第222条は、「地方公共団体の長は、

条例その他議会の議決を要すべき案件があら

たに予算を伴うこととなるものであるときは、

必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込

みが得られるまでの間は、これを議会に提出

してはならない」という文言もあります。こ

れは規定されております。 

 そして、「必要な予算上の措置が適確に講

ぜられる見込みが得られる」とは、必ずしも

条例に必要な予算が成立している必要はなく、

必要な財源の見込みがあればよく、例えば、

既定の予算の範囲内で措置すると認める場合

があると。その他予算提案にしたら、こうい

う文言が実例の中に出ておるんですけれども。 

 もう既に、これは建設をするために、最近

ではボーリング調査も予算つけてしています

よね。これは計画できているという解釈じゃ

ないんでしょうか。この文言は。（発言する

者あり） 

○議長（篠原則）  答弁できますか。 

○財政課長（和泉洋一）  ただいま北方議員

のご質問の、行政実例の解釈でございますが。

通常、条例等出す場合は、予算の見込みが立

つ、本市の場合、大体予算と同時に条例案を

出すというようなことで、解釈をいたしてい

るところでございます。今回のこの４条に関

することに関して、必ずしも当てはまるもの

ではないというふうには考えております。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  もう既に基本設計の予算案

が通って、そして先ほども言いましたような

地質調査も通ったわけですね。もう既にそこ

で建てるというのは、位置は決まっているわ

けですよね。おたくらでは。 

 そうであれば、それだったらもう、これは
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４条を早く出してもいいのじゃないですか。

（発言する者あり）これもあれですよ。おた

くらでは法規の部分に載っていたんですよ。

（発言する者あり） 

○議長（篠原則）  お答え願います。 

○企画政策課長（二川隆志）  やっぱり一方、

今言われた北方議員の考え方もあると存じま

すけれども。やはりこの条例制定の段階では

位置だけでなく、事業費、財源、規模、機能

といった情報が、基本設計では説明しておく

必要があると、我々は考えております。さら

には財源の見通しの部分については、工事請

負契約の時点または少なくとも建築工事の予

算が確定する時点以降、そういったところが

適当であるというふうに考えているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  なかなか、かみ合いません

ね。（発言する者あり） 

 とにかく、私たちのその考えには、やはり

市民の方々も本当にいつ出るんだろうか、条

例のことなど位置の問題もですけれども。み

んな、もうできるんだってなといったような

考え方もあります。だけど、正式には決まっ

ていないんだよと僕らは言ってるんですけれ

ども。まだ正式には決まっていないというこ

とでよろしいですかね。私の認識で。 

○企画政策課長（二川隆志）  済みません、

今のは建設場所が決まったのか、決まってい

ないのかということでしょうか。建設場所に

つきましては、再三申し上げておりますけれ

ども、基本計画の段階において決定をし、今、

実施設計。そういった形で議決をいただいた

というふうに、我々は認識しているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  これは、皆さん方は建設し

て、そしてできた暁に出されるというような

ニュアンスでとっております。市民の皆様方

は本当に開かれた行政というんだったら、は

っきり、もうちょっとこのことも市民の方々

に説明していただきたいと思います。その辺

がちょっと足らないんじゃないかなと思いま

す。一方的に、あそこに建てるんだ、もうお

金も二十何ぼですか、借入も準備ができたよ

うなことを言われる。それは市長が借り入れ

るでしょう。だけど、正式にはまだできてい

ないわけですから。これはかみ合わないんで

すから、もうこの辺で終わります。 

 次に、図書館のほうに移りますけけれども。

おお、そんなもう時間。 

 おかげさまで、いい答弁をいただきました。

早速、対応していただきまして。10日のとこ

ろを６日で終わったっていうことで、本当に

ありがとうございました。 

 私たちはせんだって、総務委員会で岡山県

の瀬戸内市に、この図書館のことで図書館に

行ったわけなんですけれども。そこは、特別

整理期間はあるんですけれど、10日間ほど。

余りにも長く休ますわけにいかないからとい

って月に１回ずつ整理をされていて、そして

その長期のをできるだけ短縮していると言っ

ておられました。 

 我が垂水市もやはり、ばーんと10日間、今

回は６日間で済みましたけれども、月々にそ

ういう整理をしておけば、その休館日が短縮

できますから、その辺を今後も検討していた

だけないでしょうか。 

 先日、私が行ったそこは図書館の運営の方

針といたしまして、「市民が夢を語り、可能

性を広げる図書館、子どもたちの成長を支え、

子どもを応援する図書館、高齢者の輝きを大

事にする図書館」などいろんな項目を挙げら

れて、運営されておりました。そして、平成

29年には表彰も受けておられます。全国的な

のを。 
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 そういうことで、私たちも今回、勉強して

きたわけですけれども。いろんな工夫をして、

我が垂水市図書館も、行政は最大の目的は市

民サービスですから、それもできるだけ、そ

ういう利用者に対して、不自由のないように

運営をしていただければと、ありがたく思っ

ております。 

 本当、今回はいろいろ課長、ありがとうご

ざいました。みなさん、ありがとうございま

した。 

○議長（篠原則）  以上で、令和２年度施

政方針並びに各会計予算案に対する総括質疑

及び一般質問を終わります。 

   △議案第18号～議案第28号予算特別委

員会設置、付託 

○議長（篠原則）  お諮りいたします。た

だいま議題となっております議案第18号から

議案第28号までの議案11件については、13名

の委員をもって構成する予算特別委員会を設

置し、これに付託の上、審査することにいた

したいと思います。これにご異議ございませ

んか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第18号から議案第28号までの

議案11件については、13名の委員をもって構

成する予算特別委員会を設置し、これに付託

の上、審査することに決定をいたしました。 

 お諮りいたします。ただいま設置されまし

た予算特別委員会の委員の選任については、

委員会条例第８条第１項の規定により、新原

勇議員、森武一議員、前田隆議員、池田みす

ず議員、梅木勇議員、堀内貴志議員、川越信

男議員、感王寺耕造議員、持留良一議員、北

方貞明議員、池山節夫議員、德留邦治議員、

川畑三郎議員、以上の13名を指名いたしたい

と思います。これにご異議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。

よって、ただいま指名いたしました13名を予

算特別委員会に選任することに決定をしまし

た。ただいま選任いたしました予算特別委員

会委員の方々は、次の休憩時間中に委員会を

開き、正副委員長の互選を行い、その結果を

報告をお願いいたします。 

 ここで暫時休憩いたします。 

     午後４時12分休憩 

 

     午後４時13分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

   △予算特別委員会正・副委員長互選結

果報告 

○議長（篠原則）  予算特別委員会におけ

る正副委員長の互選の結果について、報告が

ありましたので、お知らせいたします。 

 予算特別委員会委員長堀内貴志議員、副委

員長川畑三郎議員、以上でございます。 

 本日の日程は、以上で全部終了いたしまし

た。 

   △日程報告 

○議長（篠原則）  明27日から３月12日ま

では、議事の都合により休会といたします。

次の本会議は３月13日午前10時から開きます。 

   △散  会 

○議長（篠原則）  本日は、これをもちま

して散会いたします。 

     午後４時14分散会 
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令和２年３月13日午前10時開議 

 

 

   △開  議 

○議長（篠原則）  おはようございます。

皆様方にお知らせをいたします。 

 コロナウイルス及びその他の感染症予防の

ため、議場内でのマスク着用を許可いたしま

すので、マスクの着用を希望される方は着用

してください。 

 それでは、定刻、定足数に達しております

ので、ただいまから休会明けの本日の会議を

開きます。 

   △発言の取り消しについて 

○議長（篠原則）  ここで、お諮りいたし

ます。 

 堀内貴志議員から２月25日の本会議におけ

る発言について、会議規則第65条の規定に基

づき、不適切発言の理由により、癩癩癩の部

分を取り消したいとの申し出がありました。 

 取り消しの申し出を許可することにご異議

ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、堀内貴志議員からの発言の取り消

しの申し出を許可することに決定しました。 

 これより議事に入ります。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたした

とおりであります。 

   △諸般の報告 

○議長（篠原則）  日程第１、諸般の報告

を行います。 

 この際、議長の報告を行います。 

 監査委員から、令和２年１月分の出納検査

結果報告及び令和元年度定期監査の結果並び

に令和元年度財政援助団体の監査結果報告が

ありましたので、写しをお手元に配付してお

きましたから、ご了承願います。 

 以上で、議長報告を終わります。 

   ［市長尾脇雅弥登壇］ 

○市長（尾脇雅弥）  皆さん、おはようござ

います。 

 新型コロナウイルス感染症防止につきまし

て、これまでの取り組み状況と今後の対応等

について、ご報告いたします。 

 政府は、国内での発生を受け、当初からい

ろいろな防止策を打ち出してまいりましたが、

令和２年３月10日、新型コロナウイルス感染

症に関する緊急対応策を閣議決定し、国内の

感染拡大を防止するとともに、現下の諸課題

に適切に対処するために、政府として、地域

経済及び世界経済の動向を十分に注視し、必

要な対策をちゅうちょなく講じていくなど、

万全の対応を行おうとしているところだと認

識しております。 

 本市といたしましても、国の緊急対応策に

呼応し、必要な対策を果断なく講じてまいり

たいと考えております。 

 この国の具体的な政策といたしましては、

令和２年３月２日に新型コロナウイルス感染

症により経営に影響を受けた中小企業者を対

象に、セーフティーネット保証４号が発動さ

れました。 

 本制度は、令和２年６月１日までの期間限

定となっており、新型コロナウイルス感染症

により売上減少等が20％以上生じた場合、特

定中小企業者に認定されますと、県中小企業

融資制度等の利用が可能となり、信用保証協

会から借入債務の100％の保証が受けられる

ものでございます。 

 また、一時的に債務の返済が困難となった

場合につきまして、個々の実情に応じ、返済

条件の緩和が受けられる場合もございます。 

 このことを受け、本市におきましては、先

般、３月10日に水産商工観光課におきまして、

垂水市漁協組合員並びに牛根漁協組合員へ制
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度の概要について説明会を実施し、周知を図

ったところでございます。 

 また、日本政策金融公庫におきましては、

農林漁業者等を対象に、３月10日付で農林漁

業セーフティーネット資金等の特例措置の取

り扱いも開始されております。 

 具体的な特例措置の内容は、農林漁業セー

フティーネット資金等の金利負担軽減といた

しまして、各種協会が借入者に対しまして、

一定の期間利子助成することから無利子とな

り、併せて実質無担保となります。 

 今後も、相談窓口であります商工会や各種

団体等と連携し、中小企業者及び農林漁業者

等への周知に努めてまいりたいと考えており

ます。 

 それでは、このほか、本市においてのこれ

までの取り組みと今後の対応策につきまして、

報告いたします。 

 本市では、令和２年２月27日に、垂水市新

型コロナウイルス対策本部を設置し、対策に

努めております。市民の皆様方に対しまして

は、国及び県の発出する注意喚起に基づき、

情報の収集及び市民の皆様への感染症予防の

啓発活動を防災無線や全戸にチラシを配布す

るなど、継続して実施しているところでござ

います。 

 また、介護高齢者を対象とする介護施設や

介護事業所の職員に対しまして、備蓄してい

たマスク１万枚を配布し、入所者や対象高齢

者への罹患防止の徹底をお願いしたところで

あります。 

 併せて垂水中央病院やコスモス苑をはじめ

とする介護施設につきましては、入院患者や

入所者の罹患防止のための面会制限を、通常

の季節性インフルエンザ対策の対応と同様に

継続していただいているところでございます。 

 さらに、高齢者や基礎疾患のある方々が罹

患しやすいとのことから、保健事業等の行事

を中止もしくは延期としたところでございま

す。 

 次に、子育て支援センターにつきましては、

通常の利用を停止しているところでございま

すが、保育所や認定こども園、児童クラブに

つきましては、通常どおり開所しているとこ

ろであり、これまで情報を提供しながら、連

携して対策に努めているところでございます。 

 また、保育所、認定こども園、幼稚園にか

かる対応でございますが、子ども用マスクを

３月６日に市内の保育所と認定こども園、幼

稚園に100枚ずつ配布したところでございま

す。 

 今後は、各施設の状況に応じて、要望をお

聞きしながら、マスクの配布等、可能な範囲

で支援を行ってまいりたいと考えております。 

 続きまして、児童クラブにかかる対応でご

ざいますが、開所時間が８時から18時までと

長時間となりますことから、社会福祉協議会

から垂水児童クラブについては、３名の支援

員の応援をいただき、対応しております。併

せて、マスクと消毒液の配布も行ったところ

でございます。 

 全施設の利用状況につきましては、学校の

臨時休業以降の平日の利用者は、いずれも60

人程度であり、平常時の放課後の利用が平均

85名程度であることを考えますと、大きな問

題はなく、運営がなされていると考えており

ます。 

 次に、学校の対応についてでありますが、

２月28日付で、文部科学省や県教育委員会か

ら出されました、新型コロナウイルス感染症

対策のための小学校、中学校、高等学校及び

特別支援学校等における一斉臨時休業につい

ての通知を受け、本市におきましても、子ど

もたちの健康・安全を第一に考え、全小・中

学校を対象に、３月２日の午後から３月15日

までの期間を一斉臨時休業といたしました。 
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 各学校では、休業前に自宅での過ごし方や

家庭学習課題について指導を行うとともに、

児童生徒１人当たり20枚以上のマスクを配布

し、臨時休業といたしました。 

 また、昨日の垂水中央中学校の卒業式は、

マスク着用やアルコール消毒等の感染防止対

策、参加者の制限、時間短縮等の工夫を行っ

た上で、挙行されております。 

 今後につきましては、全国や九州での感染

者の増加や国や県の方針、近隣市町の動向を

踏まえ、３月16日から春休みの前日となりま

す３月25日まで、小・中学校の臨時休業を延

長したところでございます。 

 なお、臨時休業期間中の３月16日と３月25

日は、午前中のみの臨時登校日とし、子ども

たちの健康状態を把握するとともに、25日は

時間短縮などの工夫をしながら、修了式、辞

任式を行う予定としております。 

 併せて、３月24日の小学校の卒業式は、中

学校と同様の対応を行った上で、挙行する予

定となっております。 

 次に、社会体育施設におきましては、消毒

用アルコールを準備し、利用者の皆さんに手

洗いとマスクの着用をお願いしております。 

 また、社会教育課や国体推進課主催の事業

やイベント等を中止するとともに、施設利用

者に対しましても、各種会合等の中止や延期、

規模縮小の依頼を行ったところでございます。 

 また、地区公民館等主催の行事や会合等に

つきましては、市民の皆様からの要望もあり

ましたことから、中止や延期、規模縮小等の

依頼を行い、ご理解をいただいているところ

でございます。 

 さらに、小・中学校の臨時休業期間中にお

ける対応といたしましては、小・中・高校生

やスポーツ少年団に対して、施設の利用制限

を行い、併せて学校施設開放事業の休止につ

いて周知を図ったところでございます。 

 また、臨時休業期間中における児童・生徒

の安全確保や犯罪被害防止等のために、社会

教育課内の相談員による市内巡回を行うとと

もに、各校区の青少年育成指導委員30名に対

して、見守りや声かけ活動を行っていただく

よう要請を行ったところでございます。 

 終息が見えない現状において、今後も様々

な知見の活用とあらゆる情報を収集し、市民

の皆さんが罹患することがないよう、啓発を

強化するなど、万全を期してまいりたいと考

えております。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

○議長（篠原則）  次に、総務文教委員会

委員長から所管事項調査の報告の申し出があ

りますので、これを許可いたします。 

   ［総務文教委員長川畑三郎議員登壇］ 

○総務文教委員長（川畑三郎）  去る２月11

日から２月13日にかけて、総務文教委員会委

員７名と随行１名により、岡山県瀬戸内市及

び真庭市において、所管事項調査を実施いた

しましたので、その結果を報告いたします。 

 初めに、岡山県瀬戸内市について報告いた

します。 

 瀬戸内市では、瀬戸内市立図書館もみわ広

場の視察を行いました。 

 調査内容は、１．図書館の基本理念、２．

図書館開館までのプロセス、３．市民参加に

よる図書館計画づくり、４．サービス体制と

重点施策、５．施設・人員・実績の５項目を

調査してまいりました。 

 図書館は基本理念である、「もちより・み

つけ・わけあう広場」から一文字ずつとり、

「もみわ広場」と命名し、市民の自立を支え、

地域の活性化につながる教育・文化活動を展

開することを目的としておりました。 

 図書館は、集中できる空間、声を出し互い

に語らいながら学習する空間、郷土の文化・

歴史を学ぶ空間、子育て世代が求める情報・
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コミュニケーションが図れる空間、高齢者の

文化的な活動を支援する空間など、基本理念

のコンセプトに合った仕掛けづくりがされ、

どの空間にも目的を持って人が集まり、図書

館を楽しんでいる印象を受けました。 

 次に、図書館の開館に当たっては、計画づ

くりから市民参画・協働で図書館の整備・運

営を行っていくことを念頭に、市民アンケー

トの実施や市民参加のワークショップである

「としょかん未来ミーティング」、有識者に

よるフォーラムなどを開催し、具体的なサー

ビス・機能を計画・設計に反映させるなど、

足かけ６年の歳月をかけ、開館したとのこと

でありました。 

 次に、サービス体制と重点施策では、保育

園・幼稚園・高齢者施設を月に１度巡回する

移動図書館や、市民団体との協働による各種

活動、市民により創設された図書館友の会、

もみ和フレンズによるサポート体制の充実、

また行政の各部署と連携し、防災や介護など

の本棚には、関連した施策のリーフレットな

どが設置されていました。 

 また、図書購入の予算が約2,000万円計上

されており、専門員である図書館司書５名が

配置されていました。 

 視察を通して、図書館に来館していた方か

らは、図書館で過ごす充実感や知的好奇心・

学ぶ意欲が感じられ、多種多様な市民ニーズ

に応える空間・サービスの提供というものの

重要性を非常に高く感じ、費用対効果以外の

市民満足度にも目を向ける必要を強く感じま

した。 

 次に、岡山県真庭市について報告いたしま

す。 

 真庭市では、バイオマス産業都市構想につ

いて研修を行いました。バイオマス産業都市

構想とは、古くからの中心産業である林業を

中心に据え、バイオマスを通じて、農業、工

業、商業などの様々な産業が連携し合い、ま

た、教育、福祉、技術、文化といった人々の

暮らしが一つの輪で結ばれることを目指した

構想であります。 

 真庭市は、山と川に挟まれた中山間地域で、

面積の約80％、656平方キロメートルの森林

資源を持ち、ヒノキの産地として発展してき

た林業のまちであります。 

 豊富な木質資源を余すことなく利用し、森

林育成へと還元していくため、未来を見据え

た長期的なバイオマス産業都市構想が産学官

一体となって展開されており、バイオマス資

源の地域内循環、地域内流通など様々な取り

組みを通じて地域を活性化させるとともに、

循環型社会の構築に取り組んできました。 

 主な取り組みに、木質資源を安定供給する

ための拠点として、木質バイオマス集積基地

の建設、木質バイオマスを活用したバイオマ

スの発電事業、また、バイオマス産業を観光

資源として位置づけ、バイオマスツアーとし

て観光事業にも取り組んでいました。 

 この一つ一つの取り組みには、新たな雇用

の創出が生まれています。真庭市では、地域

資源を活用した循環型社会の構築、新たな雇

用の創出、森林の保護・保全などを点で捉え

るのではなく、それぞれを線あるいは面で結

びつけて、実践的な取り組みを長い歳月をか

けて行っていました。 

 バイオマス産業都市構想は、地元の若手経

営者や各方面のリーダーが中心となり、1993

年に発足した真庭市の未来を考える会「21世

紀の真庭塾」という組織の立ち上がりからス

タートし、現在のまちづくりの基礎となって

いることが特徴的な点であります。 

 このような真庭市の取り組みを学び、将来

へ持続可能なまちづくりは、まちに住むひと、

企業が主体であり、外部との人材交流・技術

指導など産・学・官で連携し、明確なビジョ
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ンのもと、長期的なプランを立てて実行して

いかなければならないと強く実感いたしまし

た。 

 今回の所管事項調査は、垂水市にとって参

考になる事例が非常に多くありましたことを

報告して終わります。 

○議長（篠原則）  以上で、諸般の報告を

終わります。 

   △議案第１号～議案第７号、議案第９

号、議案第18号～議案第28号、陳情

第３号、陳情第５号、陳情第６号一

括上程 

○議長（篠原則）  日程第２、議案第１号

から日程第８、議案第７号まで、日程第９、

議案第９号及び日程第10、議案第18号から日

程第20、議案第28号までの議案19件並びに日

程第21、陳情第３号、日程第22、陳情第５号、

日程第23、陳情第６号の陳情３件を一括議題

といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第１号 垂水市国民健康保険税条例の一

部を改正する条例 案 

議案第２号 垂水市地方卸売市場条例の一部

を改正する条例 案 

議案第３号 垂水市営住宅条例の一部を改正

する条例 案 

議案第４号 垂水市第１号会計年度任用職員

の報酬、期末手当及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例 案 

議案第５号 垂水市第２号会計年度任用職員

の給与に関する条例の一部を改正する

条例 案 

議案第６号 垂水市職員の服務の宣誓に関す

る条例の一部を改正する条例 案 

議案第７号 議会の議員その他非常勤の職員

の公務災害補償等に関する条例を廃止

する条例 案 

議案第９号 大野原辺地に係る総合整備計画

の策定について 

議案第18号 令和２年度垂水市一般会計予算

 案 

議案第19号 令和２年度垂水市国民健康保険

特別会計予算 案 

議案第20号 令和２年度垂水市後期高齢者医

療特別会計予算 案 

議案第21号 令和２年度垂水市交通災害共済

特別会計予算 案 

議案第22号 令和２年度垂水市介護保険特別

会計予算 案 

議案第23号 令和２年度垂水市老人保健施設

特別会計予算 案 

議案第24号 令和２年度垂水市病院事業会計

予算 案 

議案第25号 令和２年度垂水市漁業集落排水

処理施設特別会計予算 案 

議案第26号 令和２年度垂水市地方卸売市場

特別会計予算 案 

議案第27号 令和２年度垂水市簡易水道事業

特別会計予算 案 

議案第28号 令和２年度垂水市水道事業会計

予算 案 

陳情第３号 市庁舎建設に関する住民投票条

例制定を求める陳情書 

陳情第５号 多額の費用を伴う住民投票条例

によらない新庁舎建設促進を求める陳

情書 

陳情第６号 地方たばこ税を活用した分煙環

境整備に関する陳情書 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（篠原則）  ここで、各委員長の審

査報告を求めます。 

 最初に、産業厚生委員会委員長梅木勇議員。 

   ［産業厚生委員長梅木 勇議員登壇］ 

○産業厚生委員長（梅木 勇）  去る２月14

日の本会議において、産業厚生常任委員会付
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託となりました各案件について、２月27日に

委員会を開き、審査いたしましたので、その

結果を報告いたします。 

 最初に、議案第２号垂水市地方卸売市場条

例の一部を改正する条例案については、今回

の改正は、買受人・出荷者にも多大な影響が

出ると思うが、きちんと説明したのか、どう

いう声が出たのかとの質問があり、審議会の

決定を経て、市場内で説明、意見集約を行っ

たが、特段意見はなかったとの回答がありま

した。 

 出荷が重なり、量が多い時期に供給過剰と

なったものを転送することも可能になるのか

との質問に対しては、第三者販売が可能にな

るという改正なので、これまで買受人にしか

販売できなかったところを第三者へ流通が乗

せられることから、販路が広がると考えられ

るとの回答がありました。 

 そのほかにも、建物の老朽化に伴う今後の

方向性や経営状況についてなど、活発な意見

が出されました。 

 審査の後、本案の採決を行ったところ、原

案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３号垂水市営住宅条例の一部

を改正する条例案について説明があり、連帯

保証人を個人から法人に代えることができる

となっているが、法人とはどのような想定か

との質問に対し、家賃保証をしているところ

であり、鹿児島市内のＮＰＯ法人やどかりサ

ポート鹿児島を念頭に置いているところであ

るとの回答がありました。 

 また、市営住宅の空き状況の確認のほか、

滞納家賃について、きちんと連帯保証人へ支

払を求める運用の必要性や、市営住宅の計画

的な修繕についての要望も出されました。 

 審査の後、本案の採決を行ったところ、原

案のとおり可決されました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（篠原則）  次に、総務文教委員会

委員長川畑三郎議員。 

   ［総務文教委員長川畑三郎議員登壇］ 

○総務文教委員長（川畑三郎）  去る２月14

日の本会議において、総務文教常任委員会付

託となりました各案件について、２月28日に

委員会を開き、審査いたしましたので、その

結果を報告いたします。 

 最初に、議案第１号垂水市国民健康保険税

条例の一部を改正する条例案では、国民健康

保険における資産割の廃止に向けた税率改正

についての説明から、人口減少で健康保険税

が減っていくことを少しでも安定させようと

いう目的意図があってのものなのかとの質問

があり、平成30年度に鹿児島県が財政の責任

主体となり、新しい制度に移行した。県下す

べての市町村が同じ方向を向いて国民健康保

険を維持していくという方針に基づいたもの

であるとの答弁がありました。 

 また、他市町村の状況についての質問では、

各市町村それぞれ税率が違うが、県が示して

いる標準保険料率に極力近づけていくといっ

た内容で改正を行っていると聞いているとの

答弁がありました。 

 次に、法定減免されている世帯への影響に

ついての質問では、極力、激変しないような

改正案ということで提案したと考えていると

の答弁がありました。 

 そのほかに、国保財源を維持するために、

みんなで応分に負担しないといけないといっ

た意見が出されるなど、活発な質疑がなされ

ました。 

 審査の後、本案の採決を行ったところ、軽

減制度の充実及び対策を図っていただきたい

との要望が付され、原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第４号垂水市第１号会計年度任

用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関す
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る条例の一部を改正する条例案では、週休日

の振替に係る時間外勤務の規定を追加する旨

の改正について、正規職員との均等待遇にお

ける問題点はないかとの質問があり、同一労

働、同一賃金の考え方の中で整理し、給料表

を同一にし、休暇の捉え方も国からの指導で

改善するべき休暇については、十分対応がで

きているとの答弁がありました。 

 審査の後、本案の採決を行ったところ、原

案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５号垂水市第２号会計年度任

用職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例案では、人事院勧告に係る垂水市職員の

給与に関する条例等の議決に伴い、常勤職員

の給料表に準ずる改正について、財源の増額

はどの程度かとの質問があり、給与、社会保

険料等の合計で280万円程度の影響額を見込

んでいるとの答弁がありました。 

 審査の後、本案の採決を行ったところ、原

案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６号垂水市職員の服務の宣誓

に関する条例の一部を改正する条例案では、

令和２年度から会計年度任用職員への移行に

伴い、地方公務員となることから、服務の宣

誓をする必要があるとの説明から、正規職員

との違いはあるのかとの質問があり、市長の

前での服務宣誓を省略した形になるが、公務

員としての位置づけでの宣誓となることから、

内容・文言等に違いはないとの答弁がありま

した。 

 審査の後、本案の採決を行ったところ、原

案のとおり可決されました。 

 次に、議案第７号議会の議員その他非常勤

の職員の公務災害補償等に関する条例を廃止

する条例案では、非常勤職員及び議会議員は

非常勤職員公務災害補償に加入中で、会計年

度任用職員は地方公務員となることから、本

条例の対象者はいなくなるとの説明から、条

例に議会議員が今まで入っていたのかとの質

問があり、従前より対象外であったが、会計

年度任用職員の導入に伴い、不要となる案件

の整理のため、このタイミングになったとの

答弁がありました。 

 審査の後、本案の採決を行ったところ、原

案のとおり可決されました。 

 次に、議案第９号大野原辺地に係る総合整

備計画の策定についてでは、市道大野原・垂

桜線の改良舗装整備に関連する計画の策定に

ついて、議会の議決を求めようとするものと

の説明から、整備計画の目的について質問が

あり、振興会からの要望を受け、舗装の補修

を行ってきたが、損傷箇所が広がり、路盤か

らの改良が必要と判断し、計画を策定したと

の答弁がありました。 

 審査の後、本案の採決を行ったところ、原

案のとおり可決されました。 

 次に、陳情第６号地方たばこ税を活用した

分煙環境整備に関する陳情書については、取

り扱いを協議し、陳情の趣旨については理解

できることから、本案の取り扱いについては

趣旨採択となりました。 

 最後に、閉会中の継続審査となっておりま

した陳情第３号市庁舎建設に関する住民投票

条例制定を求める陳情書及び陳情第５号多額

の費用を伴う住民投票条例によらない新市庁

舎建設促進を求める陳情書の取り扱いについ

て、私から発言を申し出、継続審査とした理

由として、12月議会に陳情と関連する議案、

市庁舎建設に関する住民投票条例案が上程さ

れ、最終本会議での議決に伴い、おのずと判

断できるとの理由であった。結果、住民投票

条例案が否決されたことで、陳情の内容から

して実質的効力を失ったのではと考えている。 

 既に目的を失った陳情ではあるが、委員長

の立場としては、委員会として結論を出した

いと考えているところであり、両陳情とも不
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採択としたいと考えているとの考えを示し、

委員会に諮ったところ、反対もなく、異議な

しと認めたため、陳情第３号及び陳情第５号

は不採択とすることに決定いたしました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（篠原則）  次に、予算特別委員長

堀内貴志議員。 

   ［予算特別委員長堀内貴志登壇］ 

○予算特別委員長（堀内貴志）  去る２月26

日の本会議において、予算特別委員会を設置

し、委員会付託となりました令和２年度各会

計予算案について、３月４日及び５日の議案

に対する質疑、９日には市長への総括質疑の

計３日間にわたり委員会を開き、審査をいた

しましたので、その結果を報告いたします。 

 最初に、議案第18号令和２年度垂水市一般

会計予算案につきましては、教育振興費の扶

助費、就学援助費及び農業振興費、人材力強

化総合支援の補助金において、就学援助費は

生活実態に反映されたものではなく、貧困対

策や教育支援につながらない、また人材力強

化総合支援においては、人材力強化を支援す

るに当たり、現状を打開できる予算ではなく、

農業振興につながらないとする総括質疑が出

されるなど、異議があったため、挙手による

採決を行った結果、賛成多数により原案のと

おり可決されました。 

 次に、議案第19号令和２年度垂水市国民健

康保険特別会計予算案につきましては、異議

なく原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第20号令和２年度垂水市後期高

齢者医療特別会計予算案につきましては、異

議があったため、挙手による採決を行った結

果、賛成多数により原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第21号令和２年度垂水市交通災

害共済特別会計予算案につきましては、異議

なく、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第22号令和２年度垂水市介護保

険特別会計予算案につきましては、異議があ

ったため、挙手による採決を行った結果、賛

成多数により原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第23号令和２年度垂水市老人保

健施設特別会計予算案、議案第24号令和２年

度垂水市病院事業会計予算案、議案第25号令

和２年度垂水市漁業集落排水処理施設特別会

計予算案、議案第26号令和２年度垂水市地方

卸売市場特別会計予算案、議案第27号令和２

年度垂水市簡易水道事業特別会計予算案及び

議案第28号令和２年度垂水市水道事業会計予

算案につきましては、いずれも異議がなく、

原案のとおり可決されました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（篠原則）  これから質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論の通告がありますので、発言を許可い

たします。 

   ［持留良一議員登壇］ 

○持留良一議員  おはようございます。それ

では、議長の許可をいただきましたので、反

対討論を行っていきたいと思います。 

 まず最初に、議案第18号令和２年度垂水市

一般会計予算案と議案第20号令和２年度垂水

市後期高齢者医療特別会計予算案及び議案第

22号令和２年度垂水市介護保険特別会計予算

案について、反対の立場で討論をいたします。 

 最初は、議案第18号令和２年度垂水市一般

会計予算について反対の立場での討論をいた

します。 

 総括質疑冒頭で、予算案は直接に市民の暮

らしを左右し、その福祉、いわゆる市民の幸
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せいかんを決するものである。審議に当たっ

ては、広く客観的に市民の立場に立って公平

さが求められると述べました。 

 さらに、予算の原則として予算は、住民の

ものとして住民のためにつくられることから、

合理的かつ能率的に、しかも民主的に編成し、

管理し、執行しなければならないと指摘もさ

れています。ゆえに、来年度の予算はそうい

う観点から問題があったと私の見解を述べさ

せていただきたいと思います。 

 予算案に反対する第一の理由は、国の政治

に対して市民の暮らしを守る防波堤としての

役割が果たされているのかということです。

地方創生を掲げながら、公共施設等の統廃合

の推進、民間委託等行革の押しつけ、国保で

は、法定外繰入に新たなペナルティーを導入

し、これまで以上に繰入等の解消への圧力が

高まっています。 

 マイナンバー予算案は、低迷するカード交

付を無理やり普及させようとするものです。

地方公務員についても、家族も含めカードを

取得する号令がかけられています。しかし、

セキュリティーは後回しで危険性は高まるば

かりです。地方税や社会保障における国民監

視の性格が強いことに加え、個人情報漏えい

のリスクが高く、反対するものであります。 

 もう一つの反対の理由は、市民の生活を守

り、応援する視点での予算の組み立ては十分

だったのかという問題であります。 

 市長の施政方針で元気なまちづくりという

ことで安心・経済・未来への３つの挑戦を掲

げ、その保障のための新規事業や継続事業の

施策が予算化されました。 

 厳しい予算の中で、子育て支援や高齢者対

策など大いに評価できる予算もありますが、

質疑でも取り上げた点も含めて、予算案は市

民の暮らしを守り、市の産業振興につながる

ものでなければなりません。そこで、以下の

主な３点について問題点を指摘し、討論いた

します。 

 就学援助制度は、経済的理由によって就学

困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対

して、市町村は必要な援助を与えなければな

らないという学校教育基本法の趣旨のもと定

められた制度です。 

 日本経済が消費税増税後、新たな消費不況

に突入したと言われ、当然のごとく地域経済、

市民生活にも影響が出ていて、特に家計の支

出はマイナスの連続です。実質賃金も慢性的

なマイナスに陥っています。 

 このようなときだからこそ、就学援助制度

には目的から見ても、市民生活の実態が反映

された予算でなければならないと考えます。

総括質疑でもその点を認められ、方向性を出

されたことは評価をいたします。当初予算を

組み立てる上で、生活実態が反映されなかっ

たことは問題と言わざるを得ません。 

 次に、農業振興対策について、振興を図る

取り組みの予算になっていないというふうに

考えます。農業振興を図る上で後継者・新規

就農者対策は大きな柱です。これらをめぐる

点で大きな変化が生まれています。 

 一つは、政府が進めている食料・農業・農

村基本計画の見直し作業の中で、食料の自給

率の向上や小規模・家族農業の重視、中山間

地域の振興などについて、注文や意見書が多

く出されています。 

 もう一つの変化は、総括質疑でも紹介した

田園回帰の動きが強まっているということで

す。今日、農業や農山村への期待と関心が高

まり、農村へ移住し、農業や地域づくりに参

加する若者が増えています。 

 さらに、国連も農業の大規模化を推進して

きた従来の農政が貧困と格差、飢餓を拡大し、

食の安全や環境を脅かしてきた反省から、小

規模・家族農業の重視にかじを切りました。
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このようなときだからこそ、持続可能で希望

ある垂水の実現に農業と農山村の再生は欠か

せません。それは、垂水にとって農業と漁業

は基幹産業の柱で、地域経済を支えるものに

なっているからです。 

 今回は農業振興対策での新規就農支援対策

について、目標を担保し、さらに施政方針で

も述べられた関係機関とも連携し、若い世代

の確保に努めるとありましたが、これの予算

案は裏づけるものになっていないというふう

に私は考えます。 

 しかし、この間の取り組みや内容はそれに

見合ったものじゃないことも改めて指摘もし

ておきたいと思います。そのことは単純な比

較はできませんが、近隣の市町村の取り組み

とその結果も紹介しましたが、取り組みに差

があったのではなかったでしょうか。 

 ３点目は、財政運営問題です。 

 施政方針の財政運営で、市長は借金である

地方債残高で前年度より増加したものの、

ピークであった平成16年度より大きく下回っ

たと述べられていますが、比較対象が違うし、

結果は増加しています。新庁舎関係の予算を

考えたときに、財政運営を危惧するものです。 

 また、財政運営の最後の部分に、将来にわ

たって持続可能な財政基盤の確立を図るため、

事務事業の峻別を徹底した財政運営に努めて

いくと書かれています。 

 このようなことから、一般質問で新庁舎建

設での関係で市政財政、市民生活に与える影

響という観点で財政問題を取り上げました。

予算案では、新庁舎関連予算が出されました

が、それを理解し、判断するには現段階で新

庁舎建設が財政にどのような影響を与えるか、

判断できる資料が必要と考えます。そのこと

を参考にしながら、総合的かつ多面的に審議

していくことが、今議会にも求められていた

と思います。 

 このような観点から、新庁舎関連予算には

賛成できません。ぜひその資料を作成し、議

会にも、市民にも早急に示されることを強く

要望もしておきたいと思います。 

 以上のような主な問題点を指摘して、議案

第18号令和２年度垂水市一般会計予算案には

反対をいたします。 

 次に、議案第20号令和２年度垂水市後期高

齢者医療特別会計予算案について、反対の立

場で討論をいたします。 

 後期高齢者医療特別会計は、高い保険料に

加え、制度そのものが高齢者への差別的制度

である点から、まず反対いたします。 

 高齢者を別枠の医療保険に囲い込み、負担

増と差別を押しつける制度そのものです。ま

た、国が制度導入時に批判をかわすために導

入した低所得者の保険料を軽減する仕組みで

ある特例軽減の撤廃で、大幅な保険料の負担

増が行われることになり、経済的困窮者から

の保険証の取り上げが全国的にも起きている

ことを危惧をしています。 

 さらに、年金減と社会保障などによる負担

増、消費税増税での物価高騰での高齢者の暮

らしが一層厳しくなることが予想されます。 

 全国保険協会の受診実態調査では、患者の

経済困窮による治療中断を経験していること

が明らかになっています。高齢者を年齢で差

別し、負担増と滞納制裁が強化され、制度や

仕組みの矛盾がますます広がっていることが

一層証明されたものと思います。 

 また、後期高齢者人口が増え、医療給付が

増加すれば、いや応なく保険料が上がり、受

診抑制が負担増を強制する制度という点でも

矛盾がある以上、後期高齢者医療特別制度を

廃止し、安心できる医療制度への道が開ける

老人保険制度に戻すことを、改めて強く求め

ます。 

 高齢者の尊厳が守られ、安心して入院治療、
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療養ができるように体制を整えることを強く

求め、議案第20号令和２年度垂水市後期高齢

者医療特別会計予算案には反対をいたします。 

 最後に、議案第22号令和２年度垂水市介護

保険特別会計予算案について、反対の立場で

討論をいたします。 

 介護保険制度が発足して間もなく20年にな

ろうとしています。この制度の目的は、高齢

者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして

導入がされましたが、たび重なる改悪によっ

て、もはや社会保障と呼べないものになって

いるのではないでしょうか。 

 利用者には負担増とサービスの後退が押し

つけられてきました。また、介護事業者には

受ける介護報酬が実質的に下げられ、老人福

祉・介護事業倒産は過去最高に上がってきて

います。 

 さらに、低賃金による介護従事者の慢性的

な人手不足の深刻さも増しています。 

 施設関係では、特別養護老人ホームの待機

者も多くあり、在宅サービスが不十分なまま

施設から在宅へは、保険あって介護なしを深

刻化させています。総合支援事業も要支援者

の訪問、通所介護を集中的に引き受けるもの

とされ、自立支援への課題があります。 

 このような中、地域包括ケアシステムも十

分に役割を担えていない現状があります。こ

うした入れ方だけでうまくいくとは到底考え

られません。予算は介護費の伸びからもっと

予防活動の徹底と、それを保障する体制の充

実が求められていたはずであります。 

 さらに、特別養護老人ホームの待機者が解

消されていません。昨年の11月時点では定員

70名のところ、127名の待機者です。第７期

の介護保険計画でも、増設計画にもなってい

ません。施政方針で、要支援、要介護全体に

対応できる介護サービス提供施設や、介護事

業者が利用量に対し、供給量を満たしていな

い現状にあると述べています。 

 介護保険第１条には、必要な保健医療サー

ビス及び福祉サービスに係る給付を行うため、

国民の共同連帯の理念に基づき、介護保険制

度を設け、その保険給付に関して必要な事項

を定め、国民の医療の向上及び福祉向上の増

進を図ることを目的とすると書かれています。 

 この点から考えても、市の視点は施設や

サービス業者に責任を求めているのではない

でしょうか。自治体は役割と責任を果たすた

めにも、いつでもどのように解消していくの

か、力を入れて取り組むべきではないでしょ

うか。社会的介護という介護保険制度がつく

られた当初の理念から大きくずれた実態は、

容認する限度を超えるものとなっています。 

 高齢者の尊厳を守る介護保険制度にするた

めには、本予算では不十分と言わざるを得ま

せん。 

 以上が反対の理由であります。さらに、介

護保険料は高い保険料、利用料、保険あって

介護なしの状況は変わっていません。国の施

策に基礎自治体から強く抗議の声を上げる意

味でも、議案第22号令和２年度垂水市介護保

険特別会計予算案には反対をいたします。 

 以上で討論を終わります。 

○議長（篠原則）  以上で通告による討論

は終わりました。 

 ほかに討論はありませんか。 

   ［池山節夫議員登壇］ 

○池山節夫議員  私は、議案第18号令和２年

度垂水市一般会計予算案について、賛成の立

場で討論をいたします。 

 ただいま持留議員の反対討論の中にありま

した、市民の生活を守り、応援する組み立て

になっているか。そのことについては、私は

予算案をつぶさに見まして、市民の公平、市

民のために生活を守り、応援する組み立てに

なっていると考えております。 
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 持留議員は、子育て支援については評価を

すると言われました。今回の予算案について

は、就学援助についても、子育て支援につい

ても、高齢者支援についても、非常によく予

算案として市長の思いのこもった予算案だと

私は評価をいたします。 

 農業対策についても、いろいろありました

が、庁舎問題の予算について、賛成できない

という反対討論がございました。 

 特に財政問題について、持留議員が言われ

ましたが、新庁舎関連予算については、過疎

債を使用して８億円の交付税措置を受ける、

そして長い間の執行部と議会の努力によって、

市有施設整備基金が15億円以上、そして財政

調整基金は12億を超えております。 

 今この時期に、新庁舎をつくらない限り、

垂水はこの60年近くたった庁舎を建て替える、

そのことは不可能ではないかと私は考えます。

この点でも財政面からも、今回の一般会計予

算案、新庁舎関連に関しても、大いに評価で

きるものと私は考えます。 

 以上の点で、私は一般会計予算案に賛成を

いたします。同僚議員の皆様のご賛同をよろ

しくお願い申し上げます。 

○議長（篠原則）  ほかに討論はありませ

んか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 最初に、議案からお諮りいたします。 

 ご異議がありますので、議案第18号及び議

案第20号並びに議案第22号を除き、各議案を

各委員長の報告のとおり決することにご異議

ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第18号及び議案第20号並びに

議案第22号を除き、各議案は各委員長の報告

のとおり決定しました。 

 次に、議案第18号を起立により採決いたし

ます。 

 なお、起立されない方は否とみなします。 

 委員長の報告は可決であります。 

 それでは、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方はご起立願います。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（篠原則）  起立多数です。 

 よって、議案第18号は委員長の報告のとお

り決定いたしました。 

 次に、議案第20号を起立により採決いたし

ます。 

 なお、起立されない方は否とみなします。 

 委員長の報告は可決であります。 

 それでは、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方はご起立願います。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（篠原則）  起立多数です。 

 よって、議案第20号は委員長の報告のとお

り決定しました。 

 次に、議案第22号を起立により採決いたし

ます。 

 なお、起立されない方は否とみなします。 

 委員長の報告は可決であります。 

 それでは、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は起立願います。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（篠原則）  起立多数です。 

 よって、議案第22号は委員長の報告のとお

り決定いたしました。 

 次に、陳情をお諮りいたします。 

 陳情第３号に対する委員長の報告は不採択

でありますので、原案について起立により採

決いたします。 

 本陳情を採択とすることに賛成の方は起立

願います。 

   ［賛成者起立］ 
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○議長（篠原則）  起立なしです。 

 よって、陳情第３号は不採択とすることに

決定しました。 

 次に、陳情第５号をお諮りいたします。 

 陳情第５号に対する委員長の報告は不採択

であります。原案について起立により採決い

たします。 

 本陳情を採択とすることに賛成の方は起立

願います。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（篠原則）  起立なしであります。 

 よって、陳情第５号は不採択とすることに

決定いたしました。 

 次に、陳情第６号をお諮りいたします。 

 陳情第６号を委員長の報告のとおり決する

ことにご異議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、陳情第６号は趣旨採択とすること

に決定いたしました。 

   △議案第29号上程 

○議長（篠原則）  日程第24、議案第29号

令和元年度垂水市一般会計補正予算（第６

号）案を議題といたします。 

 説明を求めます。 

○財政課長（和泉洋一）  おはようございま

す。議案第29号令和元年度垂水市一般会計補

正予算（第６号）案をご説明申し上げます。 

 今回の補正は、令和２年１月26日から27日

にかけての強風により、市内の農業用ビニー

ルハウス等に甚大な被害が出たことに対して、

被災した農業者が農業経営を維持していくた

めに必要な、生産施設等の復旧に係る経費を

緊急に支援することを目的として、追加上程

するものでございます。 

 今回、歳入歳出とも676万9,000円を増額し

ますので、これによる補正後の歳入歳出予算

総額は132億1,095万4,000円になります。 

 補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額

並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２

ページから３ページまでの第１表歳入歳出予

算補正に掲げてあるとおりでございます。 

 ７ページをお開きください。 

 歳出の事項別明細でございますが、６款農

林水産業費５目農業振興費の職員手当等は、

災害状況の確認や支援等に係る職員の時間外

手当でございます。旅費は県との協議のため

の旅費でございます。負担金補助及び交付金

は、種代や施設の修繕に係る費用について補

助するものでございます。 

 これに対する歳入は、前に戻っていただき

まして、４ページの事項別明細書の総括表及

び６ページの歳入明細にお示ししてあります

ように、県支出金及び財政調整基金繰入金を

充てて収支の均衡を図るものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほど

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（篠原則）  ここで暫時休憩します。 

 休憩時間中、全員協議会室におきまして全

員協議会を開きますので、ただいまの議案を

持ってご参集を願います。 

     午前10時58分休憩 

 

     午前11時25分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 先ほど議題としました議案に対し、これか

ら質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております、議案第29

号については、会議規則第37条第３項の規定

により、委員会への付託を省略したいと思い
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ます。 

 これにご異議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第29号については委員会への

付託を省略することに決定しました。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 お諮りします。 

 議案第29号を原案のとおり決することにご

異議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第29号は原案のとおり可決さ

れました。 

   △意見書案第５号上程 

○議長（篠原則）  次に、日程第25、意見

書案第５号を議題といたします。 

 案文は配付してありますので、朗読を省略

いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

意見書案第５号 加齢性難聴者補聴器購入補

助制度創設を求める意見書 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（篠原則）  お諮りいたします。 

 ただいまの意見書案については、提出者の

説明及び委員会付託を省略したいと思います

が、これにご異議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、いずれもそのように決定しました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 意見書案第５号を原案のとおり決すること

にご異議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、意見書案第５号は原案のとおり可

決されました。 

 お諮りいたします。 

 ただいまの意見書案が議決されましたが、

その提出手続及び字句、数字、その他の整理

を要するものにつきましては、その整理を議

長に委任したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、その提出手続及び字句、数字、そ

の他の整理は議長に委任することに決しまし

た。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしまし

た。 

 これで、本定例会に付議されました案件は

全部議了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 閉会中、各常任委員会及び議会運営委員会

の所管事項調査を行うことに、ご異議ござい

ませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、閉会中、各常任委員会及び議会運

営委員会の所管事項調査を行うことに決定い

たしました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

   △閉  会 

○議長（篠原則）  これをもちまして、令

和２年第１回垂水市議会定例会を閉会いたし

ます。 

     午前11時28分閉会 
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